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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

津山工業高等専門学校 

（２）所在地 

岡山県津山市 

（３）学科等の構成 

学 科：機械工学科，電気電子工学科， 

電子制御工学科，情報工学科 

専攻科：機械・制御システム工学専攻， 

電子・情報システム工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

（平成19年５月１日現在） 

学生数：準学士課程 836人，専攻科 48人 

専任教員数：63人 

２ 特徴 

 本校の理念・教育目標において，特に学生の自律の精

神を求め，自発的な学習を重視した教科を含めた創造性

を育む教育活動や自主的で自由な学生生活・寮生活など，

全校で統一した自律，創造，自由の理念のもと，教育・

課外活動等で各種賞をもらうなどの成果を得ている。 

（１）沿革 

本校は，岡山県北部の津山市の中心部から，やや東北

にある高台に位置している。 

昭和 38 年４月に機械工学科２学級，電気工学科１学級

の２学科３学級として設置された。昭和 42 年には金属工

学科を増設したが，社会の変化により，昭和 61 年に金属

工学科から情報工学科へ，平成３年に機械工学科１学級

を電子制御工学科へ改組，平成 15 年に電気工学科から電

気電子工学科に名称変更し，現在の４学科となっている。

専攻科は早い時期の平成９年４月に２専攻が設置された。

創立以来の本校卒業生及び修了生は，それぞれ5,302人，

198 人となっている。 

（２）教育活動 

平成 12 年にカリキュラムを大幅に変更し，一般，専門

科目それぞれに，自発的に学習した成果や興味のもてる

分野の資格取得などの成果が単位として認められる科目

と，創造力や思考力を育てるための演習科目とを設定し

ている。これらの科目の学習を通じて技術者としての活

力と創造力・思考力を養っている。 

教育改善活動として，長期にわたって夏季休業中に「教

職員研究集会」を，平成 13 年度以降はＦＤ研修会を開催

し，教育問題等に取り組んでいる。さらに，学生・教員

相互の評価などにより教育内容・設備の改善に向け努力

している。その中で，学生の意見も聞き，例えば，１～

５年生の各ホームルームに冷暖房設備を設置し，さらに，

プロジェクタ及びスクリーンを配置し，ＩＴ教育の推進

を図っている。平成 15 年度に本校の技術者教育プログラ

ムが，日本技術者教育認定機構(JABEE)から認定された。

平成 18 年度には，教育活動への支援・理解や学生指導へ

の協力と授業改善の取組みを促すために，保護者及び教

職員への授業公開を行った。 

（３）学生生活 

学生の課外活動においても，学生の自主性を尊重し学

生会の育成や各種課外活動の支援を行なっている。運動

部・文化部の各種目で学生が自律的に活動するよう導き，

全国高専ロボットコンテストで平成 17 年度に全国優勝，

全国高専プログラミングコンテストで平成14,16,17年度

に自由部門で最優秀賞，平成 18 年度全国科学技術研究コ

ンテストで優秀賞などの成果を得ている。 

学生寮は教育寮として位置づけられ，在校生の約４割

が生活している。寮生の内発的動機づけと達成感に価値

をおき，寮生が自主的に運営を行う形態をとっている。

また，他高専との寮生の相互交換や，寮生教養講座など

の行事を積極的に行なっている。 

国際交流にも力を入れている。他高専に比べて留学生

を多く受け入れており，今後とも本校の重要な役割であ

る。平成 14 年度から毎年，米国のペンシルベニア・カレ

ッジ・オブ・テクノロジとの国際交流を実施し，教員や

学生が相互に訪問している。さらに平成 15 年度からは，

中国上海への研修旅行も実施している。 

（４）地域連携 

この津山には理工系の高等教育機関としては本校が唯

一のものである。そのため，本校と地域産業界等との交

流を深め，地域産業の発展に寄与するとともに，本校の

教育研究の振興を図ることを目的に津山高専技術交流プ

ラザが平成７年度に発足した。さらに，平成 16 年度に完

成した地域共同テクノセンターを基盤に，技術相談，共

同研究や受託研究，出前講座，専門セミナー，人材育成

事業協力等により，地域産業等の発展に寄与するよう努

力している。そして，地域企業，市民一般，小中学生を

対象に公開講座も開設し，好評を得ている。
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Ⅱ 目的 

 

津山工業高等専門学校の使命 

 津山工業高等専門学校は，５年間の準学士課程（本科）と２年間の専攻科課程を有する高等教育機関である。本校の教

育機関としての目的は，津山工業高等専門学校学則第１条において，「教育基本法（昭和22年法律第25号）の精神にの

っとり及び学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成すること

を目的とする」と明記されている。 

また，平成16年４月から，全国の55国立高専は，独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき，独立行政法人国立

高等専門学校機構が設置する国立高等専門学校となった。その際，同法第3条により，「職業に必要な実践的かつ専門的

な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに，我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ること」

という機構全体の目的が規定された。 

本校の教育的使命は，これらの目的を遵守するとともに，自律，創造，自由の理念のもと，実践的な技術者を育成する

ことにある。以下，さらに詳細にその概要を記す。 

 

理念・教育目標（本校の教育研究活動全般にわたる基本方針を定めたもの） 

本校は，５年間の準学士課程と２年間の専攻科課程を有する高等教育機関であり，以下の理念・教育目標を掲げている。 

準学士課程では，５年間の一貫した教育により，実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた，

創造性，活力，人間愛，国際性に富んだ人材の育成を目標とする。 

 専攻科課程では，準学士課程における教育の成果を活かし，さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的

技術者や研究者の養成を目標とする。 

そのために，自由で明るい環境のもとでの教育と研究を重んじるとともに，学生に自律の精神を求め，実験・実習，社

会体験，創造学習，研究発表，課外活動，寮生活等を重視した教育を行う。 

 

養成すべき人材像と各専門学科の特徴 

 養成すべき人材像と各学科・各専攻科の特徴は，準学士課程と専攻科課程において，それぞれ以下のように具体的に規

定されている。 

 １．準学士課程の養成すべき人材像 

◎機械工学科：「設計・製作に強い機械技術者の養成」 

◎電気電子工学科：「エネルギー・エレクトロニクス社会を担う技術者の養成」 

◎電子制御工学科：「ハイテク時代に活躍するメカトロニクス技術者の養成」 

◎情報工学科：「ハードからソフトまで総合的な能力をもったコンピュータ技術者の養成」 

◎一般科目：「基礎学力の習得と人間性の育成」 

 ２．専攻科課程の養成すべき人材像 

 専攻科課程は，準学士課程５年間の一貫教育の成果を活かし，さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践

的技術者や研究者の育成を目標としている。専攻科課程では，「システム思考のできる機械・制御技術者と電気・電子・

情報技術者の養成」を目指し，それぞれの専攻に応じた以下の人材像の養成を目標として掲げている。 

◎機械・制御システム工学専攻：「機械工学の分野と制御工学の分野をシステム化して考え，いわゆる機械系のシ

ステムを研究開発・設計できる能力を養うこと」 

◎電子・情報システム工学専攻：「電気・電子工学の分野と情報工学の分野をシステム化して考え，いわゆる電気

系のシステムを研究開発・設計できる能力を養うこと」 
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卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力（各専攻各学科別の具体的な学習目標） 

 １．準学士課程卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

本校の準学士課程卒業時に身につけるべき学力や資質・能力は，上記の「理念・教育目標」に照らして，以下のように

明確に規定されている。 

◎一般科目の学習目標 

（１）実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につける（自然科学系基礎科目） 

（２）自律の精神を求め，創造性を身につける（自発的学習科目） 

（３）生きるための活力と，その自由な表現力を身につける（国語，芸術，保健・体育） 

（４）人間愛にみちた倫理観を身につける（人文・社会） 

（５）国際性に富んだ人材を育成するための幅広い教養を身につける（外国語，人文・社会） 

◎専門学科の学習目標（ここでは紙数の関係で，一例として，情報工学科の学習目標を取り上げる。他専門学科にお

いても，それぞれの専門学科の特色を活かしながら，同じ様式で学習目標が作成されている。詳細は後述資料１－

１－①－１０～１３を参照のこと。） 

（１）数学，物理を中心とした自然科学系の科目に関する知識を修得し，情報工学を中心とした技術分野に応用す

る能力を身につける 

（２）情報・制御ならびに電気・電子の分野に関する専門技術分野の知識を修得し，情報・通信等の分野に応用で

きる能力を身につける 

（３）実験や演習等の体験的学習を通じて知識理解を深化させるとともに，実験遂行能力，データを解析し考察す

る能力，システム作成能力を身につける 

（４）自発的学習を含む科目の学習を通じて創造性，自主性を身につけるとともに，学んだ技術・知識を具体的な

システム等の作成に応用できる力を身につける 

（５）卒業研究の学習を通じて，研究計画をデザインし，工学現象を理解し問題解決する力やプレゼンテーション

力を身につける 

 ２．専攻科課程修了時に身につけるべき学力や資質・能力 

本校の専攻科課程では，日本技術者認定機構（JABEE）の基準に対応した技術者教育プログラムとして，「機械

・制御システム工学」及び「電子・情報システム工学」教育プログラムを設定し，社会の要求水準を満たした教育を

行っている。専攻科課程入学者の全員がこの教育プログラムの履修者であり，これにより，専攻科課程のもつ教育資

源がより有効に利用できるようになり，専攻科課程がより高度な機能を発揮する仕組みになっている。専攻科課程修

了時には，以下の目標が達成されることが求められている（学習・教育目標の詳細な内容については後述資料１－１

－①－１６～１７を参照）。 

(Ａ)技術に関する基礎知識の深化 

(Ｂ)地球的視野に立った人間性の育成 

(Ｃ)情報技術の修得 

(Ｄ)デザイン能力の育成 

(Ｅ)研究能力の育成 

(Ｆ)コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成 

(Ｇ)技術者倫理の理解 

(Ｈ)地域社会との連携 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 
 
基準１ 高等専門学校の目的 
（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，及

び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等が，

明確に定められているか。 
（観点に係る状況） 
本校の教育機関としての使命は津山工業高等専門学校学則第１条において明記されている（資料１－

１－①－１）。また，本校には伝統的な教育目標（資料１－１－①－２）があり，建学以来継続して学

生便覧等で公開されてきた。この伝統的理念の精神は本校の教育において脈々と受け継がれてきたが，

社会的な要求を踏まえた教育変遷の中で，より包括的かつ具体的な，しかも社会の要求にマッチした学

習・教育目標の必要性が高まった。すなわち，平成９年度には準学士課程における教育の成果を活かし,
さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術者や研究者の養成を目標とした教育を行

うため，専攻科課程が設置された。このような社会的ニーズの変化にともない，専攻科課程の教育目標

と技術者教育プログラムを視野に入れた教育目標の必要性から, 平成 13 年度に，本校の理念・教育目標

（資料１－１－①－３）の見直しを行った。 
この理念・教育目標において，本校は自らの教育研究活動全般にわたる基本方針を示している。本校

はここで，準学士課程と専攻科課程とを明瞭に区別するとともに，本校教育に共通する全体的な基本方

針を「自律・創造・自由」という理念を中心に体系化している。また，学生に自律の精神を求め，創造

学習や寮生活を重視するといった本校教育活動のユニークな点も，ここではっきりと打ち出している。 
この理念・教育目標に照らして，準学士課程における養成すべき人材像と各学科の特徴（資料１－１

－①－４～８），卒業時に身につけるべき学力や資質・能力としての学科別学習目標（資料１－１－①

－９～１３）が具体的に規定されている。これによって，一般科目と専門学科との役割分担，専門学科

間の差異を明確化することができるようになり，本校の理念・教育目標のより一層の充実を図っている。 
本校は上記の理念・教育目標を作成したさいに，専攻科課程２専攻の技術者教育プログラムの学習・

教育目標（資料１－１－①－１４）を新たに設定し，公開した。現在では，各専攻の養成すべき人材像

（資料１－１－①－１５）が明確に定められ，専攻科課程修了時に身につけるべき学力や資質・能力と

して技術者教育プログラムの学習・教育目標が詳細に規定されている。この学習・教育目標は，自己点

検･評価や第三者評価により見直しを行なってきているが（資料１－１－①－１６～１７），その達成

度評価として技術士第一次試験合格程度の水準を常に配慮している。 
 
資料１－１－①－１ 津山工業高等専門学校学則 

第１章 本校の目的 

第１条 本校は，教育基本法（昭和22年法律第25号）の精神にのっとり，及び学校教育法（昭和22年法律第26号。以

下「法」という。）に基づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

出典：津山工業高等専門学校学則第１条 
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資料１－１－①－２ 伝統的教育目標 
本校の教育目標 

本校の教育は，5年間の一貫したきめこまかな教育指導を通じ，活力のある，調和のとれた技術者を養成することを

目標とする。 

そのため，人間形成に必要な教育を重視するとともに実験・実習等の学習をとおして，実践的技術と工学の基礎を

有機的に理解させ，あわせて，変革の時代に対応できるような総合的判断力，応用力の養成に努める。 

出典：平成13年度以前の学生便覧 
 
 

資料１－１－①－３ 理念・教育目標 
理念・教育目標 

  本校は５年間の本科と２年間の専攻科を有する高等教育機関であり，以下の教育目標を掲げている。 

  本科では，５年間の一貫した教育により，実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた，創

造性，活力，人間愛，国際性に富んだ人材の育成を目標とする。 

  専攻科では，本科における教育の成果を活かし，さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術者や

研究者の養成を目標とする。 

そのために，自由で明るい環境のもとでの教育と研究を重んじるとともに，学生に自律の精神を求め，実験・実習，

社会体験，創造学習，研究発表，課外活動，寮生活等を重視した教育を行う。 

出典：シラバス２００７ 
 
 

資料１－１－①－４ 機械工学科の教育目標 

機械工学科の教育目標 

機械工学科の教育目標は，「設計・製作に強い機械技術者の養成」です。 

育成する人材像と機械工学科の特徴 

機械工学は全産業の根幹をなす学問分野であり，技術立国を目指すわが国が発展する原動力は「技術」を基盤とし

た「モノつくり」にあるといえます。機械工学科では，目的に応じた，安全で，便利で，人間や環境にもやさしい機

械をつくるための総合的な機械設計製作技術について学びます。これらの技術の基礎を十分身に付けた創造的で感性

豊かな技術者を育てます。卒業してからは，機械の設計・研究開発，製品の生産や品質の管理，機械の点検保守など

の仕事に携わります。さらに高度な勉強を希望する学生には，専攻科への進学あるいは大学への編入学の道が開けて

います。 
機械工学科の特徴は，材料力学，流体力学，熱力学などの力学系科目，機械設計製図，機械工作法，機械工学実験

実習，自発的学習科目を中核にして，私たちの将来に深く結びつく「モノつくりの技術」について実践的実力を育成

することです。そのために，実際に手や体を動かし，具体的課題に取り組むことを通じて，将来の職業を意識した発

展的な学習を期待します。加えて，４年生夏休みに実施される学外実習に参加して，実際の生産現場を体験すること

も重要です。 
出典：シラバス２００７ 
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資料１－１－①－５ 電気電子工学科の教育目標 
電気電子工学科の教育目標 

 電気電子工学科の教育目標は，「エネルギー・エレクトロニクス社会を担う技術者の養成」です。 

育成する人材像と電気電子工学科の特徴 

 電気電子工学は産業を支えるエネルギー・エレクトロニクス関連の学問であり，技術立国「日本」にとってバックボ

ーン的な分野といえます。電気電子工学科では，私たちに欠かせない電気の分野を総合的に（電力・通信からコンピュ

ータまで）学び，基礎力および創造性を持った技術者としての素養を育てます。在学中に，社会に出て役立つ各種資格

（電気主任技術者，電気工事士など）の取得も可能です。卒業してからは，電力・ガスなどのエネルギー関係，電気電

子機器・コンピュータや通信機器・医療機器などの製造業，交通や運輸関係，各種機器のフィールドエンジニアリング

などさまざまな分野で，設計，開発，製造，品質管理部門等での重要な仕事に携わることができます。さらに高度な勉

強を希望する学生には，専攻科への進学あるいは大学への編入学を勧めます。 

 電気電子工学科の特徴は，学問が目に見えない電気を扱っているため，電気回路，電気磁気学などの理論を理解でき

るまで丁寧に学習し，この基礎理論を踏まえて，電気機器，電子回路，発電工学，電気応用などの応用科目を学ぶこと，

そして創造演習，課題演習や実験を通じて，私たちの将来に深く結びつく「モノつくりの技術と創造性」を養うことで

す。また，ＴＯＥＩＣや技術英語の補習を行うなど技術者に求められている国際性を持たせることにも力を入れていま

す。 
出典：シラバス２００７ 

 
 

資料１－１－①－６ 電子制御工学科の教育目標 
電子制御工学科の教育目標 

電子制御工学科の教育目標は，「ハイテク時代に活躍するメカトロニクス技術者の養成」です。 

育成する人材像と電子制御工学科の特徴 

  電子制御工学は，機械工学，電気電子工学，情報工学などの基本的専門知識を身につけ，これらを集約してメカトロ

ニクスとして学ぶために設置された学科です。電子制御工学科では，エレクトロニクスや機械やコンピュータの基礎に

ついて学んだ後，様々な『制御』について学び，産業界が要求する技術に適応できる柔軟な思考と豊かな創造力をもつ

技術者を育てます。卒業してからは，機械，電気，電子，情報などの幅広い分野でメカトロニクス技術者としての仕事

に携わります。さらに深い知識を身に付けるため，専攻科への進学や大学への編入学の道が開けています。 

  電子制御工学科の特徴は，電子制御基礎，電気基礎，設計製図，情報処理などの基礎科目を起点として工学における

広範な専門知識を系統的に習得し，実験・実習，自発的学習科目によって実践的応用力を養いながら多分野への適応力

を備えた技術者を培うことです。専門知識を実験・実習で体得し，自発的学習科目で基礎知識に立脚したデザイン能力

や創造力を発揮しながら学習を進めています。 

  出典：シラバス２００７ 
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資料１－１－①－７ 情報工学科の教育目標 
情報工学科の教育目標 

情報工学科の教育目標は「ハードからソフトまで総合的な能力を持ったコンピュータ技術者の養成」です。 

育成する人材像と情報工学科の特徴 

情報工学は社会にとって欠くことのできない ICT(Information and Communication Technology)を支える工学分野

です。この ICT を開発・支援する上で中心となるコンピュータ技術者には，コンピュータをハードウエアとソフトウ

エアの両面から理解して使いこなす技術，工学に関する基礎知識，さらには創造性，自発性，コミュニケーション力

等の人間力が要求されます。これらのことを身につけることにより，これからの社会に貢献できる人材を育成するこ

とが本学科の目標です。 

卒業してからは情報・通信関連企業をはじめ社会の広い分野でコンピュータ技術者として活躍します。さらに高度

な勉強を行ってから仕事を始めることを希望する学生には，専攻科への進学あるいは大学への編入学の道が開けてい

ます。 

情報工学科の特徴は，コンピュータ技術者としての基礎を身につけるとともに，資格取得も含め，ICT に関するス

キルを磨くこと，および創造性を含めて個性あるいは得意分野を伸ばすことも重要視していることです。 

出典：シラバス２００７ 
 
資料１－１－①－８ 一般科目の教育目標 

一般科目の教育目標 

一般科目の教育目標は，「基礎学力の習得と人間性の育成」です。 

育成する人材像と一般科目の特徴 

  一般科目では，国語・英語・社会などの文系科目，数学・物理・化学などの理系科目，体育・芸術などの様々な分野

を学ぶことによって，充実した基礎学力を有すると同時に幅広い人間性を有するような人材の育成をめざします。 

出典：シラバス２００７ 
 
 
資料１－１－①－９ 学習目標（一般科目） 
学習目標（一般科目） 

（１）実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身に付ける（自然科学系基礎） 

（２）自律の精神を求め，創造性を身に付ける（自発的学習科目） 

（３）生きるための活力と，その自由な表現力を身に付ける（国語，芸術，保健・体育） 

（４）人間愛にみちた倫理観を身に付ける（人文・社会） 

（５）国際性に富んだ人材を育成するための幅広い教養を身に付ける（外国語，人文・社会） 
出典：シラバス２００７ 
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資料１－１－①－１０ 学習目標（機械工学科） 
学習目標（機械工学科） 

（１）数学，物理を中心とした自然科学系の科目に関する知識を修得し，機械工学に関する基礎知識として応用す

る能力を身に付けていること 

（２）エネルギーと流れ，材料と構造，運動と振動，設計と生産・管理，情報と計測・制御，機械とシステムに関

する専門技術分野の知識を修得し，工学現象の解析や機械の設計・製作に応用できる能力を身に付けている

こと 

（３）設計製図，実験・実習の体験的学習を通じて，知識理解を深化させると同時に，実験の遂行能力，データの

解析能力および考察能力を身に付けていること 

（４）自発的学習科目の学習を通じ，創造的，主体的，積極的にモノつくりに取り組み，学んだ技術・知識を具体

的なモノつくりに応用できる能力を身に付けていること 

（５）卒業研究の学習を通じて，工学現象を把握し問題解決へ応用する基礎能力および発表や討議ができるプレゼ

ンテーション能力を身に付けるとともに技術者倫理を理解していること 
出典：シラバス２００７ 

 
資料１－１－①－１１ 学習目標（電気電子工学科） 
学習目標（電気電子工学科） 

（１）数学，物理を中心とした自然科学系の科目に関する知識を修得し，電気電子工学に関する基礎知識として応

用する能力を身につけていること 

（２）電気理論，電子・通信，情報・制御，電力・機器・設計に関する専門技術分野の知識を修得し，電気現象の

解析や電気・電子機器の設計・製作に応用できる能力を身につけていること 

（３）実験・実習の体験学習を通じて，知識理解を深化させると同時に，実験の遂行能力・データを解析・考察す

る能力を身につけていること 

（４）自発的学習科目の学習を通じ，創造的・主体的・積極的にモノつくりに取り組み，学んだ技術・知識を具体

的なモノつくりに応用できる能力を身につけていること 

（５）卒業研究の学習を通じて，工学現象を把握し問題解決へ応用する基礎能力を身につけ，発表や討議ができる

コミュニケーション能力を身につけていること 
出典：シラバス２００７ 
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資料１－１－①－１２ 学習目標（電子制御工学科） 
学習目標（電子制御工学科） 

（１）数学，物理を中心とした基礎科目で得られた知識を，工学問題へ応用する能力を身に付ける 

（２）情報と計測・制御，設計と生産，材料と構造，機械とシステム，運動と振動，エネルギーと流れに関する専

門技術分野の知識を修得し，工学問題の解析やメカトロニクス関連機器の設計や製作ができる能力を身に付

ける 

（３）設計製図，ＣＡＤ／ＣＡＭ，実験・実習の実技を伴う科目を通じて，専門知識を深化させるとともに，実験

の遂行能力と結果を考察する能力を身に付ける 

（４）自発的学習科目を通じ，専門知識を基盤として物づくりができる能力と，課題に対して専門知識を展開でき

る能力を身に付ける 

（５）卒業研究を通じて，研究の背景や目的を適切に理解し，デザイン能力を育成し，研究の基本的過程を身に付

けるとともに発表や討論ができるプレゼンテーション能力を養う 
出典：シラバス２００７ 

 
 

資料１－１－①－１３ 学習目標（情報工学科） 
学習目標（情報工学科） 

（１）数学，物理を中心とした自然科学系の科目に関する知識を修得し，情報工学を中心とした技術分野に応用す

る能力を身につける。 

（２）情報・制御ならびに電気・電子の分野に関する専門技術分野の知識を修得し，情報・通信等の分野に応用で

きる能力を身につける。 

（３）実験や演習等の体験的学習を通じて知識理解を深化させるとともに，実験遂行能力，データを解析し考察す

る能力，システム作成能力を身につける。 

（４）自発的学習を含む科目の学習を通じて創造性，自主性を身につけるとともに，学んだ技術・知識を具体的な

システム等の作成に応用できる力を身につける。 

（５）卒業研究の学習を通じて，研究計画をデザインし，工学現象を理解し問題解決する力やプレゼンテーション

力を身につける。 
出典：シラバス２００７ 

 
資料１－１－①－１４ 当初の技術者教育プログラム学習・教育目標 
技術教育プログラムの具体的な学習・教育目標 
 (A)技術に関する基礎知識の深化 
 (B)国際的視野に立った人間性の育成 
 (C)情報技術の修得 
 (D)デザイン能力の育成 
 (E)研究能力の育成 
 (F)コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成 
 (G)技術者倫理の理解 
 (H)地域社会との連携 

出典：平成13年度 技術者教育プログラム学習・教育目標 
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資料１－１－①－１５ 専攻科の教育目標 
専攻科の教育目標 

専攻科には「機械・制御システム工学専攻」と「電子・情報システム工学専攻」の二つの専攻コースが設置されて

います。その教育目標は，「システム思考のできる機械・制御技術者と電気・電子・情報技術者の養成」です。 

 

育成する人材像と専攻科の特徴 

専攻科は，本科５年間の一貫教育の成果を活かし，さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術

者や研究者の養成を目標としています。 
機械・制御システム工学専攻では，機械工学科，電子制御工学科を基礎学科とする専攻コースとして，機械工学，

電子制御工学（メカトロニクス）についてさらに深く学び，要素技術に関する深い知識を持つとともに，それらを総

合的にバランスよく応用したシステムの設計，計画や運用ができる能力を持つ実践的技術者の養成を目指しています。

機械・制御システム工学専攻の特徴は，機械やメカトロニクス技術を深く学習することにより，現代の社会基盤を支

える高度な機械やシステムにかかわる実践的な「ものつくり」技術力を培うことです。  

  電子・情報システム工学専攻では，電気電子工学科，情報工学科を基礎学科とする専攻コースとして，電気工学，

電子工学，情報工学についてさらに深く学び，電磁気，電気・電子回路や，コンピュータ，プログラミングなど専門技

術を深化するとともに，それらを総合したシステムの設計，計画や運用ができる能力を持つ実践的技術者の養成を目指

しています。電子・情報システム工学専攻の特徴は，機械やシステムのハード技術と，ハードを最適に運用するための

ソフト技術の両方を学習することにより，ソフトに強いハード技術者，ハードに強いソフト技術者として実践する力を

培うことです。  

  （途中省略） 

学習目標 

（１） 数学，物理を中心とした自然科学系の科目に関する知識を深め，機械・制御システム工学および電子・情報

システム工学に関する基礎学力として応用する能力を身に付けていること 

（２） 下記の専門技術分野の知識を修得し，機械やシステムの設計・製作・運用に活用できる能力を身に付けてい

ること 

機械・制御システム工学専攻：材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産・管

理、機械とシステムなどの専門技術分野 

電子・情報システム工学専攻：電気・電子，情報・制御に関する専門技術分野 

（３） 特別実験の実践的学習を通じて，基礎学科に関連する知識理解を深化させると同時に，実験の遂行能力・デ

ータを解析・考察する能力を身に付けていること 

（４） 特別研究を自主的，積極的に推進することにより，技術者として必須の問題発見能力と課題解決能力，すな

わち創造的な成果を生み出すデザイン能力，研究能力を身につけるとともに，研究結果を学会などで発表し，他

の研究者や技術者との交流を通じて，プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を身に付けていること 

（５） 工学倫理の学習や技術者倫理に関する特別講義を受講するとともに，広く技術者倫理の理解ができているこ

と 

（６） 校外実習，先端技術特別講義や学協会への参加を通じて，地域社会との連携を図るとともに，地球的視点か

らものを見ることの大切さを理解していること 

出典：専攻科シラバス２００７ 
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 資料１－１－①－１６ 技術者教育プログラム学習・教育目標（機械・制御システム工学） 
 

学習・教育目標の詳細な内容 

【機械・制御システム工学プログラム】 

 
（Ａ）技術に関する基礎知識の深化 
工学に関する基礎知識として，自然科学の幅広い分野の知識を修得するとともに，機械・制御システムに関する専門

技術分野の知識を修得する。 
A-1. 工学に関する基礎知識として，自然科学の幅広い分野の知識を修得し，説明できること 
A-2. ｢材料と構造｣，｢運動と振動｣，「エネルギーと流れ」，「情報と計測・制御」，「設計と生産」，「機械と

システム」に関する専門技術分野の知識を修得し，説明できること 
A-3.  実験・実習をとおして，技術に関する基礎知識の理解を深めるとともに，関連した技能や手法を修得し，

説明できること 
（Ｂ）地球的視野に立った人間性の育成 
技術者としての広い視野と教養を身に付け，多様な歴史観・文化・習慣などの違いに配慮できるとともに，芸術やス

ポーツをとおして人間性を育成する。 
B-1. 技術者に必要な広い視野と一般教養を身に付け，技術が社会や自然に及ぼす影響を理解し，説明できること 
B-2. 地球上の多様な歴史観・文化・習慣の違いを理解し，説明できること 
B-3. 芸術やスポーツをとおして広く教養を身に付け，これに基づいて自己表現できること 

（Ｃ）情報技術の修得 
機械・制御システム技術者に必要な情報技術の知識と応用力を身に付け，これを活用する能力を養う。 

C-1. 機械・制御システム技術者に必要な情報技術を修得し，活用できること 
C-2. 正確で秩序だった方法で情報を集め，まとめ，提示できること 

（Ｄ）デザイン能力の育成 
学内外で得た科学・技術に関する知識や種々の情報を利用して，問題を明確にとらえ，最も適切な解決策や方法を見

つけていく能力を育成する。 
D-1. 学内外で得た科学・技術に関する知識や種々の情報を用い，問題を明確にとらえ，複数の解決策を考え出

し，それらの解決策を多面的に評価し，適切な解決策や方法を見つけ，示せること 
D-2. 適切な方法を用いて，要求された機械・制御システムを制約の下でデザインできること 

（Ｅ）研究能力の育成 
研究をとおして，自己学習の習慣と問題点の解決や創造する能力を身に付ける。 

E-1. 工学現象を解析するための科学的な実験の計画・遂行・考察ができ，応用できること  
E-2. 与えられた制約の下で，自主的・計画的・継続的に自己学習できること 
E-3. 自発的に研究を進め，結果を解析し，まとめることができること 

（Ｆ）コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成 
自分の考えを相手に伝えるとともに，相手の考えを理解できるコミュニケーション能力を養う。 

F-1. 日本語による発表や討論・記述をとおして，自分の考えを相手に表現できること 

F-2. 発表や討論をとおして，相手の考えや知識の相互理解ができること 

F-3. 技術者に必須の外国語である英語でコミュニケーションができること 
（Ｇ）技術者倫理の理解 
倫理的・経済的および安全上の考察に関する理解を深める。さらに技術が社会や自然に及ぼす影響への理解力を高め，

技術者として社会に対する責任を自覚する能力を養う。 

G-1. 倫理的・経済的および安全上の考察に関する理解を深め，技術者として社会に対する責任を自覚し，説明

できること 
G-2. 技術が社会や自然に及ぼす影響を理解し，機械・制御システムの設計という場で応用できること 

（Ｈ）地域社会との連携 
地域社会との連携した体験をとおして，生産システムの総合的理解を深める。 

H-1. 地域社会との連携した学習や研究をとおして，専門的視点から生産システムを理解し，説明できること 
 

出典：専攻科シラバス２００７ 
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 資料１－１－①－１７ 技術者教育プログラム学習・教育目標（電子・情報システム工学） 
 

学習・教育目標の詳細な内容 

【電子・情報システム工学プログラム】 

 

（Ａ）技術に関する基礎知識の深化 
工学に関する基礎知識として，自然科学の幅広い分野の知識を修得するとともに，電気・電子・情報システムに関

する専門技術分野の知識を修得する。 
A-1. 工学に関する基礎知識として，自然科学の幅広い分野の知識を修得し，説明できること 
A-2. ｢電気・電子｣，｢情報・制御｣に関する専門技術分野の知識を修得し，説明できること 
A-3.  実験・実習をとおして，技術に関する基礎知識の理解を深めるとともに，関連した技能や手法を修得し，

説明できること 
（Ｂ）地球的視野に立った人間性の育成 

技術者としての広い視野と教養を身に付け，多様な歴史観・文化・習慣などの違いに配慮できるとともに，芸術や

スポーツをとおして人間性を育成する。 
B-1. 技術者に必要な広い視野と一般教養を身に付け，技術が社会や自然に及ぼす影響を理解し，説明できるこ

と 
B-2. 地球上の多様な歴史観・文化・習慣の違いを理解し，説明できること 
B-3. 芸術やスポーツをとおして広く教養を身に付け，これに基づいて自己表現できること 
（Ｃ）情報技術の修得 

電気・電子・情報技術者に必要な情報技術の知識と応用力を身に付け，これを活用する能力を養う。 
C-1. 電気・電子・情報技術者に必要な情報技術を修得し，活用できること 
C-2. 正確で秩序だった方法で情報を集め，まとめ，提示できること 
（Ｄ）デザイン能力の育成 

学内外で得た科学・技術に関する知識や種々の情報を利用して，問題を明確にとらえ，最も適切な解決策や

方法を見つけていく能力を育成する。 
D-1. 学内外で得た科学・技術に関する知識や種々の情報を用い，問題を明確にとらえ，複数の解決策を考え出

し，それらの解決策を多面的に評価し，適切な解決策や方法を見つけ，示せること 
D-2. 適切な方法を用いて，要求された課題を制約の下でデザインできること 
（Ｅ）研究能力の育成 

研究をとおして，自己学習の習慣と問題点の解決や創造する能力を身に付ける。 
E-1. 工学現象を解析するための科学的な実験の計画・遂行・考察ができ，応用できること 
E-2. 与えられた制約の下で，自主的・計画的・継続的に自己学習できること 
E-3. 自発的に研究を進め，結果を解析し，まとめることができること 
（Ｆ）コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成 

自分の考えを相手に伝えるとともに，相手の考えを理解できるコミュニケーション能力を養う。 
F-1. 日本語による発表や討論・記述をとおして，自分の考えを相手に表現できること 

F-2. 発表や討論をとおして，相手の考えや知識の相互理解ができること 

F-3. 技術者に必須の外国語である英語でコミュニケーションができること 

（Ｇ）技術者倫理の理解 
倫理的・経済的および安全上の考察に関する理解を深める。さらに技術が社会や自然に及ぼす影響への理解力を高

め，技術者として社会に対する責任を自覚する能力を養う。 

G-1. 倫理的・経済的および安全上の考察に関する理解を深め，技術者として社会に対する責任を自覚し，説明

できること 
G-2. 技術が社会や自然に及ぼす影響を理解し，電気・電子・情報システムの設計という場で応用できること

（Ｈ）地域社会との連携 
地域社会との連携した体験をとおして，専門分野の総合的理解を深める。 

H-1. 地域社会との連携した学習や研究をとおして，専門分野を理解し，説明できること 
 

出典：専攻科シラバス２００７
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 （分析結果とその根拠理由） 
明確に定められている。 

 本校は，学校が社会に対して担う基本的な役割として，高等専門学校の使命を定めている。また，本

校は，教育研究活動を実施する上での基本方針を理念・教育目標として明確に定めている。この理念・

教育目標に照らして，各学科・各専攻別の養成すべき人材像を定めているほか，卒業（修了）時に身に

つけるべき学力や資質・能力を各学科・各専攻別の学習目標として明確に規定し，それらを達成しよう

としている。 
 以上のことから，本校は高等専門学校として目的を明確に定めている。 
 
観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められる

目的から，はずれるものでないか。 
（観点に係る状況） 

 本校の使命（前出資料１－１－①－１）は，高等専門学校創設の趣旨である「実践的技術者を養成す

る高等教育機関」としての責務及び学校教育法上の高等専門学校の目的を踏まえて策定されたものであ

る。しかもそれは，「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成する

とともに，我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ること」（高専機構法総則の第三条）と

いう高専機構全体の目的からはずれるものでもない。 
 また，学校教育法第 70 条の２には「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する」とい

う目的が挙げられているが，これは，「実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身に

つけた」（準学士課程）及び「さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術者や研究

者の養成」（専攻科課程）という，本校の理念・教育目標（前出資料１－１－①－３）と明らかに対応

している。この理念・教育目標をさらに具体化するため各学科・各専攻別に策定されたものが，本校の

養成すべき人材像（前出資料１－１－①－４～８，前出資料１－１－①－１５），卒業（修了）時に身

につけるべき学力や資質・能力（前出資料１－１－①－９～１３，前出資料１－１－①－１６～１７）

であり，それゆえこれらも学校教育法第 70 条の２の目的に沿ったものであると言える。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
はずれるものではない。 

 本校の使命は，高等専門学校創設の趣旨及び学校教育法上の高等専門学校の目的を踏まえて策定され

ている。また，本校の理念・教育目標は学校教育法上の高等専門学校の目的と明確に対応しており，養

成すべき人材像，卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力は，上記の理念・教育目標をいっ

そう詳細に具体化したものである。 
 以上のことから，本校の目的は学校教育法の定めた目的からはずれるものではない。 
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 
（観点に係る状況）  
本校の理念・教育目標，養成すべき人材像及び卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力（各

学科・各専攻別等の学習目標）は，平成 14 年度より，学校構成員全員に配布する学生生活ガイドブッ

ク（資料１－２－①－１），本校公式ホームページ（資料１－２－①－２～９），シラバス（前出資料

１－１－①－３～１３，前出資料１－１－①－１５～１７）に示すことで継続的に公開している。以下，

学生生活ガイドブックからの引用資料は，シラバスからの前出引用資料と記述内容がまったく一致する

ので，資料提示は割愛する。本校公式ホームページでは，各専門学科の養成すべき人材像が，それぞれ

の専門学科の特色を反映しつつ，ホームページにふさわしい平易な言葉で説明されている。 
本校の目的をさらに周知徹底するため，準学士課程の学生に対しても専攻科課程の学生に対しても，

学習等目標記録簿（資料１－２－①－１０～１１）に上記目的を明記することで学生個々の目標設定の

参考資料としている。しかも，平成 17 年度より，本校の理念・教育目標と技術者教育プログラム学習

・教育目標の要約とを全教室に掲示することで，その周知徹底を図っている。 
 また，上記目的を全教職員に対して周知徹底を図る手段として，教員会議，教職員研究集会やＦＤを

利用して行っている。とくに本校のシラバスには，学習・教育目標の欄が記載されており，すべての教

員が本校の目的について熟知するように配慮されている。 
 資料１－２－①－１ 学生生活ガイドブック 

 

 
出典：学生生活ガイドブック 
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そのうえ，学生及び教職員の全員に，理念・教育目標，各学科・各専攻の求める人材像，専攻科課程

修了時に達成すべき学習・教育目標を掲載した名刺サイズの技術者教育プログラムカード（資料１－２

－①－１２）を毎年配布し，目的のいっそうの周知を図っている。 
 
資料１－２－①－２ 理念・教育目標 

理念・教育目標 

 本科では，５年間の一貫した教育により，実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた，創

造性，活力，人間愛，国際性に富んだ人材の育成を目標とする。  
 専攻科では，本科における教育の成果を活かし，さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術者や

研究者の養成を目標とする。  
 そのために，自由で明るい環境のもとでの教育と研究を重んじるとともに，学生に自律の精神を求め，実験・実習，

社会体験，創造学習，研究発表，課外活動，寮生活等を重視した教育を行う。 
出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/annai/mokuhyou.htm 

 
 
 

資料１－２－①－３ 人材像（機械工学科） 
機械工学科 

－設計・製作に強い機械技術者の養成－  

 自動車，ロボットさらには航空機など，機械を作るには設計のしかた，製図や工作のしかた，エネルギーの利用のしか

た，制御やメカトロニクスなどに関した幅広い知識が必要です。 

 機械工学科では，これらの知識を基礎から身につけ，十分な応用が出来るレベルまで勉強します。教育上の特徴として，

教室での勉強だけでなく，実際にものづくりを体験しながら学習を進めていくようにカリキュラムが工夫されています。

またCADを使って設計図を作成したり，コンピュータ制御の機械を使いこなす技術についても勉強します。 

 卒業してからは，主に機械の設計・開発や生産技術の仕事に携わりますが，これにとどまらず電気，化学，建設など多

方面で活躍できます。また，最近はさらに高度な勉強を希望する学生が増えており，４割くらいの学生が本校の専攻科や

国立大学の第３学年へ編入しています。 
出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/kikai.htm 

 
 
資料１－２－①－４ 人材像（電気電子工学科） 

電気電子工学科(電気工学科) 

（平成15年度に電気工学科から電気電子工学科へ名称変更） 

－エネルギー・エレクトロニクス社会を担う技術者の養成－  

 皆さんのまわりには，テレビや冷蔵庫をはじめ，パソコンや携帯電話など数え切れないほどの電気電子機器があり

ます。また工場や新幹線，デパートなども電気なしには動きません。 

 電気電子工学科では，このように私たちに欠かせない電気・電子の働きを，基礎から応用まで，幅広く勉強します。 

また，どんどん身近になっているコンピュータの利用技術やロボット製作についてもしっかりと勉強します。 

 電気電子工学科では，実際のモノに触れながら知識・技能を身につけていきますので，企業から高い評価を得てお

り，有力会社に多数の先輩を送り出しています。 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/denki.htm 
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資料１－２－①－５ 人材像（電子制御工学科） 
電子制御工学科 

－ハイテク時代に活躍するメカトロニクス技術者の養成－  

 工場の生産ラインや危険な作業あるいは介護・福祉の分野などでロボットが使われています。ロボットはセンサ（感

覚），コンピュータ（頭脳），アクチュエータ（手足）から構成されており，そこには電気，電子，機械，情報工学で

扱われる様々な技術が集約されています。 

 電子制御工学科では，このようなメカトロニクスに関する広い範囲の知識と技術を身につけたエンジニアを育てるた

めに設立された新しい学科です。エレクトロニクスや機械やコンピュータの基礎について学んだ後，様々な『制御』に

ついて勉強します。 

 卒業後生は，機械，電気，電子，情報などの幅広い分野で活躍しています。また，より専門的な知識を修得するため

に多くの学生が大学や専攻科に進学しています。 
出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/densei.htm 

 
 

資料１－２－①－６ 人材像（情報工学科） 
情報工学科 

－ハードからソフトまで総合的な能力を持ったコンピュータ技術者の養成－  

 情報工学科では，コンピュータ技術者に必要な知識・能力を持った人を育てます。そのため，情報技術に関する基

本的知識と創造力やコミュニケーション力を高める学習をし，総合的な能力を養います。 

 このため，情報工学科の教育課程では，コンピュータを支える基本的な技術からコンピュータの応用技術まで学び，

さらに情報技術に欠かせない電気・電子の基本についても学習します。これらの内容を効果的に身につけられるよう，

実験科目，自発的演習科目にも力を入れており，皆さんが創造力を育成出来るよう工夫をしています。この他，皆さ

んが得意分野を伸ばすためコンテストや講習会も用意し，また情報の国家資格などを取るための支援を学科を挙げて

行っています。 

 情報工学科を卒業すると，今後ますます拡大する情報通信産業を中心にメーカーなど幅広い分野に就職し社会で活

躍することができます。 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/jyouhou.htm 
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 資料１－２－①－７ 人材像（一般科目） 
一般科目について 

－基礎学力の習得と人間性の育成－  

 一般科目とは，国語，英語，社会，数学，理科，体育などの教科を学ぶ分野です。 

 なぜ，工業高等専門学校にこのような分野があるのでしょうか？答えは三つあります。 

 その一は，高いレベルの工学を勉強するためには，その基礎となる数学，物理，化学などの教科を学んでおく必要

があるからです。 

 その二は，皆さんは卒業後技術者として活躍しますが，その活躍の場は日本に限定されません。したがって，使う

言語も日本語のほかに英語などが必要となるでしょう。また，世界各地で活躍する技術者にとって，国際社会の動き

も無関係なものではありません。またこのような国際化の時代だからこそ，日本という社会を見つめ直す機会も増え

るでしょう。社会や国語の勉強が必要とされるわけです。 

 その三は，魅力的な大人になるためです。すぐには役立つわけではないが，たくさんのことを知っている人は，周

囲から信頼されます。また，スポーツは心身の健康に役立つと同時に，友人をつくるきっかけともなります。他の人

たちと交流し信頼されるということは，地域でも職場でも大切なことです。 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/ippan.htm 
 
 
資料１－２－①－８ 人材像（専攻科） 

専攻科 

 専攻科とは，高専５年間の課程卒業者を対象に，さらに深く教育研究を行えるように設けられた２年制の課程です。

修了時に一定の要件を満たしていれば，大学卒と同じ学士の学

位が授与されます。本校には，機械・制御システム工学専攻と

電子・情報システム工学専攻の２専攻が，平成９年度から設置

されました。 

 

機械・制御システム工学専攻（定員８名） 

 機械工学の分野と制御工学の分野をシステム化して考え，い

わゆる機械系のシステムを研究開発・設計できる能力を養うこ

とを目標とします。 

 

電子・情報システム工学専攻（定員８名） 

 電気・電子工学の分野と情報工学の分野をシステム化して考

え，いわゆる電気系のシステムを研究開発・設計できる能力を

養うことを目標とします。 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/senkou.htm 
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資料１－２－①－９ 技術者教育プログラム学習・教育目標のホームページ上の公開 
 

技術者教育プログラムの具体的な学習・教育目標 

 （Ａ）技術に関する基礎知識の深化 

 （Ｂ）地球的視野に立った人間性の育成 

 （Ｃ）情報技術の修得 

 （Ｄ）デザイン能力の育成 

 （Ｅ）研究能力の育成 

 （Ｆ）コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成 

 （Ｇ）技術者倫理の理解 

 （Ｈ）地域社会との連携 

 

技術者教育プログラムの学習・教育目標（機械・制御システム工学） 

 

技術者教育プログラムの学習・教育目標（電子・情報システム工学） 

 

                    （平成１６年２月改訂） 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gijutsu/mokuhyou.htm 
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出典：学習等目標記録簿（準学士課程）

資料１－２－①－１０ 学習等目標記録簿（準学士課程） 

(表) 

(裏) 
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資料１－２－①－１１ 学習等目標記録簿（専攻科課程） 

出典：学習等目標記録簿（専攻科課程）

（表） 

（裏） 
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資料１－２－①－１２ 技術者教育プログラムカード 
（表） 

 
（裏）  

 
出典：技術者教育プログラムカード 

 
 
 
（分析結果とその根拠理由） 
おおむね周知されている。 

 本校は，自らの教育研究活動の目的を記載したさまざまな刊行物を教職員及び学生に配布することに

より，目的の周知徹底を図っている。それらの配布物の種類はきわめて多岐にわたっている。とくに学

習等目標記録簿は，学生自身が毎年の自分自身の目標を設定しその達成度を判定するとともに，本校の

学習・教育目標についてもその達成度を検証できるように工夫して作成されている。また，技術者教育

プログラムカードは，つねに携行できるような，利便性の非常にすぐれたものである。したがって，本

校教育全般の基本方針を定めた「理念・教育目標」や，技術者教育プログラムの学習・教育目標といっ

た，本校教育研究活動の主要目的は，ほとんどの学校構成員によって熟知されていると想定される。 
ただ，本校教職員及び学生の全員がそれらの諸目的をどの程度理解しているかについての，直接的な

確認が必ずしも組織的に行なえていない。アンケート調査等の手段により現状を明確に把握し，さらな

る教育改善が必要であることから，上記の分析結果とした。 
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観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 
（観点に係る状況） 
本校は，教育機関としての目的を学外へ公表するために，本校公式ホームページ（前出資料１－２－

①－２～９）での公開に加えて，学校要覧（資料１－２－②－１），専攻科パンフレット（資料１－２

－②－２）に本校の理念・教育目標や教育プログラムの学習・教育目標を掲載している。とくに学校案

内（資料１－２－②－３）には，中学生への周知を目的として，かみ砕いたわかりやすい言葉を使った

学習・教育目標の説明文を掲載している。 
これらの刊行物は，県下の全中学校及び近県の中学校，さらに，卒業生の就職先を中心とした企業に，

教職員が直接持参して配布し，学校の目的の説明を行っている。平成 18 年度学校案内は，4,400 部作成

され，そのすべてが中学校向けに配布されている。学校要覧は広く広報のために使用されているが，そ

の配布先は資料１－２－②－４に示している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
広く公表されている。 

 本校公式ホームページに本校の目的等を掲載しているほか，「学校要覧」「学校案内」等には，本校

の使命，本校の理念・教育目標，養成する人材像，卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力

を記載しており，オープンキャンパスや中学校訪問時に積極的に説明している。また，就職先企業や進

学先の大学などにも，同様の刊行物を配布している。 
 以上のことから，本校の目的は，社会に対して広く公表されている。 

 
（２）優れた点及び改善を要する点 
（優れた点） 

・ 本校には建学以来の教育目標があり，この教育目標を時代のニーズに合わせて改善することによっ

て教育がなされてきた。このように歴史的に改善されてきた理念・教育目標を学校教育の中心に据

えて，各学科・各専攻別の養成すべき人材像，卒業（修了）時に身につけるべき資質・能力とい

った諸目的が体系化・具体化されている。 
 
（改善を要する点） 

・ 本校では，理念・教育目標，各学科・各専攻別の養成すべき人材像，卒業（修了）時に身につ

けるべき資質・能力といった諸目的が，上述のさまざまな手段を通じて，学校構成員に周知徹

底するように尽力してはいる。しかし，こうした学校の取り組みが学校の構成員全体に実際ど

れだけ周知されているか，その現状把握が必ずしも十分とは言えない。この点については，さら

に改善する必要がある。 
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資料１－２－②－１ 平成 18 年度学校要覧 

 

出典：平成18年度学校要覧 
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資料１－２－②－２ 平成 19 年度専攻科パンフレット 

 
出典：平成 19 年度専攻科パンフレット
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資料１－２－②－２ 平成 19 年度専攻科パンフレットのつづき 

 
出典：平成 19 年度専攻科パンフレット
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資料１－２－②－３ 平成 18 年度学校案内 

 
出典：平成18年度学校案内 
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資料１－２－②－４ 学校要覧配布先一覧 
平成 18 年度津山工業高等専門学校要覧（本編，資料編）作成要領 

３ 配布先等 
 
３ 配布先等      

   配布先     （本編） （資料） 

 官公庁 国立国会図書館     5  5 

 官公庁 文部科学省高等教育局専門教育課   1  1 

 高専 独立行政法人国立高等専門学校機構本部 10  10 

 高専 国立高等専門学校     54  54 

 大学 国立技術科学大学     2  2 

 大学 岡山大学     1  1 

 大学 鳥取大学     1  1 

 大学 岡山大学産学官融合センター   1  1 

 大学 岡山県立大学     1  1 

 大学 岡山理科大学     1  1 

 大学 美作大学     1  1 

 独立行政法人 メディア教育開発センター   1  1 

 岡山県 岡山県庁     1  1 

 岡山県 岡山県産業振興財団     1  1 

 岡山県 岡山県立図書館     2  2 

 津山市 津山市役所     1  1 

 津山市 つやま新産業開発推進機構   20  20 

 報道関係 津山記者クラブ     9  9 

 民間企業等 津山商工会議所     1  1 

 民間企業等 地域協力広報関係     100  100 

 学生課       400  400 

 学術情報係       85  85 

 職員 本校教職員     79  79 

 職員 非常勤講師     36  36 

 職員 産学連携コーディネータ   1  1 

 その他 学校医・産業医     9  9 

 その他 名誉教授     21  21 

 その他 後援会長     1  1 

 その他 来客用（総務係）     230  140 

 その他 予備     24  14 

   合計     1,100  1,000 

出典：平成18年度総務課課長会議用資料より抜粋 
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（３）基準１の自己評価の概要 
 本校では，創設時に学校の教育目標を定め，それを改善しつつ，理念・教育目標として現在に至

るまで貫いている。しかも，各学科・各専攻別の養成すべき人材像，卒業（修了）時に身につける

べき学力や資質・能力を学習目標として具体的に定めることにより，学生が本校において学習する

際の具体的な指針を示している。 
 本校の使命は，高等専門学校創設の趣旨及び学校教育法上の高等専門学校の目的を踏まえて定め

られたものである。また，本校の理念・教育目標，各学科・各専攻別の養成すべき人材像及び卒業

（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力は，学校教育法上の高等専門学校の目的との関連を

明確にして策定されているのであって，本校の目的は学校教育法の規定からはずれるものではない。 
 教職員及び学生に対しては，本校の理念・教育目標，養成すべき人材像，卒業（修了）時に身に

つけるべき資質・能力について，それぞれ積極的に周知を図っており，学校として，目的が学校構

成員に周知されるように努力している。 
 さらに本校の目的は，本校公式ホームページや刊行物に掲載しているのをはじめ，オープンキャ

ンパスや県内を中心とする中学校への訪問時の説明及び就職先の関連企業や進学先等に「学校要覧」

「学校案内」といった刊行物を配布するなど，社会に対して広く公表されている。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 
（１）観点ごとの分析 
観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 
（観点に係る状況） 
本校は，昭和 36 年６月 17 日学校教育法の一部を改正する法律に基づく高等専門学校制度の発足と，

それに続く昭和 38 年４月国立学校設置法の一部を改正する法律（昭和 38 年法律第 69 号）の施行によ

り，昭和 38 年４月に設置され，機械工学科２学級，電気工学科１学級の２学科３学級で発足した。 
その後，高度成長期や高度情報化に対応して学科の再編・改組を行い，機械工学科，電気電子工学科，

電子制御工学科及び情報工学科の４つの専門学科で構成されている（資料２－１－①－１）。 
本校を構成する学科は，機械から情報までの工業系の中心技術を扱うものであり，社会の要請に沿い

ながら実践的な技術者養成を行っている。これらの専門学科と各学科共通の一般科目とが体系的にくさ

び形の教育課程を編成し，５年間の一貫教育により各々の専門分野で必要となる実践的な技術者を育成

している。基準１で述べたように本校の教育目標とともに各学科の学習目標が規定され（前出資料１－

１－①－１０～１３），また，各学科が独自に養成を目指している技術者像を公開している（資料２－

１－①－２）。このように，工業分野の中心部分を幅広くカバーすることで，専門技術の教育と技術者

育成を通して本校の目的を達成しようとしている。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切である。 
学科構成は，工業分野の中心部分を幅広くカバーし，一般科目と専門分野をそれぞれバランスよく教

資料２―１―①―１  学科，学級数及び入学定員の一覧表 
 

学  科 学級数 入学定員 

機械工学科 １ ４０人 

電気電子工学科 １ ４０人 

電子制御工学科 １ ４０人 

情報工学科 １ ４０人 

出典：津山高専学則

資料２－１－①－２  各専門学科が目指している技術者像（抜粋） 
 
・機械工学科：設計・製作に強い機械技術者の養成  

・電気電子工学科：エネルギー・エレクトロニクス社会を担う技術者の養成  

・電子制御工学科：ハイテク時代に活躍するメカトロニクス技術者の養成  

・情報工学科：ハードからソフトまで総合的な能力を持ったコンピュータ技術者の養成 

 
出典：学校案内(2006) 
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授する教育課程が整えられており，１学科・１学級（定員 40 人）という高等専門学校設置基準に沿っ

ている。各学科とも明確な学習目標を掲げ，学校教育法及び本校の教育目的を念頭に置いた内容を備え

ることで，各学科の学習目標と本校の教育目標とが整合的に対応している。 
 
観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で適

切なものとなっているか。 
（観点に係る状況） 
準学士課程の卒業生を受け入れる専攻科課程は，機械・制御システム工学専攻と電子・情報システム

工学専攻の２つの専攻で構成されている（資料２－１－②－１）。専攻科課程では，「システム思考の

できる機械・制御技術者及び電気・電子・情報技術者の養成」という目標を掲げ（前出資料１－１－①

－１５），これに基づいた教育を行っている。 
機械・制御システム工学専攻は機械工学科と電子制御工学科の２学科を基礎として設置し，これらの

専門技術に関する深い知識と総合的に応用したシステムのデザイン能力を持つ実践的技術者を養成でき

るように組織し，一方，電子・情報システム工学専攻は，電気電子工学科と情報工学科の２学科を基礎

として設置し，これらの専門技術を深化させ，総合的に応用したシステムのデザイン能力を持つ実践的

技術者の養成ができるように組織している。専攻科課程の教育目標の達成に向けて，「機械・制御シス

テム工学教育」及び「電子・情報システム工学教育」の技術者教育プログラムを設定し（前出資料１－

１－①－１４），日本技術教育認定機構の認定を受けて（資料２－１－②－２），社会の要求水準を満

たした教育を行っている。 
 

 
 
これにより，本校の専攻科課程は，高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術者の育成

という本校の掲げた教育目的に沿ったものとなっている。 
 

資料２－１－②－１ 専攻科の専攻と入学定員の一覧表（抜粋） 
 

専  攻 入学定員 

機械・制御システム工学専攻 ８人 

電子・情報システム工学専攻 ８人 

 
出典：津山高専学則
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（分析結果とその根拠理由） 
適切である。 
専攻科課程は，機械工学科と電子制御工学科を基礎とした機械・制御システム工学専攻と，電気電子

工学科と情報工学科を基礎とした電子・情報システム工学専攻から構成され，高度な専門知識と研究開

発能力を身につけた実践的技術者の育成という本校の掲げた教育目的に沿ったものとなっている。 
 

資料２－１－②－２ JABEE受審の経緯（抜粋） 
 

 2003（平成15）年度４月の「教育プログラム点検委員会」において，この年度にJABEE受審するかどうかを審議

し，同月に委員会の意向が運営委員会で了承され，この年度でのJABEE受審が正式に決定されました。審査を受ける

教育プログラムは「機械・制御システムエ学」と「電子・情報システムエ学」の２つのプログラムです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（途中，省略） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その後，第二次審査報告書が送られてきました。2004年（平成16年）年度

に入り，６月はじめに最終審査報告書と認定書がJABEE本部より本校まで送付され，本校の両プログラムが正式に

JABEE認定されました。 

 

 

 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書 pp.161 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する上

で適切なものとなっているか。 
（観点に係る状況） 
全学的なセンターとして，総合情報センター，教育研究支援センター及び地域共同テクノセンターを

設置している。 
①総合情報センター 
総合情報センターは，教育目標の達成に不可欠である情報技術の知識と応用力を身につけ，これらの

活用能力を養うことを目指した教育活動に鑑みて設置されている（資料２－１－③－１）。３つのパソ

コン演習室（基礎情報演習室，マルチメデイア室，応用情報演習室）や教育研究用電子計算機システム

などが整備されている。これらは，情報処理教育のみならず，英語教育や卒業研究など広範囲の教育を

支援する上で適切な規模と内容になっており，教育活動に活発に利用されている（資料２－１－③－２，

３）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２－１－③－１ 津山工業高等専門学校総合情報センター規程（抜粋） 
  平成 18 年 2 月 28 日 規程第 13 号 

津山工業高等専門学校総合情報センター規程（平成８年規程第２号）の全部を改正する。 

 

（趣旨）第１条 

 この規程は，津山工業高等専門学校内部組織規程（平成16年規程第6号）第10条第2項の規定に基づき津山工業高等

専門学校総合情報センター（「以下センター」という）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的）第２条 

 センターは，津山工業高等専門学校（以下「本校」という）の情報処理設備及び情報ネットワークを一元的かつ効率

的に運用し，本校における情報処理教育，マルチメディア教育，先端科学技術研究，学術情報サービス，高速度情報通

信及び事務処理に必要な高度情報処理機能を提供し，もって教育研究の進展に資することを目的とする。 

（業務）第３条 

 センターは，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 教育用電子計算機システムの運用と管理に関すること。 

(2) 情報ネットワークの運用と管理に関すること。 

(3) 教育用マルチメディアネットワークの運用と管理に関すること。 

(4) スペース・コラボレーション・システムの運用と管理に関すること。 

(5) 教育研究における電子計算機とネットワーク利用の支援に関すること。 

(6) 事務処理における電子計算機とネットワーク利用の支援に関すること。 

(7) 情報ネットワークを介した情報検索及び情報公開の支援に関すること。 

(8) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。 

                                 出典：津山高専規程集 
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資料２－１－③－２ 平成 19 年度総合情報センターの授業時間割 
平成１９年度総合情報センター利用授業時間割 平成１９年度総合情報センター利用授業時間割

曜日
時
限

基礎情報演習室 応用情報演習室 マルチメディア室 曜日
時
限

基礎情報演習室 応用情報演習室 マルチメディア室

電気電子創造演習Ⅱ 電気電子実験課題演習 実践英語Ｉ
Ｅ－３ Ｅ－３ 専攻科１
佐藤信、中村、長井 前原 久保川

電子制御工学実験Ⅲ 電子制御工学実験Ⅲ
Ｓ－５ Ｓ－５
野村、竹谷 野村、竹谷

情報処理Ⅱ 情報工学実験Ⅲ 情報処理特論 情報処理Ⅱ 情報工学実験Ⅲ 情報処理特論
Ｓ－３ Ｃ－３ Ｅ－５ Ｓ－３ Ｃ－３ Ｅ－５
野村 河合、坂井、菊地 村上 野村 岡田、宮下、菊池 村上

創造英語 創造英語
Ｍ－４ Ｍ－４
古樋 古樋

情報工学実験Ⅰ 電子制御実習Ⅰ プログラミングＩＩ 情報工学実験Ⅰ 電子制御実習Ⅰ プログラミングＩＩ
Ｃ－１ Ｓ－１ Ｃ－２ Ｃ－１ Ｓ－１ Ｃ－２
薮木、平田 荒井、竹谷 寺元 薮木、菊池、曽利 荒井、竹谷 寺元

機械設計製図Ⅲ 情報処理Ⅰ 機械設計製図Ⅲ 応用制御工学 情報処理Ⅰ
Ｍ－３ Ｓ－２ Ｍ－３ ＭＳ－２ Ｓ－２
小西 村上 佐藤紳 荒井、竹谷 村上

ＣＡＤ／ＣＡＭ ＣＡＤ／ＣＡＭ
Ｓ－５ Ｓ－５
里吉 里吉

プログラミングⅠ 情報処理Ⅰ プログラミングⅠ
Ｃ－１ Ｅ－１ Ｃ－１
大平 八木 大平
電子制御基礎 電子制御基礎
Ｓ－１ Ｓ－１
竹谷 竹谷
機械工学実験実習Ⅱ 創造英語 機械工学実験実習Ⅱ 情報工学実験Ⅱ 創造英語
Ｍ－２ Ｃ－４ Ｍ－２ Ｃ－２ Ｃ－４
北條 久保川 北條 寺元、平田、村上 久保川

情報処理Ⅱ 機械工学実験実習Ⅳ 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 機械工学実験実習Ⅳ 情報処理Ⅰ
Ｅ－４ Ｍ－４ Ｍ－３ Ｅ－４ Ｍ－４ Ｍ－３
中村 戸井、藤原、塩田、橋本、北條 松澤 中村 戸井、藤原、塩田、橋本、北條 松澤

電子制御創造演習Ⅱ 電子制御創造演習Ⅱ
Ｓ－３ Ｓ－３
里吉、大西規 里吉、大西規

設計製作課題演習 設計製作課題演習
Ｍ－４ Ｍ－４
機械全教員 機械全教員

実践英語Ⅱ 情報科学
専攻科２ 専攻科１
久保川 大平

電子制御工学実験Ⅰ 電子制御工学実験Ⅰ
Ｓ－３ Ｓ－３
荒井・山本・鳥家・大西規 荒井・鳥家・野村・大西規

情報処理基礎演習Ｉ 情報処理基礎演習Ⅱ
専攻科 専攻科
矢野 矢野

情報処理Ⅱ 数値解析 情報処理Ⅱ 数値解析
Ｍ－５ セＳ－５ Ｍ－５ セＳ－５
橋本 矢野 橋本 矢野

機械工学実験実習Ⅲ 機械工学実験実習Ⅲ
Ｍ－３ Ｍ－３
小西 新任

電子制御課題研究Ⅱ 電子制御創造演習Ⅰ 電子制御課題研究Ⅱ 電子制御創造演習Ⅰ
Ｓ－３ Ｓ－２ Ｓ－３ Ｓ－２
鳥家、野村、奥山 里吉、大西規 鳥家、野村、奥山 里吉、大西規

創造英語 応用機械設計 創造英語
Ｅ－４ Ｍ－５ Ｅ－４
古樋 高本 古樋

情報工学実験Ⅳ 情報工学実験Ⅳ
Ｃ－４ Ｃ－４
河合、坂井、寺元、曽利 河合、坂井、寺元、曽利

プログラミング言語 プログラミング言語
Ｃ－３ Ｃ－３
平田 平田

設計製作課題演習 設計製作課題演習
Ｍ－４ Ｍ－４
機械全教員 機械全教員
プログラミング特論 創造英語 プログラミング特論 創造英語
Ｃ－５ Ｓ－４ Ｃ－５ Ｓ－４
佐竹 久保川 佐竹 久保川
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出典：総合情報センター作成資料 
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②教育研究支援センター 
教育研究支援センターには，実習工場や総合情報センターなどの共通施設の運営，学生教育の技術的

支援及び教職員からの技術相談等に従事する技術職員が配置され，専門性（機械系，電気・電子系，制

御系，情報系）を考慮して適切に技術職員が配置されている（資料２－１－③－４，５）。実験実習等

の実践的技術の教育や卒業研究・特別研究などにおける教員の教育活動の支援を行う一方，科研費の申

請・採択（資料２－１－③－６）あるいは技術報告等により職務遂行の能力と技術向上を図るなど，活

発に活動している（資料２－１－③－７）。 

資料２－１－③－３ 総合情報センターの施設・設備と利用状況（抜粋） 
 

 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題，第４回自己点検・評価報告書 p.134 
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資料２－１－③－４ 津山工業高等専門学校教育研究支援センター規程（抜粋） 
 
平成 18 年 2 月 28 日 規程第 144 号 

津山工業高等専門学校教育研究支援センター規程（平成13年規程第21号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，津山工業高等専門学校内部組織規程（平成16年規程第6号）第10条第2項の規定に基づき，津山

工業高等専門学校教育研究支援センター（以下「センター」という）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的） 

第２条 センターは，教育及び研究に対する技術支援，地域社会との連携及び技術協力並びに技術職員の能力・資質

の向上を図り優れた人材を確保することを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を所掌する。 

(1) 教育及び研究に対する技術支援の基本計画の策定に関すること。 

(2) 技術の継承及び保存並びに技術向上のための技術研修，技術発表会及び技術講演会等の企画・実施等に関するこ

と。 

(3) 学生の実験，実習，卒業研究等の準備等及び技術指導に関すること。 

(4) 技術支援に関すること。 

(5) 技術資料の作成，保管及び提供等に関すること。 

(6) その他センターの目的達成のため必要な事項に関すること。 

（技術班） 

第４条 センターに，第一技術班及び第二技術班を置く。 

(1) 第一技術班は，次の業務を分掌する。 

ア機械工学系及び電子制御工学系に関する前条の業務 

イその他第一技術班の管理運営に関すること。 

(2) 第二技術班は，次の業務を分掌する。 

ア電気電子工学系，情報工学系及び一般科目に関する前条の業務 

イその他第二技術班の管理運営に関すること。 

出典：津山高専規程集 
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資料２－１－③－５ 教育研究支援センターの組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

資料２－１－③－６ 技術職員の科研費補助金（奨励研究）の申請・交付状況（平成 18・19 年度）

 
○ 平成 18 年度 ５人応募 

「TRON を使ったパソコン－マイコン実験実習システムの構築」 
「機械実習安全教育のための不安定行動による事故シミュレーションの研究」 
「万能材料試験機の改良」 
など 

○ 平成 19 年度 ４人応募 
「T-Engine を使ったパソコン－マイコン実験実習システムの構築」［採択］ 
「機械加工実習中における危険行動による障害事故シミュレーションの研究」 
「万能材料試験機の改良」 
［創造性を重視したワイヤ放電加工機を使った実験・実習の開発］ 

 
出典：教育研究支援委員会資料

出典：教育研究支援センター資料 
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③地域共同テクノセンター 
地域共同テクノセンターは，地域社会における産業技術の振興及び発展に貢献するとともに，本校学

生の実験や研究，ものつくり教育などの教育・研究の発展に寄与する活動を行っており，本校の教育目

的に沿っている（資料２－１－③－８）。地域共同テクノセンターに設置されている各種の機器や設備

の教育活動への利用状況を資料２－１－③－９Ａ～９Ｃに示す。 

資料２－１－③－７ 技術職員の技術報告状況（題目のみ抜粋） 
 
◎技術報告 

○（研究発表会） 

津山高専における教職員のセキュリティー意識向上に関する取り組み…………… 10 

寺元貴幸,岡田正,第２班日下孝二,最上勲 

プライバシーと視認性を考慮した迷惑メール対策と効果…………………………… 14 

岡田正,寺元貴幸,第２班日下孝二,最上勲 

ものづくり学習を支援する機械工学実験実習の教育方法とその評価……………… 18 

小西大二郎,柴田政勝,第１班神田尚弘,第１班大谷賢二, 

第１班仲井正明,第１班河原みほ,第１班川村純司 

デザイン能力の育成を目指す学生実験の検討………………………………………… 24 

－太陽光紫外線観測装置の試作― 

鳥家秀昭,第１班中尾三徳 

津山高専におけるネットワークセキュリティーに関する現状と取り組み………… 30 

宮下卓也,岡田正,寺元貴之，第２班日下孝二,最上勲 

制御用途マイコンＰＩＣ等を使ったマイクロコンピューター実験・実習………… 38 

宮下卓也,岡田正,寺元貴之，第２班日下孝二,最上勲 

○（技術発表） 

問題解決型学生実験の試行……………………………………………………………… 44 

第２班徳方孝行 

出典：教育研究支援センター報 Vol.3（平成 18 年度）目次
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資料２－１－③－９Ａ （１）電子制御工学実験Ⅰのシラバス（抜粋） 
 
 ［授業科目名］電子制御工学実験Ⅰ 

 ［対象学科名・学年］電子制御工学科・３年 

［担当教員］山本他 

［単位数］３ 

［テクノセンターの機器］ 

・引張り試験（地域共同テクノセンターのオートグラフを使用） 

・硬さ試験（地域共同テクノセンターの硬さ試験機を使用） 

・表面粗さ（地域共同テクノセンターの表面粗さ測定機を使用） 

 
出典：シラバス２００７

資料２－１－③－８ 津山工業高等専門学校地域共同テクノセンター規程（抜粋） 
平成 18 年 2 月 28 日，規程第 15 号 

津山工業高等専門学校地域共同テクノセンター規程（平成15年規程第４号）の全部を改正する。 

（趣旨）（省略）  

（目的）第２条 （省略） 

（業務）第３条  

センターは，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 地域産業界等からの技術相談及び技術指導に関すること。 

(2) 地域産業界等との共同研究及び受託研究に関すること。 

(3) 本校の学生に対する実践的な技術教育及び研究指導に関すること。 

(4) 学術情報の提供に関すること。 

(5) 講習会等への人材派遣に関すること。 

(6) 公開講座に関すること。 

(7) 知的財産に関すること。 

(8) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。 

                                出典：津山高専規程集 
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（分析結果とその根拠理由）  
適切である。 
全学的なセンターとして総合情報センター，教育研究支援センター及び地域共同テクノセンターが設

置されている。総合情報センターは，情報処理教育のみならず英語教育などの実施や課題演習・課題研

究等などの自発的学習科目に係る教育の場とし活発に利用されている。教育研究支援センターの技術職

資料２－１－③－９Ｂ （２）学生実験における利用設備（平成 18 年度） 
 
利用月日 利用設備 指導教員（所属） 学生名：利用目的（授業科目等） 

４月～ 

９月 

万能試験器，硬さ試験機，表

面粗さ計 

大西規（電子制御） ３年：電子制御工学実験Ⅰ 

１０月～

２月 

万能試験器，硬さ試験 

機，表面粗さ計 

山本（電子制御） ３年：電子制御工学実験Ⅰ 

 
出典：地域共同テクノセンター利用申請書 

資料２－1－③－９Ｃ （３）卒業研究・特別研究における利用状況（平成 18 年度） 
 

利用月日 利用設備 指導教員（所属） 学生名：利用目的（研究種類，テーマ等） 

４月３日 走査型電子顕微鏡 中村（電気電子） 柳沢：CuInSi 薄膜の分析（特別研究） 

４月４日 同上 伊藤（同上） 岩野：半導体の表面解析（同上） 

４月１７日    同上 伊藤（同上） 日向：半導体の表面解析（卒業研究） 

４月２０日    同上 伊藤（同上） 神原：超伝導体の観察（同上） 

４月２５日    同上 伊藤（同上） 平田：超伝導体の観察（特別研究） 

４月２８日 ロックウエル硬度計，微

少硬さ試験機， 

表面荒さ測定器 

小西（機械） 

 

山崎：資料の表面荒さ・硬度分析（特別研究） 

６月２７日 表面粗さ測定器 中村（電気電子） 青木：超伝導体の分析（卒業研究） 

６月２９日 走査型電子顕微鏡 伊藤（同上） 清原：半導体薄膜の測定（特別研究） 

７月２０日 表面粗さ測定器 田辺（電気電子） 小川：材料の表面荒さ分析（卒業研究） 

９月１４日 走査型電子顕微鏡 中村（電気電子） 岡本：超伝導体の定量分析（卒業研究） 

11 月 10 日 研磨機 小西（機械） 山崎：資料の表面荒さ・硬度分析（特別研究） 

11 月 30 日 走査型電子顕微鏡 伊藤（電気電子） 大森：材料の解析（特別研究） 

12 月 20 日 万能試験器 鳥家（電子制御） 斉藤：溶接試験片の引張強度測定（特別研究） 

１月１１日 表面粗さ測定器 中村（電気電子） 三宅：メッキの分析（卒業研究） 

１月２６日 構造解析プログラム 鳥家（電子制御） 杉山：デイフューザーの流体解析（卒業研究） 

 
出典：地域共同テクノセンター利用申請書 
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員は，実験・実習や卒業研究・特別研究における学生指導の支援を行っており，地域共同テクノセンタ

ーは地域と連携した全学的な実践的技術教育や研究指導の場となっている。このように全学的なセンタ

ーは，教育の目的を達成するために適切なものとなっている。 
 
観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開す

るための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するなどの

必要な活動を行っているか。 
（観点に係る状況） 
本校の運営組織として，学校全体の運営管理を主に扱う運営会議，主事会議及び学生の教育や学習支

援を主に扱う教務委員会，専攻科運営委員会などが設置されている（資料２－２－①－１）。これらの

内，教育課程や教育活動に係る日常的な問題は，教務委員会（資料２－２－①－２）と専攻科運営委員

会（資料２－２－①－３）で扱われ，時間割編成・定期試験実施等の実務に関する事項の計画・審議を

担当している。さらに，教育システムの在り方についての基本的事項を検討するために教育システム検

討委員会（資料２－２－①－４）が設置されており，また，教育課程の見直しや改善に関する事項につ

いて審議を行うために期限を定めた教育課程検討特別委員会が設置されることがある。これらの委員会

は，管理運営に係る重要事項を扱う運営会議と主事会議とも連携をとりながら活動することになる。 
教育課程検討の具体事例として，平成12年度から実施に移された教育課程の見直しを述べる。まず，

運営会議で検討され，平成17年度から教育課程検討特別委員会が発足した（資料２－２－①－５）。こ

の検討が平成18年度末に終わり，平成19年度からは教務委員会で具体的な実施に向けての作業が進めら

れている。 
上記の他に，学生生活委員会は学生の生活支援・指導や課外活動に，寮務委員会は寮生の生活・学習

に関する問題事項についてそれぞれ担当している。関係する委員会は全学科から選出された教員で構成

され，審議内容は学内に設置された文書サーバ上で速やかに公開されるとともに，教室会議等でも教職

員に周知され，全校的に検討される体制となっている。その検討結果をうけて，各委員会において決定

された事項は，最終的に教員会議で報告され意思統一が図られている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
教育課程全体を企画・調整・運営・展開そして審議するための体制が整備されている。学校全体の運

営管理を主に扱う運営会議，主事会議と，学生の教育や学習支援を主に扱う教務委員会，専攻科運営委

員会などの役割分担ができている。教育課程の重要事項を審議するものとして教務委員会及び専攻科運

営委員会並びに新しい教育システム構築や教育課程の見直し・改善を行う教育システム検討委員会及び

教育課程検討特別委員会が組織され，この目的や構成は規程により定められ運営されている。これらの

体制により，教育活動に係る重要事項の審議など必要な活動が行われており，外部評価や JABEE 評価

などの学外審査も積極的に受けている。 
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資料２－２－①－１ 平成 19 年度校務分担，及び各種委員会委員名簿（抜粋） 

出典：総務課作成資料



津山工業高等専門学校 基準２ 

 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２－２－①－１（続き） 平成 19 年度校務分担，及び各種委員会委員名簿（抜粋） 

出典：総務課作成資料
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資料２－２－①－１（続き） 平成 19 年度校務分担，及び各種委員会委員名簿（抜粋） 

出典：総務課作成資料



津山工業高等専門学校 基準２ 

 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２－２－①－１（続き） 平成 19 年度校務分担，及び各種委員会委員名簿（抜粋） 

出典：総務課作成資料
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資料２－２－①－１（続き） 平成 19 年度校務分担，及び各種委員会委員名簿（抜粋） 

出典：総務課作成資料
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資料２－２－①－２ 教務委員会規程（抜粋） 
平成18年2月28日 

規程第18号 

（目的）第１条 

津山工業高等専門学校に，教務に関する事項を審議すること並びに人権教育の理解と実践に資することを目的として

津山工業高等専門学校教務委員会（以下，「委員会」という）を置く。 

（所掌事項）第２条 

委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 教育課程の編成に関すること。 

(2) 教育計画の立案に関すること。 

(3) 入学者の選抜検査の計画及び実施に関すること。 

(4) 入学者の選抜資料の作成に関すること。 

(5) 同和教育等の人権教育に関すること。 

(6) 単位の審査及び認定に関すること。 

(7) 外国人留学生の受け入れに関すること。 

(8) 校長の諮問事項に関すること。 

(9) その他教務及び入学者選抜に関すること。 

（組織）第３条 

委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。ただし，第２号の委員は，第３号又は第４号の委員を兼ねること

ができる。 

(1) 教務主事 

(2) 教務主事補 

(3) 各専門学科から推薦された教員各１人 

(4) 一般科目の文科系及び理科系から推薦された教員各１人 

(5) 専攻科運営委員会から推薦された教員１人 

２ 前項第３号又は第４号の委員に事故があるときは，当該学科等が委任した教員が代理として出席することができる。

 
出典：津山高専規程集
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資料２－２－①－３ 専攻科運営委員会規程（抜粋） 
平成9年4月1日 

規程第1号 

改正平成12年３月31日規程第８号平成15年８月26日規程第14号 

平成16年３月19日規程第12号平成18年４月１日規程第37号 

（趣旨）第１条 

この規程は，津山工業高等専門学校学則第37条の規定に基づき，津山工業高等専門学校専攻科（以下「専攻科」と

いう）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（専攻科長及び専攻主任）第２条 

専攻科に専攻科長，及び専攻科の各専攻に専攻主任を置く。 

２ 専攻科長は，専攻主任のうちから校長が任命する。 

３ 専攻主任は，専攻科を担当する教員のうちから校長が任命する。 

４ 専攻科長は，専攻科の運営に関することを掌理する。 

５ 専攻主任は，専攻科長を補佐し，専攻の運営に当たる。 

６ 専攻科長及び専攻主任の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任

者の残任期間とする。 

（委員会）第３条 

専攻科に，校長の諮問に応じて，専攻科に関する基本的事項を審議し，その円滑な運営を図るため，津山工業高等

専門学校専攻科運営委員会（以下「委員会」という）を置く。 

（所掌事項）第４条 

委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

(1) 入学者選抜に関すること。 

(2) 教育課程の編成及び教育計画の立案に関すること。 

(3) 学生の進学及び就職に関すること。 

(4) 学生生活に関すること。                           出典：津山高専規程集

資料２－２－①－４ 津山工業高等専門学校教育システム検討委員会規程（抜粋） 
平成 18 年２月 28 日

規程第 2 9 号   

(目的）第１条 

津山工業高等専門学校（以下「本校」という）に，本校における教育システムの在り方についての基本的事項を

検討するため，津山工業高等専門学校教育システム検討委員会（以下「委員会」という）を置く。 

（所掌事項）第２条 

委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 本校における教育の個性化，活性化，高度化に関する事項 

(2) 本科及び専攻科における教育システムに関する事項 

(3) その他校長の諮問した事項 

出典：津山高専規程集



津山工業高等専門学校 基準２ 

 48

 

 

観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 
（観点に係る状況） 
各授業科目が教育課程上でどのような位置づけにあるかを学生に明示するために，授業科目間の関係

を各学科の科目系統図としてまとめられている（機械工学科の例を資料２－２－②－１に示す)。この表

は，教員が自分の担当する授業科目の位置づけを知るのにも利用されており，教員間の連携に役立って

いる。 
学年共通授業科目や一部の専門学科間の共通開講授業科目などにおいては，担当教員による授業の打

合せが行われている。例えば，数学担当教員団では年間を通じて定期的に会議を開催して教員間の連携

を図り，授業や試験結果に基づいて学生の理解度などを含めて内容や進度について調整を行っている（資

料２－２－②－２）。 特に，準学士課程１年次の英語と数学及び２年次の数学では共通実力テストを

実施し，その成績評価を，教務委員会を通じて各々の専門学科に報告するなど専門学科と一般科目の教

員が連携して教育にあたっている。 
また，教員会議，教務委員会（資料２－２－②－３），その他の委員会や教室会議（資料２－２－②

－４），さらに各学科内に設置したＷＧで教員間の連携を取りながら，必要に応じて教育効果を検討し

改善を図っている。 専攻科課程の運営は専攻科運営委員会が行っているが，一部の委員は準学士課程

の委員会に関係しており，専攻科課程と準学士課程の連絡にあたっている（前出資料２－２－①－１，

校務分担及び各種委員会委員名簿）。 

資料２－２－①－５ 第１回教育課程検討特別委員会（平成 18 年度）（抜粋） 
 
開 催 日：平成１８．４．１１（火）１６：３８～１７：５２  

報 告 者：教育課程検討特別委員会委員長：最上 勲 

事項及び要旨 

１  教育課程に対する各委員の構想について 

 前回（第１回）の委員会方針に沿って，構想案と調査資料が委員より提出された。そのうち，４委員から提案・意

見等について説明があり，意見交換を行った。他の委員からの提案については，次回に説明を受けることとした。 

  以下，提案などの概要 

○基礎学力を充実させるカリキュラム，創造力・問題解決能力を充実させるカリキュラム，社会や他の教育機関と接

続可能なカリキュラム 

○社会から卒業生に求められるレベルと達成すべきレベルを確定し，学生の質に応じた適正な学習到達度の設定 

○大学に対抗できる高専の価値の明確化，５年の出口のレベル維持と３年や専攻科の出口の価値向上 

○１年生共通カリキュラム，４，５年生コース制の実施， 

○１年生の専門教育制度の廃止（１年最後に専門学科への希望選択制），本科前期課程（１年・２年）と本科後期課

程（３年～５年）に分け，評価を別にする。 

○本科前期課程：特に数学，物理，化学に力を入れる，少人数英会話科目や総合理科の開講，１年次共通に情報基礎

教育科目を開講する。 

○本科後期課程：４，５年は学修単位の導入，卒研または実験の単位を増やす。 

○高校とは違う，高専カラーを明確にする。 

 また，提案に対する質問に関連して，総合コース制を導入している高専における入学倍率・学内外の反応等を調査

し，次回の委員会で報告することとした。 

      
出典：教育課程検討特別委員会議事録
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一方，教員間連絡ネットワークは，平成 13 年度から教務委員会が担当し，その活動実績として開示

されている（資料２－２－②－５，６）。一般科目と専門学科間のコミュニケーションについては，一

般科目教員の各専門学科の教室会議への参加，一般科目教員の担任に専門学科の立場から協力する学科

相談教員の制度，教務委員会の授業時間割作成時の意見交換など，多様な場面で行われている。 
また，平成 13 年度から教務委員会が中心となって「ＦＤ研修会」に取り組んでおり，平成 16 年度ま

での４年間に各教員の授業実践・改善・公開授業，カリキュラムの検証，低学年の指導，成績評価及び

中学校の新学習指導要領の紹介など幅広いテーマを取り上げて，教員間連携や教育改善活動のために役

立てている。現在では運営会議がアレンジする学校全体のＦＤとなっている(資料２－２－②－７)。 
さらに，専攻科課程には複数学科の教員が共同で担当する科目があり，電子メールで事前に授業内容

に関する打合せや意見交換などの検討がなされてシラバスに反映されている（資料２－２－②－８）。 
 
 
資料２－２－②－１ 教育課程系統図（機械工学科） 

 
出典：シラバス２００７ 
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資料２－２－②－２ 平成 18 年度数学科教員間ネットワークの記録（抜粋） 
                                                              数学科代表 最上 

○日時：４月７日（金） １６時３０分～１７：３０，場所：本元研究室 

 議題：１）到達度試験について 

    ２）その他 

○日時：４月１０日（月） メール会議 

 議題：１）２年生の線形代数の進度について 

○日時：４月１４日（金）８時間目（１６：２５～１７：３０），場所：本元研究室 

 議題 １）１年生補習対象者の選抜について  

    ２）数検について 

    ３）入試委員などについて 

    ４）オープンスクール２００６担当者について 

○日時：４月２４日（月）１５：３０～１６：４５，場所：本元研究室 

 議題：１）専科科ＴＡについて 

    ２）統一定期試験担当者について   

    ３）その他 

○日時：５月８日（月）（メール会議） 

 議題：非常勤講師関連の定期試験担当者の追加について 

出典：平成18年度数学科会議メモ（まとめ）

資料２－２－②－３ 教員間連携の活動状況（教務委員会報告書）（抜粋） 
 
開 催 日 平成１８．４．４（火）９：００～１１：３５  
報 告 者 教務主事：福田 昌准 
事項及び要旨 
主事から，新年度に際しての挨拶及び委員会再編に伴って，入試実施委員会及び単位審査委員会が廃止され，教務

委員会の所掌になった旨の説明があった。併せて本委員会への協力依頼があった。 
１ 平成１８年度教務関係役割分担 
  次のとおり担当を決定した（○は責任者）。なお，教務委員は学科間・教員間のネットワーク担当教員として，

連絡・調整にあたって欲しい旨の依頼があった。 
   ・全般取りまとめ           小西 
      ・入試               ○小西，稲田 
      ・教育改善活動・成績評価      ○藪木，小西  
   ・行事               ○野村，藪木 
   ・時間割・学習指導         ○稲田，野村 
   ・その他      
    担任の手引き，出前授業        井上 
        ３年合宿研修，ホームページ関連      長井聡 
        学生生活ガイドブック         奥山 
        学習等目標記録簿                    曽利 
        低学年指導，中期計画        大田 
    オフィスアワー，一斉清掃      佐藤誠 
    専攻科連絡，留学生                  大西淳 

出典：教務委員会議事録
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資料２－２－②－５ 教員間連絡ネットワークの主な役割 
 
(1)同一科目の同一の学年を対象に授業を行う複数の担当者間での調整は，主として専門科目の実験・実習等の授業に

おける，助手や教育研究支援センター職員を含む担当者の間に必要な授業の手順，進度その他を調整している。 
(2)同一科目を異なる学年で継続して行う場合の担当者間の調整は，専門科目，一般科目を問わず学年を越えて同じ名

称がついている科目がある。その授業内容の学年の配分等について，担当者間あるいは関係者間で，さらに実態に

合った細部の調整が話し合われている。 
(3)異なる科目の，同一学年あるいは異なる学年の担当者間での調整は，カリキュラム上は異なる科目として配分され

ていても，実質的に関連のある科目では，内容の一部に重複あるいは逆に空白が生ずる恐れがある場合ができる。

そこで担当者あるいは関係者間で調整が行われる。専門科目の講義と演習，講義と実験・実習(機械工学科の設計製

図)，実験・実習と卒業研究の間などで，授業の順序や進度，評価の方法等の調整が行われている。 
(4)場所の制約から必要になる調整は，普通教室以外の実習工場，総合情報センター，実験室，製図室，視聴覚教室，

合併教室等の限られた施設や設備を常時使用する場合は，担当者間あるいは関係者間で話し合いと調整が必要とな

る。 
(5)関係する専門科目と一般科目の担当者間の調整 専門科目と一般科目の関係科目の担当者間では，授業の内容，そ

の順序，進度などの調整の必要が生じる場合もあり，話し合いの揚が持たれている。 
(6)特別研究担当者打合会 専攻科特別研究を指導している教官が集まり，行事予定や専攻科生への指導等に関して意

見交換を行っている。 
出典：JABEE 機械・制御システム工学専攻自己点検書本文編，p.68

資料２－２－②－４ 教員間連携の活動状況（機械工学科教室会議議事録）（抜粋） 
日時：平成18 年4 月24 日（月）17:15～

場所：本館２階リフレッシュ室

1 旧Ｍ－２学生の状況についての引継ぎ 

三浦教員より，平成17 年度のＭ－２学生の状況について報告があった．また，進級した学生の中で特に注意が必

要な学生について報告があり，指導について意見交換を行った． 

2 新Ｍ－２のクラス運営について 

大田教員より今年度のＭ－２クラスについて状況説明があり，クラスの運営方針に関して意見交換を行った． 

2.1 自学自習の指導について 

学生の自学自習についてのアンケート結果に基づく現状の説明があり，現在一日に一時間程度の自学自習を行って

いる学生の半数について勉強時間を一時間から二時間に延長させることを目標とし，その支援を行っていくとの方針

が示された．その一環として各科目について自習の目安を作成するので専門科目について意見を出して欲しいのと依

頼があった．その結果，専門科目の設計製図に関して復習を30 分程度行って欲しいとの意見が出された． 

2.2 工場見学について 

6 月20 日に実施する工場見学について連絡があり，見学に同行する専門学科の教員および見学のポイントについ

て協議を行った．その結果，加藤教員が同行することなり，質問が活発に行われるような雰囲気作りに力を入れて欲

しいとの意見が出された． 

2.3 専門学科への依頼について 

Ｍ－２のＨＲなどについて，時間の都合がつく場合には運営に協力して欲しいとの依頼があった．これに対して，

昨年度このクラスに対しては専門ＨＲの中で全教員が一度話をしているがトピックスがあれば協力をする，大まかな

スケジュールを事前に連絡して欲しいとの回答を行った． 
出典：機械工学科教室会議議事録
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資料２－２－②－６ 教員間連絡ネットワークの活動実績（抜粋） 
 
１．平成１３年度教員間連絡ネットワーク実績 

（１）一般科目において 
  ①一般科目会議において（３回開催） 
  ②社会科教員間連絡ネットワーク（３回開催） 

③英語科内での連絡ネットワーク (１０回開催） 
④数学科内での連絡ネットワーク（９回開催） 
⑤数学科，各専門学科と物理教官（各１名）との連絡ネットワーク 

（２）機械工学科において 
  ①機械工学科教室会議において（６回開催） 
  ②機械工学科将来構想プロジェクトチームの議論（４回開催） 
  ③機械工学科主任と非常勤講師との打ち合わせ（８回開催） 
２．平成１４年度教員間連絡ネットワーク実績 
（１）一般科目において 

  ①教室会議において 
  ②国語科において 
  ③社会科において 
  ④英語科において 
  ⑤数学科において 
  ⑥応用物理と物理関連について 
（２）機械工学科において 
（３）電子制御工学科において 

 
出典：教員間連絡ネットワークに関する事例（JABEE 実地審査資料 43）

資料２－２－②－７ 平成 18 年度ＦＤ研修会（テーマ等）（場所：合併教室） 

                            

【第１回ＦＤ研修会】・・・・・担当：教務委員会 

日 時   平成１８年６月１３日（火）１５：００～１７：３０ 

○ テ ー マ：『津山高専志願者の確保について』 

【第２回ＦＤ研修会】・・・・・・担当：外部評価点検委員会 

日 時   平成１８年９月２５日（月）１３：３０～１５：３０ 

  ○テ ー マ：『機関別認証評価に向けて』 

【第３回ＦＤ研修会】・・・・・・・・担当：教育課程検討特別委員会 

  日 時   平成１８年１２月１９日（火）１５：３０～１７：５０ 

  ○テ ー マ：『新カリキュラムの構想について』 

【教務委員会特別ＦＤ研修会】・・・・・・・・・担当：教務委員会 

 日 時：平成１９年２月１５日（木）１５：３０～１７：００  

 ○テ ー マ：『内外から見た津山高専』 

【第４回ＦＤ研修会】・・・・・・・・・・担当：専攻科運営委員会 

日 時：平成１９年２月２３日（金）１３：３０～１５：３０ 

  ○テ ー マ：『学生に自学自習を促す学習指導と成績評価方法について』 

出典：運営会議議事録 
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資料２－２－②－８ 「工学倫理」の担当教員間の打合せ（抜粋） 
 
Date: Fri, 24 Nov 2006 10:56:00 +0900 

To: okada@tsuyama-ct.ac.jp (Tadashi OKADA) 

Subject: Re: 来週の工学倫理 

岡田先生 

お返事が遅くなり、申し訳ありません。ご指示の件、了解いたしました。 

＃１ １１月２８日 ガイダンス ＃２ １２月１２日 ＃３ １２月１９日 ＃４ １月９日 

＃５ １月１６日 ＃６ １月２３日 ＃７ １月３０日 ＃８ ２月６日 調整 ２月１３日および２月２０日

ご存知かと思いますが、来年度の工学倫理のシラバスは、環境教育を考慮して作成する必要があるようです。河合

先生からご指示がありました。工学倫理は来年度も私が担当することとなりそうです。担当分のシラバス案ができ

ましたらお送り致しますので、アドバイスを頂戴できればと思います。 

電子制御 奥山 

 

Date: Fri, 24 Nov 2006 11:12:46 +0900 

To: okada@tsuyama-ct.ac.jp 

Subject: Fwd: 「工学倫理」のシラバスについて 

岡田先生、転送いたします。 

電子制御 奥山 

Masahiro Kawai さんのコメントを転送します: 

河合です 

お昼に電話で問い合わせしましたが， 

正確を期すために，メールで内容を連絡します。JABEE の表３（学習教育目標とその評価方法）の見直しのため，

「工学倫理」のシラバスについて，来年度からの授業内容（後期：ものづくりと工学倫理）に公害などの環境問題

も取り上げてもらいたい，と考えております。表３では B-1 の学習教育目標の評価方法の一つとして 

-------------------- 

（３）「環境科学」（２単位）の授業により，様々な環境問題のうち，地球規模での環境問題，水質汚濁，大気汚

染等の公害を取り上げ，技術が社会や自然に及ぼす影響を理解し，説明できるかを試験，レポート課題，演習で評

価する． 

------------------- 

としており，「環境科学」を必ず取る必要があります。しかし，このままでは選択の余地がないため専攻科運営委

員会および外部評価委員会では他に選択できる科目を追加したいと考えており， 

「工学倫理」を候補にあげています。上記（３）のあとに 

-------------------- 

（４）工学倫理（２単位）の授業により，技術者のモラルと倫理規定，製造物責任，知的財産権，歴史的な事故や事

件，環境問題等を取り上げ，技術が社会や自然に及ぼす影響について理解し，説明できるかを試験，レポート課題，

演習で評価する．（案） 

出典：「工学倫理」打合せ記録（電子メール） 
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（分析結果とその根拠理由） 
教員間の連携は機能的に行われている。 
各授業科目は教育課程系統図として各科目間の関係がまとめられており，教員間の連携に利用されて

いる。教員会議や教室会議，あるいはＦＤ研修会により教員間の組織的な取り組みがなされている。 
また，各学科の教室会議や一般科目の科目担当者の打合せでは，授業や試験の結果をもとに学生の理

解度などを確認し，内容や進度について検討・調整を行っている。 
 
観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 
（観点に係る状況） 
４学科５学年の計 20 学級すべてに学級担任教員を配置し，担任は学級日誌（資料２－２－③－１）

などを通して学習状況を把握するよう努めており，科目担当教員等と連携しつつ成績状況や学生生活に

関する学生からの相談への対処等を行っている。担任の学生指導の支援として各学年の学級担任の代表

となる学年主任を置き，各学年の中で横のつながりを持ち意見交換のできる場を設けている。 
また，「担任の手引き」（資料２－２－③－２）を整備して，学級担任の教育活動の支援や担任業務

の遂行に便宜を図っている。さらに，総合支援室の果たしている役割も大きい（詳細は基準７で述べる）。 
一方，新任教員に対する支援として，毎年４月に本校の概要や職務上の留意点などを説明するオリエ

ンテーションを実施し，円滑な業務が行えるよう支援している（資料２－２－③－３）。 
１年生は混合学級制とし，学科の枠を超えた学生の交流と工学の基礎教育を行っている。学級担任に

は一般科目教員を配置しているため，専門学科から選出された学科相談教員を配置して，教育活動の一

層の円滑化を図っている（前出資料２－２－①－１，校務分担及び各種委員会委委員名簿）。１年生の

ホームルームは特に重要であり綿密な指導を行っている（資料２－２－③－４）。支援体制として，学

年主任と学級担任が意見交換を行うための定例会議を毎月，開催している（資料２－２－③－５）。学

級担任と学科相談教員との間では，欠課時数が多い学生や成績不振学生の発生など，必要に応じて連携

をとっている。２年生以上の学級は専門学科ごとに編成され，２年生の学級担任は一般科目教員が担当

し，３年生以上は専門学科教員が担当している。 
一方，課外活動においても，学生会及び各部に複数の指導教員を配置して分担して指導にあたる体制

を構築し（資料２―２―③―６），毎年２月に課外活動指導教員連絡会議を開催して，課外活動の年間

行事予定や施設・設備の導入などの調整を図っている（資料２－２－③－７）。 
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資料２－２－③－２ 学級担任の手引き（表紙のみ抜粋） 
 

学級担任の手引き 

 

１．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．学級担任の主な業務内容 ・・・・・・・・２ 

【 1 】  年度始めの業務・・・・・・・・・・・２ 

【 ２ 】 定期的に行う指導・・・・・・・・・・６ 

【 ３ 】 年度途中の業務・・・・・・・・・・・７ 

【 ４ 】 年度終わりの業務・・・・・・・・・・８ 

 

付録 ２００６（平成１８）年度学級担任一覧 

 

津山工業高等専門学校 

 
出典：学生課資料 

資料２－２－③－１ 学級日誌の表紙 
 

天候 

月  日  曜 
 

記

入

者

氏

名

 
検

印  

欠席者氏名                                

遅刻者氏名  

早退者氏名  

時限 科目名 授業者 授業内容 欠席者 

１     
２     
３     
４     
５     
６     
７     
８     
所感(学校行事・連絡事項等を含む) 

 

 

 

 

 

出典：学生課資料 
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資料２－２－③－３ 新任教員への教務関係説明事項（平成 18 年度）（抜粋） 
平成１８年４月５日 

                                   教 務 主 事  

１．状況 

 （１）外部評価（JABEE，認証評価) 

 （２）留年・退学者の削減 

 （３）学生の質の変化(少子化，高学歴志向) 

 （４）授業改善への取り組み 

    ・授業方法，内容等の向上と工夫 

    ・成績評価方法の検討 

    ・自学自習を促す学習指導 

    ・個々の学生に対するサポート(補習，オフィスアワーなど) 

    ・学生による授業評価アンケート，教育目標計画と自己点検，ＦＤの実施等 

 （５）入学志願者の確保 

 （６）独立行政法人化(平成１６年４月より) 

２．学年制 

 （１）原級留置となれば，原則すべての科目を再履修 

 （２）一部単位制を導入（再履修免除科目） 

３．学期 

 前期，後期制 

前期（４月１日～９月３０日） 

後期（１０月１日～３月３１日） 

４．カリキュラム 

 （１）平成１２年度以降入学者用カリキュラム(新カリ) 

 （２）一般科目（全科共通）と専門科目（専門学科別）がある． 

 （３）新カリキュラムの主な特徴 

・学生の自主性を引き出すための科目を設定 

  自発的学習を含む科目（１時間の授業で２単位を認定，カリキュラム表の☆印） 

資格関連科目(資格を取れば単位認定) 

  ・合格点は６０点 

・進級基準は修得した単位数の積算を基本としている． 

・選択科目には履修願が必要である． 

 
出典：教務主事作成資料 
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資料２－２－③－４ 2006 年度１年１組ホームルーム実施記録 

出典：2006 年度１年１組ホームルーム実施記録
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出典：学生生活委員会資料 

資料２－２－③－５ 第１回１年団学年会議議事録（平成18年度）（抜粋） 
                             

平成１８年４月３日(月)１６：１０～（於，リフレッシュ室） 

 

１．１８年度１年団の試みについて 

 以下のことを実施する 

 ・学年通信の発行・・・中平＋杉山 

 ・ＳＨＲの実施・・・・１時間目の遅刻を減らす，連絡を密にする，学生の様子を把握する， 

                      週に２回は副担任で 

 ・清掃・・・・・・・・毎週火，金曜日に４クラス一斉 

  ・校外学習・・・・・・杉山 

２．教室のゴミ箱の設置について 

  設置せずに，ゴミを出さない指導に重点を置く 

３．年度始めのＬＨＲについて  

  教務の予定表を参照しつつ，統一的なプリントを作成・・・中岡プリント 

次回は４月１７日(月)１６：１５～ 

出典：１年団学年会議議事録

資料２－２－③－６ 平成 19 年度課外活動指導教員及びコーチ等名簿 
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（分析結果とその根拠理由）  
支援体制が整備され機能している。 
各々の学級における学生の学習及び生活指導については学級担任を，課外活動における直接的な学生

指導については各々の部に顧問教員を配置している。これらの活動は，担任団会議・教室会議・課外活

動連絡会議などを通じて支援され，意見交換を行ったり要望をまとめるようになっている。特に，学級

担任の手引きの明文化により，学級担任の経験が浅い教員であっても学生指導が行えるよう配慮し，学

級担任同士の共通認識が図れるようになっている。さらに，学級担任の代表となる学年主任をおくこと

により，各学年の横のつながりを持ち，学級担任間の意見交換を行う場を設けている。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 
（優れた点） 

・ 準学士課程及び専攻科課程は学校教育法の規定に適合して，工業分野の中心部分を幅広くカバーす

る内容となっており，本校の教育目的に沿った構成である。 
･ 全学的なセンターとして，総合情報センター，教育支援センター及び地域共同テクノセンターが設

置され，情報処理教育，実験実習の学生指導，地域と連携した実践的技術教育などに効果的に利用さ

れている。 
・ 学校全体の運営管理を主に扱う運営会議，主事会議と，学生の教育や学習支援を主に扱う教務委員

会，専攻科運営委員会などの役割分担ができている。さらに，新しい教育システム構築や教育課程の

見直し・改善を行なう教育システム検討委員会，教育課程検討特別委員会も組織され機能している。 

資料２－２－③－７ 課外活動連絡会議議事録（平成 18 年度）（抜粋） 
 
日 時：平成１９年１月１９日（金）１６：２５～１６：５５ 

場 所：管理・一般科目棟２階 会議室 

出席者：岡田学生主事，田渕学生主事補 

 荒木（陸上・ラグビー），佐藤誠（陸上・天文），北條（陸上），大田（バスケット男子），中岡（バスケット女

子・茶道），宮下（バスケット女子・システム研究），山本（バレー），保田（バレー），前原（ソフトテニス），

大平（ソフトテニス・吹奏楽），河合（柔道・情報総合研究），吉田（柔道），田渕（剣道），八木（硬式野球），

橋本（硬式野球・ハンド・内燃機関），薮木（硬式野球），中村（サッカー・軽音楽・夢工房），下西（ラグビー），

佐藤紳（ハンド），大西淳（ハンド・情報総合研究），菊池（バドミントン），伊藤（テニス），矢野（テニス），

本元（美術），大西規雄（吹奏楽），稲田（将棋・文芸），庄司学生生活係長，土屋学生課主任 

議事に先立ち，岡田学生主事から，学生の課外活動の重要性及び学生指導に対する謝辞があった。 

 

○議事概要 

１ 厚生補導設備充実費について 

２ 第４３回中国地区高専体育大会及び第４２回全国高専体育大会について 

３ 課外活動指導について 

 ４ その他 

出典：学生生活委員会資料 
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・ 教員間の連携活動は，１・２年の学年会議，各学科の教室会議，一般科目の科目担当者の打合せが

機能的かつ組織的に実施されている。特に，準学士課程の共通実力テストの実施と教務委員会を通じ

た専門学科への報告，各種ＦＤによる専門学科と一般科目の教員との連携が行われている。 
 
（改善を要する点） 
なし 
 

（３）基準２の自己評価の概要 

準学士課程は，機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科及び情報工学科の４つの専門学科と一

般科目で構成されており，工業分野の中心部分を幅広くカバーして本校の教育目標と適合している。 
専攻科課程は，機械工学科と電子制御工学科とを基礎とする機械・制御システム工学専攻及び電気電

子工学科と情報工学科とを基礎とする電子・情報システム工学専攻の２専攻で構成され，高度な専門知

識と研究開発能力を身につけた実践的技術者の育成という本校の掲げた教育目的に沿ったものとなって

いる。 
全学的なセンターとして総合情報センター，教育研究支援センター及び地域共同テクノセンターが設

置されている。総合情報センターは情報処理教育のみならず英語教育などの実施や課題演習・課題研究

等などの自発的学習科目に係る教育の場として，教育研究支援センターは技術職員による実験・実習等

の学生指導の支援を行なう組織として，地域共同テクノセンターは地域と連携した全学的な実践的技術

教育や研究指導の場として，いずれも適切に利用されている。 
学校全体の運営管理を主に扱う運営会議，主事会議と，学生の教育や学習支援を主に扱う教務委員会，

専攻科運営委員会などの役割分担ができ，さらに新しい教育システム構築を議論する教育システム検討

委員会や教育課程の見直し・改善を行う教育課程検討特別委員会が組織されている。これらの体制によ

り，教育活動に係る重要事項の審議など必要な活動が行われており，外部評価や JABEE 評価などの学

外審査も積極的に受けている。 
教育課程系統図による各科目間の関係把握，教員会議や教室会議，あるいはＦＤ研修会を通した連携

など，教員間の意見交換や連携が組織的に取り組まれている。また，各学科の教室会議や一般科目の科

目担当者の打合せを通して，授業や試験の結果に基づく学生の理解度などを確認し検討・調整を行って

いる。 
各学級における学生の学習及び生活指導については学級担任を，課外活動における直接的な学生指導

については各部に顧問教員を配置し，担任団会議・教室会議・課外活動連絡会議などを通じて支援を行

っている。特に，学級担任の手引きの明文化により，学級担任の経験が浅い教員であっても学生指導が

行えるよう配慮し，学級担任の代表となる学年主任をおくことにより，学級担任間の意見交換を行う場

を設けている。 
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基準３ 教員及び教育支援者 
（１）観点ごとの分析 
観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 
（観点に係る状況）  
平成 19 年度における専任教員の現員は校長を除いて合計 62 名である（資料３－１－①－１）。こ

の内，一般科目担当教員として，常勤 18 名，非常勤 16 名（資料３－１－①－２）及び専門学科共通

科目（数学と物理）教員として常勤２名，非常勤１名（資料３－１－①－３）を配置している。一般

科目の教育目標（前出資料１－１－①－８）を達成するために，専門分野を考慮して授業を分担して

いる。つまり，実践的技術者の育成のために，専門教育の基礎学力と人間性の育成を目標に，数学，

物理・化学，英語や社会科などの常勤教員を適切に配置している。授業科目別の教員数は，数学６人

（内非常勤講師２人），物理・化学６人（４人），英語５人（１人），国語５人（３人），社会７人

（３人），体育４人（２人），音楽・美術１人（１人）である。常勤教員 18 人中，15 人が高等学校

教員免許を取得し９人が高校の教職歴を有し，後期中等教育に支障ない状況にある。中でも，英語の

会話能力の向上を図るために専任の外国人教員を配置している。なお，専門性が必要な音楽は非常勤

講師に依存している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３－１－①－２ 一般科目教員の数（平成 19 年５月１日現在） 
 数学 英語 国語 物理・化学 社会 体育 音楽 合計 

教授 １ １ １ ２ ３ １ ０ ９ 
准教授 ３ ２ １ ０ ０ ０ ０ ６ 
講師 ０ １ ０ ０ １ １ ０ ３ 
助教 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
助手 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
小計 ４ ４ ２ ２ ４ ２ ０ １８ 

非常勤講師 ２ １ ３ ４ ３ ２ １ １６ 
合計 ６ ５ ５ ６ ７ ４ １ ３４ 

出典：総務課作成資料

資料３－１－①－１ 教員定員・現員表（校長を除く）（平成 19 年５月１日現在） 
 教授

定員

教授 
現員 

准教授

定員 
准教授

現員 
講師

定員

講師

現員

助教

定員

助教 
現員 

助手 
定員 

助手 
現員 

一般科目 ９ ９ ９ ６ ０ ３ ０ ０ ０ ０ 
専門学科共通科目 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

機械工学科 ５ ５ ４ ２ ０ １ ２ ２ ０ ０ 
電気電子工学科 ４ ４ ６ ４ ０ １ １ １ ０ ０ 
電子制御工学科 ５ ５ ４ ３ ０ １ ２ １ ０ ０ 
情報工学科 ４ ４ ６ ３ ０ ２ ２ ３ ０ ０ 

合計 ２９ ２９ ２９ １８ ０ ８ ７ ７ ０ ０ 
出典：総務課作成資料
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「一般科目を担当する教員の数は，入学定員４学級に編成する場合，18 人の専任教員（助手を除く）

数を下回ってはいけない」という高専設置基準の第６条２項に対して，一般科目担当専任教員（助手

を除く）の数は 18 人であり，設置基準を満たしている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切である。 
一般科目担当教員を高等専門学校設置基準を満たしつつ，教育目標を達成するためにバランスよく

配置している。数学と物理・化学に重点的に配置し，外国人の英語教員を配置するなど，専門教育の

基礎学力と国際性に富んだ人材育成に沿った教員配置を行っている。 
 
観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 
（観点に係る状況） 
専門学科では，教育目標等を達成するために専任教員（助手を除く）44 人，非常勤講師 15 人の合

計 59 人の専門科目担当教員を配置し（資料３－１－②－１），各々の教員の専門分野を考慮して機械

工学，電気電子工学，電子制御工学，情報工学の各学科の教育内容に対応した授業を分担している。

特に，教育目標である「実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた，創造

性，活力に富んだ人材を育成する」の達成に向けて，教員の 82％が博士の学位を取得し，また応用実

践力の養成には，教員の 43％を占める企業経験のある教員が教育にあたっている（資料３－１－②－

２）。 
「教員のうち，工学に関する学科において第 16 条に規定する専門科目を担当する専任者数は，当該

学校に４の学科を置くときは 29 人の専任教員（助手を除く）数を下回ってはいけない」とする高専設

置基準第６条３項に対して，本校の専門科目担当教員 44 人は助教以上であり，また，「専門科目を担

当する専任の教授及び准教授の数は，一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員

数との合計数の２分の１を下回ってはならない」という高専設置基準第８条に対して，専門科目を担

当する教授と准教授の合計は 32 人で，一般科目と専門科目の合計の専任教員数は 62 人であるので設

置基準を満たしている。 
 

資料３－１－①－３ 専門学科共通科目教員の数（平成 19 年５月１日現在） 
 数学 物理・化学 合計 

教授 １ １ ２ 
准教授 ０ ０ ０ 
講師 ０ ０ ０ 
助教 ０ ０ ０ 
助手 ０ ０ ０ 

非常勤講師 １ ０ １ 
合計 ２ １ ３ 

出典：総務課作成資料
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（分析結果とその根拠理由） 
適切である。 
専門科目担当教員の構成は，高等専門学校設置基準を満たしつつ，多数の学位取得者や複数の企業

経験者を各学科に配置するなど，教育の目的を達成するために必要な教員を専門分野に考慮しつつ，

バランスよく配置している。 
 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 
（観点に係る状況） 
専攻科課程は平成９年度に設置され，機械・制御システム工学専攻と電子・情報システム工学専攻

の２専攻を有している。専攻科課程の専任教員はおらず，一般科目と専門学科共通科目の専任教員８

人と専門学科の専任教員 24 人が兼担し，非常勤講師は配置していない。教育目標を達成するために「機

械・制御システム工学」及び「電子・情報システム工学」の技術者教育プログラム（前出資料２－１

資料３－１－②－１ 専門学科教員の数（平成 19 年５月１日現在） 
 専門学科

共通科目 

機械 

工学科 
電気電子

工学科 

電子制御

工学科 

情報 

工学科 
合計 

教授 ２ ５ ４ ５ ４ ２０ 
准教授 ０ ２ ４ ３ ３ １２ 
講師 ０ １ １ １ ２ ５ 
助教 ０ ２ １ １ ３ ７ 
助手 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
小計 ２ １０ １０ １０ １２ ４4 

非常勤講師 １ ６ ４ １ ３ １５ 
合計 ３ １６ １４ １１ １５ ５９ 

 
出典：総務課作成資料 

資料３－１－②－２ 専門学科教員の学位取得者，企業経験者の配置状況（平成 19 年５月１日現在） 
学科名 学位取得者数 企業等経験者数 教員数 

専門学科共通科目 ２ ０ ２ 
機械工学科 １０ ３ １０ 

電気電子工学科 ７ ６ １０ 
電子制御工学科 ７ ５ １０ 
情報工学科 １０ ５ １２ 

合計 ３６ １９ ４４ 
合計に対する割合 ８２％ ４３％  

出典：総務課作成資料 
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－②－２）を設定し，必要な一般科目の授業担当教員として，一般科目教員の内から博士の学位を取

得している教員を中心に専門分野と対応させて配置している。一方，専門学科教員についても専攻科

課程の修了時に身につけるべき学力や資質・能力として設定した前記教育プログラムを達成するため

に，企業経験のある多数の教員を配置している。特に，「高度な研究開発能力を身につけた，研究者

の養成」という教育目標を掲げ，これを達成するために博士の学位や十分な研究実績を持つ教員を特

別研究指導教員として配置している（資料３－１－③－１，２）。 
 

（分析結果とその根拠理由） 
適切である。専攻科課程の教育目標を達成するために，博士の学位取得者を中心とする一般科目担

当教員と企業経験者及び博士の学位や十分な研究実績を持つ教員を中心とする専門科目担当教員を配

置している。 
 

資料３－１－③－１ 特別研究指導教員一覧（機械・制御システム工学専攻）（平成 19 年度） 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kojin/ichiran.htm
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 観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられる。）

が講じられているか。 

（観点に係る状況） 
平成 19 年５月１日現在での教員の年齢構成は資料３－１－④－１Ａ，１Ｂのとおりで，学科によっ

ては年齢分布に若干の偏りがあるものの，欠員が生じたときの補充に際しては，この点を考慮して採

用計画を立てている。次に教員の経歴について述べる。一般科目担当教員については，観点３－１－

①で述べたように，常勤教員 18 人中 15 人が高等学校教員免許を取得し，９人が高校の教職歴を有し

ている。専門学科の専任教員 44 名のうち 19 名（43％）は企業勤務の経験がある（前出資料３－１－

資料３－１－③－２ 特別研究指導教員一覧（電子・情報システム工学専攻）（平成 19 年度）

 出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kojin/ichiran.htm
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出典：総務課作成資料 

②－２）。また，一般科目の専任教員 18 名のうち８名（44％）が，専門学科の専任教員 44 名のうち

36 名（82％）が，博士号取得者である。 
教育経歴への配慮としては，平成 18，19 年度に高専機構の高専間教員交流制度により，各々１人が

他高専で研修を行っている。教員の活動をより活発化するための措置の一つとして高専機構教員顕彰

に推薦を行っており，平成 18 年度に理事長奨励賞を受賞した（資料３－１－④－２）。 
研究経歴に対しては，大学等で専門分野の研究に専念する機会を与え（資料３－１－④－３），あ

るいは研究の活性化を目的として研究費を傾斜配分する（資料３－１－④－４）など，できるだけの

配慮をしている。また，文部科学省（旧文部省）の在外研究員を含めて，10 ヶ月以上の海外滞在経験

を有する教員が合計 12 名在籍している（資料３－１－④－５）。平成 19 年３月から助教１名が高専

機構在外研究員として米国に滞在中である。 
 
資料３－１－④－１Ａ 教員の年齢構成一覧（平成 19 年５月１日） 

 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 合計 

校長 ０ ０ ０ ０ １ １ 

一般科目 ０ ４ ５ ６ ３ １８ 

専門学科共通 ０ ０ １ ０ １ ２ 

機械工学科 １ ２ ４ ２ １ １０ 

電気電子工学科 ０ １ ４ ４ １ １０ 

電子制御工学科 ０ １ ３ ３ ３ １０ 

情報工学科 １ ４ ２ ４ １ １２ 

出典：総務課作成資料 
 
 

資料３－１－④－１Ｂ 教員の年齢構成分布（校長を除く）（平成１９年５月１日） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津山工業高等専門学校 基準３ 

 67

資料３－１－④－２ 高専機構の教員顕彰を受賞（抜粋） 
寺元貴幸講師が平成１８年度独立行政法人国立高等専門学校機構理事長奨励賞を受賞 

    出典：津山高専公式ホームページ，http;//www.tsuyama-ct.ac.jp/topimg/welcome051.htm

 
 
 

 

資料３－１－④－３ 津山工業高等専門学校内地研究員規程（抜粋） 
平成16年4月１日 

規程第16号 

（趣旨）第１条 

この規程は，津山工業高等専門学校（以下「本校」という）の教員に対し，勤務場所を離れてその専攻する学問分野

の研究に専念させ，教授研究能力を向上させる場合の取扱いについて定めるものとする。 

（内地研究員）第２条 

この規程において「内地研究員」とは，前条の趣旨による取扱いを受ける教員をいう。 

（資格）第３条 

内地研究員とさせることのできる者は，本校の専任の教授，助教授，講師及び助手とする。ただし，教授については，

教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。 

出典：津山高専規程集 

資料３－④－４－４ 傾斜配分研究費申請要綱（抜粋） 
平成１８年度傾斜配分枠研究費の配分方針及び申請について 

１ 配分方針 
過去の業績よりも現在の研究意欲や今後の研究計画がある者に研究費を配分し，本校の研究の活性を促すことを基本

とする。さらに最近の研究業績に加え，教育・社会貢献などについての実績にも配慮して配分をおこなう。 
２ 申  請 
(1) 申請者 
① 申請者は常勤の本校教員または技術職員とする。 
② 申請は研究分担者を含めて１人１件とする。 
③ ２年間連続して本経費の配分を受けた者は，その翌年は申請することはできないこととする。 
(2) 申請書類 
① 申請は別紙「傾斜配分枠研究費申請書」によること。 
② 申請書類に以下の書類を添付すること。 
○「教員選考基準」中の「2.研究業績」,「3.教育業績」における「教授方法改善」と「教育研究指導」,「4.学校運営，

社会貢献ほか」における「地域協力，国際協力」と「外部研究費」に関する研究代表者についての最近３年間（平

成１５年４月１日から平成１８年３月３１日）の実績一覧｡ 
○上記に該当する項目に関する「教員選考基準」に基づく自己採点表｡（ただし，個々の区分での点数の上限は設けな

い。） 
③ 申請(要求)額は５０万円を限度とする。 
○申請額は研究課題に必要なもののみとし，積算の概略資料（旅費も含む）を添付すること。なお，旅費は申請額の

２０％までとする。 
(3) 申請に伴う義務 
① 科学研究費補助金または各種助成金に申請すること。 
○外部資金の申請を怠った場合には，３年以内に当該研究費を返還するとともに，返還が終了するまでは本申請を不

可とする。 
② 研究成果を学会（外部）に発表することを義務づけ，申請書にその時期を明記する。 
○成果を外部に発表した際には，速やかに総務課財務係に届けること｡（別刷があれば添付すること） 
 

出典：平成 18 年度運営会議資料
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（分析結果とその根拠理由） 
適切である。 
教員の教育経歴や実務経験については採用時に十分な配慮がなされている。年齢構成については，

一部に若干の偏りが見られるが，教員の採用に当たって年齢構成の均等をとるよう考慮されている。

教員組織の活動をより活性化するために，高専間教員交流，高専機構教員顕彰，内地研究，研究費傾

斜配分などの配慮をしている。また，12 名の長期海外滞在経験教員を有し，平成 19 年度には１名の

教員が高専機構在外研究員として米国に滞在中である。 
 

観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 
（観点に係る状況） 
教員の採用や昇任に関しては，高等専門学校設置基準第３章「教員の資格」の規定を満たしている

ことを最低条件としており，選考方法は，平成 13 年に人事推薦委員会規程を定め（資料３－２－①－

１），この年以後の採用・昇任は，この規程に則って行なっている。選考にあたっては，該当者の教

育研究業績に基づいて作成された「教員選考基準に基づく自己採点表」（資料３－２－①－２）を提

出してもらい，これに基づいて教育業績と研究業績をバランス良く評価するシステムになっている。

個人の教育研究業績は，毎年更新して公式ホームページ上で公開している。昇任人事を含め，原則公

募として書類審査で３～４名の候補者を選び，面接審査で１人の候補者に絞り込んでいる。教育上の

能力については，提出書類や面談により，教育・研究・学生指導に対する抱負や教育経験等の評価を

行っている（資料３－２－①－３）。学内候補者の場合は，担当教科と研究指導の実績に加えて課外

活動の指導や授業アンケート等の学生への関わりも考慮している（資料は個人情報のため，訪問調査

時に示す）。非常勤講師についても内規を定め（資料３－２－①－４），人事推薦委員会を経て任用

資料３－１－④－５ 海外の教育機関等に滞在経験を有する教員（抜粋）（＊：文部科学省（旧文

部省）の在外研究員を示す） 
 

１．エリック・ランボー（一般科目） アメリカ（昭和５７～平成６年度） 

２．田邊 茂（電気電子工学科）   カナダ（昭和５９～６０年度） 

３．奥山圭一（電子制御工学科）   クエート（昭和５９～６０年度） 

４．杉山 明（一般科目）      中国（昭和６０～６３年度） 

＊５．下西二郎（電気電子工学科）   カナダ（昭和６２年度） 

６．梶田隆之（一般科目）      中国（平成元～２年度） 

＊７．福田昌准（機械工学科）     アメリカ（平成３年度） 

＊８．小西大二郎（機械工学科）    アメリカ（平成８年度） 

＊９．大田 肇（一般科目）      イギリス（平成９年度） 

１０．角谷英則（一般科目）      オーストリア（平成９～１１年度） 

＊１１．藤原 敏（機械工学科）     ドイツ（平成１２年度） 

１２．久保川晴美（一般科目）     イギリス（平成１２年度） 
 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kojin/ichiran.htm
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している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切に運用されている。 
本校の教員の採用や昇任は高等専門学校設置基準に則して実施されており，具体的には「人事推薦

委員会規程」に従って運用されている。また，教育上の能力・熱意にも十分な考慮がなされている。

非常勤講師の選考についても「非常勤講師任用に係る内規」に則って専任教員と同様の方法で選考が

行われている。本校の特徴として，毎年更新して公開している個人の教育研究業績に基づいて「教員

選考基準に基づく自己採点表」を作成し，教育業績と研究業績をバランス良く人事評価が行われてい

ることが挙げられる。 
 

資料３－２－①－１ 津山工業高等専門学校人事推薦委員会規程 
                          平成 13 年 3 月 30 日 

規程第8号 

改正平成16年３月19日規程第11号平成18年2月28日規程第7号 

 

（目的）第１条 

津山工業高等専門学校に津山工業高等専門学校人事推薦委員会（以下，「委員会」という）を置く。 

（所掌事務）第２条 

委員会は，校長の諮問に応じて，教員の採用，昇任及び非常勤講師の採用に係る選考に関して審議する。 

（組織）第３条 

委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1)校長 

(2)教務主事 

(3)当該学科の教授若干名 

２ 校長が必要と認めたときは，関連学科の教授を委員とすることができる。 

（委員会）第４条 

校長は，委員会を招集し，その議長となる。 

（事務）第５条 

委員会の事務は，総務課において処理する。 

 
出典：津山高専規程集 
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 資料３－２－①－２ 教員選考基準に基づく自己採点表 

出典：総務課資料 
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資料３－２－①－４ 津山工業高等専門学校非常勤講師の採用に関する内規（抜粋） 
平成 18 年 9 月 26 日 

校長裁定 

（趣旨）第１条 

津山工業高等専門学校（以下「本校」という）の非常勤職員の採用については，他の法令 

等に定めるもののほか，この内規の定めるところによる。 

（採用の基準）第２条 

非常勤講師の採用は，原則として本校の教員が担当する場合より教育成果が上げられると 

校長が認めた特殊な内容の授業科目を担当させる場合に行うものとする。ただし，本校教員 

の授業負担が過大となるため校長が必要と認めたときは，必要最小限の授業時間数を非常勤 

講師に担当させ補うことができる。 

（資格）第３条 

非常勤講師は，次の各号に該当する者でなければならない。 

（１）高等専門学校設置基準（昭和 36 年文部省令第 23 号）に定められた講師以上の資格を有 

すること。（２）採用時において，年齢満 66 歳未満であること。（３）健康で勤務に支障がないこと。 

出典：津山高専規程集 

資料３－２－①－３ 津山工業高等専門学校 機械工学科教員公募（抜粋） 
 
１ 公募人員 機械工学科 准教授，講師，助教のいずれか１名 

２ 専門分野 機械加工 

３ 担当授業科目 精密加工学，機械工作法などの機械加工関連科目および設計製図（ＣＡＤ含む），実験・実習，

卒業研究など 

４ 応募資格 (1)博士の学位を有する方 

(2)実践的技術者の養成を目的とする高等専門学校の教育・研究・学生指導に理解      

と情熱のある方 

(3)地域連携研究および技術指導等に意欲のある方 

５ 採用予定日  平成１９年１０月１日（相談に応じます。） 

６ 提出書類  (1)履歴書（市販用紙，写真貼付） 

(2)研究業績一覧表（研究論文，著書，口頭発表等分野ごとに分けて記載） 

(3)主要な論文・著書等の別刷，またはコピー（３編程度） 

(4)教育経験または実務経験の一覧 

(5)高等専門学校における教育・研究・学生指導について抱負を記したもの（1,000 字程度） 

(6)学会活動歴，社会貢献活動歴（公開講座，技術指導，社内教育等），科学研究費補助金等の外部

資金の受入，受賞経験を有する方はその一覧表 

(7)推薦書（別封，親展） 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/koubo.htm
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観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 
（観点に係る状況） 
教員の教育活動に関する定期的評価としては，「教員の教育業績等自己評価」，「教員相互による

評価」・「学生による評価」（資料３－２－②－１）を実施している。「教員の教育業績等自己評価」

は，高専機構が定めた基準に従って各教員が作成し，優秀な教員は顕彰の推薦を行っている。この過

程で，全学生が６つの観点項目から所属学科の教員３名以内，一般科目及び他学科の教員５名以内を

選出し投票するという「学生による評価」を行っている。優れた教員の上位者は校内掲示板に公開し

ている。 
教務委員会の基本方針の基に毎年３月に全教員が「教育目標計画の点検票」及び「教員の教育目標

計画」（資料３－２－②－２Ａ～２Ｂ）を作成し，校長に提出している。これにより個々の教員が設

定した教育目標計画を総合的，客観的に自己評価を実施し，新たな教育目標を設定するというサイク

ルによって個々の教員が継続的な授業改善活動を行っている。 
また，学生による授業評価アンケートは，非常勤講師の担当科目も含めて全科目行っており（資料３

－２－②－３），その詳細を学内に公開し，概要を公式ホームページに掲載している（資料３－２－

②－４）。この結果は，「教育目標計画の点検票」と次年度の「教員の教育目標計画」を作成する際

に反映されている。さらに，平成 15 年度以降，毎年，各教員は教育・研究のみならず各種の委員会や

部活動の顧問などの活動に関する教育研究業績データを作成し，公式ホームページに更新して公開し

ている。このデータは，昇任時に人事推薦委員会に提出する資料（前出３－２－①－２「教員選考基

準に基づく自己採点表」）の基礎となっている。 

資料３－２－②－１ 教員の教育業績等評価等の実施について（抜粋） 
                                                     平成１８年１０月４日 

  教 員 各 位 

                                          校  長   

教員の教育業績等評価等の実施について（依頼）（抜粋） 

 このことについて，独立行政法人国立高等専門学校機構理事長から，教員顕彰の実施について，通知がありました

のでお知らせします。 本顕彰は，教育活動，学生指導，地域社会への貢献等において，顕著な功績のあった者を顕

彰すること，及び顕彰を通じて高専における教育の充実・向上を目的に平成１４年度から実施されています。 

 ついては，本教員顕彰の資料として「教員の教育業績等評価」及び「教員による相互評価」を下記のとおり実施し

ますので，よろしくお願いします。 

記 

１ 配付資料  

   次の資料を「サイボウズ」→「文書管理」→「総務課」→「人事・労務係」→「教員の教育業績等評価」に保

存しております。 

  (1) 教員の教育業績等評価 

    1. 教員の教育業績等評価の趣旨（WORD及び一太郎） 

     2. 教員の教育業績等評価（WORD及び一太郎） 

出典：総務課資料 
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 資料３－２－②－２Ａ 教員の教育目標計画とその点検について（抜粋） 
 

・目的 

教育内容，教育手段・方法，評価方法について授業の点検結果を考慮しながら，個々の教官が設定した教育目標計

画を自己評価する。この点検や自己評価にもとづいて新たな教育目標を設定するというサイクルによって個々の教官

が継続的な授業改善を行うことを目的とする。 

・設定と点検の形態 

個々の教官は授業に

おける教育内容，教育

手段・方法，評価方法

などを教育目標計画と

して設定し，結果をシ

ラバスで公開し，授業

運営を行う。授業評価

アンケート結果を参考

にしながら授業につい

て点検し，点検結果を

参考にして，教育目標

計画を自己評価する。

評価の結果とＦＤをも

とに新たな教育目標計画を設定する。教務委員会は点検結果や評価の結果を集計・集約し，結果をＦＤ活動に活用す

ることで個々の教官の教育目標や授業の改善活動を援助する。 

・点検・評価項目の検討 

教員側と学生側から，「授業の内容と教え方の質がよいかどうか（教育内容，教育手段・方法，評価方法）」，「授

業内容を学生が理解しているかどうか」について点検・評価を行う。学生はアンケートに基づき授業を評価する。教

官は，このアンケート結果を参考にしながら，設定した教育目標の教育効果について自己評価する。 

授業評価アンケートについても以上の項目を配慮して再検討する。授業評価アンケート集計結果は授業担当教官に

通知し，集計結果の一部は学内やウェブページに公開する。 
 

出典：教務委員会資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育内容 

授業の実施 

点検票 

教員の教育目標計画 

授業評価アンケートの点検 

授業・教育目標の点検 

ＦＤ 

教員間連絡ネットワーク 

シ
ラ
バ
ス
の 

執
筆
と
公
開 

教育手段・方法 

評価方法 

教育内容 

教育理念・教育目標 

学習・教育目標 

学科の教育目標 

授業評価アンケート 

教員個人 学生・教員集団 

図１ 授業改善システムのブロック図 
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資料３－２－②－２Ｂ 教員の教育目標の点検票（平成 19 年度用） 
（   ）学科 氏名（       ）

○「平成１８年度授業評価アンケートの集計結果」に関する意見その他 

１．昨年度と比較して、向上していると思われる点その他 

 

２．努力したが、その成果が集計結果に現れなかった点 

 

３．今後の課題として、明確になった点 

 

４．その他、気づかれた点 

 

○「平成１８年度教育目標計画」に関する自己評価 

 上記の「授業評価アンケートの集計結果」を参考にしながら，記入して下さい。 

１．「基本的な方針・考え方」に関する自己評価 

 

２．「新たな取り組み内容」に関する自己評価 

 

３．「シラバスとその実施」に関する自己評価 

 

４．「教育内容と授業計画」に関する自己評価 

 

５．「教育手段・方法の工夫」に関する自己評価 

 

６．「授業科目の評価方法」に関する自己評価 

 

出典：教務委員会資料 

資料３－２－②－３ 授業評価アンケートの実施について（抜粋） 

平成１８年９月４日

 授業担当教員 各位 

                                 教 務 主 事 

２００６年度（前期末）授業評価アンケートの実施について 

◎ 授業評価アンケートの実施方法 

 ① 前期に授業が終了する科目及び本科で希望される科目を対象とします。 

 ② 前期末試験終了までにアンケートの実施をお願いします。アンケート実施の機会がない場合，当該授業以外

の時間帯での実施が可能であれば，よろしく実施をお願いいたします。 

③ 集計結果の返却は学年末になる予定です。個人の集計結果の郵送を希望される先生方はお手数ですが，教務

係までその旨お知らせ下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

出典：教務委員会資料
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（分析結果とその根拠理由） 
適切な取り組みがなされている。 
教員の教育活動に対する定期的な評価を適切に実施する体制が整備され，教員の自己評価，教員相

互の評価，学生の評価及び学生による授業評価アンケートが定期的に実施されている。加えて，学内

での昇任時や表彰等への推薦の際に，校長を中心とした体制の下で教員の資質や能力についての評価

が行われている。 
 

観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 
（観点に係る状況） 
本校の事務組織は総務課と学生課及び地域連携・広報室から構成されている（資料３－３－①－１）。

教育課程の展開に直接的に関係する事務職員は学生課に配置され，教務係，学生生活係,寮務係,学術情

報係からなっている（資料３－３－①－１）。教務係では，４名の職員が各々，シラバス作成・成績

管理・学生異動管理・履修管理等を分担して担当している。学生の授業出欠記録・定期試験の成績報

告・シラバス作成などは学内ＬＡＮを活用したオンラインシステムを構築し効率的な処理を行ってい

る。学生生活係には４名，寮務係には２名が配置され学生の支援にあたっている。学術情報係には司

資料３－２－②－４ 授業評価アンケート集計結果（抜粋） 
授業評価アンケートの目的 

 津山高専では平成７年度から，授業内容や授業方法および学生自身の授業への取り組み等について学生に意見を

求め，それらを授業改善に役立てることを目的として，授業評価アンケートを実施しています。アンケート集計結

果は担当教員に返却して授業内容や方法の改善への活用を促しています。また平成 12 年度からは，学生による評価

の高い教員を公表し，公開授業への協力やアンケート結果の分析を公開してもらう機会を持ち，津山高専教員の教

育方法の改善に資しています。 平成１９年度から，教職員に全授業評価アンケートを公開することで，更なる授業

改善を進めていく予定にしています。 

 

平成１８年度授業評価アンケートの集計結果 

 平成１８年度において常勤教員６４名，非常勤教員３６名の担当する本科，専攻科の全教科を対象に授業評価ア

ンケートを実施し，その集計結果をレーダーチャートに示しました。集計結果は本科および専攻科でアンケートを

実施した全教科について，「講義」，「実験・実習」，「自発的学習科目」，「体育」の授業形態ごとの質問項目

に対する平均評点です。評点は１から５段階で，数字が大きくなるほど評価は高くなります。アンケートの回収率

は本科９６.８％，専攻科９８％で，授業科目に対する全体の実施率は９６．１％になります。 
アンケート質問項目および集計結果 
講義（本科と専攻科の総合） 
講義（本科のみ） 
講義（専攻科のみ） 
自発的学習科目 
実験・実習（本科と専攻科の総合） 
実験・実習（本科のみ） 
実験・実習（専攻科のみ） 
体育 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/janketo.htm
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書の資格を有する職員を配置して，資料・情報の収集や提供に対応している。一方，技術職員は観点

２で述べたように，教育研究支援センターに配置され（前出資料２－１－③－４，５），実習工場や

総合情報センターなどの共通設備の管理，学生教育の技術的支援及び教職員からの技術相談等に対応

し，実践的技術の教育や卒業研究・特別研究などにおける教員の教育活動の支援を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切に配置されている。 
本校の事務部は２課１室体制で，教育課程の展開に必要な事務職員は主に学生課に配置されている。

学生課教務係及び学術情報係には，授業・成績・学生異動・履修及び学術情報等の教育支援業務を実

施するために業務内容に対応した適切な人数の職員を配置している。一方，技術職員は，教育研究支

援センターに属し，共通設備の管理と教育・研究に関する技術支援や技術相談等の専門的業務を行う

ために，専門性を考慮して配置している。 
 

資料３－３－①－１ 津山工業高等専門学校事務組織規程（抜粋） 
平成18年4月1日 

規程第35 号 

津山工業高等専門学校事務組織規程（平成16年規程第19号）の全部を改正する。 

（趣旨）第１条 

この規程は，津山工業高等専門学校学則第10条に定める津山工業高等専門学校事務部の組織及び所掌事務について

定めるものとする。 

（事務部の課及び室）第２条 

事務部に次の２課及び１室を置く。  

総務課，学生課，地域連携・広報室 

（課及び室に置く係）第３条 

総務課に次の係を置く。 

総務係，人事・労務係，財務係，出納係，契約係 

２ 学生課に次の係を置く。  

教務係，学生生活係，寮務係，学術情報係 

３ 地域連携・広報室に次の係を置く。地域連携・研究協力係 

（事務部長）第４条 

事務部に事務部長を置く。 

２ 事務部長は，校長の命を受け，事務部の事務を総括する。 

（課長）第５条 

課に課長を置く。 

２ 課長は，上司の命を受け，課の事務を総括する。 

（室長）第６条 

室に室長を置く。 

２ 室長は，上司の命を受け，室の事務を総括する。 

出典：津山高専規程集 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
・ 外国人の専任教員を採用し，英語の会話能力の向上や国際性に富んだ人材育成を図っている。 
・ 実践的技術と工学の基礎や深い専門技術を身につけた人材を育成するために，専門科目担当教員

の 80％以上が博士の学位を取得している。 
・ 教員の教育研究活動の評価は，公開された教育研究業績資料に基づき点数化され，これにより可

能な限り公平な評価が実施されている。 
・ 教員の自己評価，相互評価，学生による評価及び授業評価アンケートなど，教員の教育活動に関

する多面的な評価活動を組織的かつ積極的に行っている。 
 
（改善を要する点） 
特になし 

 
（３）基準３の自己評価の概要 

準学士課程では，一般科目担当教員として教育目標を達成するためのバランスをとるとともに，数

学と物理・化学に重点的に配置し，外国人の英語教員を配置するなど，国際性に富んだ人材育成に沿

った教員配置を行っている。専門科目担当教員として，機械工学，電気電子工学，電子制御工学，情

報工学の各分野において専門分野と対応させて適切に配置し，各学科の教育内容に対応した教育を行

っている。 
専攻科課程では，教育目標を達成するために，博士の学位取得者を中心とする一般科目担当教員と

企業経験者及び博士の学位や十分な研究実績を持つ教員を中心とする専門科目担当教員を配置してい

る。また，特別研究指導教員には博士の学位を取得している教員や企業等経験者をあてている。 
教員の採用や昇格に係る手続きは人事推薦委員会規程に定められており，原則公募で，教員の教育

研究業績を含む個人調書と面接により，年齢・専門分野・各種経歴等を考慮して選考している。 
教員の教育活動の定期的な評価として，毎年，「教育目標計画の点検票」及び「教員の教育目標計

画」の作成・提出により自己評価の充実を図るとともに，教員相互評価や学生による授業評価アンケ

ートを実施している。事務職員，技術職員等の教育支援体制として，教務係，学生生活係，寮務係，

学術情報係及び教育研究支援センターの組織があり，教育活動の支援を行っている。 
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基準４ 学生の受入 
（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者選

抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本方針

などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，

学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表されている

か。 
（観点に係る状況） 
本校の入学者選抜は，準学士課程入学者選抜，編入学生選抜及び専攻科入学者選抜である。準学士課

程入学者選抜においては，学力検査による選抜のほかに，中学校長の推薦による入学者選抜制度を昭和

56年度から採用している。さらに，平成16年度には，入学者に求める能力，適性（または資質）につい

ての考えや入学者選抜の基本方針を整理し，本校のアドミッション･ポリシーとして平成17年度「学生

募集要項」へ記述し，本校教職員へ配布するとともに，入試説明会４回，学校説明会２回，学校紹介（美

作市，真庭市）などの開催において中学校の生徒・先生・保護者など学内外へ配布している（資料４－

１－①－１～３）。さらに，県内の各中学校への訪問（資料４－１－①－４）により，アドミッション

・ポリシーに沿った学生が受験してもらえるように本校の紹介をしている。本校公式ホームページでも

広く学外へ公開している。編入学生選抜におけるアドミッション･ポリシーも準学士課程入学者と同様

であり，「編入学生募集要項」及び本校公式ホームページでも学外へ公開している。 
 専攻科入学者選抜におけるアドミッション・ポリシーは「専攻科学生募集要項入学案内」及び本校公

式ホームページで公開している（資料４－１－①－５）。また，４年生以下の専攻科を含めた進学希望

の学生に対して，毎年校内で進学ガイダンスを11月に開催している。 
 さらに，本校教職員に対しては，特に入試担当者説明会において周知を図っている。 
 

資料４－１－①－１ 準学士課程アドミッション･ポリシー（抜粋） 
  
津山工業高等専門学校（津山高専）には，５年間の本科とそれに続く２年間の専攻科の教育課程があります。 

本科では，５年間の一貫した教育により，実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸･技術を身に付けた創造

性，活力，人間愛，国際性に富んだ人材を育成します。 

このため，津山高専では，以下に示す能力，適性(または資質)を持つ人の入学を歓迎します。 

    ・技術者への志を強く持ち，向上心のある人 

    ・理数科目について興味と基礎的な理解力のある人 

    ・ものづくりに興味のある人 

    ・チャレンジ精神や協調性があり，社会の発展に貢献したいと考えている人 

出典：学生募集要項
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資料４－１－①－２ 学校説明会開催のお知ら

出典:教務係資料 
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資料４－１－①－３ 平成 19 年度入試説明会の開催について

出典：教務係資料
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 資料４－１－①－４ 平成18年度中学校訪問資料（抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ・・・・・・省略・・・・・・・・・・ 

 
  ・・・・・・省略・・・・・・・・・・ 

 
  ・・・・・・省略・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・省略・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・以下省略・・・・・・・・ 
 

出典：平成18年度中学校訪問資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津山工業高等専門学校 基準４ 

 82

 
（分析結果とその根拠理由） 

 明確に定められ，公表されている。 

 アドミッション・ポリシーは，学生募集要項に記述されたり公式ホームページで公開されており，教

職員や学校説明会等で配布し説明されている。 
 
観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法が

採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 
（観点に係る状況） 
準学士課程入学者選抜においては，推薦によるものと学力検査によるものの２つの方法で行われてい

る。また，４年次への編入学試験も行われている。さらに，専攻科においては，推薦による選抜と学力

による選抜及び社会人特別選抜が行われている。以下に，各選抜方法について示す。 
＜準学士課程入学者選抜＞ 

１ 推薦による入学者選抜 
 ① 募集定員 

 平成17年度「募集要項」までは「各学科とも募集定員の30％程度は，推薦による選抜とします」に

していたが，平成18年度から「各学科とも募集定員の40％程度は，推薦による選抜とします」と記載

している。 
② 推薦基準 
 平成19年度「募集要項」の出願資格を資料４－２－①－１に示す。出願資格（２）,（３）につい

ては，アドミッションポリシーの「・技術者への志を強く持ち，向上心のある人」に，（４）につい

ては，「・理数科目について興味と基礎的な理解力のある人」に対応した中学生を求めているものと

なっている。 
 
 

資料４－１－①－５ 専攻科アドミッション･ポリシー（抜粋） 
  
津山工業高等専門学校（略称；津山高専）は，本科５年と専攻科２年の教育課程があります。 

 本科では，５年間の一貫した教育により，実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた，

創造性，活力，人間愛，国際性に富んだ人材を育成します。 

 専攻科では，本科における教育の成果を活かし，さらに高度な専門知識と研究開発能力を身につけた実践的技術者

や研究者を JABEE 認定教育プログラムの基に養成します。 

 このため，津山高専では，以下に示す能力，適性（または資質）を持つ人の入学を歓迎します。 

  ・技術者への志を強く持ち，向上心のある人 

  ・技術者教育プログラムを修める強い意志のある人 

  ・工学の基本的な知識を修得した人 

  ・より高度な能力を身につけた実践的技術者や研究者を目指すことを希望している人 

  ・豊かな人間社会の発展に貢献したいと考えている人 

出典：専攻科学生募集要項入学案内
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 ③ 推薦枠 
   中学校からの推薦人数の制限はない。 
 ④ 選抜方法 
 面接に際しては志望動機などを記した「面接調査票」を前もって提出させることに改めた。また，

公表はしていないが，面接評価，中学校の調査書の成績，課外活動における役割などの特別活動に対

する評価の３つの項目に対する配点を定量的に決めて合否を決定している。なお，理数重視であるこ

とから，中学校の内申書の成績を評価する際，理科と数学には他の科目に対して２倍の傾斜配点を行

っている。選抜方法を資料４－２－①－２に示す。 
 すなわち，アドミッション・ポリシーに対応させると，面接において，「・技術者への志を強く持

ち，向上心のある人」，「・ものづくりに興味のある人」を確認し，面接調査票の特別活動と部活動

に対する評価で「・チャレンジ精神や協調性があり，社会の発展に貢献したいと考えている人」を確

認している。さらに，傾斜配点を行うことで，「・理数科目について興味と基礎的な理解力のある人」

の確認を行っている。 

資料４－２－①－１ 平成 19 年度学生募集要項（推薦による選抜における出願資格）（抜粋） 

 
【3】 選抜方法 

入学者の選抜は，「推薦」によるものと，「学力検査」によるものの二つの方法で行います。 

推 薦 に よ る 選 抜 

１ 出願資格 

推薦による入学を志願できる者は，次の要件をすべて満たし，在学する学校長の推薦を得た者とします。 

(１) 平成19年３月に中学校を卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了見込みの者 

(２) 人物が優れていて，技術者としての適性が認められる者 

(３) 技術者になる意志が強固であって，合格した場合入学する意志が確実である者 

(４) 学業成績が優秀で，調査書「学習の記録」欄の第3学年の成績，（第1学期及び第2学期の 

  総合成績（前後期制の場合は，前期））が5段階評定で，選択科目を除き，総計36点以上， 

  又は総計34点以上で数学と理科の合計が9点以上の者 

 出典：平成19年度学生募集要項
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２ 学力検査による入学者選抜 
 ① 募集定員 
 平成18年度「募集要項」から「各学科とも募集定員の40％程度は，推薦による選抜とします」とし

ているので，各学科の募集定員40人のうち，残りの24人を学力検査による募集定員としている。 
 ② 入試会場 
  津山市，岡山市及び笠岡市で行っている。 
 ③ 選抜方法 

「津山工業高等専門学校現状と課題」（資料４－２－①－３）に整理して示されているように，平

成12年度入試からは理数系重視をより明確にするため，中学校の内申点及び入試の学力試験成績につ

いて，共に理科と数学を他の科目の２倍の傾斜配点をした上で，中学校の内申点と入試の学力成績を

ほぼ同じ重みで総合評価を行うこととした。この傾斜配点を行うことで，アドミッション・ポリシー

に示す「・理数科目について興味と基礎的な理解力のある人」の確認を行っている。 
その後，平成15年度入学試験からは，内申点と入試の学力検査結果の配点を変えた。学力による選

抜では内申点に比べて５教科の学力検査成績を重視し，調査書の成績が推薦基準になっている推薦に

よる選抜との違いを明確にした。このことは「入試説明会」や「中学校訪問」でも公表している。な

お，この年から岡山県内の中学校からの調査書の成績が相対評価から絶対評価に変わっている。 
 

  
資料４－２－①－３  学力検査による入学者選抜（抜粋） 

年 度 内申点 学力検査 内申：学力 

 

    ～Ｈ11 

・１,２年：５段階 

・３年   ：10段階 

・数学傾斜配点  

 

Ｈ12～Ｈ14 

・上記に加えて 

 数学と理科の傾 斜配点

・数学と理科を他 の教科

の２倍の 傾斜配点 

 

  ５：５ 

 

Ｈ15～ 

・絶対評価 

・３年も５段階 

・傾斜配点 

 

   同上 

       

 

  ３：７ 

 
出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第4回自己点検・評価報告書 p.20 

資料４－２－①－２ 平成 19 年度学生募集要項（推薦による選抜における選抜の実施方法）（抜

粋） 

４ 選抜の実施方法 

推薦による選抜は，在学する学校長から提出された調査書，面接の結果を点数化して行います。満点を 375 点とし，

調査書の結果を 175 点，面接の結果を 200 点とします。 

 なお，調査書の結果として，調査書に記入された各学年 9 教科の「学習の記録」5 段階評定値の合計 165 点満点に

特別活動と部活動の結果を 10 点満点として加えます。ただし，調査書における各学年の数学と理科の評定値に対し

て，他の教科の 2 倍の傾斜配点を行います。 
出典：平成 19 年度学生募集要項
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 ④ 複数志望 
 本校では複数志望制度を採用し，志望学科を第３志望まで認めている。このため第１志望とは異な

る学科に合格となる場合もある。なお，第２及び第３志望は，ごく僅かに点数を減じた後に第１志望

と同等に合否の判定を行っている。 
３ 編入学生選抜試験 
 ① 募集定員 
  下表の通りである。 

学科  募集人員 編入学学年

機械工学科  若干名 

電気電子工学科 若干名 

電子制御工学科 若干名 

情報工学科  若干名 

第４学年 

 ② 選抜方法 
 編入学者の選抜は，学力試験，調査書及び面接の結果を点数化して行う。満点を800点とし，学力

試験の結果を400点，調査書に記入された全教科の評定値を100点，面接の結果を300点としている。

アドミッション・ポリシーに対応させると，学校から提出された調査書と面接において，「・技術者

への志を強く持ち，向上心のある人」，「・ものづくりに興味のある人」，「・チャレンジ精神や協

調性があり，社会の発展に貢献したいと考えている人」を確認している。さらに，数学と専門科目の

試験結果により，「・理数科目について興味と基礎的な理解力のある人」の確認を行っている。 
 
＜専攻科入学者選抜＞ 

 専攻科の入学者選抜では，募集人員は，機械･制御システム工学専攻８名，電子･情報システム工学専

攻８名としている。本校公式ホームページ及び平成19年度専攻科学生募集要項（資料４－２－①－４）

に「志願者は，教育プログラムを修める強い意志が必要であり，入学試験における面接の際にこれを確

認します。」の一文を掲載している。なお，出願資格についても，専攻科学生募集要項入学案内に記述

されている。 
１ 学校長の推薦による選抜 

 ・選抜方法 
 入学者の選抜は，在学又は出身学校長から提出された推薦書，調査書及び面接（口頭試問を含む。）

の結果を総合して行う。 
 ２ 学力検査による入学者選抜 

・選抜方法 
 入学者の選抜は，学力試験，在学又は出身の学校長から提出された調査書及び面接の結果を総合し

て行う。 
 ３ 社会人特別選抜 
 ・選抜方法 

 入学者の選抜は，企業等から提出された推薦書，調査書及び面接（口頭試問を含む。）の結果を総

合して行う。 
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（分析結果とその根拠理由） 
適切な受入方法が採用され，適切に実施されている。 
準学士課程入学者選抜において，学生募集要項に選抜方法を記述してあり，推薦入試においては，傾

斜配点と学科ごとの面接結果の合計点において，アドミッション・ポリシーの項目を確認し，学生の選

抜を行っている。学力入試においては，高専の統一した試験問題で実施しながら，理数系を重視するた

めの傾斜配点を導入して適切に実施されている。また，学力入試では，面接を実施せず，学力試験と調

査書の結果で評価しているが，中学校訪問等によりアドミッション・ポリシーに沿った中学生が受験し

てもらえるように本校の紹介をしている。編入学試験については，専門科目を含めた試験と学科ごとの

面接結果の合計点において，アドミッション・ポリシーの項目に沿った学生かどうかの確認を行い，選

抜を行っている。 

専攻科入学者選抜においては，専攻科学生募集要項入学案内に選抜方法を記述し，推薦書，調査書及

び面接（口頭試問を含む。）の結果を取り入れ，アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れる

入学者選抜を実施している。 

 
観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行わ

れているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 
（観点に係る状況） 
準学士課程の入学者選抜に関し総括するため，入学試験委員会（資料４－２－②－１）を置き，実施

のための準備から合否判定，成績調査，改善策等を審議している。各中学校の受験者数や合否，成績等

の結果は，中学校訪問の際の参考資料としたり，推薦合格者の割合や傾斜配点等の改善（前出資料４－

２－①－１）に用いられている。例えば，平成17年度第２回入学試験委員会で推薦による選抜割合が議

論され（資料４－２－②－２），入学生の追跡調査結果などをもとに平成18年度から各学科とも募集定

員を30％程度からの40％程度へ変更した。編入学生選抜においても，成績調査等を参考に，科目内容の

改善（資料４－２－②－３）等を行っている。 
中学校訪問は，平成17年度までは６，７月に一回実施していたが，平成18年度から，６，７月と秋の

二度実施している。さらに，中学生とその保護者を対象とする学校説明会を実施するなどして，教員・

中学生のみならず保護者の高専教育への理解を高めている。また，元中学校長をアドミッション・アド

資料４－２－①－４ 平成 19 年度専攻科学生募集要項（抜粋） 

Ⅲ．技術者教育プログラムについて 

 本校では，日本技術者教育認定機構＝JABEE(Japan Accreditation Board for Engineering Education)の基準に

適合する技術者教育プログラムとして，本科４年次から専攻科２年次までの教育課程の学習・教育に関して，専攻科

の各専攻に対応した「機械・制御システム工学」及び「電子・情報システム工学」教育プログラムを設定し，社会の

要求水準を満たすべく教育を行っています。 

 専攻科に入学した者は「機械・制御システム工学」又は「電子・情報システム工学」教育プログラムの履修者とな

ります。このため志願者は，教育プログラムを修める強い意志が必要であり，入学試験における面接の際にこれを確

認します。  

出典：平成 19 年度専攻科学生募集要項入学案内
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バイザーとして半年間採用し，中学校に出向き津山高専を積極的にＰＲするとともに，中学校情報の収

集に努めた。学校説明会では学科ＰＲの時間を新たに設けた。この他，メールマガジン発信などの広報

の推進とともに，入試情報の公開も進めている。 
専攻科においては，専攻科運営委員会（資料４－２－②－４）において，入試に関する実施のための

準備から合否判定，成績調査，改善策等を審議し，問題点の改善を行っている。これより，入学試験前

に，面接委員が打ち合わせをし，また，面接時にアドミッション・ポリシーに沿った質問をするように

している（前出資料４－２－①－４，資料４－２－②－５）。 
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出典：津山高専規程集

資料４－２－②－１ 津山工業高等専門学校入学試験委員会規程 
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資料４－２－②－３ 平成19年度編入学試験の出題範囲の変更案内（抜粋） 
 

 １９年度入試より学力試験の出題範囲が下記のとおり変更します。  

 

（選択科目）  

科  目  出  題  範  囲  

３．電気基礎・情報技術基礎 「電気基礎」と「情報技術基礎」の全範囲

  
     出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/koukou/hennyu.htm 

 
 

資料４－２－②－２ 入学試験委員会議事録（抜粋） 
２ 学生募集について 

  ① 「推薦選抜における合格最低ラインに係る選抜方法」の明確化 

      資料（入試実施委員会提案）に基づいて検討した結果，原案どおり了解した。 

  ② 「募集要項の募集人員に対する推薦による選抜割合」について 

    資料に基づいて，より優れた学生を入学させるために，従来の「推薦による選抜 

   は，募集人員の３０％程度」を「４０％程度」に変更する件（入試実施委員会提案） 

   について検討した結果，原案どおり, 「４０％程度」に変更することとした。 

    （以下，変更理由等） 

・国立高等専門学校入学者選抜実施要項における，推薦による選抜割合が従来の「20％まで」から「30％程度」に改

正された。 

・近年は，定員の「４割程度」を推薦で合格させている。 

・追跡調査によると，学力入学者のうち下位５名の退学・休学率が入学者全体の1.9倍と高く，逆に推薦入学者の留

年・退学者の割合は，1/2と低い。 
 

出典：平成 17 年度第２回入学試験委員会議事録
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 資料４－２－②－４ 津山工業高等専門学校専攻科運営規程（抜粋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：津山高専規程集 
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（分析結果とその根拠理由） 

 検証しており，改善に役立てている。 
 準学士課程においては，入学者選抜及び編入学生選抜に関して，入学試験委員会で入学者選抜の成績

等のアドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れが実際に行われているかどうか検証し，その結

果を入学者選抜の改善に役立てている。たとえば，入学者選抜において，科目に対する傾斜配点を行い，

推薦による場合の募集定員に対する選抜人数の割合を変更し，編入学者募集において，受験科目の見直

しも行なっている。 
 また，専攻科課程においては，専攻科運営委員会で検証され，その結果を面接時の質問をアドミッシ

ョン・ポリシーに沿って行うなど，専攻科入学者選抜の改善に役立てている。 
 
観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていない

か。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定員と

実入学者数との関係の適正化が図られているか。 
（観点に係る状況） 
準学士課程における実入学者数を資料４－３－①－１に示す。いずれも定員40名を下回ることのない

実入学者数となっている。 
編入学生における実入学者数を資料４－３－①－２に示す。毎年，若干名を受け入れている。 
 
 

 

資料４－２－②－５ 専攻科運営委員会議事録（抜粋） 
 

委  員  会  等  報  告  書 

  委員会等名 ：  平成１７年度第２回専攻科運営委員会   

  開 催 日 ： 平成１７．５．２（月）１６：４８～１９：１５ 

  事項及び要旨 

５ 平成１８年度学生募集要項の確認 

    作成済みの平成１８年度募集要項を確認するとともに，学内（本科卒業予定者）の受 

 験予想数等について検討し，次の事項を確認した。 

  ①  推薦選抜（５／２７）希望者・・・ＭＳ＝１１名，ＥＣ＝１２名 

 ②  今年度は，これまでの推薦基準に従って推薦選抜を実施する。しかし，推薦選抜・ 

  学力選抜それぞれの公平性を保ち，優秀な学生確保のためには，今後状況に応じた選 

  抜基準を更に明確にする必要性があることを確認した。 

 ③  ホームページ掲載内容の更新（アドミッションポリシーを掲載する）。 

 ④  面接試験においては，アドミッションポリシーに沿った選抜内容であることを評価 

  方法に記載する。 

出典：平成17年度第２回専攻科運営委員会議事録
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 資料４－３－①－１ 準学士課程入学者数 
                 ※ （  ）は女子で内数 

H19年度 42  42 (4) 44 (1) 44 (16) 172 (21)
H18年度 40 (2) 42 (2) 43 (4) 41 (8) 166 (16)

H17年度 43  43  45 (1) 45 (8) 176 (9)

H16年度 43 (2) 40 (2) 44  42 (11) 169 (15)

情報工学科 計機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科

 
 出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/oshirase.htm， 

             http://www.tsuyama-ct.ac.jp/oshirase/oshira03.htmより抜粋整理 
 
 
 資料４－３－①－２ 編入学者数 

                     ※ （  ）は女子で内数 

H19年度 1  1  1  2  5  
H18年度   1  1  1  3  

H17年度   4  2  2  8  

H16年度 1    1  3  5  

情報工学科 計機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科

 
 出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/oshirase.htm， 

             http://www.tsuyama-ct.ac.jp/oshirase/oshira03.htmより抜粋整理 
 

専攻科課程における実入学者数を資料４－３－①－３に示す。ここ数年専攻科進学者が多くなってい

るが，選抜試験の基準に達すれば，専攻科への進学の意思を尊重して合格させている。その結果，定員

の約1.6倍まで入学している年もあるが，定員割れはない。 
 
資料４－３－①－３ 専攻科入学者数 

                    ※ （  ）は女子で内数 

H19年度 8 9  17  
H18年度 13 15 (2) 28 (2)
H17年度 11 14 (1) 25 (1)
H16年度 14 14  28  

機械･制御ｼｽﾃﾑ工学専攻 電子･情報ｼｽﾃﾑ工学専攻 計

 
 出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/oshirase.htm， 

             http://www.tsuyama-ct.ac.jp/oshirase/oshira03.htmより抜粋整理 
 
（分析結果とその根拠理由） 
実入学者数は適正である。 
本校では，準学士課程において入学定員と実入学者数との関係の適正化は図られている。専攻科課程

においては，入学定員に対して定員割れはない。 
準学士課程では，資料４－３－①－１の通りどの学科も入学者の定員は確保され，適正に管理されて

いる。 
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 専攻科課程においては，資料４－３－①－３の通り２つの専攻とも入学者の定員は確保されている。

また，実入学者数が多くなった年もあるが，これはできるだけ専攻科への進学の意思を尊重することと

し，選抜試験の基準に達した学生を合格させているためである。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
元中学校長をアドミッション・アドバイザーとして採用し，中学校に出向き津山高専を積極的にＰＲ

するとともに，中学校情報の収集に努めた。 
 
（改善を要する点） 

 準学士課程では，受験倍率が徐々にではあるが低下していて，受験者確保のより一層の努力が必要で

ある。 
 
（３）基準４の自己評価の概要 
 「学生の受入」に関して，準学士課程及び専攻科において，それぞれアドミッション・ポリシー

が適切に設定され，これを入学者の選抜試験で確認し，学生の受け入れが行われている。準学士課

程の推薦による選抜では，面接ならびに調査書において，アドミッション・ポリシーを確認する選

抜方法となっており，学力試験による選抜でも，学力検査と調査書において，アドミッション・ポ

リシーを確認する選抜方法となっている。選抜の中で，理数科目を重要視し，数学と理科の傾斜配

点で評価している。また，中学校訪問や入試説明会及び学校説明会により，本校の特色の説明をし

ており，アドミッション・ポリシーに沿った学生が受験できるようになっている。一方，学生の受

け入れに関しての検証も行っており，その結果をもとに推薦による選抜の募集人数を変更するなど

学生の受け入れに対しての改善も行っている。そして，年々低下してくる入試倍率に対しての改善

方法の検討も入試委員会や教務委員会において行っている。 
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基準５ 教育内容及び方法 
（１）観点ごとの分析 
＜準学士課程＞ 
観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目及

び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，教

育課程が体系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の

編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっているか。 
（観点に係る状況） 
本校の教育課程は，各学科ともに低学年時に一般科目を多く配置し，学年が進むにつれて専門科目の

比重が高まるくさび形の科目配置になっている（資料５－１－①－１～５）。また，各学科ともに，基

礎となる理数系一般科目を低学年に，専門科目を高学年に配置しており，各学科の掲げる教育目標に照

らして体系的に編成している（前出資料２－２－②－１，資料５－１－①－６～８）。各学科とも必須

科目を修得していけば目標が達成できるように編成しており，選択科目はそれを補完するもの，あるい

は学生の多様なニーズに応えるものとして配置している。 
本校の理念・教育目標に掲げられた「活力，人間愛，国際性に富んだ人材の育成」に沿って，低学年

時には，国語，歴史，政治・経済などの人文社会系の科目や芸術系の音楽を配し，また特別活動を90単
位時間以上配置するなどして，活力のある豊かな人間性の育成に資している。高学年においては，現代

社会と法，工業倫理学，国際文化論，科学哲学などの科目を配し，広い視野や倫理観を備えた技術者と

なるための素養の涵養がなされるように編成している。国際性，コミュニケーション能力に関わる英語

については，読む・書く・聞く・話すの４技能に対する基礎学力を低学年時に養い，高学年では工学分

野の英語表現についての学習や英字新聞の読解能力の習得など，より幅広くかつ高いレベルでの英語能

力の育成がなされるように編成している（資料５－１－①－９）。 
「実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた人材の育成」に沿って，開設

されている理数系一般科目及び専門科目は，ともに低学年には基礎的な内容の科目を配し，高学年にな

るにしたがってより高度な内容になるように編成している。工学の基礎となる物理については，２年次

の「創造物理実験」，４年次の「応用物理Ⅱ」（選択必修科目）に実験が配されており，物理現象を理

論だけでなくより実感として理解できるように配慮されている。実践的技術については，早い時期から

その素養が養われるように１年から実験・実習科目が配されており，また，学年が進むにつれて，高度

化してゆく専門知識と実践的な技術力とが関連性を持った形で身につけられるように，全学科ともすべ

ての学年に実験・実習を配置している。 
高等専門学校に期待される教育の内容が，専門知識の伝授から考える力や創造力の育成を重視すると

ういう方向へ変化していくなか，本校では，平成12年度にその流れを盛り込んだ形でカリキュラムの改

定がなされた。新カリキュラムの大きな特徴は，自発的学習科目と呼ばれる科目群を導入したことであ

る（資料５－１－①－１～５に於いて☆印のついている科目）。自発的学習科目とは，学生が自ら自主

的・自発的に学習する姿勢を養うことを目的としたものであり，教室での授業時間は１単位時間である

が，教室外での自発的な学習の成果を認めて２単位を認定する科目である。一般科目においては，必須

科目が４単位（産業社会と人間（１年，２），創造物理実験（２年，２））及び５年次に選択科目が12
単位（そのうち２単位選択）配置しており，専門科目では，たとえば情報工学科については必須科目17
単位（情報課題演習（１年，２），情報創造演習Ⅰ（２年，２），情報創造演習Ⅱ（３年，２），情報

課題ゼミナール（４年，２），卒業研究（５年，９））及び選択科目４単位（情報課題研究Ⅰ（２年，
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２），情報課題研究Ⅱ（３年，２））が配置している（資料５－１－①－５）。すなわち，一般科目，

専門科目をあわせれば，すべての学年において少なくとも１科目の自発的学習科目を履修することにな

るように配置している。授業内容は，学生が自ら課題を選びながら，あるいは予め与えられた課題に対

し，自主的・自発的にその課題を探求する中で，創造性や課題探求能力，課題解決能力の育成がなされ

るよう工夫しており，特に専門科目においては，卒業研究をひとつの集大成と位置づける形で体系的に

編成している。自発的学習科目の教育課程全体に占める割合は大きいものであり，また，１単位時間で

２単位を認定する科目であるために，それらが多く配置されることによって，教育課程全体として学生

を一律に拘束する時間数が以前よりも少なくなっている。すなわち，ゆとりある時間を設けることによ

り学生の自発的な学習を促すと同時に，創造性や課題探求能力などの育成をより重要視した教育課程へ

移行したと言うことができる。このように，自発的学習科目は本校の教育目標である「深く専門の学芸

・技術を身につけた創造性に富んだ人材の育成」に資するものとなっている。 
次に，各学科の教育課程について述べる。機械工学科の教育課程では，学科の目的である「設計・製

作に強い機械技術者の養成」に沿って，基礎，材料と構造，運動と振動，エネルギーと流れ，情報と計

測・制御，設計と生産，機械とシステム，実験・実習の各分野について学習する（前出資料２－２－②

－１）。特に，材料力学Ⅰ，Ⅱ，流体工学，熱力学などの力学系科目，機械設計製図Ⅰ～Ⅲ，機械工作

法Ⅰ，Ⅱ，機械工学実験実習Ⅰ～Ⅴなどを中核として，「モノつくりの技術」についての実践的実力を

育成することを中心とした体系になっている。加えて自発的学習科目においても，課題について自ら考

え，作り，観察し，まとめることを通じて様々なモノつくりの技術について学べるように編成している。 
電気電子工学科の教育課程では，学科の目的である「エネルギー・エレクトロニクス社会を担う技術

者の養成」に沿って，基礎，電気理論，電子・通信，情報・制御，電力・機器・設計，実験・実習の各

学習分野を有機的に結合させて専門知識と能力を向上させ，実践的な技術者を育成するように編成して

いる（資料５－１－①－６）。特に，電子・通信，情報・制御分野では電子回路やコンピュータ，光エ

レクトロニクスなど弱電関係の理論と応用について，また，電力・機器・設計分野ではエネルギー，モ

ーターなど強電関係の理論と応用について，それぞれ学習する。自発的学習科目では，レゴロボットや

太陽電池の作成など創造的な課題について，自ら考え・作り・観察し・まとめることを通じて，様々な

モノつくりの技術や「プレゼンテーション技法」について学ぶ。 
電子制御工学科の教育課程では，学科の目的である「ハイテク時代に活躍するメカトロニクス技術者

の養成」に沿って，機械工学，電気電子工学，情報工学分野の科目がほぼ同じ比重で配置され，これら

を集約してメカトロニクスとして学べるように編成している。具体的には基礎・共通，材料と構造，運

動と振動，エネルギーと流れ，情報と計測・制御，設計と生産，機械とシステム，実験・実習の各分野

について学習する（資料５－１－①－７）。特に，情報と計測・制御分野では電子制御（メカトロニク

ス）に必要な技術を厳選して修得し，本学科が目指す技術者に必要な技術・理論を低学年から系統的に

学べるようになっている。自発的学習科目では，自ら頭の中で思い描く物を実際に設計・製作するモノ

つくりの技術を学んだ後，与えられた課題に対して独自の解決方法を見つけ，結果をまとめることで工

学問題に対する一連の取り組み方について学ぶ。 
情報工学科では，「ハードからソフトまで総合的な能力を持ったコンピュータ技術者の養成」が学科

の目標として掲げられている。すなわち，コンピュータをハードウェアとソフトウェアの両面から理解

して使いこなす技術，工学に関する基礎知識，さらには創造性，自発性，コミュニケーション能力等の

育成を目指して教育課程が編成している。そのために，基礎，情報・制御，電気・電子の各分野につい

て，講義と実験・実習を組み合わせて学習する（資料５－１－①－８）。特に情報・制御分野の中の情
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報関連では，低学年からソフトウェアとハードウェアとに関連性を持たせながら学習し，高学年では理

論や応用分野を学ぶようになっており，その応用分野としては今後とも重要性の高くなる情報通信・ネ

ットワーク関連に特に力をいれた形で編成している。自発的学習科目では，できるだけ学生から課題を

提案させて，全教員が少人数の学生を担当し，自己表現させたり目標達成度を評価する方法を採用する

ことにより，創造性やプレゼンテーション能力の育成を図っている。 
卒業研究については，どの学科においても各教育課程における集大成的な位置づけがなされている。

すなわち，創造力や課題探求能力の育成を主眼とした自発的学習科目の最終段階としての位置にあると

同時に，今までに身につけた学習成果を専門・応用分野へ展開する方法「デザイン能力」や，自分の研

究内容を他人に正しくかつ興味深く伝える「プレゼンテーション能力」，「コミュニケーション能力」

の育成が達成目標として設定している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 体系的に配置・編成され，適切な内容となっている。 
 教育の目的に沿った形で，それぞれの科目の配置や学年間での連携に考慮されたカリキュラムになっ

ている。また学生の自主性・自発性や課題探求能力の育成を主目的とした自発的学習科目という科目群

を導入しており，それにより教育課程が全体として創造性の育成を重要視したものになっている。 
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資料５－１－①－１ 一般科目学年別授業科目表（各学科共通） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成18年度学校要覧  
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資料５－１－①－２ 機械工学科専門科目学年別授業科目表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成18年度学校要覧  
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資料５－１－①－３ 電気電子工学科専門科目学年別授業科目表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成18年度学校要覧  
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資料５－１－①－４ 電子制御工学科専門科目学年別授業科目表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成18年度学校要覧  
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資料５－１－①－５ 情報工学科専門科目学年別授業科目表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成18年度学校要覧  
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資料５－１－①－６ 電気電子工学科 教育課程系統図 

出典：シラバス２００７ 
 
資料５－１－①－７ 電子制御工学科 教育課程系統図 

 
出典：シラバス２００７ 
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 資料５－１－①－８ 情報工学科 教育課程系統図 

 

出典：シラバス２００７ 
 
資料５－１－①－９ 人文・社会科学系及び体育 教育課程系統図 

 
出典：シラバス２００７ 
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資料５－１－①－１０ 自発的学習科目一覧 
一般科目における自発的学習科目 

科目名 必修・選択 開講学年 単位数

産業社会と人間 必修 1 年 2
創造物理実験 必修 2 年 2
文芸創作活動 選択 5 年 2
人文・社会課題研究 選択 5 年 2
数学課題研究 選択 5 年 2
理科課題研究 選択 5 年 2
トレーニング理論と実践課題研究 選択 5 年 2
英語課題研究 選択 5 年 2

機械工学科における自発的学習科目 

科目名 必修・選択 開講学年 単位数

機械創造演習Ⅰ 必修 2 年 2
機械創造演習Ⅱ 必修 3 年 2
設計製作課題演習 必修 4 年 4
卒業研究 必修 5 年 9
機械工学基礎課題演習 選択 1 年 2
機械工学課題研究 選択 3 年 2

電気電子工学科における自発的学習科目 

科目名 必修・選択 開講学年 単位数

電気電子創造演習Ⅰ 必修 2 年 2
電気電子創造演習Ⅱ 必修 3 年 2
電気電子課題研究 必修 4 年 4
卒業研究 必修 5 年 9
電気基礎課題演習 選択 2 年 2
電気電子実験課題演習 選択 3 年 2

電子制御工学科における自発的学習科目 

科目名 必修・選択 開講学年 単位数

電子制御創造演習Ⅰ 必修 2 年 2
電子制御創造演習Ⅱ 必修 3 年 2
電子制御課題研究Ⅲ 必修 4 年 2
外書課題研究 必修 4 年 2
卒業研究 必修 5 年 9
電子制御課題研究Ⅰ 選択 2 年 2
電子制御課題研究Ⅱ 選択 3 年 2

情報工学科における自発的学習科目 

科目名 必修・選択 開講学年 単位数

情報課題演習 必修 1 年 2
情報創造演習Ⅰ 必修 2 年 2
情報創造演習Ⅱ 必修 3 年 2
情報課題ゼミナール 必修 4 年 2
卒業研究 必修 5 年 9
情報課題研究Ⅰ 選択 2 年 2
情報課題研究Ⅱ 選択 3 年 2

 
出典：作成資料 
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観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の

編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，インター

ンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えられる。）

に配慮しているか。 
（観点に係る状況） 
学生の自主的・自発的な学習態度を促すことにより生ずる学生のニーズの多様化に配慮したものとし

て，４，５年生のカリキュラムには選択必修科目と呼ばれる科目群を設けている。資料５－１－②－１

は平成18年度に開講された選択必修科目の一覧を載せたものである。学生は与えられたいくつかの科目

の中から決められた数の教科を選択することで，自分の望む方向の学習が行えるようになっている。例

えば一般科目４年次ならば，開講している８科目16単位の中から４単位を選択するといった具合である

（前出資料５－１－①－１～５を参照）。 
さらに，一般科目及び専門科目の学習に関係の深い資格に対して，選択科目として単位を用意し，積

極的な資格取得を支援している。一般科目については４単位以内，専門科目については学外実習を含む

６単位以内の制限付きではあるが，カリキュラム表に選択科目として資格単位を準備し，取得できるよ

うにしている（資料５－１－②－２）。 
また，必須科目として「現代社会と法」，「工業倫理学」，選択必修科目として「生命科学」，「国

際文化論」などを配することにより，社会からの要請（技術者倫理の育成など）に配慮した教育課程に

なっている。 
準学士課程のインターンシップは，４年生で夏季休業中の短期に実施し，１ないし２単位を認める科

目を導入している。 
学生が外国の高等学校または大学に留学した場合について，そこでの履修を本校における履修とみな

し，30単位を超えない範囲で単位取得を認定することを「学則」に定めている。また，４，５年生のカ

リキュラムはJABEE対応の教育プログラムに配慮したものになっている（前出資料５－１－①－６な

ど）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
配慮している。 
学生の多様なニーズに配慮したものとして，４，５年生のカリキュラムに選択必修科目と呼ぶ科目群

を設けており，学生の資格取得に対する支援体制も整っている。また，インターンシップに関しても，

単位化された科目を設定している。 
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資料５－１－②－１ 選択必修科目一覧（抜粋） 
選択必修科目（４，５年）一覧 

＜一般科目＞ 

授業科目 開設 学 開講時間 教室 担当教員 

選択英語Ⅰ ２ ４ 火，３･４時限 選択教室１ 土屋／ランボー 

国際文化論 ２ ４ 火，３･４時限 視聴覚教室   穴 山 

人間と心理 ２ ４ 火，３･４時限 合併教室 妻 藤 

人間と文学 ２ ４ 火，３･４時限 選択教室２ 横 川 

数学続論 ２ ４ 火，５･６時限 Ｅ－４ 本 元 

＜機械工学科＞ 

授業科目 開設 学 開講時間 教室 担当教員 

機械工学演習 ２ ４ 水，３･４時限 Ｍ－４ 柴田／福田／井上 

応用物理Ⅱ ２ ４ 水，３･４時限 選択教室２/応用物理実験室 佐藤(誠)／佐々井 

品質管理 ２ ５  月，１･２時限 Ｍ－５ 宗 澤 

環境とリサイクル ２ ５  月，１･２時限 選択教室１ 藤 原 

工作機械 ２ ５ 木，１･２時限 Ｍ－５ 高 本 

＜電気（電子）工学科＞ 

授業科目 開設 学 開講時間 教室 担当教員 

応用物理Ⅱ ２ ４ 水，７･８時限 選択教室２/応用物理実験室 佐々井 

電気回路演習 ２ ４ 水，７･８時限 Ｅ－４ 村上 

電子計算機 １ ４ 金，  ３時限 Ｅ－４ 八木 

電子情報回路特論 １ ４ 金，   ３時限 ＳＣＳ室 前 原 

通信工学 ２ ４ 木，３･４時限 Ｅ－４ 曽 田 

＜電子制御工学科＞ 

授業科目 開設 学 開講時間 教室 担当教員 

電子制御演習 ２ ４ 木，７･８時限 Ｓ－４ 矢 野 

応用物理Ⅱ ２ ４ 木，７･８時限 選択教室２/応用物理実験室 佐藤(誠)／佐々井 

電子制御工学総論 ２ ４ 木，７･８時限 竹谷研究室 竹 谷 

パワーエレクトロニクス ２ ５ 火，３･４時限 Ｓ－５ 鳥 家 

制御機器 ２ ５ 火，３･４時限 ＳＣＳ室 赤 木 

＜情報工学科＞ 

授業科目 開設 学 開講時間 教室 担当教員 

応用数学Ⅱ ２ ４ 月，５･６時限 Ｃ－４ 最 上 

情報工学演習 ２ ４ 月，５･６時限 専攻科講義室２ 曽 利 

集積回路 ２ ５ 金，５･６時限
（後）木 ３･４時

選択教室２ 大 平 

プログラミング特論 ２ ５ 金，５･６時限
（後）木 ３･４時

Ｃ－５,基礎情報演習室 佐 竹 

情報通信工学Ⅱ ２ ５ 月，５･６時限 選択教室２ 曽 田 

 
出典：学生生活ガイドブック 
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資料５－１－②－２ 授業科目名と具体的な資格名の対応 
 

授業科目名     資格名 単位数 認定学年 一般・専門の別  

日本漢字能力検定Ⅰ 日本漢字能力検定2級 1 1～5 一般科目 

日本漢字能力検定Ⅱ 日本漢字能力検定準１級以上  1 1～5 一般科目 

 

実用数学技能検定Ⅰ 実用数学技能検定準2級以上 1 1～5 一般科目  

実用数学技能検定Ⅱ 実用数学技能検定準1級以上 1 1～5 一般科目   

 実用英語技能検定Ⅰ 実用英語技能検定準2級以上  1   1～5  一般科目  

 またはTOEICスコア380以上    

 実用英語技能検定Ⅱ 実用英語技能検定2級以上  1  一般科目  

 

 

  またはTOEICスコア550以上  

1～5 

   

工業英語能力検定Ⅰ 工業英語能力検定3級 1 1～5 一般科目  

工業英語能力検定Ⅱ 工業英語能力検定2級以上 1 1～5 一般科目   

 中国語検定Ⅰ 中国語能力検定4級 1 1～3 一般科目  

  中国語検定Ⅱ 中国語能力検定3級以上 1 4～5 一般科目   

ドイツ語検定Ⅰ ドイツ語能力検定4級 1 1～3 一般科目  

 ドイツ語検定Ⅱ ドイツ語能力検定3級以上 1 4～5 一般科目  

 審判員資格 （各種スポーツ審判員資格） 1 2～5 一般科目 

 

 

 危険物取扱技術 危険物取扱者乙種第4類 1 2～5 専門科目 

機械設計技術 機械設計技術者3級 2 4～5 専門科目 

 

  エネルギー管理技術 エネルギー管理士 2 4～5 専門科目   

 電気主任技術Ⅰ 第三種電気主任技術者  1   2～5  専門科目 

 電気主任技術Ⅱ 第三種電気主任技術者  1 

  残る２科目合格  

2～5  

専門科目 

 

 

 

   電気主任技術Ⅲ 第二種電気主任技術者 2 2～5 専門科目   

 ディジタル技術Ⅰ ディジタル技術検定2級 1 2～5 専門科目 

  ディジタル技術Ⅱ ディジタル技術検定1級 1 2～5 専門科目  

 情報処理技術Ⅰ 基本情報技術者試験 2 2～5 専門科目  

  情報処理技術Ⅱ ソフトウｪア開発技術者試験 2 2～5 専門科目   

 
出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第4回自己点検・評価報告書 ｐ.31
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。

（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，情報

機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 
（観点に係る状況） 
各学科では，専門的な知識や高いレベルの実践的技術力を修得していくために，授業形態として講義，

演習，実験・実習の科目を配置している。本校では観点５－１－①に述べたように，学生の自発的な学

習態度や創造性，課題探求能力などの育成を主眼とした自発的学習科目と呼ばれる科目群を導入してお

り，演習形態の授業科目のほとんどが自発的学習科目として位置づけられている点が特徴としてあげら

れる（本校の演習科目は問題演習と創造演習の２種類があり，創造演習科目がすべて自発的学習科目と

なっている）。 
本校の目的である「実践的技術と工学の基礎を学び，深く専門の学芸・技術を身につけた創造性に富

んだ人材の育成」に沿って，各専門科目における講義，演習，実験・実習の単位数の配分（必修科目の

み）は資料５－２－①－１のようになっている。すなわち，実践的技術の育成に資するものとしての実

験・実習科目がすべての学年にほぼ同じ比重（卒業研究は別として）で配置しており，創造性，課題探

求能力などの育成を目的とした演習科目（自発的学習科目）についても低学年から配置している。また，

量的な面から見ても講義科目に比して演習及び実験・実習科目の占める割合は十分なものとなっており，

上述の目的に照らして講義，演習，実験・実習の授業形態のバランスは適切である。 
学生が自発的に課題を探求していく姿勢や創造性の育成を主目的とした自発的学習科目においては，

その目的に即した形態として，ほとんどの科目が少人数授業となっている。機械工学科の「機械工学基

礎課題演習」，「機械創造演習Ⅰ，Ⅱ」，電気電子工学科の「電気基礎課題演習」，「電気電子創造演

習Ⅱ」，電子制御工学科の「電子制御課題研究Ⅱ」，情報工学科の「情報創造演習Ⅰ」は，クラスを３

班に分け３教員で指導する少人数授業であり，電子制御工学科の「電子制御課題研究Ⅲ」，「外書課題

研究」では，４班に分けて４教員が指導している。さらに情報工学科の「情報課題演習」と「情報創造

演習Ⅱ」では，４～５名のグループを半数の教員が指導している。また，機械工学科の「設計製作課題

演習」，電気電子工学科の「電気電子課題研究」，情報工学科の「情報課題演習」と「情報創造演習Ⅱ」

に加え，「情報課題研究Ⅰ，Ⅱ」についても学科の全教員（あるいはほとんどの教員）が授業を受け持

っており，卒業研究と同じ形態による授業を行っている。実験・実習科目についても同様であり，きめ

細かい指導がなされるようほとんどの科目においてクラスを何班かに分割し複数教員が担当する少人数

授業となっている。 
教育内容についての工夫（教材の工夫）も行われている。興味と意欲を喚起する教育，教え授ける型

の授業から課題探求型の授業への転換が求められているなか，機械工学科３年次の「機械工学実験実習

Ⅲ」では，従来の寸法・形状ともに同じ課題作品を同一手順で製作することで機械製作技術を学習する

という授業から，現在ではマシンバイスの製作という課題発見がしやすい題材を与え，設計・製図，製

作・組立，検査・実験という各段階の過程をたどりながら学生が主体的にもの作りの方法や手法を理解

していくという総合実習型の授業へと変化している（資料５－２－①－２）。情報工学科２，３年次の

「情報課題研究Ⅰ，Ⅱ」では，学生自身が（自分のレベルに合った）課題テーマ及び目標を設定し，学

習計画を作成して一年間取り組み，それを教員が適宜サポートしたりアドバイスするといった個別指導

体制をとることにより，学生の自発性や意欲を高めるための工夫をしている（資料５－２－①－３）。

また，電気電子工学科と電子制御工学科では，デザイン能力の育成に適したものとして「中学校出前授
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業の教材開発と実施」という題材を取り上げており，電気電子工学科では「電気電子創造演習Ⅱ」とい

う授業の中で，電子制御工学科では「卒業研究」のテーマのひとつとして採用することを試みている（資

料５－２－①－４）。 
次に情報機器に関するものとして，情報工学科２年次の「プログラミングⅡ」では，学生のプログラ

ミング能力をより正当に評価するための工夫をしている。プログラミング能力を評価する有効な方法と

しては，プログラミングの実技試験が考えられるが，実際に実施するとなるといくつかの困難が生じる。

情報工学科では以前から，コンピュータを利用した教育全般を支援する目的で授業支援システム

（TSUNA-TASTE）の構築を行ってきたが，このシステムを援用することによりプログラミングの実技

試験を可能なものにした（資料５－２－①－５）。また，各学科１年次に開講される「機械工学実験実

習Ⅰ」，「情報処理Ⅰ」，「電子制御実習Ⅰ」，「情報工学実験Ⅰ」では，コンピュータの基本操作に

関する授業を実施しており，その他，「機械工学実験実習Ⅳ」，「電気電子実験課題演習」，「電子制

御創造演習Ⅰ，Ⅱ」，「情報工学実験Ⅱ，Ⅲ」など多くの科目で情報機器を活用している。 
情報工学科４年次の「情報課題ゼミナール」では，討論・議論を通して問題点の調査や解決法の模索，

意志決定を行うといった演習を行っており，４年次の一般科目「創造英語」ではe-learning システムを

併用した授業を行っている。また，基礎学力不足の学生に対するケア策として，１年次の学生を対象に

数学と英語の補習授業（週１時間）を行っている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
授業形態のバランスは適切であり，学習指導法の工夫をしている。 
演習形態の科目のほとんどが自発的学習科目であり，低学年から配置している。同様に実験・実習科

目も低学年から高学年に渡ってほぼ同じ比率で配置している。量的にも十分であり，教育の目的に照ら

して，講義，演習，実験・実習のバランスは適切である。自発的学習科目や実験・実習科目のほとんど

が少人数授業であったり，教材の工夫や情報機器を積極的に活用している授業も多く，学習指導法の工

夫を行なっている。 
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資料５－２－①－１ 各専門科目における講義，演習，実験・実習の単位数の配分（必修科目のみ）

機械工学科 

 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合計 

講義 ４ ５ １３ ２２ １７ ６１ 

演習 ０ ２ ２ ４ ０ ８ 

実験・実習 ２ ２ ３ ３ １２ ２２ 

合計 ６ ９ １８ ２９ ２９ ９１ 

電気電子工学科 

 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合計 

講義 ５ ５ １３ ２２ １８ ６３ 

演習 ０ ２ ２ ４ ０ ８ 

実験・実習 １ ２ ３ ３ １１ ２０ 

合計 ６ ９ １８ ２９ ２９ ９１ 

電子制御工学科 

 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合計 

講義 ４ ５ １３ ２２ １７ ６１ 

演習 ０ ２ ２ ４ ０ ８ 

実験・実習 ２ ２ ３ ３ １２ ２２ 

合計 ６ ９ １８ ２９ ２９ ９１ 

（ただし４年次については，自発的学習科目を演習としてカウントした） 

情報工学科 

 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合計 

講義 ３ ５ １３ ２３ １８ ６２ 

演習 ２ ２ ２ ２ ０ ８ 

実験・実習 ２ ２ ３ ３ １１ ２１ 

合計 ７ ９ １８ ２８ ２９ ９１ 

（ただし４年次については，自発的学習科目を演習としてカウントした） 

出典：作成資料 
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資料５－２－①－２ 総合実習型授業の例 

出典：論文集「高専教育」第28号，2005．3
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資料５－２－①－３ 学生の自発性や意欲を高める授業の例 

出典：論文集「高専教育」第28号，2005．3
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資料５－２－①－４ デザイン能力育成に関する授業の例 

出典：平成18年度教育教員研究集会講演論文集
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資料５－２－①－５ コンピュータ利用した授業支援システムの例 

出典：論文集「高専教育」第２８号，2005.3
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されているか。 
（観点に係る状況） 
本校のシラバスは「科目にかかわる情報」を示す（様式Ａ）と，「授業にかかわる情報」を示す（様

式Ｂ）からなり，それぞれＡ４，１頁の体裁で掲載している（資料５－２－②－１Ａ～Ｂ）。 
様式Ａでは，授業科目の「学習の分野」（教育課程系統図における）や，その科目の属する学問分野

における位置づけ「基礎となる学問分野」を載せるとともに，教育課程の編成の趣旨に沿った形で，そ

の科目に設定された「学習・教育目標」，「学習目的」や「到達目標」を掲載している。さらに，その

科目の教育課程における位置や他科目との関連が把握できるように，その科目の基礎となる「基礎科目」

や，その科目と関連の深いあるいはその科目の学習成果が将来において必要とされる「関連科目」を記

載している。 
様式Ｂでは，学生・教員間での双方向の授業が成り立つように，「授業の方法」に加えて週ごとの「授

業計画」を記載している。続いて「教科書，教材等」，「成績評価方法」欄を設けるとともに，「受講

上のアドバイス」欄には担当教員からのメッセージ（学習の仕方，予習や復習の仕方など）が記載でき

るようになっている。 
学修単位科目については，１単位の履修時間が授業時間以外の学修等をあわせて45時間であることが

「履修上の注意」（様式Ａ）欄に明記している（資料５－２－②－２）。自発的学習科目についても同

様に明記している（資料５－２－②－３）。 
シラバスは統一された様式で学科ごとに製本され，毎年１，４年生に配布し，さらに全教員及び各教

室に配布している。また，学生や外部からの閲覧が可能なように津山高専公式ホームページにも掲載し

ている。科目担当教員は初回の授業においてシラバスを用いた科目ガイダンスを行っており，さらに新

入生に対しては入学時のオリエンテーションの中で，シラバスについての説明及び活用を促すためのガ

イダンスを行っている。シラバスは学生による授業評価アンケートの結果（その中にはシラバスに沿っ

て授業が行われたかを問う項目もある）などを反映して毎年更新している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切なシラバスが作成され，活用されている。 
シラバスは「科目にかかわる情報」を示すページと「授業にかかわる情報」を示すページとから成っ

ており，その中で当該科目の教育課程における位置づけや学習目標，あるいは予習・復習の仕方などに

ついての担当教員からのメッセージを明記しており，充実した内容になっている。シラバスは学生や各

教室に配られるとともに，ガイダンス等で説明し活用されている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



津山工業高等専門学校 基準５ 

 116

資料５－２－②－１Ａ 本校のシラバス（様式Ａ） 

出典：シラバス２００７



津山工業高等専門学校 基準５ 

 117

資料５－２－②－１Ｂ 本校のシラバス（様式Ｂ） 

 
出典：シラバス２００７
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資料５－２－②－２ 学修単位科目のシラバスの例 

 
出典：シラバス２００７
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資料５－２－②－３ 自発的学習科目のシラバスの例 

 
出典：シラバス２００７
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行われ

ているか。 
（観点に係る状況） 
本校では観点５－１－①に述べたように，学生の自発的な学習態度の育成や，創造性，課題探求能力

などの育成を主目的とした自発的学習科目と呼ばれる科目群が導入されている。専門科目における自発

的学習科目の合計単位数（17単位）は，必須科目の単位数の19％を超えており，自発的学習科目の教育

課程全体に占める割合は大きなものとなっている（前出資料５－１－①－２～５）。また，機械工学科

と情報工学科は１年から，電気電子工学科と電子制御工学科は２年からという具合に，低学年から自発

的学習科目を配置しており（一般科目を含めば全学科とも１年から），早い段階から課題探求型の学習

法や試行錯誤を繰り返しながらも自主的・自発的に学習を続けるといった学習態度の育成がなされるよ

うに配慮している。すなわち，教育課程が全体として創造性の育成を重視し，かつ，それがなされるよ

うな形に編成している。 
機械工学科では，１～４年次の「機械工学基礎課題演習」，「機械創造演習Ⅰ，Ⅱ」，「設計製作課

題演習」を通し，一貫して「モノつくり」を基礎とした創造性の育成を図っている。特に「機械創造演

習Ⅰ，Ⅱ」では材料学，機構学，環境工学，メカトロニクス，力学，熱工学分野におけるモノつくり（あ

るいは既成の製品の機構解析）を行っており（資料５－２－③－１を参照），モノつくり活動を通して

機械工学に興味を持たせ，ものを創造する楽しさ，試行錯誤を繰り返しながらも自主的に取り組む中か

ら課題を達成できたときの喜びを体験させることを目的としている。また，「設計製作課題演習」では

風上に向かって走行するウィンドカーの設計製作という，シンプルな構造であっても実現可能であり，

そのため創造性やオリジナリティを盛り込み易いテーマを与えるといった工夫をしている（資料５－２

－③－２）。 
電気電子工学科では，２年次の「電気電子創造演習Ⅰ」において，レゴロボットの作成，太陽電池の

作成といったモノつくりのテーマに自主的・自発的に取り組む中から自ら問題を発見し解決していくと

いった能力の育成を目指している。３年次の「電気電子創造演習Ⅱ」，４年次の「電気電子課題研究」

においても同様な能力の育成を図っており，また学年が進むにつれて，結果をまとめ他人にわかるよう

に発表するといったプレゼンテーション能力，コミュニケーション能力の育成も併せて行っている。 
電子制御工学科では，２，３年次の「電子制御創造演習Ⅰ，Ⅱ」の中で，移動システムの設計・製作

という課題を与え，学生は個々に自由な構想力などを発揮しながら取り組めるようになっている。さら

に，３年次の「電子制御課題研究Ⅱ」では，電気系，機械系，物理系の３テーマに自主的に取り組む中

から問題設定能力，課題解決能力などの育成を図っている。また電子制御工学科では，ロボットコンテ

ストがモノつくり教育に対する有効な手段であると考え，さまざまなロボコンに対する学生の取り組み

を学科として支援している（資料５－２－③－３）。 
情報工学科では，１～３年次の「情報課題演習」，「情報創造演習Ⅰ，Ⅱ」を通して，自分が選択し

た演習テーマに自主的に取り組む中から，目標達成に必要となる関連知識や技術を計画的に身につけて

いく方法や問題設定能力，課題解決能力などの育成を図っている。また，４年次の「情報課題ゼミナー

ル」や２，３年次の「情報課題研究Ⅰ，Ⅱ」では，観点５－２－①で述べたようにディスカッションに

基づいた意思決定プロセスの訓練や，自分のレベルにあった課題を設定しそれに取り組む中から創造性

の基礎となる自主性・自発性の育成を図っている（前出資料５－２－①－３）。 
次にインターンシップについて述べる。本校では，夏季休業中の企業等における学外実習（インター

ンシップ）を４年生の選択科目として単位認定している。実施規則は「学外実習実施規程」に定めてお
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り，学生生活ガイドブックに掲載している（資料５－２－③－４）。学生は，受け入れ機関と実習期間

が決定した後に学外実習履修願を提出し，実習終了後の受け入れ機関からの実習証明書（資料５－２－

③－５）及び学生本人による実習報告書の提出と，報告会（学科単位）での発表を義務づけて単位認定

している。学外実習先は学校紹介に加えてインターンシップ推進支援センター（厚生労働省委託）作成

のハイパーキャンパスによる申し込みも利用している（資料５－２－③－６）。平成18年度においては

在籍者数164名に対して，学外実習修了者85名で４年生の約半数が学外実習を行っており単位を取得し

ている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
教育方法の工夫がなされ，インターンシップの活用が行なわれている。 
本校では，学生の自発的な学習態度の育成や創造性の育成を主目的とした自発的学習科目と呼ばれる

科目群を導入しており，教育課程の中で重要な構成要素となっている。すなわち教育課程が全体として

創造性の育成を重視した形に編成している。各学科とも自発的学習科目の授業を通して創造性を育む工

夫を行っている。また学外実習では，過半数を超える学生が単位を取得している。 
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資料５－２－③－１ 機械工学科の創造性教育の例１ 

 
出典：津山工業高等専門学校紀要 第46号，2004
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資料５－２－③－２ 機械工学科の創造性教育の例２ 

 
出典：論文集「高専教育」第29号，2006．3
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資料５－２－③－３ 電子制御工学科の創造性教育の例 

 
出典：論文集「高専教育」第29号，2006.3
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資料５－２－③－４ 津山工業高等専門学校学外実習実施規程 
                        平成11年５月21日 
                        規 程 第 ３ 号         

改正 平成16年３月19日規程第12号 平成19年２月27日規程第３号 
  （趣旨） 
第１条 この規程は，津山工業高等専門学校の教育課程に基づく，学外実習Ａ・学外実習Ｂ（以下「実習」という。）

 に関し，必要な事項を定めるものとする。 
  （実習の目的） 
第２条 学生は，実習を履修する国，地方公共団体の機関及び会社等の法人（以下「実習機関」という。）において，

就業体験を積み，高度な知識・技術に触れながら実務能力を高めるとともに，学校で習得した知識や技術が実社会でど

のように活用されているかを理解し，併せて社会人，技術者としての心構えを学ぶことを目的とする。 
 （実習機関） 
第３条 実習は，校長が指定する実習機関において行うものとする。 
 （実習の時期） 
第４条 実習の時期は，原則として夏季休業期間中とする。 
 （実習の履修手続き） 
第５条 実習を履修しようとする学生（以下「実習生」という。）は，所定の期日までに実習履修願等必要書類を校長

に提出しなければならない。 
２ 校長は，前項の実習履修願に基づき，関係実習機関へ依頼するものとする。 
 （経費） 
第６条 実習に要する経費は，原則として実習生の負担とする。 
 （実習担当教員） 
第７条 実習担当教員は，当該学級担任とする。 
２ 実習担当教員は，実習先の把握等を行うものとする。 
３ 実習担当教員の業務は，学科主任又は他の教員が代行できるものとする。 
 （報告） 
第８条 校長は，実習証明書（本校所定又は実習機関所定のもので，実習評価を含むもの）の提出を実習機関へ依頼す

るものとする。 
２ 実習生は，実習終了後，所定の期日までに実習報告書を実習担当教員を経て学科主任に提出しなければならない。

 （評価及び単位の認定） 
第９条 学科主任は，次により実習の成果を評価し，単位の認定を行うものとする。 
（１）実習の単位は，実習機関における１日の履修時間の上限を８時間とし，30時間以上をもって１単位，60時間以上

をもって２単位とする。 
（２）実習の評価は，第８条に規定する実習証明書及び実習報告書等に基づき100点法で行うものとする。 
  （守秘義務） 
第１０条 実習生は，実習において知り得た当該機関に係る秘密を漏らしてはならない。本校卒業後においても同様と

する。 
  （実習中の災害等） 
第１１条 実習中に災害などの事故があった場合は，校長は速やかに必要な処置を講ずるものとする。 
  （保険） 
第１２条 実習生は，実習に当たり傷害保険に加入するものとする。 
  （雑則） 
第１３条 この規程に定めるもののほか，実習に関し必要な事項は，別に定める。 
  （事務） 
第１４条 実習に関する事務は，学生課教務係において処理する。 
    附 則 
 この規程は，平成11年５月21日から施行し，平成11年４月１日から適用する。 
    附 則（平成16年３月19日規程第12号） 
 この規程は，平成16年４月１日から施行する。 
    附 則（平成19年２月27日規程第３号） 
 この規程は，平成19年４月１日から施行する。 
 

出典：学生生活ガイドブック

 



津山工業高等専門学校 基準５ 

 126

資料５－２－③－５ 学外実習証明書 

 
出典：学生課資料



津山工業高等専門学校 基準５ 

 127

資料５－２－③－６ 学外実習先一覧（平成18年度）の例 

 
出典：学生課資料 
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観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に周

知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認定，

卒業認定が適切に実施されているか。 
（観点に係る状況） 
本校準学士課程では成績評価，進級・卒業に関する規則として，「津山工業高等専門学校学業成績の

評価並びに各学年の課程修了及び卒業の認定に関する規程」が定められている（資料５－３－①－１）。

この規定は，学生全員に配布する学生生活ガイドブックに掲載することによって周知している（津山高

専公式ホームページにも掲載している）。同時に学生生活ガイドブック及びシラバスには「学習」とい

う章を設けており，その中で成績評価や進級・卒業に関する規則をよりわかりやすく説明することによ

って，学生への一層の周知を図っている（資料５－３－①－２）。さらに新入生に対しては，入学時の

オリエンテーションの中で説明している。例えば，進級については，資料５－３－①－２の「４．進級

・卒業」に記された要件を満たすことが必要であり，特に各学年で修得すべき単位数を定めている。 
この規則に基づき，シラバスにおいて科目ごとに成績評価方法を明示し（資料５－３－①－３の「成

績評価方法」の欄参照），これに沿って具体的な成績評価を行っている（本校の全科目の試験答案等に

ついては，訪問調査時に提示可能）。45時間の学修を１単位とする学修単位科目や自発的学習科目につ

いても，観点５－２－②に述べたように，シラバスに明記することによって学生への周知を図っている。

進級認定は全教員が出席する進級判定会議で，卒業認定は全教員が出席する卒業判定会議で，それぞれ

決定している。両会議では，学生の成績一覧を作成するとともに，不合格科目を有する学生の一覧をも

とに審議しており，適切に運用している（資料５－３－①－４，５）。 
また，未修得科目がありながら進級した者については，単位認定試験という制度がある（資料５－３

－①－２の「２．試験」の項目を参照のこと）。試験は年２回行われ，この試験は前学年と前々学年の

未修得の科目について受験することができる。各担当教員から事前にレポート課題が出されるか，ある

いは補習による指導が行われ，その結果によって受験資格が与えられるようになっている。また２回目

の単位認定試験を受験するには，１回目の試験を受験していることが前提となっており，いずれかの試

験に合格すると単位が認定される。 
 

資料５－３－①－１ 津山工業高等専門学校の学業成績の評価並びに各学年の課程修了及び卒業

の認定に関する規程（抜粋）  
  第１章 目的 
第１条 津山工業高等専門学校の学業成績の評価並びに各学年の課程修了及び卒業の認定については，別に定めるもの

のほか，この規程の定めるところによる。 
  第２章 学業成績の評価 
第２条 学業成績の評価は，試験の成績，平素の学習状況及び出席状況を総合して行うものとする。ただし，選択科目

のうち，学外実習，資格取得による科目及び物づくりの技術の評価については別に定める。 
以下，省略（内容は資料５－３－①－２参照） 

出典：津山高専規程集
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 資料５－３－①－２ 学生生活ガイドブック「学習」の章からの抜粋 
２．試験 

【１】定期試験，追試験，その他の試験，単位認定試験 
（１）定期試験とは，期末試験及び中間試験のことをいいます。 
（２）追試験とは，やむを得ない理由により定期試験を欠席し，その理由が認められた者に対して行われま

す。 
（３）その他の試験とは，各科目の特質によるもので，担当教員が必要に応じて行う試験のことです。 
（４）未修得科目がありながら進級した者については単位認定試験という制度があります。試験は年 2 回，7

月と 12 月に行われます。この試験は前学年と前々学年未修得の科目について受験することができ，さら

に 5 月下旬に各担当教員によりレポート課題または補習による指導が行われます。その結果から 1 回目

(7 月)の単位認定試験の受験資格が得られます。2 回目(12 月)の単位認定試験を受験するには，1 回目の

試験を受験していることが前提です。さらにレポート課題または補習の結果から受験資格が与えられま

す。いずれかの試験に合格するとその科目の単位が認定されます。年度初めの教務係からの掲示や担当

教員の指示に十分注意してください。 
【２】不正行為 

試験中の不正行為（監督教員の指示に従わない，携帯電話の使用，禁止物品の持込等）は，その試験期

間中の全科目を 0 点とします。 
３．修得（成績の評価） 

（１）科目の修得 
① 認定時期・・・・・学年末に教員会議（修了及び進級判定会議）を経て認定されます。 
②  必修科目の認定・・その科目を履修（欠課時間数が規定を満たす）し，かつ評価が 60 点以上であるこ

とが必要です。 
③ 選択科目の認定・・自発的学習科目，学外実習Ａ及び学外実習Ｂを除く選択科目については，教務委員

会で認定されます。自発的学習科目（授業科目表の☆印）を除く選択科目について

認定される単位数は，一般科目は 4 単位以内，専門科目は学外実習Ａ及び学外実習

Ｂを含む 6 単位以内です。また資格関連科目を認定して欲しいときは「単位認定願」

を学生課教務係へ提出してください。 
（２）科目の評価方法 

成績評価の方法は年度始めに配布される教科シラバスに詳しく書いてあります。また年度の初回の時間

に担当者からの説明があります。 
（３）成績評価 

成績は原則として 4 段階で評価されますが，学業成績証明書を発行する場合は，その必要とする評価の

段階に応じて次の表による標語を用います。 

評  点 評     点 標 語 

１００点から８０点まで 優 

７９点から７０点まで 良 

６９点から６０点まで 可 

 
４ 段 階 

５９点以下 不可 

１００点から８０点まで ５ 

７９点から６０点まで ４ 

５９点から５０点まで ３ 

４９点から３０点まで ２ 

 
 

５ 段 階 

２９点以下 １ 
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４．進級・卒業 

【１】進級及び原級留置 
（１）進級要件・・･進級のためには次の①～④の条件をすべて満たさなければいけません。 

① 各学年で定められた単位数以上の修得（下記の表参照）が必要です。 
② 実技を主とする科目（授業科目表の★印）の修得が必要です。 
③ 特別活動の修得（良好）が必要です。 
④ 3 年生以下の場合，現在の学年のすべての必修科目を履修していること，つまり出

席時間数の条件がすべて満たされていることが必要です。 
（２）進級基準単位数表 

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 

修得累計単

位数 
25 以上 59 以上

92 以上 
（ただし，一般 53，専

門 29 を含む） 
129 以上

 
（３）原級留置（留年） 進級要件①～④を 1 つでも満たさない学生は，次年度も同じ学年に留まること，原

級留置（留年）になります。同学年を 2 回留年すると退学となります。ただしその理由が

休学であれば退学ではありません。留年が決定したら，直ちに学級担任から本人と保護者

へ連絡がいきます。その後，今後のことについて指導助言が行われます。 
【２】卒業 

   卒業要件・・・卒業するためには5年以上在籍し，167単位以上（ただし，一般75単位以上，専門82単位以上を

含む）を取得しなければなりません。 

出典：学生生活ガイドブック

 
 資料５－３－①－３ シラバスにおける「成績評価方法」欄の記入例（基礎数学Ⅰ） 

 

出典：シラバス２００７

 
 資料５－３－①－４ 平成18年度学年末成績一覧 

 
出典：学生課資料
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 資料５－３－①－５  平成18年度第１～４学年単位未修得者一覧（抜粋） 

 

出典：学生課資料

 
（分析結果とその根拠理由） 
規程が策定され，学生に周知されている。規定に従って，適切に実施されている。 
成績評価や進級・卒業認定に関する規程を制定し，学生生活ガイドブックに掲載するなどして，学生

への周知を図っている。さらに「学習」という章を別に設け，成績評価，進級・卒業に関する規則を分

かりやすく説明し，一層の周知を図っている。成績評価はこの規則に基づいて適正に運用しており，進

級判定会議，卒業判定会議も適正に実施している。 
 
観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよう

配慮されているか。 
（観点に係る状況） 
本校の特別活動は，ホームルーム活動，学校行事，学生会活動に分類することができる。特別活動は

年間計画書に沿って１年から３年までの時間割に組み込まれており，ホームルーム活動だけでも90単位

時間以上を確保している。また，特別活動における学習目的と到達目標，各クラスとも共通に行う授業

計画の大枠が記されたシラバスを作成しており（資料５－４－①－１Ａ，B），さらに特別活動のおも

な行事予定を載せた一覧表も併せて掲載している（資料５－４－①－２）。特別活動においては，自主

性・自律性・社会性といった素養の涵養や，クラスといった集団の中でのモラルや向上心の育成，ある

いは民主的・主体的に行動する態度の育成を主な目的として設定している。 
ホームルーム活動の具体的内容については，各担任がシラバスに沿った形で計画を立て実施している

（前出資料２－２－③－４参照）。また，年間を通じて，人権教育をホームルーム活動の一部（年５単

位時間）として実施している。学年ごとにテーマが与えられており，１年次には「差別と自由について」，

２年次は「自分の生き方について」，３年次は「国際社会における人権教育」となっており，人権問題

に対する認識を養うと同時に，人間としての在り方や生き方を考える機会としている。 
学校行事として行われる１，２年次の校外教育，３年次の合宿研修（１泊２日）では，クラス意識の

育成や団体行動におけるモラルの育成などを図っている（資料５－４－①－３）。また，性教育講演会

や交通安全講習会なども行っている。 
学生会活動としての春季及び秋季スポーツ大会では，スポーツを通して健全な精神を育成するととも
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に，チームにおいて自分を表現する素養の涵養を図っている。 
本校１年次では，幅広い人間関係の形成や，より高い人間力の育成に利するものとして，混合学級制

（学生の属する専門学科に関係なく分けられたクラス）を採用している。この制度は利点のある反面，

自分の属する専門学科に対する意識の低下などが危惧されので，それを補うものとして本校では，各専

門学科別のホームルームを週１時間の割合で実施している。資料５－４－①―４は，機械工学科におけ

る実施状況を記したものである。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
配慮されている。 
特別活動に関するシラバスを掲載することにより，特別活動の内容が充実したものになっている。各

担任は，シラバスに沿った形で一年間のホームルーム活動を計画し実施している。さらに学校行事とし

て校外実習（あるいは合宿研修），学生会活動としてスポーツ大会などを実施している。また１年生は

混合学級制であるが，学科ごとのホームルームも行われており，ホームルーム活動は充実している。こ

のような各種活動を通して，人間の素養の涵養がなされるよう配慮している。 
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 資料５－４－①－１Ａ 特別活動（１年生）のシラバス 

 
出典：シラバス２００７
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 資料５－４－①－１B 特別活動（１年生）のシラバス 

 
出典：シラバス２００７
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 資料５－４－①－２ 特別活動の行事予定表（抜粋） 

 

出典：シラバス２００７

 
 資料５－４－①－３ 工場見学先一覧 

出典：学生課資料
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 資料５－４－①－４ 機械工学科１年ホームルーム（平成18年度）実施記録 

 
出典：学生課

 
観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養が

図られるよう配慮されているか。 
（観点に係る状況） 
学生の生活指導は，学生生活委員会が中心になって行っており，その指導方針を毎年見直している。

また，学生生活委員会の各教員は，課外活動等を含む学生会の様々な活動に対する支援も同時に行って

いる（資料５－４－②－１）。この基本として，可能な限り規制をなくし学生のことは極力学生に考え

させ，学生の自発性を重んじるという指導理念となっている。この考え方は，外部からも高い評価を得

て，平成16年度高専教育教員研究集会の学生指導分野で文部科学大臣賞を受た（資料５－４－②－２）。 
生活指導に関する側面としては，校内清掃を全学年で行うことにより，公共心やマナーの向上を図っ

ている（前出資料５－４－①－２）。また，外部講師を招くなどして，「交通安全講習会」（資料５－

４－②－３），「エイズ出前講座」（資料５－４－②－４），「悪質商法被害防止講座」，「年金セミ

ナー」といった，多面的な指導を行っている。 
本校では地球環境の悪化が深刻化していることを踏まえ，平成18年度より，環境保全活動を教育・研

究の一環として積極的に取り組み実践することを決めた（資料５－４－②－５）。その一環として学生

会の美化委員会が中心となって，月１回の学生による校外清掃活動を行っている（資料５－４－②－６）。 
各学年の担任は，その業務の一部として学生の生活指導をその都度行っている。特に１年の担任団は，

月１回の割合で集まり学生に関する様々な情報を交換しあうことによって，統一の取れたきめ細かい指

導を行うように努力している。また，同時に月単位で「１年団通信」という新聞を発刊し，それを学生
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や保護者に配布することによって，例えば試験への心構えを促すなどいろいろな角度から刺激を与える

形で，学生への指導に役立てている（資料５－４－②－７）。２年団はホームページを立ち上げること

によって，学校の予定などを含め様々な情報を保護者へ発信することにより，保護者も含めたより包括

的な形で，例えば勉学の意欲を喚起するなどの学生指導の工夫を行っている。 
学生会の運動局及び文化局を中心とし課外活動では，多くの学生が登録しており，また各部と同好会

には指導教員やコーチを配置し（前出資料２－２－③－６），これら教員の指導の下，それぞれの活動

を行っている。優れた実績をあげている部も多く，人間性の育成に大きく寄与している（資料５－４－

②－８）。 
 

 資料５－４－②－１ 学生生活委員会の平成18年度基本方針と任務分担 

 
出典：学生課資料
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 資料５－４－②－２ 学生指導に対する表彰 

 

 
出典：校長室掲示より撮影 

 
 資料５－４－②－３ 平成18年度交通安全講習会日程 

 
出典：学生課資料
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 資料５－４－②－４ エイズ出前講座 

 

出典：学生課資料

 
 資料５－４－②－５ 環境改善キャンペーン 
 
 津山高専では、次の環境改善キャンペーンを実施しています。 
全体 「考えよう！地球環境（環境負荷の少ないキャンパスづくり）」 
 ゴミの削減と分別の徹底 
 さらなる省エネルギーへの配慮 
教務部門 
 教室の日常的な清掃 
 環境教育に関連した科目の整備 
学生生活部門 
 学生による校内外清掃の推進 
 学生会を中心とした良い環境を維持する意識の向上 
寮務部門 
 「人間にも環境にも快適な寮生活をめざして」 
 このもとに、リサイクル研修会や清掃活動の実施 
教職員 
 省エネルギー活動の推進（電気・ガス・水道のさらなる節約） 
 紙の減量（両面印刷および複数ページレイアウト印刷の促進、紙媒体から電子媒体への移行促進） 
 環境配慮型製品への更新および購入の促進 
                              出典：津山高専公式ホームページ 

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kankyou/campaign.htm
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 資料５－４－②－６ 学生による校外清掃活動 
 

 社会貢献推進の一環として、学生による学外清掃活動を実施しています。 

 活動は学生が自主的に行っています。学生会の美化委員会が清掃計画を立て、各クラスで担当者を決めて実施して

います。 

 清掃範囲は学校周辺の道路や住宅地域で、ゴミの投げ捨て等が目立つ箇所を重点的に実施しています。 

  
 

 活動時間は毎月１回の清掃日の放課後で、２クラスづつが順番で担当しています。 

 参加学生は熱心に清掃を行い、毎回相当量のゴミを回収しています。 

  
 

 学生は美化に貢献する充実感とともに、そもそもゴミを投げ捨てさせないようにしたいという願いを強く感じてい

るようです。 

 

出典：津山高専公式ホームページ

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kankyou/jirei001/index.htm
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 資料５－４－②－７ 一年団通信（平成19年度） 

 
出典：平成19年度１年担任団
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資料５－４－②－８ 課外活動の成果（平成18年度） 
 平成１８年度 体育関係 

○第５３回美作地区高等学校総合体育大会 

男子の部 ソフトテニス 第１位 

       水泳     第１位 

       ラグビー   第２位 

       ハンドボール 第３位 

       剣道     第３位 

○第４２回中国地区高等専門学校体育大会 

  団体の部 

   優 勝 ○剣道 

       ○テニス 

       ○バドミントン 

   第２位  バスケットボール（男子） 

   第３位  ハンドボール 

        硬式野球 

○第４１回全国高等専門学校体育大会の成績について 

  団体    第３位  テニス競技（男子） 

  個人    第３位  土井 智也（陸上競技 １５００ｍ） 

        第４位  安藤 正樹（陸上競技 やり投） 

平成１８年度 文化関係 

○第１３回全国高専将棋大会 

 団体戦第３位  個人戦第３位 Ｃ－４ 土井博之 

○第２６回岡山県高校秋季将棋大会 

 個人戦第４位 宍戸崇音（中国大会出場） 

○全国高等専門学校第１７回プログラミングコンテスト 

 自由部門に“Ｃｈａｎｋｏ－ノベルゲームのパラダイムシフト”が参加し敢闘賞 

競技部門に“ますますますます”が参加 

○アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２００６中国地区大会 

 電子制御工学科の“ももフィス”と情報総合研究部の“モモンガーＪ”が出場 

“ももフィス”が準優勝，“モモンガーＪ”が技術賞と特別賞を受賞 

○第２２回中国地区高等専門学校英語弁論大会 

  暗唱部門   Ｓ－２ 先原直樹   ７位 

  同      Ｓ－２ 飯田有佳子 １４位 

  スピーチ部門 Ｓ－４ 谷口孝仁   ５位 

 
出典：学生課資料から抜粋
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（分析結果とその根拠理由） 
配慮されている。 
学生生活委員会を中心に，学生の自発性を重んじるという基本理念に基づき，全教員が学生指導に携

わる体制としている。校内清掃は，学校行事の一環として，さらに学生会の美化委員会が中心となって

月１回の校外清掃を行うなど，美化意識の涵養に努めている。１，２年の担任団は，お互いの情報交換

を密に行うなどして，きめ細かい指導が行うように努力している。また，１年団は「１年団通信」とい

う新聞を発刊し，２年団はホームページを立ち上げることによる情報発信を行っている。課外活動も積

極的に行っており，人間の素養の涵養に寄与している。 
 
＜専攻科課程＞ 
観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 
（観点に係る状況） 
本校の専攻科は，「機械・制御システム工学専攻」と「電子・情報システム工学専攻」という２専攻

から成り立っている。また，本校では，日本技術者教育認定機構（JABEE）の基準に対応した技術者

教育プログラムとして，おもに準学士課程４年次から専攻科２年次までの学習・教育に関して，上記２

専攻に対応した「機械・制御システム工学」及び「電子・情報システム工学」教育プログラムを設定し，

社会の要求水準を満たす教育を行っている。この教育プログラムの設定により，専攻科「機械・制御シ

ステム工学専攻」の教育課程と，準学士課程における機械工学科及び電子制御工学科の教育課程とは，

それぞれの連携を考慮し有機的に結び付けられた教育課程となるように配慮し，また，そのように編成

している（前出資料２－２－②－１，５－１－①－７）。「電子・情報システム工学専攻」の教育課程

と電気電子工学科及び情報工学科の教育課程とについても同様である（前出資料５－１－①－６，８）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 連携を考慮した教育課程になっている。 
 本校では，日本技術者教育認定機構（JABEE）の基準に対応した技術者教育プログラムを設けてお

り，それによって準学士課程４，５年次のカリキュラムと専攻科のカリキュラムとは，お互いの連携を

考慮した形で編成している。 
 
観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目等

の配当等が考えられる。）され，教育課程が体系的に編成されているか。また，授

業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するた

めに適切なものになっているか。 
（観点に係る状況） 
本専攻科の教育課程は，大きく分けて一般科目，専門共通科目，専門科目という３つの科目群から構

成しており，一般科目，専門共通科目については「機械・制御システム工学」，「電子・情報システム

工学」両専攻ともに，共通の科目を履修するように編成している（資料５－５－②－１～３）。 
一般科目では，実践英語，日中比較文化論，日本古代史，哲学，社会科学などの科目を配し，広い視

野や社会性，国際性を備えた技術者となるための素養の涵養を図っている。専門共通科目では，数学，

物理，化学などの自然科学系基礎科目や情報処理演習などの情報処理技術に関する科目を配し，さらに

技術者倫理を深めるために，環境科学と工学倫理について学ぶ。 
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専門の講義科目として，「機械・制御システム工学専攻」では，材料と構造，運動と振動，エネルギ

ーと流れ，情報と計測・制御，設計と生産，機械とシステムなどの各分野を，「電子・情報システム工

学専攻」では，電気・電子と情報・制御に関する各分野を，それぞれ学習する。実験科目については，

両専攻とも「特別実験（４単位）」及び２年間にわたり実施する「特別研究（16単位）」を通して，技

術者，研究者としての基本的な能力を養成している。特に，「機械・制御システム工学専攻」の「特別

実験」では，異なる出身学科に関する実験を中心に行うことにより，幅広い実践的技術が習得できるよ

うに配慮している。 
「特別研究」は，専攻科課程の中核をなす科目であり，文献調査・解析・実験などを自ら計画立案し

自主的に取り組む中から，課題発見，課題解決能力や創造力，研究能力の育成を図る。同時に，結果を

きちんとまとめ他人にわかるように発表するといったプレゼンテーション能力，コミュニケーション能

力の育成など，幅広い総合的な能力の育成を目標としている。本専攻科では「特別研究」科目の単位認

定にあたって，校外実習（あるいは長期インターンシップ）の実施を必要条件として課しており，実習

を通して現場の技術を体験することにより，研究が現実と遊離しない感覚を身につけることや，地域交

流の大切さを感じてもらうなどの素養の涵養も図っている。 
「機械・制御システム工学専攻」が掲げる目標は，「機械工学の分野と制御工学の分野をシステム化

して考え，いわゆる機械系のシステムを研究開発・設計できる能力を養うこと」である（前出資料１－

２－①－８）。「電子・情報システム工学専攻」の目標は，「電気・電子工学の分野と情報工学の分野

をシステム化して考え，いわゆる電気系のシステムを研究開発・設計できる能力を養うこと」である（前

出資料１－２－①－８）。これらは，本校の理念・教育目標に沿ったものとして掲げており，従って自

主性，自律性，創造性や人間性に富んだ人材の育成の上に位置するものである。これらの目標を具体的

に達成するものとして，本専攻科では前出資料１－１－①－１５に記した６つの学習目標を設定してい

る。また，準学士課程４年次から専攻科２年次までの「技術者教育プログラム」の学習・教育目標は，

上記専攻科教育目標に沿った密接に関係のあるものとして設定しており，具体的には前出資料１－１－

①－１６，１７の(A)～(H)のようになっている。２種類の前出資料から教育目標をまとめたものを資料

５－５－②－４に示す。 
以下，それぞれの専攻科学習目標に沿った体系性について述べる。学習目標（１）を達成するために，

専門共通科目の中に数学・化学などの自然科学系の科目や情報処理に関する基礎科目を配している。（２）

を達成するために，各専攻の専門科目を体系的に配置している（例えば，前出資料２－２－②－１及び

前出資料５－１－①－６～８を参照）。（３）と（４）を達成するために，「特別実験」及び「特別研

究」を行っている。（５）を達成するために，一般科目の「社会科学概論」等や専門共通科目の「環境

科学」と「工学倫理」を配している。（６）については，「特別研究」の一環として校外実習を実施し

ており，「先端技術特別講義」も専門共通科目の中で行っている。 
なお，専攻科教育目標（１）～（６）と「技術者教育プログラム」の教育目標(A)～(H)との対応につ

いて述べると， 
(A)＝（１），（２），（３），（４）  (B)＝（５） 
(C)＝（１），（２）    (D)と(E)＝（２），（３），（４） 
(F)＝（４）      (G)＝（５） 
(H)＝（６） 

におおむね対応している。 
 



津山工業高等専門学校 基準５ 

 145

資料５－５－②－１ 専攻科共通 学年別授業科目表 

 
出典：学校要覧
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資料５－５－②－２ 機械・制御システム工学専攻学年別授業科目表 

 
出典：学校要覧
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資料５－５－②－３ 電子・情報システム工学専攻学年別授業科目表 

出典：学校要覧
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 資料５－５－②－４ ２種類の教育目標 
 Ａ 専攻科学習目標 

（１）数学，物理を中心とした自然科学系の科目に関する知識を深め，機械・制御システム工学および電子・情報シ

ステム工学に関する基礎学力として応用する能力を身に付けていること 

（２）下記の専門技術分野の知識を修得し，機械やシステムの設計・製作・運用に活用できる能力を身に付けている

こと 

機械・制御システム工学専攻：材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産・管

理、機械とシステムなどの専門技術分野 

電子・情報システム工学専攻：電気・電子，情報・制御に関する専門技術分野 

（３）特別実験の実践的学習を通じて，基礎学科に関連する知識理解を深化させると同時に，実験の遂行能力・デー

タを解析・考察する能力を身に付けていること 

（４）特別研究を自主的，積極的に推進することにより，技術者として必須の問題発見能力と課題解決能力，すなわ

ち創造的な成果を生み出すデザイン能力，研究能力を身につけるとともに，研究結果を学会などで発表し，他の

研究者や技術者との交流を通じて，プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を身に付けていること 

（５）工学倫理の学習や技術者倫理に関する特別講義を受講するとともに，広く技術者倫理の理解ができていること 

（６）校外実習，先端技術特別講義や学協会への参加を通じて，地域社会との連携を図るとともに，地球的視点から

ものを見ることの大切さを理解していること 

 

 Ｂ 「技術者教育プログラム」学習・教育目標 

（Ａ）技術に関する基礎知識の深化 

（Ｂ）地球的視野に立った人間性の育成 

（Ｃ）情報技術の修得 

（Ｄ）デザイン能力の育成 

（Ｅ）研究能力の育成 

（Ｆ）コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成 

（Ｇ）技術者倫理の理解 

（Ｈ）地域社会との連携 

出典：シラバス２００７ 
 
（分析結果とその根拠理由） 
体系的に配置・編成され，適切な内容となっている。 
本専攻科の教育目標に照らして，一般科目，専門共通科目，専門科目が「特別研究」を中核とする形

で，それぞれ体系性をもって適切に配置している。また，「技術者教育プログラム」の学習・教育目標

は，専攻科学習目標と密接に関係したものとして設定している。 
 
観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の

編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，インター

ンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮しているか。 
（観点に係る状況） 
他専攻の授業科目の履修については，６単位を限度として単位認定すること，また，他高等教育機関
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との単位互換については，20単位を超えない範囲で本専攻科における単位として認定することが，「津

山工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程」の中に定めている（資料５－５－③－１

の第11，12条）。 
社会からの要請のひとつとしての，企業等の技術者の再教育に資するものとして，本専攻科では長期

履修学生制度・社会人コースに関連した規程を定めている（資料５－５－③－１の第13，14条）。長期

履修制度では，３年以上４年の間に専攻科課程を修了することが可能になっており，仕事等の都合で履

修時間の配分が困難な場合に，かなりの自由度が得られるように配慮している。長期履修制度による社

会人コースの実績として，現在までに１名の社会人学生が入学し本課程を修了している。 
新しい技術の動向，技術者倫理や社会の情勢など幅広い内容を学べるように，本専攻科では「先端技

術特別講義」という授業科目を設け，講師を招いて講演を実施している。学生に対しては，専攻科２年

間で４テーマ以上を聴講し，課題をレポート等で評価することにより１単位を認定している（資料５－

５－③－２）。また，津山高専技術交流プラザと共同で，同プラザの会員企業を中心に，企業経営者や

技術者にボランティアで自分の体験談などを講義してもらうという「ボランティアレクチャー」を実施

している（資料５－５－③－３）。これは，専攻科生に技術者あるいは企業人としての心構えやモラル

を身につけてもらうための機会を増やすことを目的としたものである。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
教育課程の編成に配慮している。 
他専攻の授業科目の履修及び他高等教育機関との単位互換については，規程に定めている。また，社

会の要請に応えるものとして，長期履修学生制度・社会人コースを設けている。さらに，学生の多様な

ニーズ，学術の発展動向などに対応するものとして，「先端技術特別講義」や「ボランティアレクチャ

ー」を行っている。 
 

資料５－５－③－１ 津山工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程（抜粋） 
 （趣旨） 

第１条 津山工業高等専門学校専攻科における授業科目の履修，試験，学業成績の評価及び修了の認定等については，

本校学則に規定するもののほか，この規程の定めるところによる。 

 （授業） 

第２条 １単位時間は標準 50 分とする。 

２ 授業は，講義，演習及び実験のいずれか，又はこれらの併用により行うものとする。 

３ 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 45 時間の学業を必要とする内容をもって構成することを標準とし，

授業の方法に応じ当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学習等を考慮して，次の各号の標準により単位数を

計算するものとする。 

（１）講義については，15 時間の授業をもって１単位とする。 

（２）演習については，30 時間の授業をもって１単位とする。 

（３）実験については，45 時間の授業をもって１単位とする。 

 （履修方法） 

第３条 専攻科の学生は，開設する授業科目のうち選択科目の履修にあたっては，年度当初に受講科目履修届（別紙

第１号様式）を所定の期日までに提出しなければならない。 
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 （試験） 

第４条 試験は，定期試験，追試験及び再試験とする。 

２ 定期試験は，各学期末に実施する。なお，平素の成績によって評価しうる授業科目については，試験の全部又は

一部を行わないことができる。 

３ 定期試験に際し不正行為を行った者は，その学期の定期試験の全科目を０点とする。 

第５条 追試験は，病気その他やむを得ない事由により定期試験を受験できなかった者のうち，追試験受験願（別紙

第２号様式）を所定の期日までに提出し，その許可を得た者に対し実施するものとする。 

第６条 再試験は，成績が不良の者について行うことができる。 

 （成績の評価及び評定） 

第７条 授業科目の成績評価は，定期試験の成績及び平素の学業状況等を総合して行うものとする。 

第８条 成績の評価は，100 点法により評価し，次の区分によって優，良，可，不可と評定する。 

評価区分 100～80 79～70 69～60 59～0 

評定 優 良 可 不可  

判定 合格 不合格 

２ 特別研究は，合格又は不合格で評定する。 

 （再履修） 

第９条 不合格科目は，再履修願（別紙第３号様式）を提出させ，次年度再履修させることができる。 

 （専攻科の修了要件） 

第１０条 専攻科の修了に必要な単位数は，62 単位以上（一般科目６単位以上，共通科目 16 単位以上，専攻科目 40

単位以上）とし，専攻科修了認定会議に諮り校長が修了を認定する。ただし，必修科目については，すべて履修し単

位を修得しなければならない。 

 （他専攻の授業科目の履修） 

第１１条 他の専攻で開講されている選択科目の履修を希望する学生は，あらかじめ担当教官の許可を得た上で履修

願（別紙第４号様式）を提出しなければならない。 

 これにより修得した単位は６単位を限度として当該専攻における単位として認定することができる。 

 （他の教育施設で履修した単位の認定） 

第１２条 大学及び他の教育施設で修得した単位は，20 単位を超えない範囲で専攻科における授業科目の履修とみな

し，単位の修得を認定することができる。 

（長期履修学生） 

第１３条 長期履修学生の年間履修可能単位数は，原則として修了要件単位数を認定された修業年限で除した数の２

分の３を上限とする。 

２ 長期履修学生又は学則第 32 条第１項の修業年限在学することが予定される学生が，修業年限の変更を希望する場

合は，所定の期日までに, 修業年限変更願（別紙第５号様式）を提出しなければならない。 

（社会人コース） 

第１４条 企業勤務者等で特別の理由がある場合は，専攻科運営委員会の承認を得て個別に特別な履修方法を認める

ことができる。（以下「社会人コース」という。） 

２ 社会人コースの入学を認められた者の履修方法は，当該専攻の担当教官に事前に相談して個別に決定できるもの

とする。 

出典：津山高専規程集
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資料５－５－③－２ 先端技術特別講義（平成18年度）（抜粋） 
「先端技術特別講義」の受講手続きと課題を紹介しています。 

先端技術特別講義の単位を取得するには、 

  担当教員の指定する講演会・研修会・遠隔授業等への参加 

  指定された課題の完成（報告書の作成，関連講義の受講，集団討議など） 

と言う小課題に４つ以上取り組み、各担当教員から合格点をもらわなければなりません（詳しくはシラバスを見て

ください）。 

本年度予定している指定課題は次の通りです（決まり次第、順次掲載します）。 

 学生課に準備してある「先端技術特別講義」受講確認票を使って受講してください。 

 受講確認表は，専攻科共有フォルダにもあります。 

 ４つ以上の小課題で合格点をもらった場合は、成績の良いものから４つの平均点を最終成績とします。 

 

特殊な実施形態ですから、次のことに注意してください。 

  ４つの小課題を処理して単位取得ができるよう、積極的に参加すること。 

出典：学内ホームページ

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/homepage/senkou/sentan.htm
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資料５－５－③－３ 専攻科ボランティアレクチャー（抜粋） 
 特別研究の一環として、産業界の一線で活躍している人の話を聞き、技術者として活動していくための参考とする

目的で、ボランティアレクチャーを実施しています。 

 この取り組みは、津山高専技術交流プラザの「ヤングエンジニア・リアリング事業」の一つとして行っていただく

もので、講師の人選などは高専プラザにお願いしています。従って、地域の方に本校の教育にボランティアで協力し

ていただくことになります。 

 

出典：津山高専公式ホームページ

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/Web/honkou/gakka/senkou/v-lec.htm
 
観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。

（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，情報

機器の活用等が考えられる。） 
（観点に係る状況） 
本専攻科における授業科目と授業形態は，前出資料５－５－②－１～３のようになっている。専攻科

の目標である（２），（３），（４）（前出資料５－５－②－４）を合わせれば，達成すべき目標とし

て，「専門技術分野の知識を修得し，機械やシステムの設計・製作・運用に活用できる能力を身につけ，

特別実験の学習を通して実験の遂行能力，実践的技術力を養い，特別研究に自主的に取り組む中から，

技術者として必須の問題発見能力，課題解決能力，さらに創造力や研究能力を身につける」ということ

にまとめられる。それらを担うのは，各専攻における専門科目である。特別実験（４単位），特別研究

（16単位）は必修科目であり，専門科目の修得単位数40単位以上に比して半分の20単位を占めている。

特別研究は，専攻科の中核をなす科目として位置付けており，総合的な能力を身につける重要な科目で

あるという観点から見ても，十分な量を割り当てており，講義・実験のバランスは適切である。また，

各講義科目は，授業以外の学習課題をその都度与えており（シラバスに明記されている），従って演習

的な要素を盛り込んだものとしている。 
専攻科の学習目標（１），（５）に関する専門共通科目や，（５），（６）に関する一般科目につい

ては，ほとんどが講義科目であるものの，専門科目の場合と同様に，各科目に演習的な要素を盛り込ん
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でいる（資料５－６－①－１Ｂの「授業計画」の欄を参照）。 
次に学習指導法の工夫について述べる。例えば「機能性材料学」では，自作テキストを用い，また，

関連するビデオや新聞記事を紹介しながら学生の理解を容易にしていくなど，教材の工夫を行っている。

また，「機械・制御システム特別実験」では５名が，「電子・情報システム特別実験」では２名が，と

いうように複数名の教員で授業を担当している。 
専攻科共通科目である「工学倫理」では，前半は「ネットワーク社会の工学倫理」，後半は「環境問

題やものづくりに関係する工学倫理」という課題を扱いながら，板書・プロジェクタ・対話・討議・発

表等の多様な方法で授業を進めることにより，学生の積極的な授業参加を促し，自分で考え，調べ，意

見交換することを通して，技術者倫理・工学倫理に対するより深い理解が得られるように工夫している

（資料５－６－①－２）。また，「情報システム」では，個人別の課題を設定し，各自で調査し，結果

をまとめた報告書を順次作成し，その報告書の内容を受講者の前で説明するといった自主性・自発性を

要する課題探求型の授業を行っている（資料５－６－①－３）。 
「機械・制御システム工学専攻」の「技術英語購読」では，「文献紹介（発表）」という内容を授業

に盛り込んでおり，学生はプロジェクタなどを用いて自分がまとめた内容を口頭で発表し，それについ

て質疑応答を行っている。一方「電子・情報システム工学専攻」の「技術英語購読」では，各人の研究

内容を英語論文としてまとめて発表させ，他のメンバーと英語で討論させることにより英会話力の向上

を図っている。資料５－６－①－４は，学生がまとめた英語論文の一例である。 
さらに，「情報処理基礎演習Ⅰ，Ⅱ」，「情報処理応用演習Ⅰ，Ⅱ」や「情報システム演習Ⅰ，Ⅱ」

では，情報リテラシーの修得，パソコンに関する様々な高度な技術やプログラミングに関する素養の育

成などを図っている。また「画像処理」などでも，情報機器を積極的に活用している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切な学習指導法の工夫がなされている。 
必須科目である「特別実験」と「特別研究」を合わせれば，これらは専門科目の修得単位数の半分を

占めており，本専攻科の目的である高度な知識を備えた実践的技術者の育成という観点から見て，講義，

実験・実習のバランスは適切である。「特別実験」では複数教員による授業を行なってており，「工学

倫理」では対話・討論型の授業が，また，情報機器の積極的な活用を行っている授業もあり，学習指導

法の工夫を行なっている。 
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資料５－６－①－１Ａ 専攻科のシラバスの例（様式Ａ） 

 
出典：シラバス２００７
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資料５－６－①－１Ｂ 専攻科のシラバスの例（様式Ｂ） 

出典：シラバス２００７
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資料５－６－①－２ 工学倫理の実践例 

出典：「工学教育」第54巻 第１号 2006
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資料５－６－①－３ 課題探求型の授業の例 
 

 
出典：「情報システム」担当教員保管資料
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資料５－６－①－４ 学生がまとめた英語論文の一例 

 
出典：「英語講読」担当教員保管資料

 
観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行われ

ているか。 
（観点に係る状況） 
創造性の育成はおもに「特別実験」と「特別研究」で行われている。 
「機械・制御システム特別実験」では，実験を通して機械・制御システムに関する専門知識を深める

と同時に，自主的に取り組むことにより課題探求能力をはじめ，実験計画立案能力，データ解析能力な

どの育成を図っている。また，機械系学科と電子制御系学科の出身者に対し，他学科に関係の深い実験
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を別々に与えるなどして，幅広い実験技術の修得を可能なように配慮している。 
「電子・情報システム特別実験」では，計測，制御，シミュレーション等に対応した実験テーマを幾

つか設定し，その中から学生が自分でテーマを選択しその実験に自主的・自発的に取り組むことにより，

研究能力や創造力の育成を図っている。 
「特別研究」では，特徴ある研究課題に意欲を持って取り組むことにより，創意工夫を繰り返しなが

ら問題発見能力や課題解決能力の育成を図っている（資料５－６－②－１，２）。また，企業等との共

同研究も積極的に取り入れている。資料５－６－②－３は，平成18年度入学生の特別研究のテーマ一覧

であり，特に電子・情報システム工学専攻の２，４，８番などは企業等との共同研究である。 
本専攻科では「特別研究」の一環として，30時間程度の校外実習（インターンシップ）を義務づけて

いる。さらに，140時間程度の長期インターンシップを選択科目（２単位）として単位認定することに

し，上記短期校外実習と選択できるようにした（資料５－６－②－４）。従って専攻科生は，全員校外

実習または長期インターンシップを行うことになっている。資料５－６－②－５は，その実施状況の一

覧である。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
創造性を育む工夫やインターンシップの活用がなされている。 
「特別実験」と「特別研究」では，学生が自ら進んで試行錯誤を繰り返しながらも課題に取り組むと

いった課題探求型の授業を目指すことにより，創造性を育成するように配慮している。 
また，「特別研究」の一環として校外実習（あるいは長期インターンシップ）が行われている。 
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資料５－６－②－１Ａ 機械・制御システム「特別研究」のシラバス（様式Ａ） 

 

出典：シラバス２００７
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資料５－６－②－１Ｂ 機械・制御システム「特別研究」のシラバス（様式Ｂ） 

 
出典：シラバス２００７ 
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資料５－６－②－２Ａ 電子・情報システム「特別研究」のシラバス（様式Ａ） 

出典：シラバス２００７
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資料５－６－②－２Ｂ 電子・情報システム「特別研究」のシラバス（様式Ｂ） 

 

出典：シラバス２００７ 
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資料５－６－②－３Ａ 特別研究テーマ一覧（平成18年度） 
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出典：学内ホームページ

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/homepage/senkou/toku-ken/theme06.htm
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資料５－６－②－４ 津山工業高等専門学校専攻科長期インターンシップ実施要項（抜粋）  
  （趣旨） 
第１条 この要項は，津山工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則別表第３に掲げる授業科目「長期インター

ンシップ」に関し，必要な事項を定めるものとする。 
  （長期インターンシップの目的） 
第２条 長期インターンシップは，本校の学生を，国及び地方公共団体の機関並びに企業等の法人（以下「就業体験機

関」という。）に派遣し，専門領域における就業を体験させ，高度な知識・技術を学び，実務能力を高めるとともに，

産業界の実状を把握し，課題探求・解決能力を磨きながら，自身の習得知識や技術が実社会で如何に活用できるかを理

解させ，併せて社会人，技術者としての心構えを体得させることを目的とする。 
 （授業内容） 
第３条 長期インターンシップは，就業体験機関における研修（以下「就業体験」という。）のほか，就業体験実施前

のオリエンテーション及びガイダンス（キャリア教育を含む。），就業体験実施後の長期インターンシップ報告書（以

下「報告書」という。）の作成並びに長期インターンシップ報告会又は発表会（以下「報告会等」という。）の実施を，

その授業内容に含むものとする。 
 （就業体験） 
第４条 就業体験の実施時期は，原則として第１学年の夏季休業期間中とする。ただし，特別な事情がある場合の取扱

いについては，本校専攻科運営委員会（以下「委員会」という。）において審議し，決定するものとする。 
２ 就業体験の期間は，概ね４週間（140時間以上）とする。 
３  就業体験学生は，就業体験機関の定める諸規則及び当該機関における指導責任者の指示を遵守し，研修を行わなけ

ればならない。 
 （就業体験機関） 
第５条 就業体験機関は，委員会の議に基づき，校長が指定するものとする。 
 （履修手続き） 
第６条  長期インターンシップを履修しようとする学生（以下「就業体験学生」という。）は，所定の期日までに長期

インターンシップ履修願（別紙様式第１号）を校長に提出し，その許可を受けるものとする。 
２ 就業体験学生は，所定の期日までに，就業体験申込書（別紙様式第２号）及び誓約書（別紙様式第３号）を学生課

へ提出するものとする。 
３  前項の就業体験申込書について，就業体験機関所定の様式がある場合は，当該様式をもってこれに替えることがで

きる。 
（途中省略） 

 （実施証明書） 
第10条 校長は，就業体験機関に対し，就業体験学生の指導を依頼するとともに，就業体験終了後は，当該学生の就業

体験に関する評定を行い，その評定結果を，就業体験実施証明書（別紙様式第４号。以下「実施証明書」という。）に

より，厳封のうえ本校に通知するよう依頼するものとする。 
 （報告書及び報告会等） 
第11条 就業体験学生は，就業体験の終了後，所定の期日までに，任意の様式により報告書を作成し，担当教員を経て，

専攻主任に提出するものとする。 
２ 就業体験学生は，本校が設定する報告会等において，報告書に基づき，就業体験の内容及び感想等を報告若しくは

発表するものとする。 
 （評価及び単位の認定） 
第12条 専攻主任は，次の各号により就業体験の成果を評価し，委員会の審議を経て，専攻科長が単位の認定を行うも

のとする。 
(1) 長期インターンシップの単位は，就業体験機関における履修１日を７時間と換算し，概ね４週間（140時間以上）

をもって２単位とする。 
(2) 長期インターンシップの評価は，第10条に規定する実施証明書，前条に規定する報告書・報告会等に基づき，10
0点法で行うものとする。 

 
 出典：学生課資料
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資料５－６－②－５ 校外実習先一覧（平成18年度） 

出典：学生課資料

 
観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，教

育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用されて

いるか。 
（観点に係る状況） 
専攻科課程シラバスは，準学士課程シラバスと同様，「科目にかかわる情報」を示す様式Ａと「授業

にかかわる情報」を示す様式Ｂからなり，それぞれＡ４，１頁で掲載されている（前出資料５－６－②

－２Ａ～Ｂ）。 
様式Ａでは，授業科目の教育課程系統図における「学習の分野」と「基礎となる学問分野」を載せる

とともに，「授業の概要」，「学習目的」，「到達目標」を示している。あわせてその科目の教育課程

における位置や他科目との関係がわかるように「基礎科目」と「関連科目」を記載している。また，「学

習・教育目標」と「技術者教育プログラムとの関連」欄では，「機械・制御システム工学」及び「電子

・情報システム工学」教育プログラムが掲げる学習・教育目標との対応を記している。15時間の授業と

授業以外の学修を含めて，45時間の学修を１単位とする科目については，そのことを「履修上の注意」

欄に明記している。 
様式Ｂでは，「授業の方法」に続いて「授業計画」欄がある。この欄は「授業時間内の学習内容」と

「授業時間外の学習内容」に分かれている。前者では週ごとの授業内容を示し，後者ではレポート課題

など授業時間外での課題を明記しており（前出資料５－６－②－２Ｂ），学生の準備学習や自学・自習
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等に配慮したものとしている。「成績評価方法」欄では，成績評価の方法を明記している。 
シラバスは２専攻まとめた形で製本し，専攻科生全員に配布している。また，本校の公式ホームペー

ジにも掲載している。科目担当教員は，シラバスを用いた科目ガイダンスを行っており，新入生に対し

ては，入学時のオリエンテーションにおいてシラバスを有効に活用するよう指導している。シラバスは，

選択科目の履修計画を立てる際などに学生によって利用されている。また，学生による授業評価アンケ

ートの結果などを反映しながら毎年更新している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切に整備され活用されている。 
シラバスは「科目にかかわる情報」を示すページと「授業にかかわる情報」を示すページとからなっ

ており，その中で学習目的，授業の概要や技術者教育プログラムの教育目標との対応，あるいは学生の

授業時間外の学習における課題を明示するなど，充実した内容になっている。シラバスは専攻科生全員

に配布され活用されている。 
 
観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能の

活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）が行

われているか。 
（観点に係る状況） 
本校では「特別研究」を専攻科の最も重要な科目と考え，次のような方法で指導を行っている。資料

５－７－①－１は，「特別研究」の単位認定基準である。 
研究テーマの選定については，基本的には研究指導可能な教員が提示したテーマの中から学生が入学

までに選定することとしている。すなわち研究テーマについては指導教員が中心となって決めているが，

可能であれば地域企業等との共同研究的なものを取り入れるように配慮している。 
学生は１年次の６月に行われる「特別研究テーマ発表会」において，自分が取り組もうとしている研

究について，その研究の背景や進め方等について発表をすることになっている（前出資料５－６－②－

３）。これは研究についての心構えをするきっかけとすることや，指導教員以外の教員のアドバイスを

受けること及びプレゼンテーション力をつけることをおもな目的として行っている。このように自分の

研究しようとしている内容を学生自身が公に発表することにより，複数教員からのアドバイスなどを得

られるように配慮している。 
次に，研究の進み具合をチェックしその後の進め方のアドバイスを受けるために，２年次の４月に「特

別研究中間発表会」を行い，それまでの研究経過や結果と今後の研究課題について発表している。なお，

中間発表会の代わりに，同時期に開催される中国四国地区高専専攻科生研究交流会で発表しても良いこ

とにしている。 
研究が終了した後，「特別研究発表会」において校内での最終的な発表を行い，専攻科運営委員など

複数の教員による評価を受け，さらに研究成果を報告書として提出することにしている。報告書は，研

究指導教員以外の教員（副査）が査読をし，意見を述べるようにしている。学生はその意見について研

究指導教員と相談の上，必要ならば訂正や書き直しをして最終報告書としている。このように，できる

限り複数の教員の指導を受けるよう配慮している。 
特別研究の結果は，学会発表等の学外で発表することが義務づけられている。少なくとも専攻科修了

までに最低１回以上の学外発表が必要とされる。これは研究の内容を外部の専門家に評価してもらうた
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めである。資料５－７－①－２は，平成18年度の学外発表の一覧（抜粋）である。 
さらに本校では，学外実習を行っていることが「特別研究」の単位を修得するための必要条件のひと

つとして課されている。また，教育研究支援センターの技術職員も実験の装置製作等に協力している。

資料５－７－①－３に，専攻科生・技術職員等の共同研究例を示す。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
ふさわしい研究指導が行なわれている。 
学生は基本的に教員が提示したテーマを研究課題としているが，可能であれば地域企業等との共同研

究的なものを取り入れるように配慮している。「特別研究テーマ発表会」や「特別研究中間発表会」で

自分の研究状況を公開することで，複数教員からのアドバイスなどを得られるように配慮している。報

告書は，指導教員以外の教員（副査）の意見を仰ぐことが必要とされており，ここにも複数教員指導体

制を取っている。また，教育研究支援センターの技術職員による研究補助も行われている。 
 

資料５－７－①－１ 特別研究単位認定基準 

 専攻科では、原則として次の条件を満たしているものについて特別研究の単位を認定します。 
 
１．特別研究報告書が定められた期限内に提出されていること。 
２．特別研究担当教官が、日ごろの研究態度、報告書等から単位認定相当と評価していること。 
３．副査が特別研究報告書を適切である評価していること。 
４．特別研究発表会で発表していること。 
５．外部発表を行っていること。 
６．校外実習を行っていること。（免除された者を除く） 
 
（注） 
（１）３．について 
  指導教官の他に専攻科が依頼したもう一人の教官（副査）が報告書に目を通します。 
  その副査の教官が、訂正を求めたり、説明を求めたり、アドバイスを行ったりすることがあります。 
  その場合は、指導教官の了解のもとに訂正、書き直し等を行って下さい。 
  こうして作成した正式の報告書（保存用）を指定された期限までに専攻主任に提出して下さい。 
（２）５．について 
  指導教官から頂いている報告書によって判断しますが、近々発表予定等の事情も配慮します。 
 

出典：学内ホームページ

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/homepage/senkou/toku-nintei.htm
 
 
 
 
 
 
 



津山工業高等専門学校 基準５ 

 170

資料５－７－①－２ 平成18年度特別研究の学外発表の一覧（抜粋） 
☆機械・制御システム工学専攻 
・視線インタフェースを用いたロボット操作システムの評価 
林田 泰明、井上 浩行、薮木 登 
（第 15 回計測自動制御学会中国支部学術講演会、平成 18 年 11 月 18 日） 

・遠心ポンプの回転数制御による気体混入時の揚程改善効果について 
高田 大喜、鳥越 裕貴、佐藤 紳二 
（計測自動制御学会中国支部津山地区計測制御研究会、平成 19 年 2 月 3 日） 

・顕微作業支援のための精密ステージの試作 
天野 健二、野村健作 
（日本機械学会中国四国学生会 第37回学生員卒業研究発表講演会、平成19年3月6日） 

・2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール(AMP)水溶液中へのCO2ガスの吸収 
池田靖貴、樋口敏三 
（日本機械学会中国四国学生会 第37回学生員卒業研究発表講演会、平成19年3月6日） 

・樹脂封止におけるトライアックのシリコン基板に生じるひずみ 
中原 弘明、柴田 政勝 
（日本機械学会中国四国学生会 第37回学生員卒業研究発表講演会、平成19年3月6日） 

・組み合わせ型レスキューロボットの開発 
藤岡 紘 
（日本機械学会中国四国学生会 第37回学生員卒業研究発表講演会、平成19年3月6日） 

 
☆電子・情報システム工学専攻 
・動的ネットモデルにおける捕捉能力の改善に関する検討 
古林 佑介、薮木 登、鷲見 育亮、松前 進、福本 善洋、副井 裕 
（第 19 回回路とシステム軽井沢ワークショップ、平成 18 年 4 月 25 日） 

・A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRODE MATERIALS AND CHARACTERISTICS OF 
CCFL’S NEGATIVE GLOW PLASMA 
北本 良太、植月 唯夫、武田 雄士、福政 修 
（33rd IEEE International Conference on Plasma Science、平成 18 年 6 月 6 日） 

・無電極ランププラズマ特性の径方向分布に関する研究 
上田 雅弘、植月 唯夫 
Ｈ18 年度（第 39 回）照明学会全国大会、平成 18 年 8 月 24 日 

・蛍光灯の電極スポットの時間的変化に関する研究 
三宅 秀明、植月 唯夫 
Ｈ18 年度（第 39 回）照明学会全国大会、平成 18 年 8 月 24 日 

・半導体モジュールパッケージの汚損耐電圧特性の検討 －第２報 沿面形状の影響検討－ 
小川 友也、田辺 茂 
（平成 18 年電気学会 電力・エネルギー部門大会、平成 18 年 9 月 15 日） 

・超格子バッファー層を用いた Si 基板への青色発光素子の作製に関する検討 
大森 靖之、浦上 法之、中村 重之、伊藤 國雄 
（平成１８年度電気・情報関連学会中国支部連合大会、平成 18 年 10 月 21 日） 

・Cu(Ga1-xAlx)S2半導体を用いた青色発光素子の検討  ―結晶成長― 
甲田 隆志、清原 浩之、中村 重之、伊藤 國雄 
（平成１８年度電気・情報関連学会中国支部連合大会、平成 18 年 10 月 21 日） 

・不純物を添加した超伝導体Ｙ123 の特性に関する検討 
平田 真之、木山 拓也、原田 寛治、伊藤 國雄 
（平成１８年度電気・情報関連学会中国支部連合大会、平成 18 年 10 月 21 日） 

・地域組織の情報化支援Ⅴ－セキュリティに配慮したシステムの構築－ 
松本 哲始、高橋 原野、鳥家 康弘、寺元 貴幸、岡田 正 
（平成１８年度電気・情報関連学会中国支部連合大会、平成 18 年 10 月 21 日） 

・CuGa1-xAlxS2を用いた青色発光素子の基礎検討 
甲田 隆志、清原 浩之、中村 重之、伊藤 國雄 
（IEEE 広島支部学生シンポジウム、平成 18 年１１月２５日） 
（以下省略） 
 

出典：平成18年度専攻科「学術講演論文集」
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資料５－７－①－３ 専攻科生・技術職員等共同研究例 

 
 

出典：津山工業高等専門学校紀要 第47号 2005
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知され

ているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適切に

実施されているか。 
（観点に係る状況） 
成績評価と修了に関する規程として，「専攻科の授業科目の履修等に関する規程」が定めている（前

出資料５－５－③－１）。この規程は，学生全員に配布する学生生活ガイドブック及びシラバスに掲載

し周知している（津山高専公式ホームページにも掲載している）。また，新入生に対しては，入学時の

オリエンテーションにおいて説明している。 
この規程に基づき，シラバスにおいて科目ごとに成績評価方法を明示し（前出資料５－６－②－１Ｂ），

これに沿って具体的な成績評価を行っている（全科目の試験答案等については，訪問調査時に提示可能）。

また，学修単位科目については観点５－６－③に述べたように，そのことをシラバスに明記することに

よって学生への周知を図っている。修了認定は，全教員が出席する修了認定会議で決定している。修了

認定会議は，学生の成績一覧を基に適切に実施している（資料５－８－①－１）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
規程が策定・周知され，認定等が適切に実施されている。 
成績評価と修了に関する規程を制定して，学生生活ガイドブックやシラバスなどに掲載することによ

って，学生への周知を図っている。これらの規程に基づいて，成績評価を適正に行っている。また，修

了判定会議も適正に実施している。 
 

資料５－８－①－１ 平成18年度専攻科学年末成績一覧 

出典：学生課資料



津山工業高等専門学校 基準５ 

 173

（２）優れた点及び改善を要する点 
（優れた点） 

・ 準学士課程においては，学年間の関連などを考慮して授業科目を配置しており，教育の目的に照ら

して教育課程を体系的に編成している。特に学生の自主性・自発性や創造性の育成を主目的とした自

発的学習科目と呼ばれる科目群を，低学年から高学年に渡ってカリキュラムの中に組み込んでおり，

それによって自主的に問題に取り組む態度や創造性の育成を重視した教育課程になっている。シラバ

スは，「科目にかかわる情報」と「授業にかかわる情報」など必要な情報を盛り込んでおり，充実し

たものになっている。 
・ ホームルームを中心とした特別活動やクラブ活動，さまざまな生活指導や各種講演会の実施などが

活発を行っており，人間性の素養の涵養を図っている。 
・ 専攻科課程については，準学士課程の専門性をさらに深める教育課程となっており，JABEE基準

に対応した教育プログラムの策定などによって，お互いの連携を考慮した教育課程になっている。カ

リキュラムは「特別研究」を中核とした形で，教育の目的を達成するために体系的に編成している。

また，最新の技術の動向や社会の動きなど幅広い情報を学生に提供するものとして「先端技術特別講

義」や「ボランティアレクチャー」を行っている。シラバスにはレポート課題の内容を明記するなど

して，学生の自学自習への配慮した準学士課程のシラバスと同様充実したものになっている。また，

「特別研究」では，複数教員の指導や助言が受けられるように配慮している。 
 
（改善を要する点） 

・ 準学士課程における学外実習の受講者数を今以上に増やすための工夫が必要である。 
 
（３）基準５の自己評価の概要 
＜準学士課程＞ 

 教育の目的に照らして，一般科目と専門科目の配置あるいは理数系基礎科目と専門科目の配置などを

考慮し，さらに学年間での授業科目の関連を示した系統図を作成するなど，教育課程を体系的に編成し

ている。また，学生の自主性や自発性，考える力や創造性の育成を主目的とした自発的学習科目と呼ば

れる科目群を導入しており，低学年から高学年に渡って体系的に配置している。専門科目における自発

的学習科目の占める割合は必須科目の単位数の19％を越えており，量的に見ても自発的学習科目は教育

課程の中で重要な位置を占めている。すなわち，教育課程が全体として創造性の育成を重視し，かつ，

それを実践できるとうな形に編成している。授業内容についても，学科ごとにそれぞれ特徴ある工夫を

している。また，学生の多様なニーズに応えるものとして，４年と５年次のカリキュラムには選択必修

科目という科目群を設けている。 
 授業形態の面からは，演習形態の授業科目のほとんどが自発的学習科目になっており，創造性の育成

を主眼として低学年から配置している。さらに実践的技術の育成に資するものとしての実験・実習は，

すべての学年にほぼ同じ比重で配置している。量的にも十分であり，講義，演習，実験・実習のバラン

スは適切である。また，自発的学習科目や実験・実習科目はその目的に沿ったものとして，ほとんどが

少人数授業である。 
 シラバスは当該科目の教育課程における位置づけを載せるとともに，「学習目的」，「到達目標」，

「授業の方法」，「授業計画」や担当教員から学生へのメッセージとしての「受講上のアドバイス」欄

を設けるなど充実したものになっており，学生への周知のための努力も行なっている。 
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 成績評価や進級・卒業認定については，それに関する規程を制定し，学生生活ガイドブックや津山高

専公式ホームページに掲載し，学生への周知も行っている。成績評価はこの規程に基づき，シラバスの

「成績評価方法」欄に記した方法によって，各教員が行っている。また，全教員が出席する進級・卒業

判定会議において，進級・卒業認定を適切に実施している。 
 特別活動は，ホームルーム活動，学校行事，学生会活動と分類され，年間のおもな計画をシラバスに

掲載している。特にホームルーム活動は，シラバスに沿った形で各教員によって行われており，人権教

育をホームルーム活動の一部として実施している。１年生は混合学級であるが，自分の所属学科に分か

れての学科ごとのホームルームも並行して行っている。課外活動は活発であり，ほとんどの教員が部の

指導教員となって指導にあたっている。また，ロボットコンテスト，プログラミングコンテストなどへ

も参加している。学生生活委員会を中心とした指導のもとで，校内外清掃などの行事や交通安全講習会

などの各種講演会も実施しており，生活指導面での工夫もしている。 
 
＜専攻科課程＞ 

 日本技術者教育認定機構（JABEE）の基準に対応した技術者教育プログラムを策定している。この

プログラムにより準学士課程と専攻科のカリキュラムはお互いの連携を考慮したものになっており，出

身学科の専門をさらに深められるように系統的に編成している。また，技術者教育プログラムの掲げる

学習・教育目標を達成するために必要な修得科目の流れを示した系統図を作成している。専攻科の授業

科目は，一般科目，専門共通科目，専門科目という科目群からなり，「特別研究」を中核とした形で教

育目標を達成するために体系的に編成している。また，技術者倫理を深めるものとして「環境科学」や

「工学倫理」などを配している。 
 新しい技術の動向や社会の情勢など幅広い内容が学べるように「先端技術特別講義」や「ボランティ

アレクチャー」を行っている。また，社会からの要請に応えるものとして，長期履修学生制度・社会人

コースを設けている。 
 専攻科の目標を達成するために中心となるのは専門科目である。なかでも「特別実験」と「特別研究」

は必修科目であり，専門科目の修得単位数40単位以上に比して半分の20単位を占めている。「特別研究」

が専攻科科目の中核であることから見ても，講義と実験のバランスは適切である。また，教材の工夫や，

対話・討論型の授業の実施，情報機器の活用など，学習指導法の工夫を行っている。 
 創造性の育成は，おもに「特別実験」と「特別研究」で行っている。特に「特別研究」では，特徴あ

る研究課題に意欲を持って取り組むことにより，研究能力，課題解決能力などの育成を図っている。ま

た，「特別研究」の一環として校外実習（あるいは長期インターンシップ）を義務づけている。 
 「特別研究」では，「特別研究テーマ発表会」や「特別研究中間発表会」で自分の研究テーマや進行

状況などを発表することにより，指導教員以外の教員のアドバイスを受けられるように配慮している。

さらに，研究報告書作成においても複数教員による指導を受けるようになっている。また，研究結果に

ついては，学会発表等の学外発表を行うことを義務づけている。 
 シラバスは準学士課程におけるものと同様充実したものになっており，技術者教育プログラムの学習

・教育目標との対応や，授業時間外での学習に考慮したレポート課題の提示などもしている。学生への

周知も行なっており，選択科目の履修計画を立てる際などに学生によって活用されている。 
 成績評価と修了認定についの規程を定めており，学生生活ガイドブック及びシラバスに掲載すること

によって周知している。また，この規程に従って成績評価と修了認定を，適切に行っている。 
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基準６ 教育の成果 
観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修了）

時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状況を把

握・評価するための適切な取組が行われているか。 
（観点に係る状況） 
本校では，目的に沿った形で課程に応じて学生が卒業（修了）時に身につける学力や能力・資質をシ

ラバス等に明確に記し，達成度を確認している（前出資料１－１－①－１～１７）。シラバスに従って

教育を行い，その達成状況を確認するための取り組みとして，規程（前出資料５－３－①－１，前出資

料５－５－③－１）に基づいて各科の進級判定予備会議（資料６－１－①－１）を経て進級判定会議（資

料６－１－①－２）を，各科の卒業判定予備会議（資料６－１－①－３）を経て卒業判定会議（資料６

－１－①－４）を行っている。卒業研究の合否の判定は，複数の教員による審査によって行っている。

例えば電気電子工学科では，資料６－１－①－５のような評価シートを用いて，卒業研究での卒業時に

身につける学力や能力・資質を学生が身につけているかを確認している。 
専攻科課程では，修了判定予備会議（資料６－１－①－６）を経て修了判定会議（資料６－１－①－

４）を行っている。JABEE に認定された教育プログラムを実施しており，修了時に身につける学力や

能力・資質ごとに教育プログラム認定記録（資料６－１－①－７）を用いて達成状況を確認している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
適切な取り組みが行われている。 
両課程ともに卒業（修了）時に身につける学力や能力・資質を明確に定め，その達成状況に基づいて

卒業や修了の判定を行うシステムが確立している。 
 

 
資料６－１－①－１ 進級判定予備会議議事録（機械工学科） 

 
平成18年度進級判定予備会議 

日時：平成18年3月16日（金）9:00～ 

場所：本館2階リフレッシュ室 

1．M-3の成績状況について 

藤原教員より，M-3の成績状況について報告があった．報告に基づいて進級判定を行ったところ，休学者1名，進

級条件に満たない者3名を除く39名の進級を認めることを原案として進級判定会議に提出することが決定された．

なお，特別活動は計40時間であり，欠課数8以下が修得となるため，未修得者はなかったこと，および進路変更者

が3名いることが報告された． 

2．M-4の成績状況について 

佐藤教員より，M-4の成績状況について報告があった．報告に基づいて進級判定を行ったところ，進級条件に満た

ない者1名を除く37名の進級を認めることを原案として進級判定会議に提出することが決定された． 

なお，余剰単位数の少ない学生については，卒業までの単位取得計画を立てるよう指導することが確認された．

3．M-1の成績状況について 

加藤教員より，M-1の成績状況について報告があった． 

4．訂正事項 

北條教員より，M-2の実験実習Ⅱの欠課数が間違っているので，訂正したいとの連絡があった． 

出典：平成 18 年度 機械工学科進級判定予備会議議事録
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資料６－１－①－２ 進級判定会議議事録（抜粋） 
                      平成１８年度 第４回臨時教員会議議事録 
日 時 平成１９年３月１６日（金） １３時～１４時３３分 
場 所 会議室 
議 事 
Ⅰ 審議事項 
 １ 進級判定について 
   福田教務主事から，進級判定の審議にかかる前に，資料「平成１８年度第２～４学 
  年単位認定試験結果一覧表」に基づき，単位認定試験に合格した学生の単位を認定し 
  ていただきたい旨の説明があり，承認された。 
   次に，福田教務主事から，配付資料（正誤表，平成１８年度第１～４学年成績一覧 
  表）の説明と，津山工業高等専門学校の学業成績の評価並びに各学年の課程修了及び 
  卒業の認定に関する規程第１３条に定める進級要件についての説明があった。 
   引き続き１，２年生については学年主任及び学級担任から，３，４年生については 
  各学科主任から，学年成績一覧表に基づき進級判定予備会議の報告があり，審議の結 
  果，次の５６名を除いた学生の進級を認めた。 
 （進級判定不合格者） 
  １年生（９名） 
   １年１組（２名） 
   １年２組（５名） 
   １年３組（１名） 
   １年４組（１名） 
  ２年生（１３名） 
   機械工学科（３名） 
   電気電子工学科（１名） 
   電子制御工学科（５名） 
   情報工学科（４名） 
  ３年生（１９名） 
   機械工学科（４名） 
   電気電子工学科（５名） 
   電子制御工学科（７名） 
   情報工学科（３名） 
  ４年生（１５名） 
   機械工学科（１名） 
   電気電子工学科（７名） 
   電子制御工学科（１名） 
   情報工学科（６名） 
 

 
出典：平成 18 年度 第４回臨時教員会議議事録

 
資料６－１－①－３ 卒業判定予備会議議事録（電気電子工学科） 

 
      平成１８年度 第４回電気電子工学科臨時教室会議議事録 
日時 平成１９年３月７日（水） １０：００～１０：３０ 
場所 電磁気応用実験室 
 参加者：電気電子工学科教員 
 書記：下西 
 欠席：原田（長野高専へ出向中）,中村（学会出張），八木(出張） 
議題１．卒業判定予備会議 
  配布資料の正誤を確認後,５年生全員（40 人）卒業に必要な単位を修得していることを確認，全員の卒業を認

めるとの原案とした。 

出典：平成 18 年度 電気電子工学科卒業判定予備会議議事録
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資料６－１－①－４ 卒業修了判定会議議事録 
                      平成１８年度 第３回臨時教員会議議事録 
日 時 平成１９年３月７日（水） １３時～１３時３５分 
場 所 会議室 
議 事 
  福田教務主事から，卒業（修了）判定の審議を行う前に，資料「平成１８年度第５学 
 年単位認定試験結果一覧表」に基づき，単位認定試験に合格した学生の単位を認定して 
 欲しい旨の発言があり，全員の単位認定が認められた。 
Ⅰ 審議事項 
 １ 卒業判定について 
   福田教務主事から，配付資料「平成１８年度第５学年成績一覧表」と卒業認定要件 
  についての説明があり，続いて各専門学科主任から以下のとおり卒業判定予備会議の 
  結果報告があった。 
     機械工学科   ３５名全員が卒業要件を満たしている。 
     電気工学科   ４０名全員が卒業要件を満たしている。 
     電子制御工学科 ４１名全員が卒業要件を満たしている。 
     情報工学科   ○番を除く３９名が卒業要件を満たしている。 
   以上の報告を受け，審議を行った結果，機械工学科３５名，電気工学科４０名，電 
  子制御工学科４１名，情報工学科３９名，合計１５５名の卒業を認定した。 
 ２ 修了判定について 
   下西専攻科長から，配付資料「平成１８年度専攻科第２学年成績一覧表」と専攻科 
  修了要件についての説明があり，続いて各専攻主任から以下のとおり修了判定予備会 
  議の結果報告があった。 
     機械・制御システム工学専攻 ○番を除く１１名が修了要件を満たしている。 
     電子・情報システム工学専攻 ○番を除く１１名が修了要件を満たしている。 
   以上の報告を受け，審議を行った結果，機械・制御システム工学専攻１１名，電子 
  ・情報システム工学専攻１１名，合計２２名の修了を認定した。 

 
出典：平成 18 年度 第３回臨時教員会議議事録

 
資料６－１－①－５ 卒研発表評価シートの例 

 
出典：電気電子工学科卒業研究発表会資料

課題研究 発表評価シート 評価者名   
 ・（1）～（５）は各項目ごとに 5 点満点で採点する   
 ・ｺﾒﾝﾄ欄には特に良い点，悪い点を記載する   

学生

名 

（1）問題設

定能力 
（目的の明確

さ） 

（2）問題の

解決能力 
(手段の妥当

性） 

（3）創造

力 
（工夫があ

るか） 

（4）理論的説

明能力 
（内容をしっか

り理解し説明で

きているか） 

（５）発表態度

（発表資料・説明

のわかりやすさ） 合計 コメント欄 
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資料６－１－①－６ 専攻科修了判定予備会議議事録 
 

                          委  員  会  等  報  告  書 
委員会等名 ：  平成１８年度第１６回専攻科運営委員会   
開 催 日 ： 平成１９．３．７（水）９：０５～９：３５ 
報 告 者 名 ：  専攻科長 下西 二郎 
事項及び要旨 
１．専攻科修了予定学生の成績について 
  資料（修了判定用成績一覧）に基づき説明があり，専攻科２年生の修了認定に必要な単位数 
を修得出来なかった２名（ＭＳ＝○○・ＥＣ＝○○）について確認した。 
  特に，ＥＣ＝○○の未修得科目（特別研究等）に関して，検討した。当該学生は， 
平成１８年１０月から平成１９年３月まで休学したが，新年度，前期中に当該科目の単位を修 
得し，修了する予定である。（平成１８年９月３０日付）なお，修了式は本人の意向により， 
９月末に行うか，年度末（３月）に出席するかを決めることとした。併せて，ＪＡＢＥＥ認定 
修了についても検討し，表３との関連説明並びに担当教員への指導依頼を含む周知徹底の必要 
性等を再確認した。 
２．専攻科１年生の学年末成績について 
  資料（進級判定用成績一覧）に基づき説明があり，専攻科１年生の学年末成績について確認 
した。関連して，『認定プログラム表Ⅲ』の周知徹底及び担当教員に依頼して，指導すること 
も確認した。 

 
出典：平成 18 年度 第 16 回専攻科運営委員会議事録
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資料６－１－①－７ 教育プログラム認定記録 
氏名　　 教育プログラム認定記録 【 E →EC 】

A1 A2 A3 B C D E F1 F2 F3 G H a b c 3年 4年 5年 1年 2年 A1 A2 A3 B C D E F1 F2 F3 G H a b c 3年 4年 5年 1年 2年

2 2 2 25 2 60

2 2 2 25 2 66

1 1 1 22.5 1 77 2 2 2 2 25 2 69

1 1 1 22.5 1 85 2 2 2 25 2 86

1 1 1 22.5 1 63 2 2 2 25 2 66

2 2 2 45 2 66 2 2 2 2 2 25 2 63

1 1 1 22.5 1 75 1 1 1 1 1 25 1 79

2 2 2 45 2 84 1

3 3 3 67.5 3 88 2 2 2 25 2 83

11 11 6 1 2 2 247.5 11 2 2 2 25 2 79

2 2 2 2 25 2 78

2 2 2 45 2 78 2 2 2 2 25 2 62

2 22 21 6 12 1 2 3 3 4 2 25 250 21

2 42 41 6 12 21 2 23 23 16 20 2 16 16 25 1000 41

2 2 2 45 2 73 74 73 20 12 21 8 25 23 16 20 6 24 16 150 225 1075 67

2 2 2 45 2 68

2 2 2 45 *59 159 146 50 23 26 21 39 37 25 30 9 35 16 577.5 405 2042.5 132

2

2

16 8 6 180 6 2 16 16 16 18 16

27 19 12 1 2 2 427.5 17 250 250 900

A1 A2 A3 B C D E F1 F2 F3 G H a b c

2 2 2 45 2 96 年 月

2 2 2 45 2 69

2 2 2 45 2 77 １）学習保証時間 
2 2 2 45 2 88 a 人文科学，社会科学など(語学教育を含む)の学習(>250)
2 2 2 45 2 81 b 数学，自然科学，情報技術の学習(>250)
2 2 2 45 2 82 c 専門分野の学習(>900)
2 2 2 45 2 81

2 2 2 45 2 68 ２）学習教育目標(単位) 
2 2 2 2 45 2 75 A 技術に関する基礎知識の深化(>50)
2 2 2 45 2 90 B 地球的視野に立った人間性の育成(>2)
1 1 1 22.5 1 63 C 情報技術の修得(>16)
2 2 2 45 2 63 D デザイン能力の育成(>16)
1 1 1 22.5 1 80 E 研究能力の育成(>16)
2 2 2 2 45 *30 F コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の育成(>18)
2 2 2 45 2 76 G 技術者倫理の理解(>18)
1 1 1 22.5 *56 H 地域社会との連携(>16)
1 1 1 22.5 1 100

3 3 3 3 67.5 *50 ３）積算基準時間数
3 3 3 3 67.5 3 78 本 科 1単位＝45分×30回÷60分＝22.5時間
2 2 2 2 2 45 2 80 ただし，卒業研究の保証時間は時間割上の時間6単位
1 1 1 1 22.5 1 80   （45分×30回×6単位÷60分＝135時間）
9 9 9 9 9 9 9 9 135 9 合格 専攻科

48 48 30 6 5 1 13 14 9 9 1 9 180 832.5 42 講義 1単位＝50分×15回÷60分＝12.5時間
演習 1単位＝2単位時間×50分×15回÷60分＝25時間

2 2 2 45 2 84 実験 1単位＝3単位時間×50分×15回÷60分＝37.5時間
2

1 1 1 22.5 1 61

1 1 1 22.5 1 80

2 2 2 45 2 73

2

10 6 5 1 135 6

58 54 30 11 5 1 14 14 9 9 1 9 180 967.5 48

85 73 30 11 5 13 14 14 9 10 3 11 427.5 180 967.5 65

2 2 2 25 2 68

2 2 2 25 2 75

2 2 2 25 *58

2 2 2 2 25 *29

2 2 2 25 2 88

2 2 2 25 2 63

12 12 2 4 2 150 8

12 12 2 4 2 150 8

2 2 2 25 2 81

2 2 2 25 *47

2 2 2 25 2 81

2 2 2 25 2 66

2 2 2 2 2 25 2 84

2 2 2 25 2 68

2 2 2 2 25 2 76

1 1 1 25 1 66

1 1 1 25 1 70

2 2 2 25 2 92

2 2 2 2 25 2 81

20 20 14 4 2 6 200 75 18

20 20 14 4 2 6 200 75 18

4 4 4 4 4 150 4 89

16 16 16 16 16 16 16 16 16 600 16 合格

20 20 20 20 20 16 16 16 16 750 20

A1 A2 A3 B C D E F1 F2 F3 G H a b c

50 18

 『選択科目』

平成 年 月 卒業 電子・情報システム工学専攻

学籍番号

授業科目

学習
保証
時間

学習教育目標

履
修
単
位
数

単
位
数

修
得
単
位
数

本科

評価

専攻科

昭和　年　月　日生

電気工学科

学籍番号

【一般科目】

 『必修科目』

   現代文

   哲学

   法学

   体育Ⅱ

   英語Ⅳ

   ドイツ語Ⅰ

   体育Ⅰ

 『必修科目計』
 『選択科目』

   産業と商業

   産業と地理

   人間と生物

   人間と心理

   人間と社会

   人間と技術

   人間と美術
   産業と経済

 『選択科目計』

【一般科目計】
【専門科目】

 『必修科目』

   応用数学Ⅰ

   応用数学Ⅱ

   応用物理Ⅱ

   工学基礎

   機械工学概論

   電気回路Ⅱ

   電気磁気学Ⅱ

   通信工学

   制御工学

   電子計算機

   高電圧工学

   電気法規

   電子回路Ⅱ

   電力伝送工学

   電気材料

   電気機器Ⅲ

   電気機器設計

   発電工学

   電気工学実験Ⅳ

   電気工学実験Ⅴ

   外書輪読

   卒業研究

 『必修科目計』
 『選択科目』
   電子情報回路特論

   電気工学総論

   電気応用

   情報処理特論

   制御工学特論

   電気回路特論

 『選択科目計』

【専門科目計】

＊本科 合計＊

【一般科目】

 『選択科目』

   実践英語Ⅰ

   実践英語Ⅱ

   日中比較文化論

   日本古代文化史

   現代哲学

   社会科学概論

 『選択科目計』

【一般科目計】
【専門共通科目】

 『選択科目』

   線形代数学

   数理工学

   化学探究

   材料科学

   環境科学

   実験法の科学

   工学倫理
   情報処理応用演習Ⅰ

   電子・情報システム特別実験

 『選択科目計』

   情報処理応用演習Ⅱ

   システム制御工学

   生産管理工学

   電子・情報システム特別研究

学習教育目標

   回路網解析
   電子デバイス工学

   電力制御工学
   コンピュータシステム工学

   情報システム演習Ⅰ

【専門共通科目計】

【専門科目】

 『必修科目』

専攻科

   電磁気学特論

履
修
単
位
数

学習
保証
時間

修
得
単
位
数

授業科目
単
位
数

評価

本科

   情報システム演習Ⅱ

   数値解析特論

   画像処理
   ディジタル信号処理

教育プログラム修了

   技術英語講読

 『選択科目計』

【専門科目計】

＊専攻科 合計＊

 『必修科目計』

   情報システム

学習教育目標必要単位

必要学習保証時間

◎の目標の数

学位取得年月

--- 総合計 ---

出典：学生課資料
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につい

て，単位修得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等から，

あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育の成果や効果が

上がっているか。 
（観点に係る状況） 
準学士課程の平成 18 年度卒業生の単位取得状況（訪問資料６－１－②－１）と卒業判定予備会議議

事録（前出資料６－１－①－３）及び卒業判定会議議事録（前出資料６－１－①－４）から，卒業（修

了）時に身につける学力や能力・資質を身につけ卒業に必要な単位を修得していることが分かる。単位

修得状況（訪問資料６－１－②－２）と進級判定予備会議議事録（前出資料６－１－①－１）及び進級

判定会議議事録（資料６－１－①－２）から，各学年で必要な能力を身につけ単位を取得して進級して

いることが分かる。 
専攻科課程では，教育プログラム認定記録（前出資料６－１－①－７）に基づいて目標ごとに単位の

取得状況を把握しており，修了したすべての学生がこの目標に定めた単位を修得している（訪問資料６

－１－②－３）。 
 
訪問資料６－１－②－１ 準学士課程の平成 18 年度卒業生の単位取得状況 

 
出典：平成 18 年度 第３回臨時教員会議資料

 
訪問資料６－１－②－２ 単位取得状況（１年から４年） 

 
出典：平成 18 年度 第４回臨時教員会議資料

 
訪問資料６－１－②－３ 単位取得状況（専攻科２年） 

 
出典：平成 18 年度 第３回臨時教員会議資料

 
資料６－１－②－１，２に，準学士課程の平成 12 年から 18 年度までの退学者・留年者の状況を示す。

留年者数は，休学者と原級留置者の合計から退学者を減じたものである。進級率は平成 17 年度 91％，

18 年度 92％であった。 
専攻科課程の留年者・退学者数を資料６－１－②－３，４に示す。専攻科に留年の制度はないが，同

一年度の課程を２回以上履修する場合を便宜上留年と呼び，留学のための休学を含んでいる。退学は，

家庭の事情や就職などの理由による。 
資料６－１－②－５に，JABEE 認定以降の学位及び JABEE 取得状況を示す。ここに示されている

ように，JABEE 認定後は修了生全員が学位を取得している。 
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資料６－１－②－１ 在学・休学者・退学者・留年者の状況（準学士課程）（１） 

 
出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書 p.47

表Ⅱ－１９ 留年，退学の状況（本科）(単位：人) 
学科 機械 電気 

(電子) 電制 情報 合計 総計 

年

度 学年 留年 退学 留年 退学 留年 退学 留年 退学 留年 退学 留年 退学

備

考

1   1 1 1  1 1 1 2 4 
2 1   2 1  1 1 4 4 6 
3 3 2 5 7 3 2 5 2 16 13 
4 4   1 1 1 2 2 3 8 6 

平

成

12
年

度 5 1           1 1 1 

31 30 

新
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
１
期
生
入
学

1 1 1 3 1 1 1 1 1 6 4 
2 6 1 1 2  2 3 1 10 6 
3 5 4 3 5 5 5 1 6 14 20 
4 3 2 7 2 2 1 1 2 13 7 

平

成

13
年

度 5 2           1 2 1 

45 38  

1   2           0 2 
2 2 4 1   1   1   5 4 
3   4   7 3 5 2 4 5 20 
4   4 3 1 1 1 4 1 8 7 

平

成

14
年

度 5     1         1 0 

19 33  

1 2       1 2    3 2 
2 2   2 3 2 1 1 1 7 5 
3 4   1 3  4 4 4 9 11 
4 2 1 5 4 6   3 3 16 8 

平

成

15
年

度 5               0 0 

35 26 

ら
電
気
電
子
工

1 2 2 1   4      7 2 
2 4 2   1 1 2 1 2 6 7 
3 8 3 3 4 1 3 3 2 15 12 
4 1 1 3 6 1 5 2 3 7 15 

平

成

16
年

度 5 1             1 0 

36 36  

 
資料６－１－②－２ 退学者・留年者の状況（準学士課程）（２） 

 
年度  １年 ２年 ３年 ４年 ５年 計 

留年（人） 
（％） 

２ 
(1.1) 

１６ 
(9.5) 

１３ 
(7.1) 

９ 
(5.3) 

２ 
(1.1) 

４２ 
(4.9) 

１７ 
退学（人） 
（％） 

４ 
(2.2) 

６ 
(6.2) 

１９ 
(10.4) 

７ 
(4.1) 

２ 
(1.1) 

３８ 
(4.4) 

留年（人） 
（％） 

８ 
(4.8) 

８ 
(4.2) 

６ 
(3.7) 

９ 
(5.5) 

１ 
(0.6) 

３２ 
(3.8) 

１８ 
退学（人） 
（％） 

４ 
(2.4) 

６ 
(3.2) 

１５ 
(9.2) 

７ 
(4.3) 

０ 
(0.0) 

３２ 
(3.8) 

出典：教務係資料
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資料６－１－②－３ 退学者・留年者の状況（専攻科課程）（１） 
 

表Ⅳ-８ 留年，退学者数 
年度 専攻 留年者数 退学者数 

機械・制御システム工学 1   
平成 12 

電子・情報システム工学 1 3 
機械・制御システム工学     

平成 13 
電子・情報システム工学 1   
機械・制御システム工学   1 

平成 14 
電子・情報システム工学 2 2 
機械・制御システム工学     

平成 15 
電子・情報システム工学 2 1 
機械・制御システム工学 1   

平成 16 
電子・情報システム工学   2 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書 p.76

 
資料６－１－②－４ 退学者・留年者の状況（専攻科課程）（２） 

 
年度  １年 ２年 計 

留年（人）（％） ０ (0) ０ (0) ０ (0) 
１７ 

退学（人）（％） ３ (10.7) ０ (0) ３ (6.7) 
留年（人）（％） ２ (6.7) ２ (8.7) ４ (7.5) 

１８ 
退学（人）（％） ０ (0) ０ (0) ０ (0) 

 
出典：教務係資料

 
資料６－１－②－５ 学位取得及び JABEE 取得状況 

 
年度 専攻 修了者数 学位取得者数 JABEE 取得者数 

機械・制御 ９ ８（１） 9 
１５ 

電子・情報 ７ 6（１） ７ 
機械・制御 ５ ５ ５ 

１６ 
電子・情報 １２ １２ １２ 
機械・制御 １４ １２（２） １４ 

１７ 
電子・情報 １２ １２ １２ 
機械・制御 １１ １１ １１ 

１８ 
電子・情報 １１ １１ １１ 

 
出典：教務係資料

 
資格関連科目の単位取得者数（資料６－１－②－６）については，ここ数年，実用数学技能試験Ｉの

取得者が大きく増加している。これは数学教員の地道な努力によるところが大きい。実用英語技能試験

Ｉの取得者が減少傾向にある一方で，TOEIC 受験者は増加傾向にある（資料６－１－②－７）。平成

 

 

（注）学位取得者数

覧の（ ）内の数字

は，修了後の取得者

数を示す。 
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18 年度には，専攻科１年生が合格率 10％程度の画像情報技能検定（マルチメディア部門）1 級に合格

した。 
 

資料６－１－②－６ 資格関連科目の単位取得者数 
認 定 数 授業科目名 単位

数

認定学

年 
一般・専

門の別
H14 H15 H16 H17 H18 合計

日本漢字能力検定Ⅰ 1 1～5 一般  6  8 11 11 9 45

日本漢字能力検定Ⅱ 1 1～5 一般     1    1

実用数学技能検定Ⅰ 1 1～5 一般  3 28 31 60 61 183

実用数学技能検定Ⅱ 1 1～5 一般   4  1  3    8

実用英語技能検定Ⅰ 1 1～5 一般 24 19 12 12 15  72

実用英語技能検定Ⅱ 1 1～5 一般  1  2  1  2 6   12

工業英語能力検定Ⅰ 1 1～5 一般   1      1

工業英語能力検定Ⅱ 1 1～5 一般        0

中国語検定Ⅰ 1 1～3 一般   1      1

中国語検定Ⅱ 1 4～5 一般     1   1

ドイツ語検定Ⅰ 1 1～3 一般     1   1

ドイツ語検定Ⅱ 1 4～5 一般        0

審判員資格 1 2～5 一般 27 10 10 19 20  86

危険物取扱技術 1 2～5 専門 36 37 41 29 13 156

機械設計技術 2 4～5 専門    5  1 10   16

エネルギー管理技術 2 4～5 専門        0

電気主任技術Ⅰ 1 2～5 専門   2  1  8 8  19

電気主任技術Ⅱ 1 2～5 専門     5 2   7

電気主任技術Ⅲ 2 2～5 専門        0

ディジタル技術Ⅰ 1 2～5 専門  9  9  9  8 8  43

ディジタル技術Ⅱ 1 2～5 専門    3     3

情報処理技術Ⅰ 2 2～5 専門  2  5 17  3 1  28

情報処理技術Ⅱ 2 2～5 専門        0

物づくりの技術 2 3～5 専門  2  7 10  6 6  31

合計  110 133 152 168 161 624

 
出典：教務係資料
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資料６－１－②－７ TOEIC 受検者数の推移 
 

年度 受検者数 

平成１６年度 ５７ 

平成１７年度 ７３ 

平成１８年度 ８８ 

出典：英語科資料

 
資料６－１－②－８に平成 18 年度情報工学科の卒業研究テーマを示す。これから，各々のテーマは

専門分野に密接に関係していることが判り，このことは育成する人物像に合致している卒業研究を行っ

ていることを示している。 
 
資料６－１－②－８ 卒業研究の研究テーマ一覧表（抜粋） 

情報工学科 
ユビキタスオリエンテーリングシステムの開発－バックヤード部－ 
ユビキタス観光支援システムの開発 
地域企業の在庫管理支援システムの開発 
CATV ネットワークにおけるリクエスト・クラスタ割当て方式 
地元企業の在庫管理システムに関する研究 
管理者情報データベースを利用したネットワーク監視システムの開発 
プライベートネットワーク内での IP 電話の運用 
携帯ゲーム端末を用いた e-Learning 環境の構築 
利用者ごとのアクセス制限機能を有する無線 LAN 環境の改善 
Linux を用いた歩行訓練ロボットのデータ入出力装置に関する研究 
歩行訓練ロボットの歩行アルゴリズムに関する研究 
ブラインド信号分離に関する研究 
アレー信号処理に関する検討 
進路活動支援データベースの検討 
三次元造形システムによる埋蔵物（古代瓦）の測定と検討 
特定環境下における動画像の高圧縮技術に関する研究 
単一磁束量子を用いた超伝導論理回路の構成法 
レゴロボットによるロボット学習教材の検討 
X3D による Web３D コンテンツの作成 
仮想マシンを用いた PC クラスタの構築 
2 次元曲面を用いたボロノイ図の生成と実装に関する研究 
組織的ディザ行列を用いた画像二値化の実験的評価 
ネットワークサーバ上で動作する安全なアプリケーションプログラムの検討 
オープンソースを活用した基幹データ管理サーバの構築 
四脚ロボットにおける環境認識システムの開発 
FLASH による「simpei」ゲームの盤面生成プログラムの作成 
Flash 8 による４１ゲーム盤の作成 
動的ネットモデルの動画像への適用に関する研究 
視線コミュニケーションシステムに関する研究  －視線検出－ 

出典：津山高専公式ホームページ

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/jyouhou/soc-new.htm

（注）津山高専会場での受検

者のみ。他会場での受検者数

は不明。 
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資料６－１－②－９に専攻科特別研究のテーマの一覧を，資料６－１－②－１０に学会発表等の状況

を示す。プレゼンテーション能力の涵養のため学外での研究発表を義務づけているので多くの研究発表

がなされ，緊張感を持って特別研究を行えるようになっている。 
 

資料６－１－②－９ 専攻科課程研究（専攻科特別研究）の研究テーマ一覧表（平成 18 年度） 
 
機械・制御システム工学専攻 

番号 題    目 

１ 樹脂封止におけるトライアックのシリコン基板に生じるひずみ 

２ 自己平衡型磁気軸受の安定化について 

３ 鉄粉入りゴムを用いた微動ピンセット 

４ 視線を用いたロボット操作インタフェースの開発と評価 

５ 一足歩行ロボットの試作研究 

６ ニューラルネットワークによる積雪情報推定に関する研究 

７ 二次元対向噴流を用いた機械的な平面伸張粘度測定法の検討 

８ 遠心ポンプの回転数制御による気液二相流性能改善効果について 

９ 二次元対向流路の小型化のための設計指針の確立 

10 
プール吸込事故を防止するための新排水管の研究 
(流れ状態の変化に伴う吸引力の動的応答性の検討) 

11 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール(AMP)水溶液中への CO2 ガスの吸収 

電子・情報システム工学専攻 

番号 題    目 

１ PC クラスタを用いた計算サーバの検討 

２ Study on Insulation Characteristics of Contaminated Semiconductor Module Package 

３ 照明用 LED 光源の寿命特性評価に関する研究 

４ バックライト用冷陰極放電灯の電子放出特性に関する研究 

５ Study of Blue Light Emitting Diode using CuGa1-xAlxS2 Materials 

６ 物体の検出及び認識における動的ネットモデルの適用に関する研究 

７ 遺伝的アルゴリズムを用いた四脚ロボットの進化的歩行生成 

８ 授業支援システムを用いた学習情報の収集と分析 

９ フローティングライセンス管理支援システムの構築 

１０ セキュリティに配慮したインターネット応用システムの構築 

１１ 塗布熱分解法による CuInS2 薄膜の作製 

出典：学内ホームページ

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/homepage/senkou/toku-ken/toku06.htm
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資料６－１－②－１０ 専攻科学生の学会発表等の状況 
 

 
出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書 p.74 及び学生課資料

年 度 回 専   攻 修了者 口頭発表件数 論文数 
機械･制御 7 12 1 

平成 12 3 
電子･情報 12 17 3 
機械･制御 10 14 5 

平成 13 4 
電子･情報 9 16 3 
機械･制御 13 18 2 

平成 14 5 
電子･情報 6 14 3 
機械･制御 9 11 1 

平成 15 6 
電子･情報 7 11 3 
機械･制御 5 8 1 

平成 16 7 
電子･情報 13 13 5 

8 機械･制御 14 17 1 
平成 17 

 電子･情報 12 20 2 
9 機械･制御 11 8 0 

平成 18 
 電子･情報 11 24 1 

合     計 139 203 31 

 
資料６－１－②－１１に学生の表彰状況の一覧を，その中で顕著な成果を挙げた例を資料６－１－②

－１２に示す。特に最近の，日本科学教育学会Ｕ－１８コンクール優秀賞の受賞，同じ学生チームの科

学技術の分野における高校生の自由研究コンテスト「第 4 回ジャパン・サイエンス・エンジニアリング

・チャレンジ～高校生“科学技術”チャレンジ（JSEC2006）」でのグランドアワード（ベスト４）の優

秀賞受賞や，「未踏ユース」に採択されるという過去に例のない大きな成果をあげている学生が出てき

た。「未踏ユース」は，独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の行っている独創的な能力を持つ人材（ス

ーパークリエータ）の発掘・育成を目的としてソフトウェア開発支援を行う事業「未踏ソフトウェア創

造事業」のうち，若手開発者をターゲットとしたもので専攻科生の課題が採択された。この学生は，未

踏ユースの成果で「天才プログラマー／スーパークリエータ」に認定され，また，これまでにプログラ

ミングコンテストにおて過去４回で３回の優勝をしており，そのときの顛末を「日経ソフトウエア」に

３回にわたって短期連載した。また，高専ロボコン 2005 において全国制覇を成し遂げて，ものづくり

教育の成果を示した。 
学外発表を義務づけられた専攻科生の中には，国際学会で発表する者もいる。学外発表に対して表彰

される者もおり，平成 10 年度から 18 年度までで 27 件を数える（資料６－１－②－１３）。 
これら高い成果を得た学生は，完全に内的に動機づけられ，寝食を忘れて研究や開発に没頭していた。

これは自律・創造・自由の理念のもと，「自律の精神を求め，創造性を身につける」や「生きるための

活力と，その自由な表現力を身につける」といった自主性の涵養を目的の一つとしてあげてきた本校の

教育における大きな成果といえる。 
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資料６－１－②－１１ 学生の表彰状況１（一覧） 

 
出典：津山高専公式ホームページの過去のトップページの相当部分 

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/topimg/kakotop.htm 
 

 
 

資料６－１－②－１２ 学生の表彰状況２（抜粋） 

 

 

出典：津山高専公式ホームページの過去のトップページの相当部分 
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/ 
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資料６－１－②－１３ 学生の表彰状況３（専攻科生の学会発表の表彰） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：津山高専公式ホームページ

 http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakka/senkou/award.htm

賞の名称 学生名 特別研究テーマ 指導教員

日本機械学会中国四国学生
会 第36回学生員卒業研究

発表講演会　優秀発表賞

機械・制御１年
西村昇千

一足歩行ロボットの試作
研究

荒井淳二

第11回電子情報通信学会関
西支部学生会研究発表講演

会　奨励賞

電子・情報２年
岡本　大

気相硫化法により作製し
たAgInS2薄膜の評価

中村重之

電子情報通信学会中国支部
奨励賞

電子・情報１年
金光圭介

高出力白色LEDの特性比
較

植月唯夫

第7回IEEE広島支部学生シン
ポジウム　優秀研究賞

電子・情報２年
妹尾 匠・和田

規正

I-III-VI 族化 合物 半導
体を用いた青色発光素子

の検討
伊藤國雄

第7回IEEE広島支部学生シン
ポ ジ ウ ム 優 秀 プ レ ゼ ン

テーション賞

電子・情報２年
妹尾匠

I-III-VI 族化 合物 半導
体を用いた青色発光素子

の検討
伊藤國雄

電子情報通信学会関西支部
支部長賞

電子・情報１年
名山俊輔

高演 色性 を有 する 白色
LEDに関する研究

伊藤國雄

日本機械学会中国四国学生
会　優秀発表賞

機械・制御２年
槇野善文

ロッドレス型柔軟空気圧
シリンダを用いたロータ

リーアクチュエータの試

作とその応用

赤木徹也

電子情報通信学会中国支部
奨励賞

電子・情報２年
小野　仁

三層構造超伝導バルクの
作製

原田寛治

電気学会中国支部　奨励賞
電子・情報１年
稲田英治

分散授業支援システムに
おける学習状況分析に関

する研究

寺 元 貴
幸 ・ 岡 田

正

機械学会中国四国学生会学
生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演会

優秀プレゼンテーション賞

機械・制御２年
石坪良介

音源探査とその可視化に
おける基礎研究

荒井淳二

電気学会中国支部　奨励賞
電子・情報２年
社　健治

電着 法に よる CuInS2薄
膜太陽電池の作成

中村重之

電気関係学会関西支部連合
大会　奨励賞

電子・情報２年
淺津博昭

駆動クロックの最適化を
図った非同期式昇圧回路

井上和勇

機械学会中国四国学生会学
生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演会

優秀プレゼンテーション賞

機械・制御２年
大崎　恵

視覚障害者のための補助
機器の開発

荒井淳二

機械学会中国四国学生会学
生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演会

優秀プレゼンテーション賞

機械・制御１年
高橋孝司

EHD流体を用いたポンプ
モジュールの解析と改良

赤 木 徹
也 ・ 荒 井

淳二

機械学会中国四国学生会学
生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演会

優秀プレゼンテーション賞

機械・制御１年
石坪良介

音源探査とその可視化に
おける基礎研究

荒井淳二

○平成１５年度

○平成１４年度

○平成１３年度

○平成１７年度

○平成１６年度
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（分析結果とその根拠理由） 
教育の成果と効果が上がっている。 
平成 18 年度は 92％の学生が進級したことが示すように，単位修得状況及び進級状況は良好であり，

そのことから学生が身につける学力や資質・能力について教育の成果や効果が上がっていると言える。 
全体的な資格取得者数は年々増加傾向にある。資格関連科目の単位取得は，学生の自主的な活動の成

果である。これは自発的学習課題導入の効果であり，学生に自主性が涵養されていることを示している。 
卒業研究では，学会発表などを行い表彰されるなど高いレベルにある。このことは，学生が各学年修

了時や卒業時において身につけるべき学力や資質・能力を身につけていることを示しており，したがっ

て教育の成果や効果が上がっていると言える。 
専攻科課程では，JABEE プログラムを実践しており教育の目標を明示し，その達成状況を確認して

修了させている。そのことは，JABEE 認定以降修了生全員が学位を取得し JABEE プログラムを修了

していることからも分かる。また，特別研究の学会発表で表彰されるなど外部から高く評価されており，

このことは専攻科の教育の成果が上がっていることを示している。 
さらに最近，ロボコンやプロコン，各種コンクールなど校外で活躍する学生が増えている。これらの

学生は，完全に内的に動機づけられ，寝食を忘れて研究や開発に没頭していた。これは自律・創造・自

由の理念のもと，自主性の涵養を目的の一つとしてあげてきた本校の教育における大きな成果と言える。 
 

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や進

学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の成果

や効果が上がっているか。 
（観点に係る状況） 
準学士課程・専攻科課程ともに，就職率・進学率ともほぼ 100％を保っている。就職・進学先も製造

業や工学部あるいは工学系の大学院など，各専門学科と関連の深い分野に進んでいる。資料６－１－③

－１，２に平成 18 年度の進路状況を，資料６－１－③－３に産業別就職状況を，それぞれ示す。就職

における求人状況は，資料６－１－③－４に示すように，超氷河期といわれたバブル崩壊後も約 10 倍

を下回ることがなく続いてきた。このことから，本校の教育目的が卒業生・修了生を通して，企業や大

学（院）に受け入れられていると考える。 
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資料６－１－③－１ 平成 18 年度就職内定状況 

 
出典：平成 18 年度後援会役員会資料 
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資料６－１－③－２ 平成 18 年度進学状況 

 
出典：平成 18 年度後援会役員会資料 
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 資料６－１－③－３ 産業別就職状況 

 

出典：津山高専公式ホームページ 
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakusei/sangyou.htm 

 

資料６－１－③－４ 就職状況推移 

 

出典：津山高専公式ホームページ 
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakusei/sinro-so.htm 
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（分析結果とその根拠理由） 
教育の成果と効果が上がっている。 
準学士課程・専攻科課程ともに就職・進学率は，ほぼ 100％で，かつ，本校の目的にあげた実践的技

術者の養成と関連した就職先や進学先に進んでいる。このことは，卒業・修了生が社会から高い評価を

受けていることの表れであり，本校の教育が目標に沿って適切に行われ成果が上がっていることを示し

ている。 
 
観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 
（観点に係る状況） 
資料６－１－④－１に授業評価アンケ－トの内，学生自身のことを訪ねる質問事項を示す。項目 11

は理解の程度を聞いており，当該科目の教育の成果に対する学生自身の評価が分かる。資料６－１－④

－２に講義・自発的学習・実験実習に分類して集計した平成 18 年度の授業評価アンケートの結果を示

す。項目 11 は概ね３以上で，ある程度授業を理解できていると考えられる。両課程で大きく異なるの

は項目 13 の学習時間である。専攻科課程の方が勉強時間の長いのは，授業や特別研究などで課題が多

く出されることと学習意欲がより高いためであろう。この項目は，ここ数年少しずつ上昇している（資

料６－１－④－３）。 
 

資料６－１－④－１ 授業評価アンケート項目（あなた自身についての質問 項目 11 から 14） 
 

【あなた自身についての質問】 

11. この授業の内容をどの程度理解しましたか。  

   ５・・・・・４・・・・・３・・・・・２・・・・・１ 

 よく理解した       ふつう           理解しなかった 

12. あなたは授業中，授業に熱心に取り組みましたか。  

13. あなたは，この科目を授業以外に週平均何時間勉強していましたか。（勉強時間には，

予習，復習はもちろんのこと，課題やレポート，試験勉強も含みます。）  

   ５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・２・・・・・１ 

 ２時間以上  １時間３０分  １時間    ３０分  ほとんどしない 

この授業によって，あなたはこの教科に興味や関心を持ちましたか。  

出典：津山高専公式ホームページ，

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/janketo.htm
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資料６－１－④－２ 平成 18 年度授業評価アンケート結果（あなた自身についての質問 項目 11
から 14） 

出典：教務委員会資料

項 目

番号 
講義 
（準学士課程） 

講義 
（専攻科課程） 

自発的学習科目 
（準学士課程） 

実験・実習 
（準学士課程） 

実験・実習 
（専攻科課程） 

11 3.22 3.17 2.98 3.42 3.77 
12 3.36 3.49 3.43 3.92 4.04 
13 1.95 2.83 2.24 2.63 3.22 
14 3.07 3.32 3.08 3.46 3.79 

 
資料６－１－④－３ 年度別授業評価アンケート結果（講義（準学士課程）（あなた自身について

の質問 項目 11 から 14） 
 

項目番号 平成１８年度 平成１７年度 平成１６年度 平成１５年度 
11 3.22 3.12 3.13 3.09 
12 3.36 3.26 3.27 3.23 
13 1.95 1.90 1.84 1.79 
14 3.07 3.03 3.03 3.04 

出典：津山高専公式ホームページ，

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/janketo.htm
 

学習の達成度を学生自身が評価するために学習等目標記録簿を書かせている（前出資料６－１－④－

10，11）。各学年の始めに本校の理念・教育目標を示した上で各自の目標を立てさせ，前期末と学年末

に達成度を百分率で評価させている。それに対し担任等がコメントする。これによって学生が主体的に

目標を達成できるようにしている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
教育の成果が上がっている。 
学生による自分自身の理解度を示すアンケート結果は概ね良好である。ただ，準学士課程ではアンケ

ート項目・学習等記録簿は必ずしもシラバスに示した学力や資質・能力の分野別に集計しているわけで

はない。 
 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。また，

その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 
（観点に係る状況） 
進学先から直接に意見を聴取していないが，企業訪問を行ったときの記録から意見を集約している。

専攻科も含め就職した企業へはなるべく訪れ，卒業生の様子を聞いている。企業訪問報告書（資料６－

１－⑤－１）に示すように就職して間もない学生でも企業で活躍している。そのことは卒業生が在学中

に充分に学力や能力を身につけて卒業していることを示しているといえる。 
卒業（修了）生が在学時に身につけた学力や資質・能力等に関する意見を聴取する取り組みとしては，
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卒業（修了）生及び進路先の関係者に対して種々のアンケート調査を実施している。卒業生の皆様の声

に厳粛に耳を傾けることは，教育を改善するための指針として必要不可欠と考え，津山高専の教育をい

っそう改善するために，平成 14 年度に卒業生にアンケートを行った。その結果（資料６－１－⑤－２）

から本校の教育は専門・理科系科目には強いが，英語など文系科目が弱いことがわかる。特に「（Ｆ）：

コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成」や英語に関連した「（Ｂ）：国際的視野に

立った人間性の育成」の教育目標の達成度に弱点がある。専攻科課程では，（Ｆ）が準学士課程に比べ

大きく向上しており，専攻科でのこの分野に関するきめ細かい指導や教育が成果を上げていると言える。 
 

資料６－１－⑤－１ 企業訪問報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：学生課資料

校　長 事務部長 学生課長 専　門　員 学生係長 学生係

会　社　訪　問　結　果　報　告　書
電気電子工学科 ○○

会社名 ○○ 面談者 総務部　人事課
職氏名 ○○　課長、○○　社員

　高　専 　　　　計 　　2　人 　大　学 　　　　計 　16　　人
　女子 （　　　）人 　技術系 　女子 （　　　）人

本年度の 　M系 （　　　）人 　M系 （　　　）人
　E系 （　1　　）人 　E系 （　　　）人
　S系 （　　　）人 　S系 （　　　）人

採用状況 　C系 （　1　　）人 　C系 （　　　）人
　入社試験の内容 筆記　　× 適正　　○ 面談　　◎ 身体　　×
　特に重視したもの 面接（技術面接と役員面接の2回行う）
　本校受験生の成績 専攻科生の○○と○○(どちらも良好）
　受験者が不採用となった理由
本年度の高専生２人はどちらも津山高専から。

来年度の 平成20年度の採用全体人数は今年とほぼ同程度（～18人）
採用計画 技術営業が出来る人材がほしい。その点では営業希望の○○は貴重な存在。

求人票はすでに送っている。
採用するに 先ずコミュニケーション力（開発は個人でなくチームで行う）
あたって津 人間関係がうまく好奇心旺盛な学生
山高専生に 専門力よりも元気で積極的な学生
求めるもの 世界に展開するというチャレンジ精神のある学生

（現地で技術のわかる営業マン必要）
津山高専の卒業生は20人程度いて主として奈義工場で活躍している。

本校卒業生 本年度は中途採用として津山高専出身の2名が入ってきてくれた。
の状況 高専出身者の活躍ぶりを知ってもらうために別冊のような冊子を作った。

この冊子には多くの津山高専出身者が載せてある。
現在は半導体が繁忙で生産が追いついていない。

　備　考 １ヶ月の長期インターンを来年度も受け入れる
見学会もやるので、希望者があれば連絡してほしい。

訪問年月日 平成　18年　12月　27日

平成18年度 　　可 　　○ 　　M(　　）人　E(　　）人　S(　　）人　C(　　）人
本校への工 　　否 専攻科生、本科生とも受け入れ可能。
場実習受入 　未定
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資料６－１－⑤－２ 「卒業生・修了生アンケート」 
 

卒業生アンケート 集計結果 
          「卒業生アンケート」結果について 

                           津山工業高等専門学校 

                          教育プログラム点検委員会 

 

 平成１４年１０月に行った「卒業生アンケート」に対して，多くの卒業生・修了生に 

ご協力を頂きました。ここにお礼申し上げます。 

 アンケート結果を簡単に集約しますと，本校の教育は専門・理科系科目には強いけれ 

ども，英語をはじめとした文系科目が弱い。主に英語に関連した「(B)：国際的視野に立 

った人間性の育成」と「(F)：コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力の育成」 

の教育目標の達成度に弱点がある。したがって，国際水準との比較の項目でも厳しい結果 

が出ています。 

 以上の結果を厳粛にうけとめ，今後の本校の教育プログラムの改善に役立てていく所存 

です。その第１段階として平成１５年７月に卒業生アンケート結果を受けて，本校の教職 

員に対して FD（ファカルティ・ディベロップメント）を実施いたしました。 

 なお，アンケートは比較的最近の卒業生を対象にしました。本科については，平成１２ 

年度卒，９年度卒，８年度卒，４年度卒，３年度卒の全５１２人の卒業生，専攻科につい 

ては修了生全員（１３年度卒，１２年度卒，１１年度卒，１０年度卒）の７２人に送付し 

ました。この内回答数は本科１２１人，専攻科２３人でした。 

 どうか今後とも，津山高専のためにご指導ご鞭撻たまわりますよう，宜しくお願い申し 

上げます。 

 
 次のリンク先はすべて PDF ファイルです。 

• アンケート趣意書  

• アンケート質問用紙  

• 集計結果  

o 本科卒業生  

o 専攻科修了生  

 

 
平成 13 年に自己点検書を外部の有識者に評価してもらうため外部評価を実施した（資料６－１－⑤

－３）。理念・目標が明確に具体的に示され，教育活動において実験実習の重視，自主性・創造性教育

の推進，授業アンケートの実施などが評価でき，進路・就職について概ね良好と評価された。この試み

は「有識者懇話会」と称して平成 17 年度から毎年行うことが決まり実施されている（資料６－１－⑤

－４）。 
 
 
 
 
 

 

出典：津山高専公式ホームページ

 http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/sanketo.htm
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資料６－１－⑤－３ 外部評価 
２．外部評価 
 平成１３年５月に公表した自己点検書「津山高専の現状と課題」を外部の有識者に評価してもらうため同年６月に「津

山工業高等専門学校外部評価実施要領」を定め，これにより準備を進め，次のような要領で外部評価を実施しました。

（１）外部評価委員 
  広島国際大学人間環境学部長  長町三生（委員長） 
  岡山大学工学部長       大崎紘一 
  岡山理科大学工学部長     逢坂一正 
  津山市長代理 津山市企画部長 米井端臣 
  岡山県中学校校長会長     川上洋一 
  津山商工会議所会頭      日笠富夫 
  津山圏域工業会長       豆原直行 
  津山高専技術交流プラザ会長  福廣安修 
（２）外部評価委員による本校関係者からのヒアリングおよび校内視察の実施 
  日時：１３年８月２２日１０時３０分～１６時 
  場所：本校 
  出席者 
   ・外部評価委員：上記の全委員 
   ・本校：校長，３主事，学科主任，専攻科長，図書館長，総合情報センター長，実習工場長，地域協力センター

長，事務部長 他 
  内容 
   ・本校の概要説明       ・校内視察 
   ・ヒアリング         ・外部評価委員によるまとめ 
   ・外部評価委員による講評 
（３）評価結果 
 評価は次の二つの方法で行われました。 
 上記のヒアリングおよび校内視察終了後，外部評価委員が協議し，その結果を委員長が講評という形で評価しました。

また，「津山高専の現状と課題」その他の資料，上記のヒアリングおよび校内視察の結果を総合して，各外部評価委員

にいくつかの項目について５段階評価をして頂き，意見や助言を頂きました。 
 主な評価結果は次の通りです。 
（ ）内の数字は８名の委員による５段階評価の平均です。 
 ①教育理念・目標，将来構想（４．６３）   
  理念・目標が明確に具体的に示されていることは評価できる。 
 ②学生の受け入れ（４．００） 
  今までの努力は評価できるが，今後状況はさらに厳しくなるので，中学校への出前講義等高専を知ってもらうため

のさらなる努力が必要である。 
 ③教育活動（４．２９） 
  実験実習の重視，自主性・創造性教育の推進，授業アンケートの実施等は評価できるが，ＦＤへの出席率等改善が

必要な面もある。 
 ④学生生活（４．００） 
  自主性と責任を重視した発想は評価できるが，ボランティア活動等学生と地域との交流をもっと行ってほしい。 
 ⑤学寮（４．８６） 
  自主運営を基本としていることは高く評価できる。 
 ⑥進路・就職（４．１３） 
  おおむね良好だが，地元就職を増やしてほしいとの要望もあり，学校として地域との連携をさらに様々な方法で行

うことが望ましい。 
 ⑦施設・設備（３．７５） 
  高専としてはそれなりのレベルであるが，老朽化が感じられるものもある。 
 ⑧組織・管理運営（４．１４） 
  校長のリーダーシップのもとにトップダウンとボトムアップを目指す運営方法は評価できるが，さらに具体的に目

標を定め，教職員がそれを認識し，段階的に進めていくことや運営委員会をもっと風通しの良いものにすることが望ま

しい。 
 ⑨研究活動（３．２５） 
  外部資金導入，科研費獲得，国際会議等への出席，地域との連携等にさらに努力する必要がある。 
 

（以下省略） 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書 p.154



津山工業高等専門学校 基準６ 

 198

資料６－１－⑤－４ 有識者懇話会（抜粋） 

委員会名： 平成１７年度第１回将来構想委員会 
開 催 日： 平成１７年１１月７日（月） 
報 告 者： 委員長 下 西 二 郎 
事項及び要旨 
 Ⅰ 校長からの諮問事項について 
   校長から将来構想委員会に対し評議会等（仮称）を設置し，外部評価を受けることについて検討依頼があった

と下西委員長から報告があり，評議会等（仮称）を組織する必要の可否について検討を行った。検討の結果，現在

３年毎に行っている「現状と課題」について外部から評価することも含め，毎年，教育研究，管理運営，地域貢献

からの視点で意見聴取する組織を構成することが望ましいとの結論に至った。 
   続いて，名称，開催頻度，構成員，諮問事項等について，資料１及び２を参考に検討した。 
  １ 会議名称 
    資料１の全国高専における運営諮問会議等設置状況調査票を参考に「有識者懇話会」がふさわしいとの結果

となった。 
  ２ 開催頻度 
    毎年１回は開催する。意見交換の場として現状報告を行いアドバイスをいただく。現状報告に対し，種々の

立場の方から視点をかえて見ていただいた教育研究，管理運営，地域貢献についてのアドバイス，課題について改

善した点を報告するとともに，３年毎に自己点検を行い評価をしていただく。 
 

出典： 平成 17 年度第１回将来構想委員会 議事録

 
（分析結果とその根拠理由） 
意見を聴取する取り組みがなされており，成果は上がっている。 
卒業生が就職した企業からの報告は良好である。卒業（修了）生へのアンケート結果からも両課程と

も専門科目に関しては在学時に必要な能力や資質が身に付いていると言える。外部の有識者からの評価

も概ね良好である。ただ進学先の関係者への意見聴取は行っておらず，就職先企業への意見聴取や卒業

生アンケートは必ずしも卒業時に身につけるべき学力や資質・能力について聞いているわけではない。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
・ 準学士課程，専攻科課程ともに高等専門学校として理念・教育目標を明確に定め養成すべき人材像と

各専門学科の特徴を示し，その目的に沿った形で課程に応じて学生が卒業（修了）時に身につける学

力や資質・能力について，その達成状況を把握・評価し，身に付いた学生だけを卒業または修了させ

ている。その結果，バブル崩壊後の就職超氷河期でも両課程とも就職率 100％を維持し進学希望者も

ほぼ全員進学している。 
・ 準学士課程では，各種コンクールでの受賞，プロコンで３回優勝しその顛末を雑誌に連載する学生が

現れたことや，ロボコン全国大会での初優勝は，自主性の涵養を目的の一つとしてきた本校の教育の

大きな成果と言える。資格関連科目の単位取得者数も年々増加して，特に最近最難関の資格の一つ画

像情報技能検定 1 級を取った学生も現れた。 
・ 専攻科課程では，修了生のほとんどが学位を取得しており，平成 15 年度からは学位を取得したすべ

ての学生がJABEE認定プログラムを終えている。学生の研究発表に対してここ数年は毎年表彰され，

その数が増えている。「未踏ユース」に採択される学生が現れれた。これらのことは自主性の涵養を

目的の一つとしてきた専攻科課程の教育の大きな成果と言える。授業評価アンケートでは，準学士課

程では達成度が低かったコミュニケーション能力が専攻科では大きく改善している。 
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（改善を要する点） 

・ 準学士課程では，学生が卒業時に身につける学力や能力・資質をシラバス等に明確に記し，その達成

状況を把握・確認するため卒業判定会議を行っているが，必ずしも学生が身につける学力や資質・能

力の分野ごとに集計しているわけではない。 
・ 授業アンケートや就職先企業への意見聴取や卒業生アンケートも上と同じ問題がある。 
・ 外部の関係者への意見の聴取の取り組みが弱く，特に進学先の関係者には意見を聞く取り組みには若

干欠けている。 
 
（３）基準６の自己評価の概要 
学生が卒業（修了）時に身につける学力や能力・資質を明確に定め，それに基づいて卒業（修了）判

定を行っている。 
単位修得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等や卒業研究などの内容・水準

から判断して，多くの学生が必要な能力を身につけ進級あるいは卒業（修了）している。資格の取得も

増加しており卒業研究や特別研究での学会発表や表彰の状況も良く，教育の成果や効果が上がっている

と言える。特に最近，準学士課程，専攻科課程ともに著しい成果をあげた学生がいることは自律・創造

・自由の理念のもと実践的な技術者の育成を目指した本校の教育における特筆すべき成果と言える。 
就職・進学率も極めて良好で，製造業や電気・ガスなどの公益事業者，通信やＩＴ関連企業に就職し，

また，大学（院）の工学部（工学研究科）に進学しており目的に添った能力が養われ教育の成果や効果

が上がっている。 
学生アンケートでは，準学士課程の項目は必ずしも学生が卒業（修了）時に身につける学力や能力・

資質を分野別に分類しているわけではないが，各教科科目の結果から類推することができる。これによ

ると両課程とも概ね専門科目では授業を理解していることが分かる。 
就職先から聞いた卒業（修了）生の様子から各企業で活躍していることが分かる。卒業（修了）生へ

のアンケートでは，専門科目に関しては概ね授業を理解しており，教育の成果が上がっていた。ただ，

英語を含む国際理解，デザイン能力では理解が若干不充分である。専攻科課程でも，その傾向は変わら

ないがプレゼンテーション能力に関しては準学士課程に比べ評価が高くなっており大きな成果が見られ

る。 
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基準７ 学生支援等 
（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，学

生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能しているか。 
（観点に係る状況） 

 学習を進める上でのガイダンスは，学年始めのホームルームにおいて担任が行うほかに，選択科目選

択時に特別の時間を設けて行っているものがある（資料７－１－①－１～３）。専攻科課程においては，

入学式後に新入生ガイダンスを行っている（資料７－１－①－１，４）。また，各科目の初回において

は，シラバスを用いた科目ガイダンスを行っている。 
 

 

資料７－１－①－１ ４月行事進行表 

出典：教務係資料
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資料７－１－①－２ 学年始めの学級指導要領（抜粋） 
 
２．学級担任が行う年間の主な業務内容 
【１】年度始めに行うこと 
・・・ 
（１０）シラバスに関する指導 シラバスの見方等の指導を行い，シラバスを自宅学習等に活用させる。平成 18 年度
より新たに特別活動のシラバスが作成されている。 
（１１）「学生生活ガイドブック」を使った学生への連絡事項と指導（以下は大まかな内容である）。 
・年間の行事予定の説明 ガイドブックの最初のページに大まかな日程表がある。 
・履修について 特に資格関連科目の履修は，「選択科目履修願」を提出しなければならない。各年度の履修科目数
は，一般科目３科目，専門科目３科目以内である。 
・定期試験と成績評価について  シラバスに詳細が記載されていることを十分周知させる。 
・定期試験時の注意事項について 試験は出席番号順に着席させ，試験開始時間前にトイレに行くよう指導する。さ
らに，不正行為についてはその期間中の全科目の点数が０点になることなどを伝える。特に疑わしき行為も不正行為
とみなされる。 
・単位認定試験について 試験は年 2 回，5 月と 9 月に行われる。この試験は前年度の未修得な科目について受験す
ることができ，さらに 4 月初めに各担当教員によりレポート課題または補習による指導が行われる。その結果から 1
回目の単位認定試験の受験資格が得られる。2 回目の単位認定試験を受験するには，1 回目の試験を受験していること
が前提である。さらにレポート課題または補習の結果から受験資格が与えられる。いずれかの試験に合格するとその
科目の単位が認定される。 
・出席する時間数と単位認定について 普通の必修科目の欠課は１単位当たり 10 時間（単位時間）を超えることはで
きない。３年生以下において必修科目の欠課オーバーは留年となる。単位は 60 点以上で認定される。注意点は機械工
学科の★科目と特別活動である。機械工学科の★科目については１単位当たり 6 時間を超えて欠課することはできな
い。特別活動の認定は実施時間の 5 分の 4 以上出席した者に対して行われる。ホームルーム活動以外の欠課時数はシ
ラバスに明記されているので注意すること。 
・進級基準について 各学年で定められた単位数以上を修得することは勿論であるが，★科目と特別活動は必ず修得
しなければならないことや，3 年生以下の場合は各学年で定められた必修科目の全履修が条件になっている点に注意
が必要である。 
○進級要件・・・進級のためには次の①～④を含む全ての条件を満足しなければならない（詳しくは課程修了の規定
を参照）。 
①各学年で定められた単位数以上の修得（下記の表参照）が必要。 
②実技を主とする科目（授業科目表の★印）の修得が必要。 
③特別活動（ホームルーム）の修得が必要。 
④3 年生以下の場合，現在の学年の全ての必修科目を履修していること，つまり出席時間数の条件が全て満たされて
いることが必要。 
○進級基準単位数表 ・・・ 
○ 原級留置（留年） 進級要件を１つでも満たさない学生は，次年度も同じ学年に留まること，すなわち原級留置（留
年）になる。同学年を 2 回留年すると退学となる。ただし休学による場合の原級留置が含まれていれば退学とはなら
ない。成績不振学生については，平素から本人および保護者との連絡が必要であるが，留年が決定したら，直ちに本
人と保護者へ連絡をとる。その後，今後のことについて指導助言を行う。 
・卒業要件 167 単位以上（ただし，一般 75 単位以上，専門 82 単位以上を含む）。 
・3 年特別修了の認定 平成 18 年度より，3 年特別修了の要件として評点が 50 点以上の科目の単位数が 74 単位以上
であることが追加されたので，周知徹底すること。 
・・・ 
（１２）図書館の利用に関する指導 
特に 1 年生に関しては図書館に連絡し，図書係からの説明会を行う。 
（１３）技術者教育プログラムの説明と個人面接 
本校の「理念・教育目標」を教室に掲示し，ＪＡＢＥＥに関する説明を行う。また「学習等目標記録簿」の所定の欄
に今年度の目標を書かせ，学習意欲を高める。またこれをもとに個人面談を行う。 
（１４）留年学生および未修得科目を持つ学生への指導 
2 年生以上になるとクラス内に留年学生および未修得科目を持つ学生が存在する可能性がある。これらの学生につい
ては，特に注意を払う。 
・・・ 

出典：学級担任の手引き
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 学生の自主的学習を進める上での支援体制については，クラス担任が全般的な助言にあたるとともに，

科目ごとの相談・助言には科目担当教員があたっている。現在，定期試験前にオフィスアワーを設定し，

行事一覧において学生に公開している（資料７－１－①－５）。平成18年度は９，11，２月に実施して

おり，教員へのアンケートによれば，教員一人あたり約３人の学生がオフィスアワーを利用していた（資

料７－１－①－６）。教員間には教員間連絡ネットワークが存在しており，学生への適切に助言するよ

うに工夫している（前出資料２－２－②－６）。 

資料７－１－①－４ 専攻科新入生ガイダンス資料（抜粋） 
 

2006.4.10
専攻科新入生ガイダンス 

配布物 
  専攻科履修のてびき（簡易版） 
  シラバス 
  学生生活ハンドブック 
  総合情報センター登録申請書（必要者のみ） 
 
説明内容 
１．基本方針 
２．「履修のてびき」の内容 
３．運営組織（担当教官） 
４．学生生活関係（駐車場） 
５．連絡係の決定 
６．各種発表会の準備と運営 
７．教室の清掃 
８．健康診断 
９．ネットワークの使用（連絡方法） 
１０．総合情報センター登録 
１１．図書館の放課後の管理アルバイトの件。 
１２．住所等の確認 
 

出典：専攻科資料

資料７－１－①－３ 資格関連科目を含む選択科目の履修に関する手続きについて（抜粋） 
 

学級担任の先生方へのお願い 
資格関連科目を含む選択科目の履修に関する手続きについて 

 
ホームルームにおいて，以下の作業・学生への指示をお願いいたします。 
 
① 「選択科目履修願」を配布してください。 
「履修願」に，今年度履修したいすべての選択科目を記入するよう，また，選択科目に関する情報は，教室に配布さ
れているシラバス，科目の担当教員からの説明，あるいは，説明会（別紙に記載）での説明から得られることを，指
示してください。（説明会で説明のない科目は各関連教科の授業で説明されます。） 
 ・・・ 
② 学級担任の印をもらってから，学生課教務係（友朋会館１階）に各自で提出するよう，指示してください。
締め切りは，４月２８日（金）です。（なお，資格関連科目の単位の認定には，年度末に選択科目単位認定願の提出
が必要です。）ただし、「審判員資格」と「物づくりの技術」は担当教員の確認のサインを提出の前にもらっておく
必要がありますので、その旨指示してください。 
 
選択科目の内の資格関連科目を履修しようとする学生は説明会に必ず出席するよう指示してください。 
 ・・・ 
③ お手数をおかけしますが，別紙の「平成１８年度 資格関連科目担当教員」と「資格関連科目の説明会」を，
教室内に掲示してください。 
 
１年生の学級担任の先生方へ ・・・ 
２から５年生の学級担任の先生方へ ・・・ 
４年生の学級担任の先生方へ ・・・ 
５年生の学級担任の先生方へ ・・・ 

出典：教務係資料
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資料７－１－①－６ オフィスアワー利用状況調査結果 

教務係

回答教官数 実施日来室[人] 翌日[人] その他の日[人] 合計[人]
9月 合計 29 132 10 14 156
11月 合計 46 119 1 16 136
2月 合計 33 168 0 18 186

オフィスアワーデイ利用学生数集計結果

 

出典：教務係資料

資料７－１－①－５ 授業日程表 

 

出典：学生生活ガイドブック



津山工業高等専門学校 基準７ 

 204

（分析結果とその根拠理由） 
 整備され，適切に実施されて機能している。 
 学習を進める上でのガイダンスは年度当初に行うよう整備し，適切に実施している。また，学生の自

主的学習を進める上での相談・助言を行う体制も整備し，機能している。 
 
観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び厚

生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，効果

的に利用されているか。 
（観点に係る状況） 

 自主的学習環境としては，図書館及び総合情報センターを整備している。図書館は，平日に21時まで，

土曜日に13時から17時までの利用が可能となっている。日曜日は閉館日であるが，定期試験一週間前か

らは日祝日においても開館することになっており，学生の便宜を図っている。資料７－１－②－１，２

に，図書館の蔵書冊数及び利用状況を示す。蔵書に関する学生の希望を反映するためには，学生の図書

委員会によるブックハンティングが実施されている（資料７－１－②－３）。総合情報センターは，授

業時間外においても学生が学習のために利用することができる。資料７－１－②－４にセンター利用状

況を示す。 
 福利・厚生施設としては，売店及び食堂（資料７－１－②－５）に加え，課外活動等に使用可能な研

修施設を整備している（資料７－１－②－６～８）。コミュニケーションスペース等としては，図書館

・情報センター棟に談話コーナーが，また，各学科棟にはリフレッシュ室等を計３室整備している（資

料７－１－②－８）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 整備され，効果的に利用されている。 
 図書館・総合情報センター等の自主的学習環境及びキャンパス生活環境等を整備しており，効果的に

利用されている。 
 

 

資料７－１－②－１ 図書館所蔵冊数 
 

7 0 ,0 0 0

7 0 ,5 0 0

7 1 ,0 0 0

7 1 ,5 0 0

7 2 ,0 0 0

7 2 ,5 0 0

7 3 ,0 0 0

Ｈ １ ２ Ｈ １ ３ Ｈ １ ４ Ｈ １ ５ Ｈ １ ６ Ｈ １ ７ Ｈ １ ８

冊
数

 

 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，p.127
（平成 17，18 年度状況を追加）
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資料７－１－②－４ 総合情報センター利用状況 
 

年度別利用人数

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H.12年度 H.13年度 H.14年度 H.15年度 H.16年度 H.17年度 H.18年度

年度

人

数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
 

※この数字は総合情報センター事務室前の計数器で自動計測されたものである．また，マルチメディア室（ＭＭ室）の利用者を含んでいない． 

 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書，p.134
（平成 17，18 年度状況を追加）

資料７－１－②－３ ブックハンティング実績 
 

紀伊国屋 1回 紀伊国屋 1回
津山ブックセンター 1回 津山ブックセンター 2回

金額 \208,337 円 金額 \318,278 円
冊数 117 冊 冊数 212 冊

実施回数

平成17年度 平成18年度

実施回数

 
 

出典：図書係資料

資料７－１－②－２ 図書館の利用状況 
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出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，p.128
（平成 17，18 年度状況を追加）
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資料７－１－②－７ 合宿研修施設利用状況 

0

1 0

2 0

3 0
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6 0
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8 0

9 0

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月

の
べ

利
用

日
数

（
団

体
毎

の
利

用
日

数
の

合
計

） 平 成 1 6 年 度
平 成 1 7 年 度
平 成 1 8 年 度

 
出典：学生係資料

資料７－１－②－６ 合宿許可願について 
 

 

出典：学生生活ガイドブック，p.28

資料７－１－②－５ 福利・厚生施設 
 

 
 

出典：学生生活ガイドブック，p.26
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資料７－１－②－８ 福利・厚生施設，コミュニケーションスペース 
 

 

 

 
 

平成 18 年度改称 
ほっとルーム 

現在は学生の自己学習等以外の目的のために利用 

１／２
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学等

に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 
（観点に係る状況） 

 学生の意見を学習支援に反映するための手段として，授業評価アンケートを行っている（資料７－１

－③－１）。主な集計結果は学内共有フォルダにおいて公開し，意見交換会や授業公開を通して共有し

ている。学生課には何でも相談室と学生相談箱を設けている（資料７－１－③－２）。資格試験等につ

いては，時間割に資格関連科目に関する時間を確保し，履修に伴う説明会を開催するとともに，担当教

員が相談に対応している（資料７－１－③－３，４）。専攻科においては，学生との直接対話によって

要望を収集するために，専攻科運営委員と学生による情報交換会を実施している（資料７－１－③－５，

６）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 学生のニーズが適切に把握されている。 
 授業アンケート・学生相談箱等の学習支援に関する学生のニーズを把握する体制を整備し機能してい

る。 

 

 
 

出典：学生生活ガイドブック，pp. 115-116, p. 118, pp. 120-121

２／２
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資料７－１－③－２ 学生相談 
 
(xii) 学生相談 
2002（平成 14）年度から，学生からの教育システムの改善に関する要望の公式な受け入れ窓口として，学生課に「何
でも相談室」と「相談箱」を設け，学生からの要望が学生生活委員会を経て教育プログラム点検委員会に集約される
ようになった。これはまだ設置されたばかりということもあってそれほど多くの投書がなされているわけではないが，
これまで数件の「学生相談票」がよせられている。それらの投書の内容はすべて一致しており，「教室にクーラーを
つけてもらいたい」というものである。この点は，教務委員会・教育プログラム点検委員会が行った「授業，学習環
境，施設・設備，学校システム等についての要望・提言学生アンケート」の集計結果においても同様であった（引用
・裏付資料 21）。教室へのクーラーの設置については，自己努力により順次進めており，2004 年度中に 20 教室すべ
てにクーラーが備え付けられた。将来も，本科生が利用する本館校舎が改修される際には，こうした学生の要望を考
慮する必要がある。今後は，メールでも学生からの要望を受け入れる体制を整備するなど，学生や保護者からの要望
を積極的に取り入れることができるような支援体制をいっそう進めていくことが肝要であろう。 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書 pp. 77-78

資料７－１－③－１ 授業評価アンケート（抜粋） 
 

授業評価アンケートの質問項目(講義) 
【授業内容・方法等に関する質問】 
 【教育内容の水準と量に関する質問】 
  1. この授業の学習内容のレベルは適切でしたか。 
  2. この授業の学習内容の分量は適切でしたか。 
  3. この授業はシラバス（授業計画や時間数）に沿って行われていましたか。  
 
 【理解を助ける工夫に関する質問】 
   4. 学生の理解度を確認しながら授業が進められていましたか。 
   5. 教官の話し方は，聞き取りやすかったですか。 
   6. 教官の説明や黒板の使い方，書き方はわかりやすいものでしたか。  
 
 【勉学意欲を増進する工夫に関する質問】 
   7. 教官は授業に対して意欲的だったと思いますか。 
   8. この授業（放課後も含む）では疑問点があれば質問できましたか。 
   9. 教官は授業中，授業への不参加（私語，居眠りや内職など）を放置せず注意していましたか。  
 
 【総合評価】 
   10. 総合的に見て，あなたはこの授業を高く評価できますか。  
 
【あなた自身についての質問】 
 11. この授業の内容をどの程度理解しましたか。 
 12. あなたは授業中，授業に熱心に取り組みましたか。 
 13. あなたは，この科目を授業以外に週平均何時間勉強していましたか。（勉強時間には，予習，復習はもちろんのこと，課題や

レポート，試験勉強も含みます。） 
 14. この授業によって，あなたはこの教科に興味や関心を持ちましたか。  
 
 

授業評価アンケートの質問項目（自発的学習課目） ．．． 
授業評価アンケートの質問項目（実験・実習） ．．． 

授業評価アンケートの質問項目（体育） ．．． 
 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/janketo.htm
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資料７－１－③－４ 資格関連科目担当教員 
 

 

 

 
 

出典：教務係資料（掲示用，シラバスには科目毎に記載）

資料７－１－③－３ 時間割（機械工学科） 
 

 

 

出典：学生生活ガイドブック，p.9
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観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能している

か。 
（観点に係る状況） 

 一般及び専門科目の学習に関係の深い資格に対しては，選択科目として単位を用意し，資格取得の支

援を行っている（前出資料５－１－①－１～５，前出資料７－１－③－４，資料７－１－④―１）。ま

た，本校の技術者教育に直結する学生のものづくり活動に対しては，その努力と成果を評価し，「物づ

くりの技術」の科目名で単位を認定し（前出資料５－１－①－２），その状況は前出資料６－１－②－

６に示す通りである。平成18年度からは，ものづくり活動を支援するためのものづくり工房を新たに設

置した（資料７－１－④－２，３）。 

資料７－１－③－６ 専攻科情報交換会 
 
                             委  員  会  等  報  告  書 
 
     委員会等名 ：  平成１８年度第１７回専攻科運営委員会   
     開 催 日 ： 平成１９．３．１５（木）１３：００～１５：００ 
     報 告 者 名 ：  専攻科長 下西 二郎 
 
     事項及び要旨 
・・・ 
 ４．専攻科生との情報交換会報告 
       資料（専攻科２年生ヒヤリング結果）に基づき，要望等の説明があり，今後の運営に活かすことを確認した。
・・・ 
 

出典：専攻科運営委員会議事録

資料７－１－③－５ 専攻科行事日程（抜粋） 
 
平成１８年度の主な行事予定(暫定) 
 
○4 月   
    07 日（金） オリエンテーション  
    10 日（月） 入学式、新入生オリエンテーション  
    11 日（火） 授業開始  
    12 日（水）～14 日（金） 健康診断（検尿）始業前  
    14 日（金） 履修願・再履修願提出締切  
    17 日（月） 健康診断（身体計測→視力→聴力：２年：授業並行  
    20 日（木） 開校記念日（通常授業）  
    24 日（金）～25 日（土） 中国四国地区研究交流会（阿南）  
    26 日（水） 健康診断（内科検診：2 年：授業並行）13:00～   
    27 日（木） 中間発表会（電子・情報システム工学専攻)   
    28 日（金） 中間発表会（機械・制御システム工学専攻） 
 
○2 月 
    01 日（木） 特別研究発表会（電子・情報システム工学専攻）  
    05 日（月） 特別研究発表会（機械・制御システム工学専攻）  
    13 日（火） 特別研究報告書査読結果締切 
    16 日（金）～23 日（金） 後期試験（含特別研究） 
    19 日（月） 臨時休業  
    23 日（金） 特別研究報告書最終版締切 
    23 日（金） 情報交換会 
 
○3 月 ・・・ 
 

出典：学内ホームページ，

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/homepage/senkou/gyouji.htm
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 外国留学に関しては，留学規程を定めており（資料７－１－④－４），修学期間や単位の認定に関し

て便宜を図っている。また，平成14年度からは米国ペンシルベニア・カレッジ・オブ・テクノロジーと

の間で学生交流に関する締結書を交わしており，海外研修を実施している（資料７－１－④－５）。平

成16年度からは，中国上海への研修旅行も実施している。資料７－１－④－６に，国際交流の実施状況

を示す。本校では，工学を通じた交流を行っているのが特徴である。なお，学内にはTOEIC受講を対象

としたe-Learningシステムが導入されており，学生が自由に利用できるようになっている（資料７－１

－④－７，８）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 支援体制が整備され，機能している。 
 資格や検定試験に対する支援体制を整備しており，機能している。外国留学については，学生の学修

に関して便宜を図るとともに，海外研修の機会を提供し，支援を行っている。 
 

 
 

資料７－１－④－１ 資格取得支援のためのホームページ 
 

 
 

出典：学内ホームページ，http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/sikaku.htm
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資料７－１－④－３ ものづくり工房 
 

  

出典：学生生活ガイドブック，p. 121

資料７－１－④－４ 留学規程（抜粋） 
 

○津山工業高等専門学校留学規程 
平成 16 年 8 月 31 日 規程第 28 号

（趣旨） 
第１条 この規程は，津山工業高等専門学校学則第 25 条の２第４項の規定に基づき，本校の学生が外国の高等学校又
は大学（以下「学校」という。）への留学（以下「留学」という。）に関し，必要な事項を定める。 
（許可基準） ．．． 
（期間） 
第４条 留学期間は，６ヶ月以上１年以内とする。ただし，特別の理由があると認められる場合は，留学期間の短縮
及び１年以内の延長を認めることがある。 
・・・ 
（留学の終了） ・・・ 
（留学終了後の学年） 
第６条 帰国後の学年については，教務委員会の審査の結果に基づき, 校長が決定するものとする。 
（単位の認定） 
第７条 留学中の履修に係わる単位の認定は，個々の科目については行わず，当該留学生が留学先の学校で良好に履
修したと認められる場合は，原則として 30 単位以内で一括して認定する。ただし, 認定された単位の評価は行わない。
（進級時の修得単位の特例） 
第８条留学中の履修に係る単位の認定を受けた者は，「学業成績の評価並びに学年の課程修了及び卒業の認定に関す
る規程」の第 13 条第５号の修得累計単位数に掲げる一般科目及び専門科目の区分は適用を除外する。 
・・・ 
 

出典：学生生活ガイドブック，pp. 94-95

資料７－１－④－２ ものづくり工房規程（抜粋） 
 

○津山工業高等専門学校ものづくり工房規程 
平成 18 年 5 月 30 日 規程第 52 号

（趣旨） 
第１条 津山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における学生の各種ものづくり活動を支援するため，津山
工業高等専門学校ものづくり工房（以下「ものづくり工房」という。）を置く。 
（使用の範囲） 
第２条ものづくり工房は，本校学生が，課外活動等において，指導教員の指導のもと，ロボコン，ソーラーカー等各
種ものづくりに使用する場合に使用することができる。 
（使用手続） ・・・ 
（使用可能期間・時間帯） ・・・ 

出典：津山高専規程集



津山工業高等専門学校 基準７ 

 214

 

 

資料７－１－④－６ 国際交流実施状況 
 

ペンシルバニア・カレッジ・オブ・テクノロジーとの交流状況 

期間 人数 期間 人数
14 9月8日～9月17日 5
15 10月12日～10月22日 5
16 5月18日～5月23日 5 10月10日～10月19日 5
17 10月9日～10月18日 5
18 5月16日～5月21日 6 10月16日～10月24日 5

年度
受入 派遣

 
出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書，p. 153

（H17，18 年度状況を追加）

中国上海への派遣状況 

年度 期間 人数
16 12月25日～12月29日 12
17 12月24日～12月28日 11
18 12月23日～12月27日 6  

 

出典：国際交流委員会資料

資料７－１－④－５ 国際交流協定の締結（抜粋） 
 
１ 国際交流協定の締結 
 ・・・平成１４年９月に当時の校長と教員２名および専攻科生５名が，米国東部ペンシルベニア州ウイリアムスポ
ート市にあるペンシルベニア カレッジ オブ テクノロジイ（以下ペンカレッジという）に出かけて以来，ペンカ
レッジとの交流が始まりました。・・・平成１４年１０月に仮締結書を取り交わし，平成１６年５月に本締結書を結
びました（図Ⅱ－１）。また，平成１６年１２月から中国上海への研修を実施しています。 
 
２－４ 費用の支援 
 ペンカレッジへの派遣については，全旅行費用一人約１８万円のうち航空機運賃の約１５万円を援助しています。
・・・なお，中国上海への研修については，参加学生の自己負担となっています。 
 

 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書，pp.151-153
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観点７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，編入学生，社会

人学生，障害のある学生等が考えられる。）への学習支援体制が整備されているか。

また，必要に応じて学習支援が行われているか。 
（観点に係る状況） 

 留学生に対する指導・支援については外国人留学生規程（資料７－１－⑤－１）に定められており，

留学生指導教員（担任が務めることが多い）及び学生相談員（チューター）を配置している（資料７－

１－⑤－２）。チューターには，留学生チューターマニュアルを準備してその制度や活動上の注意事項

を理解してもらっている（資料７－１－⑤－３）。カリキュラムでは，文系の科目を中心に履修を免除

する代わりに留学生用の履修科目を課しており，専用の時間割を設定している（資料７－１－⑤－４，

５）。入学後は各学科の担当により，必要に応じた補習指導を行っている（資料７－１－⑤－６）。 
 編入学生に対しては，工業高校及び普通高校いずれの出身者に対しても，第３学年までにおける主要

科目に関した事前指導を行っている（資料７－１－⑤－４，７）。入学後は各学科において，必要に応

じた技術教育指導を行っている。 
 社会人学生については，専攻科運営委員会の承認を得て個別に特別な履修方法をとることのできる社

会人コースを整備している（前出資料５－５－③－１）。別途整備している長期履修制度を併用するこ

資料７－１－④－８ アルクネットワークアカデミー利用マニュアル（抜粋） 
 
ネットアカデミーを利用するには 

（１）ネットアカデミーを起動する 

１． パソコンを立ち上げ、インターネットエクスプローラーをクリックすると、 

次のような津山高専のページが表示されるので、「学内専用ホームページ」を開く 

・・・ 

２． 下の画面の中の「英語科のホームページ」をクリックする。 

・・・ 

３．以下の画面が表示されるので、続いて「e-Learning システム」をクリックする。 
・・・ 
 

出典：英語科資料

資料７－１－④－７ アルクネットワークアカデミー利用説明会案内 
 

e-ラーニング教材「ネットアカデミー」説明会開催について 
 
以下の通り「ネットアカデミー」説明会を開きますので、希望者は時間厳守で参加してください。 
 
日時：第一回 ６月１３日（火）１２：４０～ 
   第二回 ６月２７日（火）１５：２０～ 
   いずれも時間は２０分程度です。 
場所：ＭＭ教室 （図書館１階） 
対象：１年生～３年生の希望者 
 
＊ 自分のペースで英語学習に取り組める教材です。ＴＯＥＩＣ受験を考えている人、英語の授業だけでは物足
りない人など、どんどん取り組んでみましょう。 
 

出典：英語科資料
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とにより，柔軟なカリキュラムを準備することが可能である。社会人学生の受け入はこれまでに数例あ

り，いずれも修了している（資料７－１－⑤－８）。 
 障害のある学生の学習に対する支援体制については，いまだ特別な事例がないことから，その組織的

な整備は不十分な状況である。今後，ノートテーカー等，具体的な運用方法についてマニュアルの準備

等を進めておく必要がある。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 学習支援体制が整備され，機能している。 
 留学生や編入学生，社会人学生の学習支援に関する支援体制を整備しており，機能している。一方，

障害のある学生の学習支援体制については，今後具体的に整備する必要がある。 
 

資料７－１－⑤－１ 外国人留学生規程（抜粋） 
（趣旨） 

第１条 この規程は，津山工業高等専門学校学則（以下「学則」という）第51条第１条の規定に基づき，外国人留学

生（以下「留学生」という）の入学，教育課程その他について必要な事項を定める。 

（入学） 

第２条 留学生は，原則として第３学年以下の学年に入学を許可するものとする。 

（教育課程） 

第３条 留学生に対する教育課程は，第３学年以下の学年については特別に編成できるものとし，第４学年及び第５

学年については，原則として学則に定める専門科目及びその他の授業料目により編成するものとする。 

（授業料等） 

第４条 国費留学生に係る入学検定料，入学料及び授業料は徴収しない。 

（指導教員） 

第５条 留学生に対する学習及び生活指導を行うため，留学生指導教員（以下「指導教員」という）を置く。 

２ 指導教員は，留学生と同一学科の教員のうちから，当該学科主任の推薦に基づき，校長が指名する。 

（学生相談員） 

第６条 留学生の学習上の援助及び日常生活について助言するため，学生相談員を置く。 

２ 学生相談員は留学生と同一学科の学生のうちから指導教員の推薦に基づき校長が委嘱する。 

３ 学生相談員は，その職務に関し，必要に応じて指導教員に報告し，その指導を受けるものとする。 

出典：津山高専規程集 

 

資料７－１－⑤－２ チューター配置状況 

 　学科・学年    相談員氏名 　 留学生名 留学生出身国
機械工学科３年  吉　岡　章　徳 ズルル マレーシア 
電気電子工学科３年  山　本　沙　織 アキラ マレーシア
電気電子工学科３年  石　川　彰　人 ハスルル マレーシア
機械工学科４年  大　原　信　哉 ズル マレーシア
電気電子工学科４年  三　宅　悠　貴 アザー  モンゴル
電気電子工学科４年  松　本　洋　明 ヌルル（女）  マレーシア
電子制御工学科４年 神　﨑　政　人 イクラム  マレーシア
電子制御工学科４年 三　宅　正　樹 リズワン  マレーシア
情報工学科４年  青　山　亮　太 カムルル バングラデシュ
情報工学科４年  三　好　　　愛 ナナ（女）  マレーシア

平成１８年度外国人留学生相談員委嘱者名簿

 

出典：教務係資料
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資料７－１－⑤－４ 編入学生，留学生の指導（抜粋） 
 
６ 編入学生，留学生の指導 
（１）編入学生の指導 
 従来から受入れてきた工業高校からの編入学生と昭和６２年度から受入れを開始した普通高校からの編入学生とで
は指導に違いがあります。 
 ア 工業高校からの場合 
     学科によって多少の違いはありますが，入学前に３年生までの主要科目の教科書を示し，レポートの提出を求
めるなどして自宅学習を促しています。学科によっては登校させて指導を行う場合もあります。入学後も個別に不足
分の指導は行いますが，・・・入学前の指導は専門科目だけではなく数学についても行っています。 
 
 イ 普通高校からの場合 
     普通科高校からの編入学者の違いは専門教育を受けていないことです。このため，どの学科にも選択科目に「工
学総論」２単位を設け，入学後の専門科目の学習に支障がないように指導する体制を取っています。例えば機械工学
科の「機械工学総論」では，機械工学の基礎である工業力学と材料力学に重点をおいて講義と演習を行うことにして
います。事前指導は工業高校からの編入学生とほぼ同じですが，入学前の春休みに専門科目の特別指導や実習指導を
行ったこともあります。また入学後は随時不足分の個別指導を行います。 
（２）留学生の指導 
 ・・・留学生の要望も取り入れながら履修免除科目や別途履修科目の検討を進め，「編入学生の履修及び単位認定
に関する申し合わせ」としてまとめています。現在では表Ⅱ－２０に示す第３学年の２科目３単位の履修を免除し，
その代わりに表Ⅱ－２１に示すように第３学年に３科目７単位の必修科目を加えています。また表Ⅱ－２２の第４学
年の２科目は，留学生には選択科目として扱っています。なお成績評価や進級基準の適用については，日本人学生と
何ら区別はありません。 
 時間割は３年生に対しては別に留学生用を用意し，便宜を図っています。最近では，日本の普通科高校に当たる高
校を卒業し，母国で専門教育を受けていない留学生も多く，編入学後は受け入れ学科で個別に指導を行っています。
 

表Ⅱ－２０ 履修免除科目 
学年 科目名 単位数 一般・専門の区分 

3 国語 III 1 一般科目 
3 日本史 2 一般科目 

 
表Ⅱ－２１ 必修科目 

学年 科目名 単位数 一般・専門の区分 
3 日本語 3 一般科目 
3 理科用語 2 一般科目 
3 基礎情報処理 2 専門科目 

 
表Ⅱ－２２ 選択科目 

学年 科目名 単位数 一般・専門の区分 
4 国語 IV 1 一般科目 
4 現代社会と法 1 一般科目 

 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書，p. 48-49

資料７－１－⑤－３ 留学生チューターマニュアル（抜粋） 
 

平成１８年度 留学生チューターマニュアル 
津山工業高等専門学校

 
目 次 
１ チューターの皆さんへ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 
２ チューター制度とその目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 
  （１） 案内者として ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 
  （２） 先生として ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 
  （３） 友人として  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 
３ チューターの日常活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 
  （１） 一般的心構え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 
  （２） 日常活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 
４ 事務手続きについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 
  （１） チューター報告書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 
  （２） チューター謝金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 
別紙１ 留学生交流行事参加報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 
別紙２ 学生相談員指導報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 
別紙３ 諸謝金・講師等旅費の口座振込み申し出書 ・・・・・・・・・・・・・ １１ 

出典：教務係資料
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資料７－１－⑤－７ 編入生の事前指導例（機械工学科）（抜粋） 

◎「材料力学」 下記教科書を購入し、１～８０ページの範囲（具体的内容は下記に示すが、特に、第３章の範囲）
について十分勉強しておくこと。なお本校では、下記教科書を３～４年共通で使用し、第４学年では第４章以降につ
いて学習する。 
 
使用教科書： 谷口 修 監修  最新機械工学シリーズ 14「材料力学Ⅰ」SI 版 
         渥美 光、鈴木幸三、三々田賢次共著 森北出版 
 
具体的内容  第１章 p.12～13 の演習問題 1～8 
       第２章 2.1 節～2.6 節と演習問題 1～16 
       第３章 3.1 節～3.9 節と演習問題 1～13 
       上記の内容が特に重要ですので、よく勉強し、理解しておいてください。なお、質問などがあれば、
電話、e-mail、FAX、手紙などで尋ねていただいても結構です。 
 
連絡先    津山工業高等専門学校 機械工学科 ・・・ 

出典：機械工学科資料

資料７－１－⑤－６ 転科生・留学生の補習に関する打ち合せ議事録（機械工学科）（抜粋） 
 

平成 17 年 3 月 29 日
平成 17 年度 転科生・留学生の補習に関する打ち合せ議事録 

教務委員／吉富
実施日時 ： 平成１７年３月２９日（火） １３：００～１４：００ 
会 場  ： 第１工場管理室 
出席者  ： 高本（主任），柴田（材料Ⅰ担当），吉富（教務委員兼設図Ⅰ担当） 
       大谷（センター第１班長兼実習担当），神田（実習担当） 
実施内容 ： 平成１７年度に情報工学科より機械工学科２年生へ転科する学生と，機械工学科３年生へ編入学する
留学生への補習の実施方法について検討した。 
内容は以下の如し。 
 
１．該当学生名 
  ・転科学生：・・・ 
  ・留学生 ：・・・ 
 
２．補習科目 
  ・転科学生：工業材料Ⅰ（材料Ⅱの学習の予備教育），設計製図Ⅰ（第三角法による製図法の基礎） 
        実習（実験実習Ⅱの予備教育，安全教育） 
  ・留学生： 実習（旋盤等の使用方法，安全教育） 
 
３．補習計画 
(1)転科生のスケジュール ・・・ 
(2)留学生のスケジュール ・・・ 
（追加） 
  留学生の設計製図については，本人の状況を聞いて別途対応を考える。 
（以上） 

出典：機械工学科資料

資料７－１－⑤－５ 留学生用時間割 
 

 
出典：学生生活ガイドブック，p.13
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観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能して

いるか。 
（観点に係る状況） 

 学生の組織的な活動については，学生会が組織されている（資料７－１－⑥－１，２）。課外活動に

はそれぞれ指導教員を配置しており，支援や助言を行っている（前出資料２－２－③－６）。毎年指導

教員連絡会議を開催し，支援が適切に行なわれているか，問題点がないかを確認している（前出資料２

－２－③－７）。ロボコン及びプロコンについては，教職員による技術顧問団と審査委員を組織し，学

生に対する支援を行っている（資料７－１－⑥－３，４）。また，平成18年度からは学生及び教職員に

対し，AED利用講習会（資料７－１－⑥－５）及び普通救命講習会を開催している。 
 学生会における各種委員会には，学生生活委員会からそれぞれ数名の教員が顧問として支援にあたっ

ている（前出資料５－４－②－１）。学生会全体としてリーダー研修会を行なうとともに（資料７－１

－⑥－６），各委員会は自主・自律の精神に基づき，独自の活動を展開している（資料７－１－⑥－７，

前出資料５－４－②－６）。 
 課外活動を支援するための施設としては，屋内外の体育施設や研修所，学生会室（資料７－１－⑥－

８），ものづくり工房（前出資料７－１－④－３）等を整備している。実習工場は顧問教員の責任のも

と，授業時間以外にも利用や支援を受けることができる。その利用状況を資料７－１－⑥－９に示す。

平成18年度からは，機械加工技術教育の一環として「マイスター制」に取り組んでおり，学生が自発的

に高度な技術を習得することを狙っている（資料７－１－⑥－１０）。課外活動等に対する意欲向上の

ために，その成果に対しては表彰規程を整備している（資料７－１－⑥－１１）。 
 経済的な観点からは，厚生活動整備費に加えて，保護者後援会から支援を受けており，各種大会への

派遣補助等の支援を実施している（資料７－１－⑥－１２，１３）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 支援体制が整備され，機能している。 
 課外活動や委員会活動に対して，教員の助言のもと，学生が自主的に活動できる環境を整備し機能し

ている。 
 
 

資料７－１－⑤－８ 志願・入学状況（抜粋） 
 
3-1-2 志願・入学状況 
・・・ 
 社会人入学は専攻科設置当初の平成 9 年度に 2 名，平成 10 年度に 3 名あり，生涯学習の場としての役割も果たし
ていましたが，平成 11 年度以降，我が国の経済情勢の悪化とも関連してゼロとなっています。平成 15 年度に後述す
る長期履修制度を利用した社会人が 1 名入学しています。 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書，pp. 76-66，3-1-2
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資料７－１－⑥－２ 学生会組織 

 

出典：学生生活ガイドブック，p.27

資料７－１－⑥－１ 学生会規約（抜粋） 
 

○津山工業高等専門学校学生会規約 
第１章 名称 
 第１条 本会は，津山工業高等専門学校学生会と称する。 
第２章 目的 
 第２条 本会は，津山工業高等専門学校学生準則に基づき，学生相互の問題を自主的に処理することにより，心身
を練磨し，会員相互の親睦を図り，津山工業高等専門学校(以下「本校」という。)の学問の場にふさわしい，自由な
校風を作ることを目的とする。 
第３章 構成 
 第３条 本会は，本校全学生をもって構成する。ただし，専攻科生については，この限りでない。 
第４章 組織 
 第１節 総則 
  第４条 本会は，第２条の目的を達成するために次の機関を置く。 
   (１)総会 (２)評議会 (３)執行部中央執行委員会 (４)事務部 (５)選挙管理委員会 (６)監査役 
 第２節 総会 
  第５条 総会は，全会員をもって構成する。 
  第６条 総会は，本会における最高議決機関である。 
  第７条 総会は，次の事項を審議し，議決・承認する。 
    (１)予算及び決算の承認 (２)年間事業計画の承認 (３)本会会費の変更 (４)本規約の改正 
    (５)評議会及び中執委の解散の承認 (６)その他評議会及び総会で必要と認められた重要事項の議決承認 
  第８条 定期総会は，４月から６月までの間と，１月から３月までの間の年２回行うものとし，会長がこれを招
集する。 
・・・ 

出典：学生生活ガイドブック，pp.104-112



津山工業高等専門学校 基準７ 

 221

 

 

 

資料７－１－⑥－５ AED 講習会案内（抜粋） 
教職員各位 

安全衛生委員会委員長 福田昌准
 この度，ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置に伴う講習会を開催する予定ですが，参加者を下記のとおりといた
しますので，お知らせします。 
 ついては，学級担任，課外活動の指導教員及び学科主任にあっては，代表者の選出並びに周知方よろしくお願いし
ます。 

記 
   ●レンタル業者による操作説明会 
     日 時：５月２４日（水）１６：１５～ 
     場 所：第２体育館 
     参加者：教職員・・・希望者 
         学 生・・・各クラスの体育委員及び課外活動の各部の代表者１名（授業のあるクラスを除く）
   ●消防署による応急手当講習 
     日 時：６月１４日（水）午後（時間未定：３時間程度） 
     場 所：未定 
     参加者：教 員・・・各学科１名 
         職 員・・・各課１名， 
               教育研究支援センター１名 
         学 生・・・課外活動の運動部の代表者 各１名 

出典：安全衛生委員会資料

資料７－１－⑥－４ プロコン審査委員（抜粋） 
平成１８年５月２３日

関係教員 各位 
学生生活係

全国高専第１７回プロコン審査委員について（依頼） 
 このことについて，現在プロコン参加応募作品を募集し，アイデアの提出を受け付けているところですが，応募作
品が多数になった場合、選考等に関して校内審査の体制を整えておく必要があります。 
 つきましては，下記の教員の方々に審査委員を依頼したいと思いますので，ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。 
 なお，日程等についてはすでに学生に対し掲示で周知していますので、下記の校内審査日にご参集いただきたくお
願い申し上げます。 

記 
 １ 審査委員 
   岡田学生主事  橋本学生主事補  河合先生  寺元先生  宮下先生 
 ２ 日程等 
 （１）応募作品提出締切 ５月２５日（木）までに学生係に提出 
 （２）校内審査       ５月２６日（金）１７：１０～ 特別会議室 

出典：学生係資料

資料７－１－⑥－３ ロボコン技術顧問団（抜粋） 
平成１８年４月２８日

関係教職員 各位 
学生主事

アイデア対決・全国高専ロボコン２００６技術顧問について（依頼） 
 このことにつきまして，現在ロボコンの参加チームを募集し，アイデアの提出を受け付けているところですが，学
生の技術相談に乗る，アドバイスを与える，又は出場チームの選考等に関して体制を整えておく必要があります。 
 つきましては，下記の教職員の方々に技術顧問を依頼したいと思いますので，ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。 
 なお，日程等につきましては，既に学生に対しては掲示済みですが，下記のとおり決定しておりますので，ご了解
頂きたいと思います。・・・ 

記 
 １ 技術顧問（敬称略） 
    総括担当者       橋本 淳 
    代表責任者       里吉 昭宣 
    機械工学科       井上 浩行 
    電気電子工学科     中村 重之 
    電子制御工学科     大西 規雄 
    情報工学科       河合 雅弘 
    教育研究支援センター  鷲田 廣行・大谷 賢二・神田 尚弘・川村 純司 

出典：学生係資料
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資料７－１－⑥－７ 交通安全委員会の活動例 

 
出典：津山高専だより第 56 号

資料７－１－⑥－６ リーダー研修会実施状況 

 

 
出典：学生係資料
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資料７－１－⑥－９ 実習工場利用状況 
 

表２ 実習工場の授業利用状況 

    授業科目名  週あたり時間数 

 

 

 

授業 

 

 

・機械工学実験実習Ⅰ 

・    〃      Ⅱ 

・        〃      Ⅲ 

・電子電気工学実験Ⅱ 

・電子制御実習  Ⅰ 

・      〃       Ⅱ 

・機械創造演習Ⅱ 

・電子制御創造演習Ⅱ 

     ２ 

     ２ 

     ３ 

     ２(前期) 

     ２ 

     ２ 

     １ 

     １ 

 

表３ 実習工場の授業以外（課外活動等）での利用状況 （単位：時間） 

 切削加工機 研削加工機 切断加工機 溶接加工機 ボール盤 

卒業研究・特別研究 336(19) 35 174(124) 48 45 

課外活動 93 - 77(44) 78 20 

人材育成（地域貢献） 136(16) - - - - 

注 1）実習工場利用記録簿による平成 18 年 4 月～12 月の延べ利用時間を示す。 
    注 2)括弧内はコンピュータ制御の工作機械の利用時間（内数）を示す。 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，p.137
（平成 18 年度状況を追記）

資料７－１－⑥－８ 体育施設，研修所及び学生会室 
 

 
 

出典：学生生活ガイドブック，p. 122, p. 125

ハンドボールコート

ものづくり工房
プール 

研修施設
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資料７－１－⑥－１１ 学生表彰規程（抜粋） 
 

○津山工業高等専門学校学生表彰規程 

平成 16 年３月 19 日規程第 12 号

 

（趣旨） 

第１条 津山工業高等専門学校学則第 46 条の規定に基づく本校学生の表彰（以下「表彰」という。）については，こ

の規程の定めるところによる。 

 

（表彰） 

第２条 表彰は，次の各号の一に該当する者について行うものとする。ただし，学校又は学生会が主催する行事の表

彰については，その都度定める。 

(1)学業，人物ともに優秀な者 (2) 課外活動に卓越した成果を収めた者 

(3)その他学生の模範として推奨できる行為又は功労等のあった者 

 

（表彰の決定） 

第３条 学級担任又は指導教員等は，前条に規定する表彰に該当すると認められる者があったときは，別紙様式第１

の推薦書により推薦するものとする。 

・・・ 
 

出典：学生生活ガイドブック，p. 101

資料７－１－⑥－１０ マイスター制資料 

出典：実習工場資料
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能して

いるか。 
（観点に係る状況） 

 学生の生活指導については，第一にクラス担任が相談及び助言にあたっている。担任では対応しきれ

ない状況が生じた場合には，教職員全員が学生生活委員会の主導のもとに支援にあたる。１年生におい

ては混合学級を運用していることから，学科における連携，また，固有の問題に対応するために，専門

学科から１名ずつの学科相談教員を配置している（資料７－２－①－１）。 
 担任等が各学生の状況を把握するための資料として，学生調査票を用いている（資料７－２－①－２）。

これは，担任が各学年における状況を追記する形となっており，各担任に引き継がれている。また，平

成15年度からは，学習等目標記録簿を作成している（前出資料１－２－①－１０，１１）。学生は各年

資料７－１－⑥－１３ 厚生補導設備充実費実施状況 
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出典：学生係資料

資料７－１－⑥－１２ 派遣補助実施状況 
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出典：学生係資料
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度の目標を記入し，学期毎に達成度を自己評価する。担任はこれにコメントを記入することで，学生指

導に活用している。 
 学生の健康管理については，保健室及びカウンセラー室を整備し周知し，心や身体の問題を抱えた学

生に対して，相談と支援と助言を行っている（資料７－２－①－４）。平成17年度からは，新たに総合

支援室が設置され，多様な問題について相談や助言を受ける場として利用している（資料７－２－①－

４～６）。セクシャルハラスメントに対しては，10名程度の相談員を公開して対応にあたっている（資

料７－２－①－４，７）。特に女子学生に対しては，平成18年度から女性相談員を配置した「ほっとル

ーム」（資料７－２－①－８，前出資料７－１－②－８）を設置し，固有の問題について対応にあたっ

ている。これら支援体制の利用状況を，資料７－２－①－９に示す。 
 経済的支援については，奨学金と授業料免除制度を準備している（資料７－２－①－１０）。奨学金

については，日本学生支援機構に加え，民間団体等の支援を受けることが可能となっている。奨学金受

給者及び授業料免除実施状況を，資料７－２－①－１１と１２に示す。平成18年度後期からは，新たに

ＴＡ制度を導入しており，補助的な観点からではあるものの，専攻科生の経済的支援の役割を果たして

いる（資料７－２－①－１３）。 
 学生の活動・支援状況について保護者からの理解と信頼を得るために，情報交換の場として保護者懇

談会を実施している（資料７－２－①－１４～１６）。低学年においては，担任団ホームページの作成

や学年懇話会も実施しており，活発な意見交換が行われている（資料７－２－①－１７）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 支援体制が整備され，機能している。 
 クラス担任を中心とした支援体制が整備されており，保護者と連携を取りながら有効に機能している。

担任を支援する形として学生生活委員会，また，専門知識を備えたカウンセラーや助言者等を配置して

いる。経済支援の体制を整備するとともに周知し，利用されている。 
 

 

資料７－２－①－１ 学科相談教員（抜粋） 
 

平成 18 年度 学級担任の手引き 
２． 学級担任が行う年間の主な業務内容 
【１】年度始めに行うこと 
（１）担任会 
 学年主任主導のもとで，各学年 4 人の担任が歩調を揃え，クラスあるいは学年の運営を少しでもスムーズに行うた
めに，学年当初のホームルームでの指導事項を確認する。また今年度の担任会開催時期やまた学科主任や学科相談教
員との連携方法等の計画をたてる。開催時期は 3 月後半または 4 月前半に行う。 
 
＊学科連絡委員（1 年生）1 組は機械工学科，2 組は電気電子工学科，3 組は電子制御工学科，4 組は情報工学科の学
生の中から 1 名を選ぶ。役割は各学科の学科相談教員との連絡，一週間ごとに出席簿を教務係へ持っていくこと等で
ある。 
・・・ 
 
（３）出欠等の把握 
 出欠等の状況を出席簿や学級日誌などから把握すると同時に欠席の理由も把握するように努める。長期欠席等の報
告があった場合は，その理由も含めて教科担任や学科相談教員等の関係者に漏れなく連絡する。 
 
【３】年度途中に行うこと 
・・・ 
 （２）各学科主任または学科相談教員への連絡 
 各クラスの成績や生活等の取りまとめを学科主任に連絡する。1 年生においては学科相談教員にも連絡する。 
・・・ 
 

出典：学級担任の手引き
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資料７－２－①－４ 学生生活に関する相談 

 
出典：学生生活ガイドブック，pp.22-23

資料７－２－①－２ 学生調査票 

 

出典：教務係資料
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資料７－２－①－６ 総合支援室ホームページ 

 
 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/shisetsu/soudan.htm

資料７－２－①－５ 総合支援室に関する案内（ホームルーム掲示） 

 
出典：総合支援室資料
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資料７－２－①－８ ほっとルームの設置及び活用に関する担任への案内等（抜粋） 
 
Subject:  ほっとルームからのお願い 
大田 先生、松田先生、三浦先生、佐藤先生 
 ○○さん【評価書執筆者注：カウンセラー】との面談のスケジュールを立てましたので、連絡よろしくお願いしま
す。以降は、直接コンタクトをとらせてもらうようにしたいと思います。また、以下の時間で都合が悪いときは、直
接○○さんと連絡をとって都合の良い日に来てもらえるようにお伝えください。４月中は２年生のみを考えています。
○○さんは、１４：００－１７：００には部屋にいます。 
  場所：情報工学科棟２階、「ほっとルーム」 
>> １日３人程度（１５分／人）で予定しています。 
>> ４月１７日（月）：１６：１５ □□（M-2）、１６：３０ □□（C-2）、１６：４５ □□（C-2）、・・・
 
－－－ 
杉山先生 
 情報の大平です。おかげさまで２年生の女子と○○さんとの顔合わせがほぼ終了しました。このため、５月に１年
生を対象に顔合わせをしたいと思います。つきましては、金曜日のＨＲ終了後に担任の先生が「ほっとルーム」まで
引率していただくことは出来ないでしょうか。例えば、１２日が１－１、１９日が１－２のように。 
 つれてきていただいた後は、担任の先生はお帰りいただいて、学生と○○さんとで少しはなしをしてもらえればと
思います。これは、２年生で個別に面談形式で顔合わせをしようとしたのですが、なかなかきてもらえなかった経験
からこのようにお願いできればと思います。 
 よろしくご検討ください。 
大平  
 
－－－ 
杉山です。 
 下記の件、了解しました。５月１５日に１年生の学年会議を予定していますので、その席で各担任に依頼したいと
思います。従って、５月１９日以降になります。 
 ついては、各担任に説明するのに以下のことを確認させて下さい。 
・ほっとルーム設立の意図 
・ほつとルームの場所 
・担当の延原さんの業務内容 
 

出典：ほっとルーム資料

資料７－２－①－７ セクシャルハラスメントへの対応 
 

出典：津山高専学内ホームページ，http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/sexhara.htm
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資料７－２－①－９ 心や身体の問題に対する支援体制利用状況 

135
180

11 8 15 6

473

199
176

15 7 12 7

340

196 199

21 13 28
2

429

273

130

16 6 28 5

348

154 144

13 16 26
1

403

0

100

200

300

400

500

内科 外科 眼科 耳鼻科 皮膚科 歯科 その他 種類

人数

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

0

100

200

300

400

500

内科 外科 眼科 耳鼻科 皮膚科 歯科 相談 その他

種類

人
数

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度

 
保健室利用状況 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，p.81
（平成 17，18 年度状況を追加）
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出典：総合支援室資料
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ほっとルーム（女子学生相談室）利用状況 

出典：ほっとルーム（女子学生相談室）資料
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資料７－２－①－１１ 奨学金受給者状況 
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出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4回自己点検・評価報告書，p.79
（平成 17，18 年度状況を追加）

資料７－２－①－１０ 奨学金・授業料免除・災害給付金 
 

 
出典：学生生活ガイドブック，pp.23-25

グラフ中の数字は受給者数 
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資料７－２－①－１３ ＴＡ（ティーチング・アシスタント）制度 
 
                      委  員  会  等  報  告  書 
 
  委員会等名 ：  平成１８年度第８回専攻科運営委員会   
  開 催 日 ： 平成１８．９．２２（金）１４：００～１６：２５ 
  報 告 者 名 ：  専攻科長 下西 二郎 
  事項及び要旨 
 
・・・ 
５  ＴＡについて 
      資料に基づき，後期から実施予定のＴＡ希望学生並びに実施科目の確認をした。 
   （以下，確認事項） 
  ・  時間の余裕がないのか，希望者は意外と少人数。（希望者＝４名） 
  ・  ３時間続きの実施科目の内，２時間のみを行うことも可とした。 
  ・  毎月，実施報告書を提出し，指導教員の証明印をもらった後，事務部へ提出する。 
    ・ １０月から実施する旨並びに業務内容等は，三浦担当委員を通じ，ＴＡ該当教科目担当教員から本人に説明
する。 
・・・ 

出典：専攻科運営委員会議事録

資料７－２－①－１４ 学級編成と学級担任による指導の概略（保護者懇談会） 
 
 エ 個別指導 
・・・ 
 学校一斉の保護者懇談会は，入学式の日の午後と前期成績がまとまった段階の１０月に実施しています。１０月の
場合は津山と岡山の２会場で行い，学級担任全員と関係者が岡山会場にも出かけて行きます。従来は１０月ではなく
７月の夏季休業前に行っていましたが，学生の学習状況や生活状況が詳しく分かる１０月に変更し，保護者との情報
交換を意義深いものとしています。なお平成１６年度からは，保護者の要望に応えて１０月には個別懇談とは別に「全
体会」を実施し，津山高専の現状や進路についての情報を提供しています。また保護者の要望により，近年は１０月
の個別懇談は時間予約制にしています。 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，pp.34-35

資料７－２－①－１２ 授業料免除実施状況 
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出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，p.70
（平成 17，18 年度状況を追加）
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資料７－２－①－１７ 津山高専２年生のホームページ 

 

 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/2nenhomepage/

資料７－２－①－１６ 保護者懇談会アンケート集計結果（抜粋） 
 

平成１８年度保護者懇談会アンケート集計結果 
○アンケート回答数 １２５件 
（内訳） 
１年３６件，２年３８件，３年２２件，４年１８件，５年７件，不明４件 
 
○アンケート結果より（主な意見）※全ての意見を別紙に記載 
■毎日の勉強をしっかりさせてほしい。（予習・復習をしっかりとさせる教育を） 
■成績の悪い学生の救済をもっと行ってほしい。（補習の実施，三者面談等） 
■授業態度が悪い学生については厳しい態度を持って接してほしい。 
■英語教育をもっと充実させてほしい。 
■生活指導を厳しくしてほしい。（特に社会的ルールについて） 
■津山高専の理念・教育目標である自由・自律の精神には賛同できるが，学生が理解できるまで何度も繰り返し教育
してほしい。 
■学校通信などの方法により日常の学生の様子について詳しい情報がほしい。 
・・・ 

出典：教務係資料

資料７－２－①－１５ 保護者懇談会について 
 

平成１８年 ９月２２日
クラス担任 各位 

教務主事
 

平成１８年度保護者懇談会について（通知） 
 このことについて、次のとおり開催しますのでよろしくお願いします。 
 なお、本年度は１２時から１３時まで全体会を行いますので個人懇談は午前と午後の予定です。担任の方は学生を
通じて出席の有無を確認し、懇談会場及び懇談時間等を決定願います。また、両会場とも中学生及び保護者を対象と
した学校説明会を開催の予定です。保護者には下記の内容で開催通知を送付しております。 
・・・ 

記 
１ 津山会場 
 （１） 日 時  平成１８年１０月２８日（土） １０時から１５時 
                「全体会（12:00～13:00)」 「個人懇談（10:00～12:00  13:00～15:00)」 
 （２） 場 所   津山工業高等専門学校各ホームルーム及び研究室 
               (正面玄関に各部屋の平面図があります） 
２ 岡山会場 
 （１） 日 時  平成１８年１０月２９日（日） １０時から１５時 
         「全体会（12:00～13:00)」 「個人懇談（10:00～12:00  13:00～15:00)」 
 （２） 場 所   岡山大学一般教育棟Ｄ棟及びＤ新棟各講義室等（玄関ドアに図面貼付） 
 
岡山会場の使用講義室一覧表  

出典：教務係資料
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観点７－２－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学生

等が考えられる。）への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。また，

必要に応じて生活支援等が行われているか。 
（観点に係る状況） 

 留学生については，担任，留学生指導教員，チューター学生，卒業研究指導教員，事務職員等が支援

にあたっている（資料７－１－⑤－１～３）。年１～２回国内の見学旅行を実施しており，日本への理

解を深める機会を提供している。これにはチューターも参加させており，人間関係やコミュニケーショ

ンの向上を図っている（資料７－２－②－１）。寄宿舎には自炊が可能な調理室や専用のシャワールー

ムが設けてあり，宗教上の理由等に基づく生活習慣の違いに配慮している（資料７－２－②－２）。 
 障害を持つ学生への学校生活上の支援として，建築上の整備を順次進めており（資料７－２－②－３），

身障者対策配置図を資料７－２－②－４に示す。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 生活面の支援が適切に行われている。 
 留学生については，担任やチューター学生の支援を受けながら，充実した学生生活を送ることができ

るように配慮している。一方，現在までに障害を持つ学生の入学・在学例はないものの，学校生活上の

支援として，建築上の整備を順次進めている。 

 

 

資料７－２－②－２ 寄宿舎における留学生向け設備 

出典：寮生のしおり，p.26, p.29

資料７－２－②－１ 留学生実地見学先例 

年度 実地見学先 
H14 ①京都市（嵐山，清水寺など），②兵庫県（研究施設見学など） 

H15 ①広島県（広島平和記念資料館，宮島），②奈良県天理市（工場見学） 
H16 ①高知県（高知城，桂浜），②鳥取県（工場見学） 

年度 実地見学先
H17 ①愛知県（愛知万博，伊勢神宮）　②東京都（工場見学）
H18 ①大阪府（USJ，大阪城他）　②奈良県（工場見学）  

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回自己点検・評価報告書，pp.149-150
（平成 17，18 年度状況を追加）

留学生用食事・調理室として利用 
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観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能し

ているか。 
（観点に係る状況） 

 学生寮は北辰寮と呼ばれ，入寮定員350名に対し，平成19年４月１日付で342名の学生が入寮してい

る（資料７－２－③－１）。その運営は寮務主事を中心とした寮務委員会及び寮務係が担当しており，

寮生への生活指導と助言等を行っている。寮生は，寮生会を中心に教職員の支援のもとで，自ら規律を

守り規則正しい生活を送っている。宿日直には，全教員が協力して対応している。勉学の場としては，

自分の居室の他に共用の学習室及びパソコン室を設置しており，活用されている（資料７－２－③－２）。

また，日課として自習時間を設定している（資料７－２－③－３）。 
 資料７－２－③－４に示すよう行事の多くは，教員の助言を受けた寮生会（資料７－２－③－５）に

資料７－２－②－４ 身障者対策配置図 

 

出典：総務課資料

資料７－２－②－３ 障害を持つ学生受け入れのための申し合わせ 
 
委員会名  平成１８年度第１１回運営会議報告書 
開 催 日  平成１９年３月１６日（金）１４時４５分～１８時 
報告者名  議長 阿部武治 
事項及び要旨 
 
・・・ 
 ５ その他 
 （１）ハンディキャップを持つ学生を受け入れるための施設整備について 
    校長から，学生受け入れのための施設の整備状況を再確認したい旨の発言があり，現在，本校において以下の施設が 
    整備済みであることを確認するとともに，今後も必要に応じてハンディキャップを持つ学生受入れのための施設整備 
    に取り組むことを確認した。 
    ① スロープ等 友朋会館，図書館，地域共同テクノセンター，本館（工事中） 
    ② 専用駐車場 地域共同テクノセンター，外来者駐車場 
    ③ 専用トイレ 本館，地域共同テクノセンター 
・・・ 

出典：運営会議議事録
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より主体的に企画・実施されており，社会的訓練の場ともなっている。その実施例を資料７－２－③－

６と７に示す。また，本校学生寮では寮生の視野を広げるために，全国高専との間で交換寮生制度を実

施しており，有効に活用している（資料７－２－③－８）。 
 寮生の生活及び学習面に関して，保護者と連携を取りながら支援を行うために，寮生保護者連絡会や

北辰寮後援会・寮生会・寮務委員会の懇談会を実施している（資料７－２－③－４，９）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 学生寮が整備され，有効に機能している。 
 寮生は寮生会を中心に，自ら規律を守り，規則正しい生活を送っている。また，教員の助言のもとで

各種行事を主体的に運営しており，学生寮は生活の場であるとともに社会的訓練の場として有効に機能

している。また，交換寮生制度や保護者との連携体制も機能している。 
 

 

資料７－２－③－１ 寄宿舎 

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/gakusei/kisyuku.htm
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資料７－２－③－２ 自習室及びパソコン室 
 

 

 

 
 

出典：寮生のしおり，pp.27-29
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資料７－２－③－４ 行事予定表 

 

出典：寮生のしおり，p.1

資料７－２－③－３ 日課表 

 

出典：寮生のしおり，p.30
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資料７－２－③－６ 指導寮生研修会実施状況（抜粋） 

 

 

 
出典：寮務係資料

資料７－２－③－５ 寮生会 

出典：寮生のしおり，p.12
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資料７－２－③－７ 寮生教養講座実施状況 
 

寮生教養講座を実施 

平成 18 年 11 月 20 日掲載

 平成 18 年 11 月 14 日の夕食後、寮生教養講座が実施されました。今回は美作大学生活科学部食物学科の藤井わか子先

生をお招きして、「体をつくる・心を つくる─見直そう食事の大切さ─」という題目で講演して頂きました。講演の中では受講者

全員にプリントを配布して、一日の食事内容を記入させ、栄養バラン スを確認させる場面もありました。  

 藤井先生は、単に食事をとるだけでなく、よく噛んで味わうこと、自分に適した栄養バランスや食事の量を知ること、間食や夜

食も含めて各々の栄養素をバランスよく摂取することについてお話をして頂きました。 寮生の食生活は給食を中心としていま

すが、給食を食べる際にもこれらの事柄に心がけることが将来の健康な体を育成することにつながります。 

 寮生教養講座は 1 年生と寮生会役員を対象として年に数回を実施しています。また、教養講座は周辺地域の市民の方にも

公開されています。 今後も様々な講師の方に講演して頂き、多くの寮生に将来の仕事や健康に関する関心を持ってもらう機

会となることを目指しています。 

 
開始直前のの会場 

 

栄養素のバランスをコマに例えて話して頂きました 

 

日ごろの意識や心がけが大切です 

 

受講者に各自の栄養バランスを記入してもらいました

出典：津山高専公式ホームページ，

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kojin/ryou/news/061120.htm
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資料７－２－③－９ 寮生保護者連絡会 

 
 

出典：寮務係資料

資料７－２－③－８ 交換寮生 

交換寮生 

1. 寮生の視野を広げる 

2. 寮生が相互に刺激し合い，各自が寮生としてのアイデンティティーを醸成する 

を主な目的とし，平成14年度から実施しています。この試みが寮における不条理の解消，ひいては寮生にとってより良い規則

の成立への助けとなればと期待しています。これは，北辰寮後援会の皆様の暖かい援助のおかげで実現できており，全国に

先駆けた全く新しい試みです。 

交換寮生実施状況 

年度 舞鶴高専 一関高専 阿南高専 有明高専 
H18 2（2） 1 1（1） 1 
H17 2（2） 1（1） 1（1） 1 
H16 2（2） 1（1） 1（2）  
H15 3 1（1）   
H14 3    

＊（）内は受入人数 
出典：津山高専公式ホームページ，

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kojin/ryou/activity.htm
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観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 
（観点に係る状況） 

 準学士課程５年及び専攻科課程２年の進路指導については，進路支援委員会の基本方針のもと，主に

学科主任と５年生担任及び専攻科長と専攻科主任があたっている。また，準学士課程３年と４年生及び

専攻科課程１年の進路指導については，「就職・進学ガイダンス」として実施している（資料７－２－

④－１）。準学士課程１年と２年生向けにも，将来の進路選択の観点から進路説明会を実施している（資

料７－２－④－１）。進路に関する支援状況については，学内に専用のホームページを設置している（資

料７－２－④－２）。また，進路情報データベースが作成されており，学生は進路情報室から利用する

ことができる（前出資料７－１－②－８）。 
 就職試験や編入試験へ対応するために，過去に出題された問題をまとめた進路問題集を作成している。

これらは学内ホームページから閲覧可能であり，早期からの自学自習に用いることができる（資料７－

２－④－２）。また，学生の受験記録を保管しており，閲覧することができる。 
 保護者に対しては，保護者懇談会を通して説明し相談を受けている（前出資料７－２－①－１４～１

６）。また，就職活動の支援や卒業生の状況調査といった観点から，毎年11月から３月にかけて教員に

よる企業訪問を行っている（資料７－２－④－３）。訪問結果は，学内で共有され進路指導に活用して

いる（資料７－２－④－４）。 
 以上のような進路指導の成果は，観点６－１－③で述べたように十分に上がっている。 
 

 

資料７－２－④－１ 進路支援委員会議事録（抜粋） 
委員会名：平成１８年度第１回進路支援委員会報告書 
開 催 日：平成１８年９月２８日（木）１３：３０～１５：００ 
報告者名：委員長 里吉昭宣 
 
事項及び要旨 
１ 現在の進路状況の報告について 
・・・ 
２ 就職及び進学ガイダンスの実施計画について 
(１)就職ガイダンス 
   検討の結果、次のとおり実施することとした。 
   ・日時 １２月１２日(火)， 
   ・場所 視聴覚教室 
   ・対象学生 本科４年生(３年生にも呼びかける)，専攻科１年生 
   ・内容 ①卒業生の講演：電気電子工学科が担当し、卒業生へ依頼する。(Ｍ→Ｅ→Ｓ→Ｃの順番) 
       ②企業出身の本校教員の講演：電子制御工学科・○○教員に依頼（了解を得ている）。 
(２)進学ガイダンス 
   検討の結果、次のとおり実施することとした。 
   ・日時 １１月１４日(火) 
   ・場所 視聴覚教室 
   ・対象学生 本科４年生(３年生にも呼びかける)，専攻科１年生 
   ・内容 ①卒業生の講演：機械工学科が担当し、卒業生へ依頼する。(Ｍ→Ｅ→Ｓ→Ｃの順番) 
       ②大学編入学試験合格者の体験談：各学科から大学編入学試験合格者を１名推薦する。 
       ③専攻科教員の講演：専攻科で調整し、講演者を決定することとなった。 
       ④その他：大学院大学からの説明会開催希望については、専攻科等で受け、 
            各学科や学生に連絡するという方法を取っていくこととなった。 
(３)低学年進路説明会 
   検討の結果、次のとおり実施することとした。 
   ・日時 １１月または１２月の学年合同ＨＲの時間を利用するなどして日程調整することとなった。 
       （２年：１１／２４（金）７時限目） 
   ・合併教室 
   ・対象学生 本科１，２年生 
   ・内容 委員長が、低学年の進路に対しての意識向上を目的とした講演を行う。 
   ・その他 担任教員にも出席を依頼する。 

出典：進路支援委員会議事録
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（分析結果とその根拠理由） 
 進路指導を行う体制が整備され，機能している。 
 担任を中心とした助言体制を整備し，機能している。また，進路調査や試験対策のための自己学習に

対する支援体制も整備している。 

資料７－２－④－３ 会社訪問計画（機械工学科） 
 

訪問地域 訪問社数 日数および人数 担当教員 

関東地区 9 2 泊 3 日×1 名 Y 教員 

東海地区 5 2 泊 3 日×1 名 F1 教員 

関西地区 12 2 泊 3 日×1 名，1 泊 2 日×2 名 K1 教員，S2 教員，K2 教員 

岡山地区 15 0 泊 2 日×3 名 F2 教員，S1 教員，I 教員 

広島地区 5 1 泊 2 日×1 名 H 教員 
 

出典：学生係資料

資料７－２－④－２ 進路支援委員会ホームページ 
 

 

 
 

出典：学内ホームページ，

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/gakusei/shinroiin/shinrotop.htm
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資料７－２－④－４ 会社訪問結果報告書例 
 

                    会社訪問結果報告書  

 
 

        機械工学科  氏  名   ○○○○ 

  会 社 名 
○○○○ 

 面  談  者 

 職   氏 名 

○○○○○○室 

○○○○部 ○○○○

 

 高  専 

   計    ５～６人 

 女子（    ０人） 

 Ｍ系（     人） 

 Ｅ系（      人） 

 Ｓ系（      人） 

 Ｃ系（      人）

 

 大  学 

 技術系 

   計        人 

 女子（      人） 

 Ｍ系（      人） 

 Ｅ系（      人） 

 Ｓ系（      人） 

Ｃ系（      人） 

入社試験の内容 筆記 ○ 適性 無 面談 ○ 身体 無 

特に重視したもの   

本校受験者の成績   

 

 

 

  本年度の 

 

 
 
 
 
  採用状況 

受験者が不採用となった理由  

 

  来年度の 

  採用計画 

・学科で枠は設けていない．どの学科でも受験は可能． 

・筆記試験は国語，英語，算数で基礎的な能力を測る．面接は一次（課長クラス）と 二次（部

長クラス）がある． 

 採用するに 

 あたって津 

 山高専生に 

 求めるもの 

・高専生の専門知識は高く評価しているが社会経験が少ない． 

・コミュニケーションがきちんととれるかを重視． 

・ものづくりが好きであることがまずもって必要． 

・積極性 

 本校卒業生 

 の状況 
  

  
 備  考 

体温計や体重計などのイメージが強いが，センサー関係を中心として工場の自動化，車の電

装，制御関係などで活躍している． 

社員教育にも熱心である印象を受けた． 
                                                                                      
 

 訪問年月日        平成１８年  ３月 ２日   

 可     Ｍ（  人） Ｅ（  人） Ｓ（  人） Ｃ（  人） 

 否  

 平成18年度 
 
 本校への工 
 未定 ○ 

 受け入れは難しいそうな印象． 

 
    ＊帰校後はできるだけ早く、学生係を経て進路指導委員長へ提出して下さい。  
 
 

出典：学生係資料
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（２）優れた点及び改善を要する点 
（優れた点） 

・ 学生の学習面に係わる支援について，担任を中心とした支援体制を整備しており，有効に機能して

いる。適切な助言のために，学生の意見の把握と教員間での情報交換を行っている。 
・ 学生会や寮生会活動については，自主・自律の精神のもとに，学生が主体的に活動できる環境を整

備し，機能している。 
・ 生活面に係わる支援については，経済上，また，心や身体に関する問題について，支援や助言の体

制を複数整備し，機能している。 
・ 進路指導については，教員による助言，また，学生による自己学習それぞれについて，有効な支援

体制を整備し，機能している。 
 
（改善を要する点） 

・ 障害のある学生への支援体制については，特に学習・生活支援の観点からより整備を進めておく必

要がある。 
 
（３）基準７の自己評価の概要 
 学習を行う上でのガイダンスは，準学士・専攻科課程いずれも整備し，適切に実施している。また，

学生の自主的学習を支援するための相談・助言体制も整備しており，有効に機能している。留学生に対

しても，学生によるチューターを配置することなどにより，学習・生活の両面から支援を行っている。

編入学生については，入学前の指導や入学後の補講を行うことによって，学習支援を行っている。 
 自主的学習環境としては，研究室やリフレッシュ室に加え，パソコンによる検索システムを備えた図

書館や総合情報センターを整備している。また，実習工場は設備面に加え，授業時間外等の利用面から

マイスター制の導入等，十分な学生支援体制を整えている。 
 学生のニーズを把握するための手段として，授業評価アンケートを行っている。また，専攻科課程に

おいては，直接対話による意見交換会を実施している。 
 資格・検定試験に対しては，その取得に対して単位を認定すること，また，指導や助言を行う教員を

配置することによって支援を行っている。外国留学については，海外提携校との間を含めた年２回程度

の海外研修の機会を提供している。 
 課外活動や学生会・寮生会の活動については，それぞれ顧問教員を配置し，相談や助言を行うことに

よって，学生が主体的に活動できる体制を整備し，機能している。 
 学生の生活上の問題や経済面に係わる指導や相談については，クラス担任を中心とした支援体制を整

備している。奨学金については，日本学生支援機構に加え，民間団体等の支援を受けることができる。

また，心や身体の問題については複数の支援体制を整備し，多様な対応が可能となっている。いずれも

学生生活ガイドブックや掲示により，十分に周知している。 
 学生寮は，生活の場及び学習や社会的訓練の場として適切に機能している。 
 進路指導は，学科主任と担任が中心となり，進路支援委員会の支援のもと適切に実施し，機能してい

る。進路調査のための資料や自己学習のための教材についても，提供を行っている。 
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基準８ 施設・設備 
（１）観点ごとの分析 
観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校地，

運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のための施

設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育のための

練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されているか。また，

施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況） 
①施設整備について 
 校地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のための施設，語学学

習のための施設，図書館等，実験・実習工場の必須とする校地・校舎や施設・設備を整備している。 
 本校の施設設備に関しては，資料８－１－①－１と２のとおり順次整備・充実を図ってきた。昭和38
年の開校以降，順次増築し，現状の４学科２専攻に対応する建物を整備した。また，平成10年度補正予

算により教室の狭隘等を解消するための教育環境改善事業，共通実験棟の新営及び校舎の耐震補強も完

了している。さらに，平成14年度補正予算により，地域共同テクノセンターを新営した。 

資料８－１－①－１ 校舎等の配置図 

出典：総務課提供資料
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 しかし，教育支援の側面からみれば，資料８－１－①－３のように，経年老朽化した建物の割合も高

く，これらの整備が必要である。たとえば，図書館の建物は築後 30 年以上経過し，老朽化が進んでお

り，平成 15 年度から概算要求事項として図書館と総合情報センター全体の改修を求めている。 

資料８－１－①－２ 施設設備 

区分
建物番

号 
名     称 

構

造
延べ面積㎡ 

  管理・一般科目棟    

1 講義棟 Ｒ３ 7,700  

  機械・電気電子工学科棟    

2 情報工学科棟 Ｒ４ 3,219  

3 電子制御工学科棟 Ｒ３ 853  

4 共通実験研究棟 Ｒ４ 858  

5 専攻科棟 Ｒ４ 965  

6 第一実習工場 Ｓ１ 900  

7 第二実習工場 Ｓ１ 401  

8 ボイラー棟 Ｒ１ 175  

9 文書庫 Ｒ１ 17  

10 友朋会館（福利施設） Ｒ３ 1,080  

11 物品庫 Ｂ１ 17  

12 車庫 Ｒ１ 135  

13 文書庫 Ｂ１ 42  

14 倉庫 Ｂ１ 36  

15 燃料庫 Ｂ１ 22  

16 屋外便所 Ｂ１ 19  

17 変電室 Ｒ１ 45  

18 総合情報センター Ｒ２ 302  

19 地域共同テクノセンター Ｒ２ 424  

20 研修施設 Ｒ１ 197  

21 物品庫 Ｒ２ 185  

22 高電圧実験室 Ｒ１ 95  

校 

舎 

等 

  小      計  17,687  

23 図書館 Ｒ２ 1,606  図
書
館 

  小計  1,606  

     

 
出典：総務課提供資料
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また，バリアフリー化に関しては，前出資料７－２－②－４のように，校内各所に身体障害者用スロ

ープ，身体障害者用トイレ，身体障害者用駐車場の設置を進めている。なお，これらの施設整備につい

ては，順次行っている。 
 

②設備について 
 一般教室・選択教室については，平成14年度から空調設備を順次導入し，平成16年度に完了している。

また，平成19年１月までに全教室に液晶プロジェクタの設置を完了し，映像を利用した教育がより容易

になり，今後活用していく。 
総合情報センターについては，資料８－１－①－４のように，WindowsXPパソコンを設置した基礎

情報演習室・応用情報演習室・マルチメディア室の３つの教育用の部屋と，全校の情報管理用サーバ室

及び管理用の事務室とがある。教育用コンピュータシステムは５年ごとに更新しており，最近では平成

17年度末に更新した。これにより，情報化の進展に伴う多様化する教育に対応可能となっている。 
また，平成14年度，平成18年度にネットワーク機器を更新してり，学内幹線の通信速度が大幅に速く

なり，１ギガビットとなった。 
次に，活用が有効に行われているかについて述べる。資料８－１－①－５のように，年間７万人近く

が利用している。また，資料８－１－①－６のように，基礎情報演習室・応用情報演習室・マルチメデ

ィア室の空き時間は少なく，有効に活用していることがわかる。 
 

資料８－１－①－３ 老朽建物整備状況 
 
     

経過年数 建 築 年 延べ面積（㎡） 割合（％） 
うち改修歴のある建

物面積（㎡） 
割合（％） 

３０年以上 昭和５２年以前 20,601  70.7 15,980  77.6 

２０～２９年 昭和５３年～６２年 4,384  15 686  15.6 

１０～１９年 昭和６３年～平成９年 1,859  6.4 56  3 

０～９年 平成１０年以降 2,300  7.9 0  0 

    29,144  100 16,722  57.4 

 
出典：総務課資料
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資料８－１－①－４ 総合情報センター設備 
  

 
出典：総合情報センターパンフレット
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資料８－１－①－５ 総合情報センター利用状況 

平成１７年度  平成１８年度 

       

月 人数 備考  月 人数 備考 

4 月 5003    4 月 4,662   

5 月 6691    5 月 7070   

6 月 7346    6 月 6942   

7 月 5677    7 月 5581   

8 月 2377    8 月 2670   

9 月 7787    9 月 6562   

10 月 7310    10 月 7048   

11 月 6221    11 月 6382   

12 月 4675    12 月 3700   

1 月 5797    1 月 6143   

2 月 6898    2 月 7,220   

3 月 0    3 月 2550   

合計 65782    合計 66530   

       

出典：総合情報センター提供資料

 
 実習工場は，実際に作品を製作させることでものづくり技術を身につけさせ，実践的技術者を育成す

るための教育設備である。本校設立と同時に設置し，資料８－１－①－７に示すような基礎的な機械か

ら最新のものまでに多種整備している。資料８－１－①－８のように，いずれも年間を通じて活用して

いる。 
 なお，特別設備の設置状況は資料８－１－①－９のとおりであり，更新を必要とするものが増えてい

る。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

教育過程の実現にふさわしい施設・設備が整備され，有効に活用されている。また，施設・設備のバ

リアフリー化への配慮もなされている。 
施設の整備については，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室等の施設を整備し，教育環境

は充実した状況にある。しかし，教育支援の面で，老朽化した図書館及び総合情報センターの整備を求

めている。 
設備については，各学科における基盤的設備を設置している。なお，工業技術の発展に伴う新規設備

の導入が望まれるほか，経年劣化による更新が必要になっている設備・機器もある。 
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資料８－１－①－６ 総合情報センター時間割 
2006     

前期     

曜日 時限 基礎情報演習室 応用情報演習室 マルチメディア室 

1 電気基礎 II S-2   

2 電子制御課題研究 I S-2  

3 

4 
プログラミング言語 C-3 

電子制御工学実験 III S-5 
電気電子創造演習 II E-3 

5  

6 
情報処理 II S-3 

 

7  

情報工学実験 III C-3 

 

月 

8    

1  

2 
情報工学実験 I C-1 電子制御実習 I S-1 

 

3  

4  
情報処理 I S-2 

5 

機械設計製図 III M-3 

 

6   
CAD/CAM S-5 

7    

火 

8    

1 プログラミング I C-1  

2 電子制御基礎 S-1 電子情報回路特論 E-4 
情報処理 II M-5 

3  

4 

機械工学実験実習 II 

M-2 

情報工学実験 II 

C-2  

5  

6  
情報処理 I M-3 

7  

機械工学実験実習 IV M-4 

水 

8 機械設計製作課題演習 M-4   
電子制御創造演習 II S-3 

 
出典：総合情報センター資料
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資料８－１－①－７ 実習工場にある主な機械 

 

表Ⅳ－３ 実習工場にある主な機械 

  装       置   装       置 

・普通旋盤 １２台 ・ワイヤ放電加工機 １台 

・万能フライス盤 ２台 ・マイクロカッター １台 

・立フライス盤 ３台 ・帯のこ盤 ２台 

・歯切り盤 １台 ・せん断機 １台 

・CNC 旋盤 １台 ・プラズマ切断機 １台 

・マシニングセンター １台     

切
削
加
工 

・NC フライス盤 １台 

切
断
加
工 

    

・平面研削盤 ２台 ・交流アーク溶接機 ６台 

・円筒研削盤 １台 ・直流アルゴン溶接機 １台 

・両頭グラインダー ２台 ・ガス溶接機 ２台 

研
削
加
工 

    

溶
接
加
工 

・スポット溶接機 １台 

・可傾式るつぼ炉 １台 ・直立ボール盤 １台 

    ・卓上ボール盤 ５台 

鋳
造
加
工 

    

そ
の
他 

・ラジアルボール盤 １台 

 
出典：教育研究支援センター提供資料

 
資料８－１－①－８ 実習工場の授業利用状況 

 
表Ⅳ－４  実習工場の授業利用状況 

  授業科目名 週あたり時間数 

・機械工学実験実習Ⅰ 2 

・機械工学実験実習Ⅱ 2 

・機械工学実験実習Ⅲ 3 

・電気電子工学実験Ⅱ 2 

・電子制御実習   Ⅰ 2 

授 
 

 
 

業 

・電子制御実習   Ⅱ 2 

 
出典：教育研究支援センター提供資料
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観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリティ

管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 
 本校の情報ネットワーク運用に関しては，総合情報センターが行っている。 
設備については観点８－１－①で述べたとおりである。また，利用のしやすさについても，応用情報

演習室は，常時インターネットに接続しており，ＷＷＷブラウザによる閲覧が講義・実験だけでなく，

放課後も可能となっている。また，研究室，卒研室などからは常時接続可能である。 
セキュリティについては，プライベートＩＰアドレスでネットワークを運用しており，外部から本校

資料８－１－①－９ 特別設備設置状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：教育支援センター提供資料

表Ⅷ－７特別設備設置状況 

 

       

区分 

年度 

設    備    名 設  置  場  所 金額(千円） 

微小部走査 X 線分析装置 X 線・電顕室 17,704 
昭和５７ 

X 線分析装置 X 線・電顕室 16,324 

昭和 62 排ガス分析装置 機械工学科 14,964 

昭和 63 横型マシニングセンター 実習工場 16,750 

平成元 歯車疲労試験機 機械工学科 13,188 

平成 2 電磁波解析システム 電気電子工学科 16,274 

平成 5 CNC 旋盤教育システム 実習工場 14,266 

遠隔作業ロボットシステム 機械工学科 10,712 

平成 7 教育用マルチメディアネットワークシ

ステム 
総合情報センター 13,230 

平成 10 遠隔制御ロボットシステム 情報工学科 32,760 

VSAT 局 SCS 室 64,512 
平成 11 

電子顕微鏡 X 線・電顕室 14,123 

平成１２ トライポロジ潤滑実験システム 機械工学科 16,979 

マルチメディアサービスシステム 情報工学科 15,456 
平成１３ 

学内基幹情報ネットワークシステム 総合情報センター他 36,152 

精密材料・可視化画像計測システム 地域共同テクノセンター 47,985 
平成１５ 

ものづくり支援サーバシステム 地域共同テクノセンター 12,894 

平成１７ ３次元造形システム 地域共同テクノセンター 29,920 

平成１８ NC フライス盤 実習工場 9,293 
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の計算機に直接接続したり，踏み台にしたりすることは，外部接続用の一部サーバを除きできないよう

になっている。また，学内から学外に対しての通信も，Ｗｅｂについてはプロキシ経由での接続を許可

しているが，その他の通信は基本的にすべて遮断している。また，学内のウイルス対策ソフトはシマン

テック社のものに統一されており，パターンファイルを総合情報センターで一括管理している。これに

よって，総合情報センターから学内パソコンを統一的に管理できるようになり，セキュリティの向上が

可能となる。このような環境であるため，セキュリティに関する深刻な事態はほとんど発生していない。 
 また，平成16年10月にセキュリティポリシーを策定し，情報セキュリティに関して責任を持つ教職員

に周知した。さらに，その他の教職員にも平成18年１月に資料８－１－②－１のような「セキュリティ

ポリシー職員向けマニュアル」を作成し，周知徹底している。また，セキュリティに関する講習会を平

成16年度から毎年開催している。参加人数は資料８－１－②－２のようになっており，本校の教職員数

が110名程であることから毎回20パーセント以上の出席率を維持している。 
 

資料８－１－②－１ セキュリティポリシー職員向けマニュアル（抜粋） 
 
は じ め に 

 このマニュアルは，すべての職員が「津山工業高等専門学校情報セキュリティポリシー」（以下「ポリシー」とい

う。）を実施することを目的として作成しています。 

 「本校の情報資産をあらゆる脅威から守るために必要な情報セキュリティの確保に最大限取り組むこととする。」

というポリシーの目的を果たすため，本マニュアルを実施していただきますよう御理解と御協力をお願いいたします。

１．組織・体制 

 ポリシーでは，本校一体となって情報セキュリティ対策を推進するため，運営会議議長（校長）を最高情報セキ

ュリティ責任者とした組織体制を定め，その中での役割・責任を示しています（別紙参照）。 

２．教育・訓練 

 情報セキュリティに関する多くの部分は，利用者の判断や行動に依存しています。したがって，情報セキュリテ

ィに対する意識を醸成し，また保つために，すべての職員が情報セキュリティの重要性を認識し，運営会議または

総合情報センターが主催するセキュリティ関連の研修会等に参加する必要があります。 

 また，本校のネットワーク利用においては，総合情報センターが発行している情報冊子「つなかん」（学内専用

ホームページ→ 総合情報センターに掲載）も参照してください。 

３．事故・欠陥に対する報告 

 職員は，情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には，独自にその事故又は欠陥の解

決を図らずに速やかに情報セキュリティ責任者または担当者に報告をし，その指示を仰ぐことが必要です。 

４． パスワードの管理 

 「パスワード」は玄関の鍵にあたります。 

 「パスワード」が他人に知られるとそれを悪用し，自分の個人情報が漏れたり，犯罪行為に悪用されたりする可

能性が高くなります。 

 
出典：平成 18 年１月配布「セキュリティポリシー職員向けマニュアル」
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資料８－１－②－２ セキュリティセミナーのべ参加者数 
 

表２ セキュリティセミナーのべ参加者数 

年度 1 回目 2 回目 合計 

１６ ４２人 ２４人 ６８人 

１７ ３１人  ３１人 

１８ ２５人  ２５人 

 
出典：平成18年度情報教育研究集会での発表予稿からの抜粋p.579

 
 教職員以外に，資料８－１－②－３のように，学生に対しても啓発活動を行っている。入学年度にお

いて，学科ごとにネットワーク利用のマナーやエチケット，ネットワークや計算機に関係する各種法律

などの説明を行っている。また，本格的にネットワークを利用するのは高学年であることから，平成18
年度以降は，卒業研究に今後取り組むことになる４年生を対象に，ネット詐欺への注意，Ｐ２Ｐの危険

性と問題点，アカウントの管理，無線ＬＡＮ利用時の注意，パソコンのセキュリティ対策方法について

指導するようにした。 
 

資料８－１－②－３ 学生に対する啓発活動 

 
３．４ 学生に対する啓発活動 

 学生に対しては、入学年度において学科ごとに初等教育の一環として、ネットワーク利用のマナーやエチケット、

ネットワークや計算機に関係する各種法律などの説明を行っている。 

 実際に高専の学生がネットワーク等を利用するのは、５年生となって卒業研究に着手する頃からである。その頃に

は、先述の１年生の時に指導した内容はほぼ忘れてしまっている。そこで今年度は、卒業研究にこれから取り組む４

年生を対象として、遵守すべき事項などを改めて指導するようにした。指導内容の一例を以下に示す。 

［高学年学生への指導事項］ 

・ ネット詐欺への注意 

・ Ｐ２Ｐの危険性と問題点 

・ アカウントの管理 

・ 無線ＬＡＮ利用時の注意 

・ パソコンのセキュリティ対策方法 

上に記しているように、２ｃｈなどの WWW ページ閲覧中のウイルス発見の件や、最近問題となっているＰ２Ｐ

利用に関する問題に対して、特に注意を喚起している。 

先に述べたように、本校ではプライベート IP アドレスで基幹ネットワークを運用している関係で、学生が学校で

Ｐ２Ｐソフトウェアを利用することはできない。しかしながら、家庭へのブロードバンドネットワーク環境の普及に

伴い、学生が自宅でＰ２Ｐを利用している状況である。そこで、これについても４年生に対して指導を行っているの

が実情である。 

 
出典：平成18年度情報教育研究集会での発表予稿からの抜粋 p.579
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（分析結果とその根拠理由） 
情報ネットワークが十分なセキュリティ管理下で適切に整備され，有効に活用されている。 

 学生や教職員が情報ネットワークを利用しやすいように，学内各所に端末を設置し，有効に活用され，

ニーズに応えている。また，セキュリティについても，甚大な被害を被らないような仕組みを構築して

おり，さらに，教職員や学生に対するセキュリティに対する周知徹底も行っている。これらのことから，

本校の情報ネットワークを適切に整備し，有効に活用している。 
 
観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され，

有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 
 図書館の蔵書数は，分野別に資料８－２－①－１に示されているとおりである。合計で７万冊を超え

ている。工業高専として，自然科学，技術，産業の蔵書合計が約４万冊ある。さらに，文系図書も多く

所蔵しており，一般科目などの文系科目の学習にもよく対応している。また，紙媒体以外にもディジタ

ル化された資料として，CD-ROM化された辞書や新聞縮刷版の充実を図っており，手狭となった書庫及

び書架の問題解決に貢献している。また，重複図書や傷みの激しい図書，時代にそぐわない図書を選別

し，随時廃棄している。また，平成16年度から閲覧室にDVD再生装置を設置し，ディジタル情報の視聴

が可能となった。 
 学生の希望にも合わせるために，学生が書店で希望図書を購入するブックハンティングも後援会から

の資金提供により行っている。 
 蔵書目録のデータベース化は平成13年度に一応の完成をみ，これにより研究室など学内からの蔵書検

索が可能となり，利用者に大きな便宜が図られることとなった。 
 また，従来から科学技術振興機構が中心となって運用を行っているオンラインシステム（JOIS）が利

用できる環境を整えている。これに加えて，平成16年10月より長岡技術科学大学の支援によりJDream
（科学技術振興機構，日本語による外国雑誌を含めた抄録データベース）コンソーシアムに参加し，利

用を開始した。 
 次に，利用状況について述べる。資料８－２－①－２のように，年間の入館者数は４万人前後で推移

している。蔵書目録のデータベース化によって蔵書検索が容易になり，入館者数の回復，館外貸出人数

・冊数の大幅な増加がみられる。 
 また，開館時間は通常の職員勤務時間帯よりも長く，長期休業などを除き，月曜日から金曜日は８時

30分から21時まで，土曜日も13時から17時まで開館している。また，定期試験直前とその期間中には，

日曜・祝日にも利用可能である。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 系統的に整備され，有効に活用されている。 
自然科学，技術，産業の蔵書が約４万冊を占めながらも，他の分野の図書もバランスよく所蔵してお

り，系統的に整備している。また，利用状況についても，利用者数，貸出数ともに増加しており，有効

に活用している。 
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資料８－２－①－１ 分類別所蔵冊数 
 
  分類別所蔵冊数     

        

区    分 総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 技術・工学 

和書 4,834 2,819 4,038 5,047 16,562 21,760 

洋書 218 815 135 253 1,562 1,006 
平成１９年 

４月１日現在 
計 5,052 3,634 4,173 5,300 18,124 22,766 

   産業 芸術 言語 文学 計 

   273 1,963 2,760 7,503 77,559 

   5 75 387 1,019 5,475 

   278 2,038 3,147 8,522 73,034 

 
出典：図書館提供資料

 
資料８－２－①－２ 入館者数 

 
    入館者数    

         

    

開館日

数 

入館者

数 

一日平均

入館者数 

館外貸出人

数 

館外貸出

冊数 

視聴覚機器

利用者数 

パソコン室利

用者数 

時間

内 243 29,538 122 1,897 3,111 5 34 

時間

外 227 10,701 47 1,127 1,929     

平成１６ 

計  40,239   3,024 5,040     

時間

内 219 29,418 134 2,206 3,499 170       － 

時間

外 227 9,387 41 1,150 1,944     

平成１７ 

計  38,805   3,356 5,443     

時間

内 238 29,284 123 2,006 3,413 247       － 

時間

外 222 9,748 44 863 1,589     

平成１８ 

計  39,032   2,869 5,002     

         

 
出典：図書館提供資料
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
・ 各施設・設備が基準に基づき整備・管理されており，情報ネットワークも適切に整備し有効に利用

している。また，図書館は時間外の開館にも対応し，教育活動に貢献している。 
 
（改善を要する点） 

・ 老朽化した施設の改善が望まれる。 
 
（３）基準８の自己評価の概要 

 校内の諸施設・設備については老朽化したものが一部見られるが，情報ネットワークや図書館などは

学生のニーズを満たすのに十分な状態を保っている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 
（１）観点ごとの分析 
観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積さ

れ，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 
 学生の成績管理はすべて学生課教務係で行っている。また，平成13年度よりJABEE認定プログラム

の実施へ向けて，答案等のエビデンス保管を行なうことにした。保管資料には，シラバス，成績評価基

準，成績評点一覧表，出欠表，授業評価アンケート集計表，教科書（指導書），講義ノート，演習課題，

小テスト答案，課題レポート，定期試験答案，定期試験模範解答及び採点基準，その他の資料がある。

これらの関係資料は２つの資料室に保管している。また，平成17年度より，低学年からすべての学年に

渡って上記の資料を保管することになった。 
 さらに，資料９－１－①－１のように，平成18年度分より，定期試験答案，課題レポートなどは学生

課教務係に設置しているスキャナで電子ファイル化し，保管している。その他の資料は，紙ベースで保

管することになっている。 
 なお，保管状況の確認は教務委員が，内容の点検は外部評価点検委員が担当しており，問題点があれ

ば教務委員を通じて教科担当教員に是正を要求することになっている。 
 

資料９－１－①－１ 成績資料の電子ファイル化（抜粋） 
 
２ 成績資料の電子ファイル化について 
   下西委員長から現在までの経過及び資料（スキャナマニアル）に基づきが説明があ 
  り，次のとおり検討及び確認を行った。 
      ・教員個人が資料をコピーすると自動的にそのファイルに名前が付き，整理フォル 
    ダに登録される。 
   ・登録されたデータは教員個人のパソコンから見ることができ，ファイル名もそこ 
    で変更できるようになっている。 
      ・入力作業についてのフォローについては教務委員会に依頼することとした。 
      ・ファイル名の定義付けは前期中間試験までに決めることとした。 
      ・周知は教員会議で行うこととした。 

出典：平成18年度第２回外部評価点検委員会報告書

 
（分析結果とその根拠理由） 
 当該データや資料は適切に収集・蓄積され，評価を適切に実施できる体制が整備されている。 
 教育活動の実態を示すデータとして，試験答案等は教務委員会の責任で適切に収集・保管している。

また，その内容を教務委員とは別の外部評価点検委員が点検しており，問題点があればそれを正す仕組

みを構築している。 
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観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えられ

る。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映さ

れているか。 

（観点に係る状況）  
 よりよい教育を学生に提供するには，教員自らが授業などの改善に努めることはもとより，その際，

学生の意見に耳を傾けることも不可欠である。その一環として，本校では資料９－１－②－１と２に示

すように，授業評価アンケートを実施している。アンケート内容と結果を資料９－１－②－３と４に示

す。 
また，各教員は資料９－１－②－５から７にあるとおり，教育や授業の方針及び取り組みの計画書で

ある「教育目標計画」の点検と自己評価を，年度末に「教育目標計画の点検票」をもとに行う。さらに，

この結果を参考にしながら，次年度の「教育目標計画」を作成し，これらを反映させた形でシラバスを

執筆し，授業の運営を開始する。また，資料９－１－②－５のように，この結果を学内で公表している。 
一方，おもに生活面に関することでは，資料９－１－②－８に示すように，学生の要望は，学生生活

委員会を通じて取り入れることができる体制が整っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料９－１－②－２ 授業評価アンケートについて 
(xv) 学生アンケート 

本校で実施される授業アンケートにはかなり長い歴史があり，それは本校の教育に完全に定着していると考えられ

る。本校では，学生が学習・教育目標を達成しているかどうかを教員が厳密に判定するだけではなく，逆に，学生に

よる教員評価も定着している。また 2002（平成 14）年度には，「学生による教員の評価」が行われ，そのアンケート

で「良い先生」とみなされた教員の氏名が学生に公開されるということさえなされ，2005（平成 16）年度にも行われ

た。 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書

 

資料９－１－②－１ 授業評価アンケートについて 
 

授業評価アンケートは 2000（平成 12）年度，2001（平成 13）年度は主要科目を年度に分けて調査を行った。各年

度で学生の評価が高かった上位 3 教科の授業科目を教職員に公表し，そのノウハウや授業を公開し，意見交換会など

を開催した。 

2003（平成 15）年度からは実験，卒業研究等を含む全教科で実施し，その集計結果は各教科担当者に報告すると

ともに，教職員専用の共通フォルダーに，全質問の平均点の上位 6 科目や質問ごとの上位 6 科目を公開している（引

用・裏付資料 3）。また教職員への授業公開や，意見交換会を行った 。 

また，2004（平成 16）年度の授業アンケート結果に基づき，集計結果に対する意見や自己評価を記入した教員の

教育目標の点検票の 2005（平成 1７）年版を作成した（引用・裏付資料 4）。なお，授業アンケートには，学生が教

科ごとにコメントを書くことができ，学生の要望は教員に伝わるようになっている。 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第 4 回自己点検・評価報告書
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資料９－１－②－３ 授業評価アンケートの質問項目 
授業評価アンケートの質問項目(講義) 

Ⅰ 授業内容・方法等に関する質問 

 【教育内容の水準と量に関する質問】 

  １．この授業の学習内容のレベルは適切でしたか。 

  ２．この授業の学習内容の分量は適切でしたか。 

  ３．この授業はシラバス（授業計画や時間数）に沿って行われていましたか。 

 【理解を助ける工夫に関する質問】 

  ４．学生の理解度を確認しながら授業が進められていましたか。 

  ５．教官の話し方は，聞き取りやすかったですか。 

  ６．教官の説明や黒板の使い方，書き方はわかりやすいものでしたか。 

 【勉学意欲を増進する工夫に関する質問】 

  ７．教官は授業に対して意欲的だったと思いますか。 

  ８．この授業（放課後も含む）では疑問点があれば質問できましたか。 

  ９．教官は授業中，授業への不参加（私語，居眠りや内職など）を放置せず注意していましたか。 

 【総合評価】 

 １０．総合的に見て，あなたはこの授業を高く評価できますか。 

Ⅱ あなた自身についての質問 

 １１．この授業の内容をどの程度理解しましたか。 

     ５…よく理解した  ～  ３…ふつう  ～  １…理解しなかった 

 １２．あなたは授業中，授業に熱心に取り組みましたか。 

 １３．あなたは，この科目を授業以外に週平均何時間勉強していましたか。 

（勉強時間には，予習，復習はもちろんのこと，課題やレポート，試験勉強も含めます。） 

     ５…２時間以上  ４…１時間 30 分  ３…１時間  ２…30 分  １…ほとんどしない 

 １４．この授業によって，あなたはこの教科に興味や関心を持ちましたか。 

出典：平成18年度授業評価アンケート

資料９－１－②－４ 平成18年度授業評価アンケート 質問グループ別平均上位 

 

出典：平成18年度授業評価アンケート
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資料９－１－②－５ 「教育目標計画の点検票」及び「教員の教育目標計画」 

出典：教務係からのメール
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資料９－１－②－６ 教育目標の点検票の様式 

 
出典：教務係資料
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資料９－１－②－７ 教員の目標計画の様式 

 
出典：教育目標の教育目標計画
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資料９－１－②－８ 教育点検システム 

 
図 6-1 教育点検システム 

 

(2)教育点検システムにおける社会の要求や学生の要望にも配慮する仕組みの存在と，教育点検シス

テム自体の機能も点検できる構成 

(i) 社会の要求や学生の要望に配慮する仕組みの存在 
本システムは, 図 6-1 であげたように, 学生生活委員会・進路指導委員会・地域共同テクノセンタ

ー運営会議をとおして, 社会の要求や学生の要望を反映できる構成となっている。 
 

出典：津山工業高等専門学校の現状と課題 第4回自己点検・評価報告書

 
（分析結果とその根拠理由） 

 学生の意見聴取が行われており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されている。 
 授業評価アンケートを通じて学生の意見聴取を行っており，この結果は各教員に連絡している。さら

に，このアンケート結果をもとに，教員は「教員の教育目標点検表」と「教員の教育目標計画」を作成

し，点検結果を授業等に反映している。 
 
観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）の

意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況） 
 卒業生については，卒業生アンケートを資料９－１－③－１の項目で行っており，準学士課程につい

ては資料９－１－③－２，専攻科課程については資料９－１－③－３のような結果を得ている。この結

果から，たとえば，英語教育について不満が存在することがわかった。これを受けて，資料９－１－③

－４のように，常勤のネイティブスピーカを英語教員として採用するなど，改善の努力をしている。 
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 また，保護者からの意見を聴取する機会として，毎年４月に本校で，毎年10月に本校と岡山会場で開

催する保護者懇談会を設けている。担任が保護者から聴き取った学校に対する様々な要望や意見などを

教務係に伝達するとともに，アンケート調査も行われている。その結果は，資料９－１－③－５のよう

に整理され，担任を中心とする教員に配布している。 
さらに，平成18年度は10月に，平成19年度は５月と10月（予定）に，授業公開日を設けており，保

護者はどのような授業が行われているか実際に知ることができる。また，参観者の感想はアンケートで

把握し，各教員にフィードバックされる。ほかにも，１年生と２年生の保護者向けには，学校全体で行

う保護者懇談会とは別に，学年別に懇話会を平成18年度より実施しており，今年度も行うことにしてい

る。平成18年度は，１年生保護者向けに１回，２年生保護者向けに２回，それぞれ実施した。参加者に

はアンケートを実施し，今後の指導に活用している。 
 前出資料９－１－②－８で示したように，保護者以外の社会からの要求については，地域共同テクノ

センター等を通して反映できる仕組みができあがっている。また，有識者懇話会には同窓会長（卒業生）

がメンバーとして参加している。有識者懇話会の内容は，運営会議を通じて各委員会に伝え，検討する。 
 

資料９－１－③－１ 卒業生アンケート（抜粋） 
 
津山工業高等専門学校「卒業生アンケート」 

                          ──教育改善プロジェクト── 

１．卒業年   西暦（     ）年３月卒業 

２．卒業学科 

    ①機械工学科        ②電気工学科          ③電子制御工学科 

    ④情報工学科         

３．卒業後の進路        ①就職（はい，いいえ） 

                ②就職後転職（同じ業種へ，異なる業種へ） 

                ③進学（ａ.津山高専の専攻科，ｂ.他校の専攻科， 

                                        ｃ.大学，ｄ.最終的に大学院〔重複可〕） 

    〔③の設問で「ａ.津山高専の専攻科」を選ばれた方は，アンケートの６以降の設問で，本科と専攻科との教育を

総合的に評価してください。〕 

４．現在の職種 

  ①経営  ②人事・総務・経理・購買  ③システム開発・管理  ④営業・販売 

  ⑤マーケティング・調査  ⑥設計・研究開発  ⑦商品企画・デザイン 

  ⑧製造・生産技術  ⑨教育  ⑩その他（                 ） 

５．海外での勤務経験      ①ある（期間   ヶ月，国名         ） 

                   ②ない 

 出典：津山工業高等専門学校「卒業生アンケート」
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資料９－１－③－２ 卒業生アンケート結果 

 
出典：津山工業高等専門学校「卒業生アンケート」（本科）の結果
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資料９－１－③－３ 卒業生アンケート結果（専攻科） 

 
出典：津山工業高等専門学校「卒業生アンケート」（専攻科）の結果
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資料９－１－③－４ 人事異動 
人事異動 

 このページでは、主な人事異動を紹介しています。  

平成１８年１０月１日発令 

• （採用）  

一般科目講師 久保川晴美 

平成１８年４月１日発令 

• （併任）  

寮務主事 （電気電子工学科教授） 田邊 茂（平成２０年３月３１日まで）

• （採用）  

一般科目助教授  Eric Scott Rambo 

電子制御工学科助教授  奥山圭一  

一般科目講師（任期付） 中平 希  

情報工学科講師  菊地洋右  

機械工学科助手  北條智彦  

電子制御工学科助手  保田俊行  

出典：津山高専公式ホームページ，http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/kojin/idou/j-idou.htm

 
資料９－１－③－５ 保護者懇談会アンケート 

 
平成18年度保護者懇談会要望まとめ
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（分析結果とその根拠理由） 
 学外関係者の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されている。 
 卒業生，保護者，企業から本校についての意見を聴き取り，検討のうえで自己点検・評価に反映させ

ている。 
 
観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生によ

る達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられる

ようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じ

られているか。 

（観点に係る状況） 
 教員については，観点９－１－②で述べたように，各種の評価をもとに次年度の授業改善を試みるシ

ステムを構築している。教員は「教育目標計画」の点検・自己評価を「教育目標計画の点検票」をもと

に行う。さらに，この結果を参考に次年度の「教育目標計画」を作成し，これらを反映させた形でシラ

バスを執筆し，授業の運営を開始するシステムを整備している。 
 また，学校全体の問題として教育課程の見直しについては，教育課程検討特別委員会を立ち上げてお

り，資料９－１－④－１のように，本校の教育を俯瞰し，大きな方向づけを行っている。なお，この委

員会を平均して１か月に２回以上開催し平成18年度では30回を数えている。この会議の内容は，教職員

が出席する教員会議でも周知している。また，観点９－２－①で述べるファカルティ・ディベロップメ

ントでも，評価と教育の質の向上・改善についてのテーマを取り上げている。 
 

資料９－１－④－１ 教育課程検討特別委員会について（抜粋） 
委  員  会  等  報  告  書 

  委員会名等：平成１８年度第２９回（第３０回）教育課程検討特別委員会 

  開 催 日：平成１８年２月１３日（火）１６：５０～２１：３０ 

  場   所：特別会議室（友朋会館３階） 

  報 告 者：教育課程検討特別委員会委員長：最上 勲 

  事項及び要旨 

      議事に先立ち，第２８回委員会の議事概要を確認し，一部修正のうえこれを承認した。 

 議 題 

１ 各学科の教育課程表案の確認について 

 一般科目及び各学科から，現時点における教育課程表案が示され確認作業を行った。 

 ○ 情報工学科，４年自発的学習科目「情報ゼミナール」の備考欄に「キャリア教育を含む」を記載する。また，

５年生選択必修科目の組合せ及び前期後期の区分けを行う。 

 ○ 一般科目教育課程表における選択必修科目の分類名を，「自然科学系」「人文・社会科学系」とする。これは

ＪＡＢＥＥにおける分類の表現方法でもある。また，現カリキュラムと新カリキュラムの接続案が示されたが，次回

の検討事項とした。 

＜以下省略＞ 

出典：教育課程検討特別委員会第30回議事録

 
 



津山工業高等専門学校 基準９ 

 271

（分析結果とその根拠理由） 
 各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけられるシステムが整備され，具体的かつ継続的

な方策が講じられている。 
 教員については，「教育目標計画」，「教育目標計画の点検票」によって常に改善を続けるためのシ

ステムを整備している。また，学校全体では，教育課程検討特別委員会などで継続的に検討している。 
 
観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授業

内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改善活

動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況） 
 観点９－１－②でみたように，各教員は，授業評価アンケートなどをもとに，教育や授業の方針及び

取り組みの計画書である「教育目標計画」の点検・自己評価を，年度末までに「教育目標計画の点検票」

をもとに行う。さらに，この結果を参考にしながら，次年度の「教育目標計画」を作成し，これらを反

映させた形でシラバスを執筆し，授業の運営を開始することで，授業の継続的改善を行っている。また，

上記の「教育目標計画」と「教育目標計画の点検票」によって，学校は個々の教員の改善活動を把握し

ている。さらに，これらの内容は，学内で公開している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 個々の教員は，結果に基づいて，質の向上を図るとともに，継続的改善を行っている。その改善状況

を，学校として把握している。 
 授業評価アンケートの評価を年度末に見直し，次年度の計画を立て，それをシラバスや授業に反映さ

せている。この過程において，個々の教員が提出した「教育目標計画」や「点検票」を，学校が把握し

ている。 
 
観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 
（観点に係る状況） 

 各教員は授業を通して改善すべき点を把握し，新たな工夫を行っており，その成果を教育方法の改善

に関する様々な論文として発表している。たとえば，資料９－１－⑥－１は教員と学生が共同で行った

研究であり，学生は専門分野の高いレベルの研究を体感することができる。これは，教員の研究活動が

学生の教育にも生かされていることであり，教育の質の改善につながっている。また，前出資料５－２

－③－１は，出発点が授業改善であり，研究活動と教育の質の改善が融合した例である。さらに，前出

資料６－１－②－１１と１２は，その成果が外部団体から評価された例である。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
 研究活動は教育の質の改善に寄与している。 
 教員と学生の共同研究は，研究としてだけではなく，学生の教育にも生かされている。また，授業改

善自体が研究対象となったり，外部団体からも評価されたりしており，研究が教育の質の改善に寄与し

ている。 
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資料９－１－⑥－１ 研究活動が教育の質の改善に寄与している例 

 
出典：津山高専紀要第47号 p.45
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施され

ているか。 

（観点に係る状況） 
 教育改善活動の一環として，ファカルティ・ディベロップメントは授業評価アンケートなどとともに

重要な位置を占めている。これによって，個々の教員や組織としての教育力の向上を促すことが可能と

なる。 
 本校では，長年にわたり，夏期休業中に教務，学生生活及び寮務委員会などが直面する問題や課題を

テーマとして「教職員研究集会」を開催してきた。また，これと並行して，平成13年度以降，教務委員

会が中心となってファカルティ・ディベロップメント研修会に取り組んでいる。テーマを資料９－２－

①－１に示す。さらに，平成17年度からは，「教職員研究集会」とファカルティ・ディベロップメント

活動を統合し，運営会議が中心となって，幅広いテーマで，年間計画のもとにファカルティ・ディベロ

ップメント研修会を開催することにした。 
 

資料９－２－①－１ ＦＤ研修会実施状況 
             年度別ＦＤ研修会実施状況一覧 
  NO.                                  津山工業高等専門学校教務委員会 

 年度      開 催 日        テーマ等 

 

 

 １６ 

平成16年6月10日(木) 

平成16年7月15日(木) 

平成16年7月21日(水) 

平成16年8月23日(月) 

平成16年9月28日(火) 

平成16年11月30日(火) 

◎（テーマ）【成績評価方法の工夫について】 

◎ 公開授業（Ｍ―４ 機械設計法Ⅱ 原田非常勤講師） 

◎（テーマ）【授業評価アンケート結果と自己点検票に基づく授業改善事例】

◎（テーマ）【卒業研究・特別研究におけるデザイン能力，研究能力について】

◎（テーマ）【混合学級の運営と改善について】 

◎（テーマ）【自発的学習科目の位置づけとその具体的方策について】 

 

 

 １７ 

 

平成17年6月14日(火) 

平成17年8月 2日(火) 

平成17年9月28日(水) 

平成17年12月20日(火) 

平成18年3月23日(木) 

◎（テーマ）【ＪＡＢＥＥ中間審査に向けて】 

◎（テーマ）【高専における研究の在り方について】  

◎（テーマ）【授業の改善について】 

◎（テーマ）【専攻科の充実策について】 

◎（テーマ）【低学年の生活支援の在り方について】 

 

 

 １８ 

平成18年6月13日(火) 

平成18年9月25日(月) 

平成18年12月19日(火) 

平成19年2月15日(木) 

平成19年2月23日(金) 

◎（テーマ）【津山高専志願者数の確保の方策について】 

◎（テーマ）【認証評価に関すること】  

◎（テーマ）【新カリキュラムの構想について】 

◎（テーマ）【内外から見た津山高専】 

◎（テーマ）【学生に自学自習を促す学習指導と成績評価方法について】 

 
出典：教務係提供資料

 
（分析結果とその根拠理由）  
 ファカルティ・ディベロップメントは，組織として適切に実施されている。 
 教務委員会や運営会議が中心となり，幅広いテーマにわたって，研修会を継続的に実施している。 
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観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付い

ているか。 

（観点に係る状況） 
 ファカルティ・ディベロップメントを，観点９－２－①で述べたように，組織として計画的に行って

おり，また，毎回，時間超過となるほど質疑応答が活発に行われる。観点９－１－②で述べたように，

各教員は年度末までに「教育目標計画」の点検・自己評価を「教育目標計画の点検票」をもとに行うが，

このときファカルティ・ディベロップメントなどの研修会での発表も参考にしながら，各教員が点検を

している。また，次年度の「教育目標計画」の作成にあたっても，ファカルティ・ディベロップメント

の内容が生かされている。なお，改善の具体例としては，平成17年度の「高専における研究のあり方に

ついて」を受けて，資料９－２－②－１に示すように，平成18年度に研究担当の主事を設けたことなど

が挙げられる。 
資料９－２－②－１ 研究担当について 

Ⅱ 審議事項 

 １ 規程の一部改正等について 

  ① 省略 

  ② 規程の一部改正 

    庶務課長から，配付資料２に基づき，津山工業高等専門学校における情報セキュリティに関する規程他３

件の一部改正について説明があり，審議の結果，承認された。 

      （省略） 

 津山工業高等専門学校内部組織規程 

  改正理由 ： 専攻科長に校長補佐の名称を付すため（主事会議において，研究担当主事をおくかどうかにつ

いて検討した結果，専攻科長に校長補佐の名称を付し，実質的には研究担当を主な任務とすることにした） 

出典：平成17年度第11回運営委員会議事録

 
（分析結果とその根拠理由） 

 結び付いている。 
 毎回，活発な質疑応答が行われ，さらに，これを授業改善などに生かしている。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
・ 学内，学外の関係者から意見を聴取する機会を制度として確立しており，それを教員の教育活動に

反映される仕組みも構築している。 
 
（改善を要する点） 

・ 現状に満足せず，学内，学外の方の意見を聴く機会をより多くするようさらに努力する。 
 
（３）基準９の自己評価の概要 

 教育の質の向上のために，様々な仕組みを構築しており，それらが有機的・有効的に機能している。

教員個人の「教育目標計画」作成や組織的なファカルティ・ディベロップメントの実施など，つねに教

育活動にフィードバックをかけ，改善に努めている。 
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基準10 財務 
（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。ま

た，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況） 
本校における教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を国から承継

して有しており，平成18年３月末現在におけるその資産現在額は，資産一覧表（資料１０－１－①－１）

のとおりである。 
また，貸借対照表（資料１０－１－①－２）が示すように運営費交付金等の範囲内で運営しており，

未払いとなっている債務はない。 
 

 
 
 
 
 

資料１０－１－①－１ 現有固定資産の取得額及び減価償却累計額一覧 
 

平成 18 年３月 31 日現在(単位円）

資産区分  取得額 減価償却 

累計額 

帳簿価額 

有形固定資産 693件 5,262,525,144 1,016,419,206  4,246,105,938 

 建物 56件 1,744,652,188 305,395,915  1,439,256,273 

 建物附属設備 490件 744,247,719 474,670,625  269,577,094 

 構築物 73件 167,491,488 122,286,104  45,205,384 

 車両運搬具 3件 4,088,238 2,259,386  1,828,852 

 工具器具備品 66件 273,935,511 111,807,176  162,128,335 

 土地 2件 2,327,700,000 0  2,327,700,000 

 その他の有形固定資産 3件 410,000 0  410,000 

無形固定資産 24件 2,282,770 418,077  1,864,693 

 特許権 1件 2,006,770 418,077  1,588,693 

 電話加入権 23件 276,000 0  276,000 

合    計 1,434件 10,529,615,828 2,033,674,566  8,495,941,262 

出典：固定資産一覧表（平成１８年３月３１日現在）
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資料１０－１－①－２ 貸借対照表 

（単位：円）

資産の部
Ⅰ　流動資産

現金及び預金 135,166,205
未収学生納付金収入 84,600
未収入金 831,303
前払費用 546,254
立替金 242,567

流動資産合計 136,870,929
Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
建物 2,488,899,907

減価償却累計額 -780,066,540 1,708,833,367
構築物 167,491,488

減価償却累計額 -122,286,104 45,205,384
車両運搬具 4,088,238

減価償却累計額 -2,259,386 1,828,852
工具器具備品 273,935,511

減価償却累計額 -111,807,176 162,128,335
土地 2,327,700,000
その他の有形固定資産 410,000

有形固定資産合計 4,246,105,938
２　無形固定資産

特許権 1,588,693
電話加入権 276,000
特許権仮勘定 6,056,121

無形固定資産合計 7,920,814
３　投資その他の資産

長期前払費用 13,649
投資その他の資産合計 13,649

固定資産合計 4,254,040,401
資産合計 4,390,911,330

負債の部
Ⅰ　流動負債

運営費交付金債務 1,798
預り寄附金 16,221,013
未払金 136,641,008
未払費用 11,644,223
預り金 2,255,896

流動負債合計 166,763,938
Ⅱ　固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金等 63,074,624
資産見返寄附金 3,707,307
資産見返物品受贈額 93,705,828
特許権仮勘定見返運営費交付金等 1,912,977 162,400,736

長期未払金 21,269,435
固定負債合計 183,670,171

負債合計 350,434,109

資本の部
Ⅰ　資本金

政府出資金 4,931,085,244
資本金合計 4,931,085,244

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 33,978,688
損益外減価償却累計額（▲） -923,046,384
損益外固定資産除売却差額（▲） -2,337,115

資本剰余金合計 -891,404,811
Ⅲ　利益剰余金

当期未処分利益 624,676
（うち当期総利益    624,676 ）

利益剰余金合計 624,676
資本合計 4,040,305,109

負債・資本合計 4,390,739,218

本支店勘定
Ⅰ　[本支店]機構本部 -172,112

貸　借　対　照　表
（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

 

出典：貸借対照表（平成 18 年３月 31 日現在）
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（分析結果とその根拠理由） 
安定して遂行できる資産を有しており，債務はない。 
資産一覧表に示すように教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を

有している。また，貸借対照表が示すように運営費交付金等の範囲内で運営しており，未払いとなって

いる債務はない。 
 
 観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続

的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 
 平成16～18年度における本校の経常的収入は，授業料・入学検定料・入学料のほか，財産貸付料等の

その他自己収入であり（資料１０－１－②－１），事業遂行に必要な経費から収入額を差し引いたもの

が高専機構から「運営費交付金」として措置され，配分された。運営交付金については，国から高専機

構を通じて，今後も継続的に交付されるものであり，経常的収入は安定的に確保されている。 
 また，科学研究費補助金（科研費），企業等からの受託研究費，共同研究費，委任経理金等外部資金

の受入にも努力しており，ここ数年間はその金額・件数とも増加している（資料１０－１－②－２）。

 
 

 

資料１０－１－②－１ 収入の確保等の状況（授業料等） 

単位：千円

平成16年度 平成17年度 平成18年度

運営交付金 1,070,231 1,014,320 1,047,357

施設整備費補助金 19,353 27,542 7,902

授業料 188,263 200,466 198,899

入学料及び検定料 23,352 21,222 20,656

その他自己収入 16,391 14,001 12,358   
出典：収入の確保等の状況（授業料等）総務課作成

資料１０－１－②－２「津山工業高専外部資金受け入れ状況」(16,17,18 年度)単位：千円 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

科学研究費補助金 2(2) 2,500 2(3) 6,500 0(3) 3,300

奨学寄附金 22 16,305 28 12,409 22 11,570

共同研究 3 700 6 1,900 8 3,000

受託研究 1 20 3 6,464 4 11,348

合計 28(2) 19,525 39(3) 27,273 34(3) 29,218

平成18年度平成16年度 平成17年度

 
 

出典：津山工業高専外部資金受け入れ状況 地域連携･広報室作成
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（分析結果とその根拠理由） 
 経常的収入は継続的に確保されている。 
本校の経常的収入は，学生からの諸納付金（授業料，入学検定料，入学料等）であり，継続的収入を

確保している。また，運営交付金については，国から高専機構を通じて，継続的に交付されており，安

定的に確保されている。さらに，科学研究費補助金（科研費），受託研究費等の外部資金の受入につい

ても努力している。その結果，バラツキはあるものの，その金額・件数とも増加しており収入の確保の

一助となっている。 

 
観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画

等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 
 本校の目的を達成するための財務上の基礎としての中期目標，中期計画（資料１０－２－①－１）は，

独立行政法人国立高等専門学校機構の中期目標，中期計画を踏まえて策定している。本校の予算配分（資

料１０－２－①－２）は，中期目標，中期計画及び予算配分方針に基づき作成され，運営会議において

審議された予算配分額が運営会議メンバーを通じて教職員に明示し周知している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 計画等が策定され，教職員に明示されている。 
津山工業高等専門学校中期計画で示すように独立行政法人国立高等専門学校機構中期目標・中期計画

を踏まえ，本校における中期目標，中期計画及び具体的な教育研究活動の方針を運営会議において審議

し，運営している。また，予算配分においても平成18年度運営費交付金配分額のとおり単年度における

収支バランスもとれている。 
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資料１０－２－①－１ 津山工業高等専門学校中期計画(抜粋) 
津山工業高等専門学校中期計画(抜粋) 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（２）目標に掲げる内容・水準を達成するための教育指導等 

① 入学者選抜 

○ 国立高等専門学校にふさわしい者を選抜するための入試方法に関する具体的方策 

 技術者としての適性の判断基準としては，数学と理科を重視することに加えて，「推薦による選抜」においては面

接を通して技術について学習する意欲の確認を行っている。 

・長年にわたり実施している中学校訪問に加えて，中学生とその保護者を対象とする学校説明会を実施するなどして，

教員・中学生のみならず保護者の高専教育への理解を高める（随時）。 

☆ 元中学校長をアドミッション・アドバイザーとして採用し(9 月～2 月の半年)，中学校に津山高専を積極的に

PR するとともに，中学校情報の収集に努めた。中学校訪問も従来の 6,7 月に加えて秋にも行うとともに，学校

説明会では学科 PR の時間を新たに設けた。この他，メールマガジンの発信などの広報の推進，入試情報の公開

を進めた。 

☆ 平成 19 年度入試における実質の志願者数は 201 人であった。平成 16 年度 251 人，平成 17 年度 260 人，平成

18 年度 199 人で，昨年とほぼ同数の志願者であった。昨年度は電気電子工学科，本年度は機械工学科に志願者

が集中しており，この理由については検証する必要がある。 

１ 外部からの教育研究資金その他の自己収入の増加のための措置 

○ 外部からの教育研究資金その他自己収入の増加に関する具体的方策 

 個人や部門ごとの目標設定を求め，科学研究費補助金など外部研究資金その他の自己収入の確保及び増額を図る（随

時）。 

☆ 独立行政法人化に伴って，科学研究費補助金などの外部資金を導入することが重要となっており，今後も機会

あるごとに努力する。岡山県の研究補助金については 2 名の教員が受けている。教員の昇任に際しては科学研究

費補助金の申請を必要条件とし，「傾斜配分研究費の報告会」を開催するとともに，別途外部講師による科学研究

費補助金の説明会を実施した。JST からの「シーズ発掘型補助金」についても，積極的に応募していく。 

・科学研究費補助金・共同研究・受託研究・奨学寄附金など外部研究資金の受入件数を，中期計画期間中に，平成 14 

年度より 30%増加させる。 

☆ 現在科学研究費補助金の採択状況が良くないので，その他の外部資金を含めて中期計画の期間中に継続して努

力する必要がある。 

・地域共同テクノセンターの活動を通して産官学の連携を推進し，外部資金の導入を図る（随時）。 

☆ コーディネータ（非常勤）・教員等の努力により，平成 18 年度は，共同研究 8 件，受託研究 4 件と増加した。

地元企業への働きかけにより，津山高専技術交流プラザへ平成 18 年に１０ 社が新規加盟した。 

２ 経費の抑制及び資産の管理の改善のための措置 

○ 管理的経費の抑制に関する具体的方策 

・光熱水料・電話料等の契約方法の随時見直しを行う（随時）。 

☆ 平成 18 年 11 月 13 日付で NTT 西日本およびフュージョン・コミュニケーションズからソフトバンクテレコ

ムの提供する電話サービス「おとくライン」に移行した。これにより毎月の基本料およびダイヤルイン使用料の削

減が見込まれる。 

出典：津山工業高等専門学校中期計画
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資料１０－２－①－２ 平成 18 年度運営交付金配分額と配分内訳 

（単位：円） 本校予算配分額 （単位：円）

人件費（本部） 1,006,370,967

常勤教職員人件費 842,570,967 人件費（本部）へ 常勤教職員人件費（法定福利費を含む） 842,570,967 本部配分額

（法定福利費を含み、超過勤務手当を除く） 退職手当 161,300,000 本部配分額

退職手当 161,300,000 人件費（本部）へ 赴任旅費 2,500,000 本部配分額

赴任旅費 2,500,000 人件費（本部）へ

その他経費 279,595,240 その他経費 279,595,240

（特別教育研究経費） 人件費 52,510,000 所要見込額

教育の進展に関する経費 8,000千円 常勤教職員人件費 16,000,000 所要見込額

国費留学生経費（教育経費） 174千円 非常勤職員人件費 11,300,000 所要見込額

国費留学生経費（学生支援経費） 36千円 非常勤講師等人件費 21,810,000 所要見込額

（特殊要因経費） 非常勤講師等旅費 3,400,000 所要見込額

高専間教員交流所要経費 300千円

管理経費 111,447,240

旅費 5,000,000 △24.4％

1,285,966,207 職員厚生費 600,000 健康診断・永年勤続表彰

式日諸費 900,000 諸会費・会場借料等

広報関係経費 1,800,000 学校要覧・紀要・公募掲載料等

公開講座経費 400,000 公開講座収入見込額

特許出願費 2,000,000

光熱水料 28,469,000 電気・ガス・水道

運営費交付金(資金送金上限額) 1,045,912,207 通信運搬費 9,830,000 電話・郵便・通信回線・放送受信料

自己収入 240,054,000 暖房費 5,727,000 重油・灯油

授業料収入 203,633,000 普通庁費 8,916,855 固定資産税・消耗品・機器修理費等

入学料収入 16,759,000 機器借料 11,270,385 確定額（電算機・複写機・ＡＥＤ）

検定料収入 5,576,000 業務委託費及び保守等経費 12,771,000 清掃・廃棄物・警備・産業医・ﾎﾞｲﾗｰ・電気・消防

職員宿舎貸付料収入 9,704,000 自動車維持費 1,000,000 車検・整備・ガソリン

　 寄宿料収入 2,699,000 校地維持・整備費 1,500,000 校内草刈・除草作業等

　 その他収入 1,683,000 役務費 2,710,000 複写機保守料・振込手数料・印刷製本費等

排水処理施設費 3,553,000 保守管理費・汚泥汲取料

1,285,966,207 施設維持管理費 15,000,000 各所修繕等

原則 は財源：運営費交付金 教務・学生関係経費 25,937,000

教務関係経費 11,324,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

原則 は財源：授業料収入 厚生補導経費 10,179,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

寄宿舎経費 4,434,000 前年度配分額△１％

原則 は財源：その他自己収入

附属施設経費 12,433,000

図書館 3,846,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

実習工場 1,531,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

総合情報センター 3,502,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

地域共同テクノセンター 2,902,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

教育研究支援センター 652,000 前年度配分額△１％ ＋ 旅費相当額

学科研究費 28,822,000

校長 307,000 前年度配分額△１％

専攻科 2,408,000 前年度配分額△１％

一般科目 7,595,000 前年度配分額△１％

機械工学科 4,597,000 前年度配分額△１％

電気電子工学科 4,486,000 前年度配分額△１％

電子制御工学科 4,333,000 前年度配分額△１％

情報工学科 5,096,000 前年度配分額△１％

特別計画経費 36,446,000

教育の進展に関する経費 8,000,000 本部配分額を関係部署へ配分

国費留学生経費（教育経費） 174,000 本部配分額を関係部署へ配分

国費留学生経費（学生支援経費） 36,000 本部配分額を関係部署へ配分

高専間教員交流所要経費 300,000 本部配分額を関係部署へ配分

校長裁量経費（重点整備費） 12,300,000 別途計画により配分

中国体育大会経費 2,736,000 本部配分額を配分

ロボットコンテスト経費 1,000,000

一日体験入学経費 1,900,000

ＪＡＢＥＥ・認証評価経費 2,000,000

自己点検評価経費 500,000

ものづくり活動経費 1,000,000 別途計画により配分

傾斜配分枠研究費 6,500,000 別途計画により配分

校長裁量予備費 12,000,000

自己収入減収対策留保額 12,000,000 自己収入予算の５％相当額

校長裁量予備費 0

1,285,966,207

計

校内予算配分額

計

備　　　　　　考

事　　　　　　項
1８年度

当初配分額
備　　　考　

本部からの収入予算配分額

平　　成　　１８　　年　　度　　予　　算　　配　　分　　表  

本部からの支出予算配分額

事　　　　　　項
1８年度

当初配分額
事　　　　　　項

1８年度
当初配分額

備　　　考　

出典：平成 18 年度 運営会議資料



津山工業高等専門学校 基準10 

 281

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況） 
本校においては，運営会議で予算編成方針等について協議し，予算配分計画を審議している。この結

果は運営会議メンバーを通じて明示し，学内文書サーバにも公開しており，支出については損益計算書

（資料１０－２－②－１）で示すように，支出超過は生じていない。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
収支は適正に管理されており，支出超過となっていない。 
損益計算書で示すように収支決算については，財務会計システムで一元管理されており，支出超過に

なっていない。 
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資料１０－２－②－１津山工業高等専門学校損益計算書(抜粋) 
(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

平成 17 年度 事項別決算書 

（単位：円）

　 経常費用

　 業務費

　 教育・研究経費 169,362,866

　 教育研究支援経費 45,593,228

受託研究費 8,364,398

受託事業費 250,000

　 教員人件費 606,510,343

　 職員人件費 363,289,007 1,193,369,842

一般管理費 88,245,556

財務費用（支払利息） 25,919

経常費用合計 1,281,641,317

　 経常収益

　 運営費交付金収益 960,086,358

　 授業料収益 210,147,850

入学金収益 17,004,600

検定料収益 4,217,300

受託研究等収益 8,364,400

受託事業等収益 250,000

　 寄附金収益 12,534,460

施設費収益 9,691,500

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入 3,529,321

資産見返寄附金等戻入 2,465,176

資産見返物品受贈額戻入 40,330,674 46,325,171

財務収益

　 受取利息 122 122

雑益

　 財産貸付料収入 13,643,974

文献複写料 260

物品受贈益 0

その他の雑益 0 13,644,234

　 経常収益合計 1,282,265,995

経常利益 624,678

臨時損失 -2

当期純利益 624,676

　 当期総利益 624,676

損　益　計　算　書
（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

 
出典：総務課作成資料
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）に

対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 
教育・研究に当てられる予算については，予算編成方針（資料１０－２－③－１）に基づき予算配分

計画案を作成し，運営会議で審議の上，決定している（前出資料１０－２－①－２）。 
特別計画経費のうち「校長裁量経費（重点整備費）」,「ものづくり経費」及び「傾斜配分枠研究費」

については，教員及び各学科等から「重点整備費」,「ものづくり経費」及び「傾斜配分枠研究費」の申

請要領に基づき（資料１０－２－③－２）申請された経費申請書に対し，主事会議(校長，副校長，校長

補佐及び事務部長)において必要性を審査し，配分決定を行っている。 
なお，大型の施設・設備の整備に必要な予算については，個別に概算要求する仕組みとなっている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 適切な資源配分がなされている。 
予算については，予算編成方針が示されその内容は教職員に明示されており，教育研究を助長するシ

ステムを構築している。また，特別計画経費等は教員及び各学科等から申請された経費申請書に対し，

主事会議において必要性を審査し，配分を決定している。 
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資料１０－２－③－１ 平成 18 年度予算配分方針（抜粋） 

Ⅰ．人件費(本部)

Ⅱ．その他経費

　１）人件費

・常勤教職員人件費 15,162千円 ＋ 838千円 ＝ 16,000千円 （7.5％増）

・非常勤職員人件費 11,300千円 ＝ 11,300千円 （△27.7％）

・非常勤講師等人件費 22,509千円 － 699千円 ＝ 21,810千円 （△15.4％）

・非常勤講師等旅費 3,026千円 ＋ 374千円 ＝  3,400千円 （△21.1％）

　２）管理経費

管理運営に最低限必要な経費を前年度実績及び特殊要因等を加味し次のとおり配分する。

・旅費 5,000千円 （△24.4％）【組織組替】

・職員厚生経費　 600千円 （6.3％増）

・式日諸費 900千円 （6.02％増）

・広報関係経費 1,800千円 （113.9％増）

・公開講座経費 403千円 （収入見込額）

・特許出願費 2,000千円 （16.0％増）

・光熱水料 28,469千円 （3.7％増）【価格高騰】

・通信運搬費 9,830千円 （0.1％増）

・暖房費 5,727千円 （20.0％増）【価格高騰】

・普通庁費 8,917千円 （△２％）　

・機器等借料 11,270千円 （△2.7％）

・業務委託及び保守等経費 12,771千円 （△7.8％）

・自動車維持費 1,000千円 （18.3％増）

・校地維持・整備費 1,500千円 （△19.7％）

・役務費 2,710千円 （△１７％）

・排水処理施設費 3,553千円 （2.7％増）

・施設維持管理費 15,000千円 （△1.8％）

          

　３）教務・学生関係経費

      ◎１７年度配分額から効率化（△１％）を控除した額を配分する。

○教務関係経費　　11,287千円 × 99/100  ＝11,174千円

・教務関係経費　  7,201千円 × 99/100  ＝7,129千円

・入学試験経費    653千円 × 99/100  ＝  646千円

・留学生経費  3,433千円 × 99/100  ＝3,399千円

○厚生補導経費    10,160千円 × 99/100  ≒10,059千円

・学生指導費 2,805千円 × 99/100  ＝2,777千円

・保健管理費  1,000千円 × 99/100  ＝  990千円

・課外活動施設運営費 1,150千円 × 99/100  ＝1,139千円

・厚生補導設備費充実費 3,000千円 × 99/100  ＝2,970千円

・高専体育大会厚生補導経費  1,150千円 × 99/100  ＝1,139千円

・合宿研修費 1,055千円 × 99/100  ＝1,044千円

　  　　　本部から配分のあった事項のうち本校負担となる、常勤教職員人件費 、非常勤講師(人
　　　　件費)、非常勤講師(旅費)、学校医(医員手当)を次のとおり配分する。ただし、所要見込額
 　     に対し配分額に過不足が見込まれる場合にはその額を調整し配分する。

平成１８年度予算配分方針

　本部より配分のあった平成１８年度予算を、次により「平成１８年度予算配分表(案)」のとお
り配分する。

　　本部から配分のあった事項のうち本部負担となる、常勤教職員人件費、退職手当、赴任旅費
　の全額を人件費(本部)に配分する。

　　本部から配分のあったその他経費を人件費等、管理経費、教務・学生関係経費、附属施設等
経費、学科研究費、特別計画経費、校長裁量予備費として次のとおり配分する。

 
出典：平成 18 年度予算配分方針 運営会議資料
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観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 
 学校を設置する独立行政法人国立高等専門学校機構の財務諸表は，官報において公表されることとな

っている（資料１０－３－①－１）。当校の財務諸表等は，津山工業高等専門学校「学校要覧」におい

て適正に公表されている（資料１０－３－①－２）。 

資料１０－２－③－２ ものづくり,重点整備,傾斜配分研究費,申請要綱 
 

平成１８年度傾斜配分枠研究費の配分方針及び申請について 
１ 配分方針 
 過去の業績よりも現在の研究意欲や今後の研究計画がある者に研究費を配分し，本校の研究の活性を促すことを基

本とする。さらに最近の研究業績に加え，教育・社会貢献などについての実績にも配慮して配分をおこなう。 
２ 申  請 
 (1) 申請者 
     ① 申請者は常勤の本校教員または技術職員とする。 
   ② 申請は研究分担者を含めて１人１件とする。 
   ③ ２年間連続して本経費の配分を受けた者は，その翌年は申請することはできないこととする。     
 (2) 申請書類 
   ① 申請は別紙「傾斜配分枠研究費申請書」によること。 
   ② 申請書類に以下の書類を添付すること。 
    ○「教員選考基準」中の「2.研究業績」,「3.教育業績」における「教授方法改善」と「教育研究指導」,「4.

学校運営，社会貢献ほか」における「地域協力，国際協力」と「外部研究費」に関する研究代表者につい

ての最近３年間（平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日）の実績一覧｡ 
    ○上記に該当する項目に関する「教員選考基準」に基づく自己採点表｡（ただし，個々の区分での点数の上限

は設けない。） 
   ③ 申請(要求)額は５０万円を限度とする。 
    ○申請額は研究課題に必要なもののみとし，積算の概略資料（旅費も含む）を添付すること。なお，旅費は

申請額の２０％までとする。 
 (3) 申請に伴う義務 
   ① 科学研究費補助金または各種助成金に申請すること。 
    ○外部資金の申請を怠った場合には，３年以内に当該研究費を返還するとともに，返還が終了するまでは本

申請を不可とする。 
   ② 研究成果を学会（外部）に発表することを義務づけ，申請書にその時期を明記する。 
    ○成果を外部に発表した際には，速やかに総務課財務係に届けること｡（別刷があれば添付すること） 
 
 (4) 申請書類の提出 
   ① 平成１８年５月１０日（水）までに総務課財務係に提出すること。 
３ 予算配分 
 (1) 平成１７年度傾斜配分枠研究費予算額は６，５００千円である。 
 (2) 配分は主事会議により決定する。 
 (3) 新任教員への配慮はおこなう。 
 (4) 研究費の配分は平成１８年６月１日付けとし，研究代表者に配分する。 
 (5) 採択となった研究テーマ，代表者および配分額は公開する。 
４ 報告書等の提出 
 (1) 研究費の配分を受けた者は，翌年度(平成１９年)の９月末日までに校長宛に研究成果(経過)の報告書(様式任意)

又は学会発表の概要を提出するものとする。(提出先：総務課財務係) 
 (2) 本研究費の配分に基づく校内の研究発表会を開催する。研究費の配分を受けた者は，研究発表会での講演を求

められる場合がある。  
 

出典：平成 18 年度傾斜配分枠研究費の配分方針及び申請について運営会議資料
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（分析結果とその根拠理由） 
 適切な形で公表されている。 
財務諸表等については，国立高等専門学校機構本部を通じ官報に公告されるなど，独立行政法人通則

法に基づき適正な形で公表される予定である。 
 

 

 
 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況） 
 平成 16 年度については，独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱（資料１０－３－②－１）

に基づく機構本部による監査が実施（資料１０－３－②－２）され，内部監査として本校の会計課担当

職員による学内会計監査を 19 年度は実施する予定であり，適正な会計監査を実施している。 

資料１０－３－①－２ 財務諸表等（抜粋） 

■収入・支出決算額（平成１8年度）

収入決算額 （単位：千円） 支出決算額 （単位：千円）

区　　　　分 区　　　　分

運営費交付金 1,047,357 人件費 1,013,739

施設整備費補助金 7,902 物件費 265,531

授業料 198,899 施設費 7,902

入学料及び検定料 20,656 計 1,287,172

その他自己収入 12,358

決算額決算額

 

出典：平成 18 年度学校要覧 pp20-21

資料１０－３－①－１ 独立行政法人通則法第38条第４項 
（財務諸表等） 

第三十八条 独立行政法人は，毎事業年度，貸借対照表，損益計算書，利益の処分又は損失の処理に関する書類その他

主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」とい う。）を作成し，当該事業年度の終了後三

月以内に主務大臣に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 独立行政法人は，第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは，遅滞なく，財務諸表を官報に公告し，かつ，

財務諸表並びに第二項の事業報告書，決算報告書及び監事の意見を記載した書面を，各事務所に備えて置き，主務省

令で定める期間，一般の閲覧に供しなければならない。 

出典：文書管理サーバ
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（分析結果とその根拠理由） 

 適正に会計監査がなされている。 
独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱に基づく機構本部による監査を受けている。また，

資料１０－３－②－１ 「独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱」（会計監査に関する

条文抜粋） 
 

独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱 
 

                                                        平成１６年４月１日制定

 
 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）の監事は，機構の理事長と協議してこの要綱を定め

る。 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は，独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。）第１９条第４項

及び第５項並びに第３８条第２項の規定に基づき，監事が行う監査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるもの

とする。 
 （監査の目的） 
第２条 監査は，機構の業務の適正且つ効率的な運営を図るとともに会計経理の適正を期することを目的とする。 
 （監査の対象及び種類） 
第３条 監査は，業務及び会計について行う。 
２ 監査は，定期監査及び臨時監査とする。 
 （監査の方法） 
第４条 監事は，書面，実地その他監事が必要と認める方法により行うものとする。 
２ 監事は，監査の実施に当たり，機構における業務の円滑な実施に配慮するものとする。 
 （監査計画） 
第５条 監事は，監査の実施に当たり，監査項目，監査対象箇所等を定めた監査計画を作成するものとする。 
２ 監事は，監査計画を作成したときは，速やかに理事長に通知するものとする。 
 
 

出典：独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱

資料１０－３－②－２ 国立高等専門学校機構幹事監査報告書（抜粋） 

出典：国立高等専門学校機構幹事監査報告書
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本校事務職員により適正な内部監査を実施している。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
・ 予算編成方針を示し，その内容を教職員に明示し，教育研究を助長するシステムを構築していると

ともに，それに基づき予算を適正に配分している。 
・ 特別計画経費等は，教員及び各学科等から申請された経費申請書に対し，主事会議において必要性

を審査し，配分を決定している。 
 
（改善を要する点） 
・ 外部資金導入については，より一層の拡充方策を検討する必要がある。 

 
（３）基準１０の自己評価の概要 

本校では，教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を有しており，

債務はない。 
本校における学生定員は，毎年充足しており，経常的収入が継続的に確保されている。 
中期目標，中期計画を踏まえ，予算配分については，運営会議において審議し，教職員に周知してい

る。教育・研究に充当する予算については，予算編成方針等に基づき予算配分計画を運営会議で審議・

決定し，適正に配分している。また，特別計画経費等は，教員及び各学科等から申請された経費申請書

に対し，主事会議において必要性を審査し，配分を決定している。これらの結果は運営会議メンバーを

通じて明示するとともに，学内文書サーバで公開している。 
収支状況については，財務会計システムで一元管理しており支出超過はない。財務に対する会計監査

等については，外部監査と内部監査により適正に実施している。 
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基準11 管理運営 
（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になってお

り，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となっているか。 
（観点に係る状況） 
①校長，各主事等について 
校長の職務については，学校教育法をはじめとする関係法令の定めるところ（学校教育法第70条の７

「校長は，校務を掌り，所属職員を監督する。」）であり，学則上では特に規定していないが，校長が

名実ともに学校運営の責任者であることは明白である。 
本校では，学則及び規程に基づき，教務主事，学生主事，寮務主事及び専攻科長を置き，それらの役

割を定めている（資料１１－１－①－１）。 

 

本校では，資料１１－１－①－２に示すように，内部組織規程において，校長の職務を補佐するため，

副校長を置き，学校運営全般について校長を補佐することとしており，教務主事をもって充てている（内

部組織規程第２条）。また，校長補佐として，学生主事，寮務主事及び専攻科長を置き，それぞれ校長

の職務を補佐することとしている。さらに，教務，学生，寮務の３主事の下に主事補を置き，当該主事

の職務を補佐することとしている（同第３－５条）。なお，本校の運営組織については，資料１１－１

－①－３に示すとおりである。 
 

資料１１－１－①－１ 津山工業高等専門学校学則(抜粋) 
学則（抜粋） 

第９条 本校に教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するものを 

除く。）を掌理する。 

４ 寮務主事は、校長の命を受け、学寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

出典：津山工業高等専門学校学則

資料１１－１－①－２ 内部組織規程 
内部組織規程（抜粋） 

（副校長及び校長補佐） 

第２条 学則第９条第１項に定める教務主事に副校長の名称を，学生主事，寮務主事及び専攻科長に校長補佐の名称

を付し，使用することができる。 

 （教務主事補） 

第３条 学則第９条第２項に定める教務主事の職務を補佐するため，教務主事補を若干名置く。 

２ 教務主事補は，本校に勤務する教員のうちから教務主事の推薦により校長が命ずる。 

 （学生主事補） 

第４条 学則第９条第３項に定める学生主事の職務を補佐するため，学生主事補を若干名置く。 

２ 学生主事補は，本校に勤務する教員のうちから学生主事の推薦により校長が命ずる。 

  （寮務主事補） 

第５条 学則第９条第４項に定める寮務主事の職務を補佐するため，寮務主事補を若干名置く。 

出典：津山工業高等専門学校内部組織規程
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②各種委員会について 
各種委員会については，各委員会規程によりその役割を定めており，現在 17 の委員会の下に，12 の

小委員会あるいはワーキングループを置いている（前出資料２－２－①－１）。これらの中で，校長を

委員長とする委員会を例示的に挙げると，主事会議，運営会議，教員会議，人事推薦委員会である。と

りわけ，副校長（教務主事），校長補佐（学生主事，寮務主事，専攻科長）及び事務部長から構成され

る主事会議は，校長のトップマネジメントを支える意思決定に直結した会議となっている（資料１１－

１－①－４主事会議規程第２条）。また，運営会議は，各専門学科主任及び一般学科主任，学術情報委

員会委員長，産学連携推進委員会委員長，教育研究支援委員会委員長及び事務部長で構成されており，

校務の円滑な運営を図るため，  
（１）管理運営に関する重要事項   （２）経営に関する重要事項 
（３）学生の教育・生活に関する基本的事項  （４）教育改善に関する事項 
（５）研究推進に関する事項    （６）情報化に関する事項 

資料１１－１－①－３ 組織図

 
出典：平成 18 年度学校要覧
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（７）情報公開に関する事項    （８）国際交流に関する事項 
（９）施設整備に関する事項    （10）自己点検及び評価に関する事項 
（11）法人評価に関する事項    （12）広報に関する事項 
（13）スペース・コラボレーション・システムの利用推進の基本方針に関する事項 
（14）その他校長が必要と認めた事項 
等について審議する。決定された事項についての学内への周知は，共用の文書サーバ等を通じて教職員

に通知するとともに，全教員で構成する教員会議において周知徹底を図っている（資料１１－１－①－

５）。 
人事推薦委員会は，校長の諮問に応じて，教員の採用と昇任及び非常勤講師の採用に係る選考に関し

て審議する（人事推薦委員会規程第２条）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になっており，効果的な意思決

定が行える態勢となっている。 
校長をはじめ，学則及び内部規程に基づきその役割を明示している。教務，学生及び寮務の３主事並

びに専攻科長を置き，これらの職に副校長，校長補佐を兼務させて学校運営全般について校長を補佐す

ることとしている。また，各主事の補佐役として主事補をそれぞれ置いており，校長のリーダーシップ

を補佐する役職の教職員を適正に配置し効果的な意思決定が行える態勢としている。 
学校運営に係る重要な委員会は，校長を委員長とする主事会議，運営会議，教員会議，人事推薦委員

会がこれに該当する。特に，主事会議及び運営会議は，管理運営に係る重要事項を審議する会議として

定義づけている。また，学校運営に係る重要な委員会として，教務，学生生活，寮務の３委員会及び専

攻科運営委員会を置き，当該担当主事及び専攻科長がそれぞれ委員長として委員会の運営を行っている。 
また，運営会議の議事録等は，文書サーバ等を通じて教職員に周知するとともに，全教員で構成する

教員会議において周知徹底を図っている。 
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資料１１－１－①－４ 津山工業高等専門学校主事会議規程（抜粋） 
（目的） 

第１条 津山工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，本校の管理運営を円滑に実施するため，津山工業高等

専門学校主事会議（以下「主事会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 主事会議は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 本校の管理運営に関する重要事項 

(2) 運営会議の所掌事項のうち，事前調整を必要とする事項 

(3) その他校長が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 主事会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 校長 

(2) 教務主事，学生主事及び寮務主事 

(3) 専攻科長 

(4) 事務部長 

出典：津山工業高等専門学校主事会議規程

資料１１－１－①－５ 津山工業高等専門学校運営会議規程（抜粋） 
（目的） 

第１条 津山工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，本校の管理運営等に関する事項について審議し，校務

の円滑な運営を図るため，津山工業高等専門学校運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 運営会議は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 管理運営に関する重要事項 

(2) 経営に関する重要事項 

(3) 学生の教育・生活に関する基本的事項 

(4) 教育改善に関する事項 

(5) 研究推進に関する事項 

(6) 情報化に関する事項 

(7) 情報公開に関する事項 

(8) 国際交流に関する事項 

(9) 施設整備に関する事項 

(10) 自己点検及び評価に関する事項 

(11) 法人評価に関する事項 

(12) 広報に関する事項 

(13) スペース・コラボレーション・システムの利用推進の基本方針に関する事項 

(14) その他校長が必要と認めた事項 

出典：津山工業高等専門学校運営会議規程
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観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活動

しているか。 

（観点に係る状況） 
①各種委員会について 
本校における各種委員会の担当状況は，前出資料２－２－①－１の通りである。これらの委員会には，

各学科及び一般学科（一部は専攻科）からそれぞれ委員を選出し，その役割により適宜委員を加えるこ

ととしている。こうして学校運営を円滑に行うため，17 の委員会の下に，小委員会あるいはワーキング

ループ 12 を置いている。この中で，主事会議及び運営会議は全学の管理運営を円滑に行うための組織

として，管理運営に関する重要事項を審議する委員会である（前出資料１１－１－①－４，５）。また，

校務に直結する委員会として，教務，学生生活，寮務，専攻科運営の各委員会を置き， 
１）教務委員会では，教育課程の編成及び教育計画の立案その他教務に関する事項について 
２）学生生活委員会では，学生の補導厚生及び課外教育に関する事項について 
３）寮務委員会では，学寮の運営及び寮生の補導厚生に関する事項について 
４）専攻科運営委員会では，専攻科に関する基本的事項について 

それぞれ審議事項としている（教務，学生生活，寮務の各委員会規程及び専攻科運営規程）。 
各種委員会規程には，事務部における担当課が示されており，前出資料２－２－①－１に示すように，

事務部の部長，あるいは担当課長が委員として参画し，教職員が協働で当該委員会の担当に当たり，実

務的な機動性を発揮することができるような委員構成としている。 

②事務組織について 
事務組織については，平成 18 年度より従来からの庶務課，会計課及び学生課の３課を，総務課，学

生課及び地域連携･広報室の２課，１室体制に改め業務の効率化を図った（前出資料１１－１－①－３，

資料１１－１－②－１）。事務組織規程により，各課における担当業務を定めている（資料１１－１－

②－２）。 
また，事務部長，２課長，課長補佐及び地域連携・広報室長で構成する事務部課長会議を組織し，定

例の打合せを行っている。この会で事務部及び学校運営に係る事務処理等について検討を行い，日常業

務の改善に役立てるとともに，２課及び１室における情報の共有を図っている。 
 

（分析結果とその根拠理由） 
本校では管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活動している。 
管理運営を円滑に行うために置かれている運営会議では，１）学則その他重要な規則の制定改廃に関

すること，２）管理運営に関する重要事項，３）他の委員会において運営委員会の議を経ることとなっ

た事項，４）その他校長が必要と認めた事項，を審議事項とし，校長が委員長を務めている。 
また，教務，学生生活，寮務及び専攻科運営の各委員会は，それぞれ教育課程，学生生活，寮運営及

び専攻科運営等に係る必要事項を審議する校務に直結した委員会であり，担当の各主事が委員長を務め

ることで管理運営に係る校長のトップマネジメントを支える重要な役割を果たしている。 
事務組織は，事務組織規程に示されているように，総務，学生課及び地域連携・広報室の２課，１室

体制を採っており，それぞれ管理運営に係る所掌事務を分掌している。事務部長は運営会議の委員とし

て参画しており，管理運営に係る重要事項の審議に直接加わっている。また，各種委員会には事務担当

としてだけではなく，委員会においては事務部長あるいは課長が委員として加わることで実質的な審議

を実務的に支えている。これにより，単なる事務担当ではなく委員として参画することにより，効果的
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な運営に資するよう，実質的な役割と責任を担っている。 
 

 

 

資料１１－１－②－１ 津山工業高等専門学校事務組織規程 
第２条 事務部に次の２課及び１室を置く。 

  総務課 

  学生課 

  地域連携・広報室 

 （課及び室に置く係） 

第３条 総務課に次の係を置く。 

   総務係 

   人事・労務係 

  財務係 

    出納係 

  契約係 

２ 学生課に次の係を置く。 

  教務係 

  学生生活係 

  寮務係 

  学術情報係 

３ 地域連携・広報室に次の係を置く。 

  地域連携・研究協力係 

出典：津山工業高等専門学校事務組織規程 
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資料１１－１－②－２ 事務部の所掌事項（抜粋） 
第１２条 総務課においては，次の事務をつかさどる。 

(1) 事務の総合調整に関すること。 

(2) 機密に関すること。 

(3) 自己点検及び法人評価に関すること。 

(4) 外部評価に関すること。 

(5) 認証評価に関すること。 

(6) 儀式及び会議に関すること。 

(7) 学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。 

(8) 中期目標，中期計画及び年度計画の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

(9) 将来構想に関すること。 

(10) 法人文書の接受，発送，編集及び保管に関すること。 

以下省略 

 （学生課） 

第１３条 学生課においては，次の事務をつかさどる。 

(1) 学生の募集及び入学者の選抜に関すること。 

(2) 学生の修学指導に関すること。 

(3) 教育課程の編成及び授業に関すること。 

(4) 学生の試験に関すること。 

(5) 学生の学籍に関すること。 

(6) 進級及び卒業の認定に関すること。 

(7) 外国人留学生の受入及び修学指導に関すること。 

(8) 学生の実習に関すること。 

(9) 学外実習及び長期インターンシップに関すること。 

(10) 学生生活に関すること。 

以下省略 

 （地域連携・広報室） 

第１４条 地域連携・広報室においては，次の事務をつかさどる。 

(1) 地域連携に関すること。 

(2) 産学官の連携事業に関すること。 

(3) 公開講座に関すること。 

(4) 知的財産権に関すること。 

(5) 科学研究費補助金及びその他の外部資金に関すること。 

(6) 内地研究員及び在外研究員に関すること。  

(7) 広報に関すること。 

(8) その他地域連携，研究協力及び広報に関すること。 

出典：津山工業高等専門学校事務組織規程



津山工業高等専門学校 基準11 

 296

観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 
（観点に係る状況） 
本校では，管理運営に直接関係する諸規則として，学則を受けて定められている内部組織規程，事務

組織規程，事務分掌規程，運営会議規程をはじめとして，情報公開や情報セキュリティ，健康安全管理，

レクレーションやセクハラ防止，教職員安全衛生管理，施設管理や防災，毒劇物の管理や図書館などに

係る諸規則・規程を整備している。 
これらの諸規程は体系的に整備され，本校の学内グループウェア（資料１１－１－③－１）及び津山

高専公式ホームページ（資料１１―１－③－２）を通して公開している。学内グループウェアでは学外

に公開できないような詳細な情報を公開し，公式ホームページでは教職員だけでなく学外者であっても

必要に応じていつでも参照することが可能である。また，諸規程に改正等があった場合は，公式ホーム

ページの該当箇所に掲載した上で，全教職員にメール通知している。 
 

（分析結果とその根拠理由） 
本校では管理運営の諸規定が整備されている。 
管理運営に直接関係する諸規則等を整備しているほか，情報公開や情報セキュリティ，健康安全管理，

レクレーションやセクハラ防止などに係る諸規則・規程も整備している。諸規程の改正等があった場合

には，公式ホームページの該当箇所に掲載した上で，全教職員にメール通知するなど，周知徹底を図っ

ている。 
 

 資料１１－１－③－１ 学内グループウェア 

 
出典：学内ホームページ， 

http://www.center.tsuyama-ct.ac.jp/cb4-cgi/office.cgi?page=CabinetIndex 
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 資料１１－１－③－２ 学外への情報公開 

 
 

 出典：津山高専公式ホームページ， 
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/jkoukai.htm 

 
観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況） 
①外部評価委員会等 
本校では，外部有識者等の意見を学校運営に反映させるため，平成13年５月に外部評価委員会を設置

し，平成14年１月に外部評価報告書（提言）（参考冊子）として報告書をまとめた（前出資料６－１―

⑤―３）。この中で，管理運営に直接関係する事項を例示的に挙げると， 
1）新しい社会の動向に対応して欲しい。 
2）国際化への対応をして欲しい。 
3）地域社会へのきめ細かい交流をして欲しい。また，これらを推進するために、組織運営をきちっ

と目標をつくって，きめ細かく体制づくりを行って欲しい。 
との提言がなされている。一方， 
１）組織運営面で校長のリーダーシップのもとに，運営委員会等の新しい発想でトップダウンとボト

ムアップの接合を意図した運営の仕方をしており，今後に大いに期待したい。 
２）地域との連携について非常に努力している。津山高専技術交流プラザへの協力や，つやま新産業

開発推進機構への協力について，地域との連携が進んでいる。 
との評価も得ている。 
平成1７年からは，定期的に外部有識者からの意見を聴取するために有識者懇話会（資料11－２－①

－１）を設置し，平成18年３月に第１回の有識者懇話会を開催している。平成19年３月には第２回の有

識者懇話会も開催した。 
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②後援会 

学校の関連団体として設置されている後援会は，学生の保護者による団体であり，校長が顧問として

参画している。毎年１回開催される総会には，校長，教務主事，学生主事，寮務主事，専攻科長,進路支

援委員長等が陪席し，保護者からの意見を学校運営の参考として取り入れ，開かれた学校運営を目指し

ている。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されている。 
平成13年５月に公表した自己点検書「津山高専の現状と課題」を外部の有識者に評価してもらうため

同年６月に外部評価を実施し，その内容と提言を，平成14年１月に外部評価報告書として刊行した。ま

た，定期的に外部有識者からの意見を聴取するために設置した有識者懇話会は，平成17年より活動を開

始しており，外部からの貴重な意見として学校運営に活用している。 
学校の関連団体として設置されている後援会に，校長が顧問として参画したり，総会に学校関係者が

出席することで，保護者からの意見を学校運営の参考としている。 
 
観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対して

行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況） 
①自己点検・評価の実施状況 

平成３年の高等専門学校設置基準の改正に基づき，自己点検・評価制度が導入され，これを受け，本

校では平成４年３月に自己点検･評価の作業を始めている。同年10月には自己評価委員会が設置され，

「津山工業高等専門学校の現状と課題」として最初の小冊子を刊行した。その後，平成７年，平成13年，

平成17年とこれまでに４回，下記の通り同名の自己点検･評価報告書を刊行し，全学的な自己点検・評

価結果を関係機関及び学内へ配付した。自己評価委員会のメンバーは校長を委員長とし，運営会議のメ

ンバーがその任に当たっている。 
１）津山工業高等専門学校の現状と課題，平成４年８月 
２）津山工業高等専門学校の現状と課題（第２版）平成７年９月 

資料１１－２－①－１ 津山工業高等専門学校有識者懇話会規程より抜粋 
（目的） 

第１条 津山工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，時代の変化及び地域のニーズに即応し，効率的かつ効

果的な学校運営を確保するため，有識者懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

（審議事項等） 

第２条 懇話会は，本校の教育研究活動，学生支援・指導，地域連携及び管理運営に関する事項について，校長の諮

問に応じて審議し，助言又は勧告を行う。 

（委員） 

第３条 委員は，本校の教職員以外の者で，高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから，校長が委

嘱する。 

出典；津山工業高等専門学校有識者懇話会規程
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３）津山工業高等専門学校の現状と課題（第３版）平成13年５月 
４）津山工業高等専門学校の現状と課題 第４回 自己点検・評価報告書，平成17年８月 

②外部評価の実施状況 
本校では，学外からの貴重な意見を適切に学校運営に活かすため，平成13年度に外部評価委員会を組

織し，外部評価を実施し，平成14年１月に報告書を刊行している。外部評価委員会の構成は，前出資料

６－１―⑤―３のとおりである。また，学外有識者と卒業生代表等からなる有識者懇話会が活動実績（平

成17，18年度）を残しており，その報告書を本校ホームページ等で公表する予定である。 

③JABEEへの取り組み状況 
本校では，準学士課程の機械工学科と電子制御工学科との２学科を基礎学科とする専攻科課程である

機械・制御システム工学専攻及び電気（現電気電子）工学科と情報工学科との２学科を基礎学科とする

専攻科課程である電子･情報システム工学専攻の２専攻を設置している。これら専攻に対応した２つの

教育プログラムをJABEE認定可能なように充実・改善し，2003年度に機械及び機械関連分野並びに電

気･電子情報通信及びその関連分野としてJABEE認定を受けた（前出資料２－１－②－２）。 
こうした取り組みについては，津山高専公式ホームページを通じて学内外に詳しく公表するともに，

要覧や学生生活ガイドブック等に掲載し，全教職員及び全学生も公表している。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対して行われ，かつ，それ

らの評価結果が公表されている。 
現状と課題を分析した自己点検・評価を実施し，平成４年度から継続的に報告書を刊行している。外

部評価については，外部評価委員会が報告書（提言）を刊行している。また，懇話会がその内容を２回

にわたり公開し，関連機関及び全教職員に周知している。 
JABEE認定プログラムへの取り組みを，津山高専公式ホームページを通じて学内外に公表するとと

もに，要覧や学生生活ガイドブックによって，全教職員及び全学生に周知している。 
 
観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結び

付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況） 
自己点検・評価は，全教職員が何らかの関わりを持つことで意識喚起を行っている。外部評価委員会

による評価結果は，報告書を配付し，全教職員を対象にその内容を周知した。自己点検・評価報告書等

は，刊行の都度，全教職員に配付している。 
評価結果による課題については，部署の責任者で構成される運営会議において審議し，必要に応じて

適切な委員会で対処することにとしている。また，改善に係る事項について教員からの申し出があった

場合，各主事がその内容を確認し，教務，学生生活，学寮，専攻科運営の各委員会で検討し，必要に応

じて運営会議で審議決定する。 
改善の具体例としては，外部評価告書において求められた， 
１）国際化への対応については校長を委員長とし，主事や学科主任などから構成する国際交流企画専

門委員会を設け（平成 16 年度より運営会議中に国際交流ＷＧとして改編），国際交流基金を創設

して，平成 16 年５月に米国のペンシルベニア・カレッジ・オブ・テクノロジイとの国際交流を締

結（前出資料７－１－④－５），以後毎年学生間の交流を行なっている。 
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２）地域社会へのきめ細かい交流をして欲しいとの意見に対しては，地域共同テクノセンターに地域

連携を強化して産学連携推進委員会に改編し，平成 15 年度からは産学連携推進コーディネータを

そこに配置し，地域連携を強力に図っている。 
また，第１回の有識者懇話会で懸念を示された入学志願者減少への対策については，平成18年度より

外部より入試アドバイザーを採用，県内中学校への積極的なＰＲ活動を展開している。また，本校とし

ての第１期中期計画（平成16年度～平成20年度）の中で入学志願者減少への対策の具体的な計画を採り

上げている（前出資料１０－２―①―１）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 

 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的達成のための改善に結びつけられるような，シ

ステムが整備され，有効に運営されている。 
評価結果を全教職員が共有できるよう報告書を配付したりホームページに公開するなどして，周知徹

底を図っている。 
また，評価結果を運営に活かすために，運営会議で審議を行い，各委員会へ検討や実施を依頼する仕

組みが構築されている。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
・ 管理運営に係る関係諸規程等を整備しており，共用文書サーバ及び津山高専公式ホームページによ

り全教職員が閲覧可能である。また，改正の場合にはメール通知により周知している。 
・ 自己点検・評価及び外部評価を継続的に実施し，報告書等を公開している。 
・ 「機械・制御システム工学」及び「電子・情報システム工学」の両教育プログラムが，工学（機械

及び機械関連分野並びに電気･電子情報通信及びその関連分野）で2003年度JABEE認定を受けてい

る。 
 
（改善を要する点） 

・ 特になし 
 
（３）基準11の自己評価の概要 

管理運営に係る意思決定の仕組みについては，学則等の規定に基づき，教務主事，学生主事，寮務主

事及び専攻科長を置き，その役割を定めている。また，副校長として教務主事をもって充て，校長補佐

として学生主事，寮務主事及び専攻科長をもって充てている。また，各種委員会については，各委員会

規程等によりその役割を定め，現在17の委員会の下に，12の小委員会あるいはワーキングループを置い

ている。特に，校長のトップマネジメントを支える意思決定に直結した会議として，主事会議と運営会

議がある。主事会議は，副校長，校長補佐及び事務部長で組織し，運営会議は主事会議メンバーに加え

て各学科主任，学術情報委員会委員長，産学連携推進委委員長，教育支援委員会委員長(教務主事併任)
及び一般学科主任，事務部の部長で構成する。事務組織については，事務部には総務課，学生課及び地

域連携･広報室の２課，１室を置く。管理運営に関する重要事項を審議する運営会議と密接に連携する

ため，部課長等による定例の打合せを行い，２課及び１室における情報の共有を図っている。 
管理運営に直接関係する諸規則等を整備しているほか，情報公開や情報セキュリティ，健康安全管理，
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レクレーションやセクハラ防止などに係る諸規則・規程も整備している。諸規程の改正等があった場合

には，公式ホームページの該当箇所に掲載した上で，全教職員にメール通知するなど，周知徹底を図っ

ている。 
本校が自己点検･評価の作業を始めたのは平成４年３月からである。それに基づき，同年８月に「津

山工業高等専門学校の現状と課題」として最初の小冊子を刊行し，以後その点検作業は続いている。平

成13年５月に公表した自己点検書「津山高専の現状と課題」を外部の有識者に評価してもらうため同年

６月に外部評価を実施し，その内容と提言を，平成14年１月に外部評価報告書として刊行した。また，

外部からの定期的な提言・評価を念頭に置き設置された有識者懇話会は，平成17年度から活動を始め，

外部からの貴重な意見として学校運営に活用している。 
学校の関連団体として設置されている後援会に，校長が顧問として参画したり，総会に学校関係者が

出席することで，保護者からの意見を学校運営の参考としている。 
 JABEEについては，「機械・制御システム工学」及び「電子・情報システム工学」の両教育プログ

ラムが，工学（機械及び機械関連分野並びに電気･電子情報通信及びその関連分野）で2003年度に認定

を受けた。 
評価等のフィードバックシステムの状況については，外部評価委員会による評価報告書を刊行すると

ともに，その内容を周知するため，自己点検・評価報告書及び外部評価報告書を公開している。 


